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 １ 政務調査費条例、政務調査費施行規則及び政務調査費取扱規程は、平成 24年４月 1日

現在のものである。 
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１ 
 

請求人甲から、平成26年４月28日及び同月30日に提出された、①大泉時男議員に係る

平成24年度政務調査費に関する措置請求（以下「請求１」という。）、②杉並区議会の会

派及び議員に係る平成24年度政務調査費に関する措置請求（以下「請求２」という。）、

③公明党及び公明党議員に係る平成24年度政務調査費に関する措置請求（以下「請求３」

という。）については、全て平成24年度政務調査費に関する措置請求であることから、併

合的に審査を行った。 

そこで、本監査結果においては、請求１、請求２及び請求３について判断を示すこと

とする。 

 

 

第１ 請求の概要と受理 

 

１ 請求人 
 
   甲 

    

     

       

        

  

   

   

 

２ 請求書の提出 
 
      請求１：平成26年４月28日 

   請求２、請求３：平成26年４月30日 

 

３ 請求の主たる内容 
 
（１）請求１ 
 

「大泉時男議員の平成24年度政務調査費のうち、次の違法・不当な支出

954,353円について、同議員に対して返還を求めるよう杉並区長に勧告すること

を求める。」 

    ① 調査研究費（ガソリン代、有料道路料金） 30,291円 

    ② 研修費（自衛隊父兄会杉並支部会費） 2,000円 

    ③ 資料購入費（書籍「わがまま歩きドイツ」） 1,722円 

    ④ 事務所費（グリーン住建株式会社への賃借料） 320,340円 

    ⑤ 人件費（補助職員賃金） 600,000円 
 
（２）請求２ 
 

「杉並区の被った損害額に関し、平成24年度政務調査費の交付を受けた会派

及び議員に対して、速やかに返還を求めるよう杉並区長に勧告することを求め
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る。要返還額の合計は、7,798,855円である。」 

    ① 交付額を超えた収支報告書について、出納簿の是正の措置を講ずることを

求める。 

    ② 領収書に不備があるものについて、５議員に対し、合計204,790円の返還を

求める。 

    ③ 次の違法又は不当な支出について、返還を求める。 

     ア 事務所費（事務所の賃借料、光熱水費） 

        ５議員 合計879,372円 

     イ 人件費（補助職員賃金） 

        ５議員 合計1,243,200円 

     ウ 調査研究費（タクシー代、ガソリン代、月極駐車場代、視察費、視察み

やげ代） 

        16議員 合計709,397円 

     エ 研修費 

        １議員 合計9,500円 

     オ 資料作成費 

        ２議員 合計21,800円 

     カ 資料購入費（新聞代、年会費、書籍代） 

        ５議員 合計35,800円 

     キ 広報費（区政報告） 

        ６議員 合計3,995,563円 

     ク 事務費（携帯電話代、デジタルカメラ、ノートパソコン、インク代、自

転車） 

        ６議員 合計261,944円 

     ケ 会派事務費・人件費 

        11議員 合計452,995円 
 
（３）請求３ 
 

「公明党及び公明党議員の平成24年度政務調査費のうち、次の違法・不当な

支出2,139,861円について、同党及び同議員に対して、速やかに返還を求めるよ

う杉並区長に勧告することを求める。」 

    ① 調査研究費（月極駐車場代、ガソリン代、駐車料金、交通費） 

       ７議員 合計771,357円 

    ② 研修費（セミナー受講料） 

       １議員 合計31,500円 

    ③ 会議費（茶菓代） 

       １会派・５議員 合計204,568円 

    ④ 資料作成費 

       １議員 合計15,000円 

    ⑤ 資料購入費（月刊公明、杉並区地図） 
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       １会派・１議員 合計68,070円 

    ⑥ 広報費（ホームページ、切手、郵送料） 

       ５議員 合計823,160円 

    ⑦ 事務費（切手、文具、パソコン） 

       ５議員 合計192,693円 

    ⑧ 事務所費（事務所光熱水費） 

       １議員 合計33,513円 

 

※ 措置請求書全文は、30～148 ページ（別紙１－１、１－２、１－３）に掲載 
      

      ※ 請求人の各項目ごとの主張要旨は、10 ページ以降の[請求人の主張要旨]に

記載 

 

４ 請求の受理 
 

本件請求は、請求人の資格、監査請求期間など、地方自治法第242条所定の要件

を具備しているものと認め、平成26年５月13日の監査委員会議において受理するこ

とを決定した。 

受理に先立ち、地方自治法第199条の２の規定に基づき、小泉靖男委員、小川宗

次郎委員の２名は除斥とした。（小川宗次郎委員は同年６月13日に退任） 

また、同年６月14日に監査委員に就任した河津利惠子委員は、同月16日の監査委

員会議にて除斥とした。 
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第２ 監査の実施 

 

１ 証拠の提出及び陳述 
 

請求人に対して、地方自治法第242条第６項の規定に基づき、平成26年５月16日

に証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

請求人は、請求の趣旨を補足する陳述を行い、請求２・請求３については、追

加資料（別紙１－４）を提出した。 

なお、平成26年５月23日に提出された資料については、同月16日の請求人の陳

述後に提出されたものであるため、審議の対象としなかった。 

 

２ 監査対象項目 
 

本件監査に当たっては、請求人が「返還を求める」等と主張する事項について、

違法又は不当の有無等を調査し、それらを踏まえて監査結果を導くこととした。 

なお、住民監査請求においては、監査請求対象を特定し、それが違法又は不当

である具体的理由あるいは事実を明確に示さなければならないこととされている。 

したがって、本件請求のうち、①監査請求対象が特定されていないもの、②個

別の支出が違法又は不当である理由を具体的に述べていないものなどは、住民監

査請求の要件を欠いているため、監査の対象外とした。 

なお、監査対象とした請求事項については、30ページからの措置請求書（別紙

１－１、１－２、１－３）の欄外左側に項目名と番号（例えば、事務所費－１）

を付して、当該箇所を明示した。 

 

３ 対象部局とその抗弁要旨 
 
   総務部総務課及び区議会事務局を本件監査の対象部局とし、抗弁書の提出を求め

るとともに、平成26年５月26日に説明聴取を行った。その主な内容は以下のとおり

である。また、適宜関係書類の提出を求め、調査を行った。 
 
３－１ 総務部総務課 

政務調査費とは、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付す

るものであり、その支出等については、区議会事務局次長に委任されている。ま

た、政務調査費の執行は、第一に会派や議員の倫理観を前提にした自己検査、第

二に議会の代表者としての議長が調査することが妥当であり、議会の自律性の中

で処理することが適当と考えている。 

政務調査費の使途基準は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交

付に関する条例（以下「条例」という。）に基づき、杉並区議会の会派及び議員

に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則（以下「規則」という。）第

６条及び別表で規定され、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取

扱いに関する規程（以下「規程」という。）で使途基準細目が規定されている。 

政務調査費の使途基準については、学識経験者等を委員に加えた杉並区議会政

務調査費専門委員会及び杉並区議会政務調査費調査検討委員会において検討を行
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い、平成 23 年５月、平成 24 年４月、平成 25 年３月及び平成 26 年４月に使途基

準細目の一部改正を行っている。 

このように、時代の要請に応えられる使途基準づくりや区民への説明責任を果

たすことなどを目指して検討を進め、適正な支出に努めてきたと理解しており、

また、議会の自律性の中で適切に処理されたものと考えている。 

加えて、政務調査費については、区は執行機関と議会ないしこれを構成する議

員又は会派との抑制と均衡を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収

支報告書の写しの内容から、政務調査費の適正な執行が行われているかをチェッ

クすることで、その透明性を確保し、区長の交付者としての責任を果たしている

ものと考えている。 

本件については、条例第 11条に基づき、区議会議長が報告書及び領収書等を調

査し、適正な執行であると判断したものと考えている。その上で、執行機関であ

る区長は、提出された報告書の写しをもとに政務調査費の支出について明らかな

使途基準違反があるか等のチェックを行ったが、違反は見つからなかった。現在

まで、修正等の新たな報告書の提出がないので、支出に誤りがあったとは認識し

ていない。 

区は、今後とも執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と

均衡を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書の写しの内容

から、明らかな使途基準違反があるかをチェックすることで、区長の交付者とし

ての責任を果たしていく所存である。 

 

※ 抗弁書全文は、161～175 ページ（別紙２－１、２－２、２－３）に掲載 

 

３－２ 区議会事務局 
 

そもそも政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審

議する案件について行う調査研究のための活動や、区民、民間の団体等との意見

交換、区民などに対して行う広報・広聴活動などをいう。 

また、調査研究活動に伴う経費としての支出の適合性については、調査活動を

行う際の手法、スケジュールとの関係、天候など政務調査活動を取り巻く状況に

左右される側面を有するとともに、調査研究活動の主体である会派・議員の自律

的判断に委ねられており、例えば当該活動の一部に調査研究活動以外の活動が混

在する場合、どの程度の割合が調査研究活動に当たるかといったことについても、

会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断されるものと解されている。 

このように、政務調査費の使途については、使途基準に従った支出を会派・議

員に委ねられているものである一方で、政務調査費は公費から交付されるのであ

るから、当該活動に必要な経費の一部として使途基準の範囲内で支出されなけれ

ばならないことはもちろんのこと、会派・議員においては、常にコスト意識を持

ち、当該経費の使途の透明性を確保するとともに、会派・議員の「判断」につい

ても区民に対して十分に説明していく責任を果たしていくことが求められてい
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る。 

 

※ 抗弁書には、この他、政務調査費の法制化の経緯、個別の請求項目に対する 

見解等が記載されている。 
全文は、176～205 ページ（別紙３－１、３－２、３－３）に掲載 

 

４ 区議会議長の調査回答の要旨 
 

条例第11条で、区議会議長は政務調査費の適正な運用を期すため、必要に応じ

調査を行うことができるとされていることから、区議会議長を本件監査に必要な

関係人と位置付け、平成26年５月13日付け文書により調査協力を依頼した。その

回答要旨は以下のとおりである。 
 
（１）平成26年５月22日付け調査回答 

平成 24 年度分における、請求人が指摘している政務調査費の支出が、使途基準

その他の法規等に照らして、違法・不当であるか否かについて確認を行ったとこ

ろ、会派・議員が行う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明ら

かであると認められるものはなく、おおむね平成 24 年度の使途基準及び同細目に

基づく適正な支出が行われていた。 

しかし、領収書の記載内容だけでは政務調査との関連が分かりづらいものが複

数見受けられたため、当該会派・議員に確認し、調査研究活動との関連を補う説

明処理等を進める。 

 

※ 回答書には、この他、請求人の主張に対する見解及び本件監査請求の対象と

された会派・議員による説明が記載されている。 
全文は、206～248 ページ（別紙４－１、４－２、４－３）に掲載 

 

（２）平成26年５月29日付け調査回答 
 

本件監査請求が提出された後に会派・議員が行った誤記控除・誤記更正につい

て、追加回答がされている。 
 
これにより、監査請求後になされた自主的な返還額は、次のとおりである。 
 

会派・議員名 自主返還額 内 訳 

大泉時男議員 9,451 円 自衛隊父兄会杉並支部会費、ガソリン代 

市来とも子議員  1,600 円 新聞代 

松浦芳子議員 34,763 円 区政報告春号郵送料、区政報告印刷インク

代、区政報告ラベル代 

杉並区議会公明党 

（大槻城一議員） 

1,540 円 事務用品代（世界堂チケット相当分）、駐車

場代 

合 計 47,354 円  
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なお、監査請求前に、大泉時男議員の有料道路料金 22,840 円、松浦芳子議員の人

件費 6,000 円について、収支報告書等の訂正及び自主的な返還がなされている。 

 

※ 回答書全文は、249～253 ページ（別紙４－４、４－５、４－６）に掲載 
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第３ 監査の結果と判断 

 

１ 監査結果 
 

本件請求については、平成26年６月26日に監査委員２名の合議により、次のよ

うに決定した。 

 

請求人の主張は理由がないものと認め、棄却する。 

   

２ 判 断 
 
２－１ 事実関係の確認 
 

   対象部局から提出された抗弁書及び説明聴取、その他監査資料から、以下の事実

関係を認めることができる。 
 

（１） 地方自治法第 100 条第 14 項及び第 15 項に規定される政務調査費制度は、

地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要

不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会におけ

る会派又は議員に対する調査研究費等の助成を制度化し、併せて、情報公開

を促進し、その使途の透明性を確保することが重要であるとの趣旨から法制

化された。この改正により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところに

より、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、そ

の議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。

この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条

例で定めなければならない」こととされた。 

（２） 杉並区においては、平成 13 年３月に条例及び規則を制定し、政務調査費

の交付対象、交付額、交付方法、使途基準等を定め、平成 13 年度から会派・

議員に対して政務調査費を交付している。 

（３） 平成18年12月に条例を改正し、会派・議員に、収支報告の際に領収書その

他の証拠書類を添付することを義務付けた。 

（４） 平成19年３月に規程を制定し、選挙活動、政党活動、後援会活動などの９

項目は政務調査費から支出できない経費であると明示した。 

（５） 平成20年４月に、平成19年度に区議会内部に設置した政務調査費検討会が

学識経験者等第三者の意見も反映しながら行った政務調査費の使途に関す

る検討報告を踏まえ、規程に使途基準をより具体化した使途基準細目が加え

られ、その後も、平成21年度に区議会内部に調査検討委員会を、平成22年度

に学識経験者等第三者によるチェック機関として専門委員会を設置し、監査

結果で指摘された事項を中心に検討を行い、調査研究費、人件費などについ

て使途基準細目の改正などが行われている。 

（６） 平成24年度政務調査費の交付を受けた会派・議員は３会派31議員、交付決

定額は88,320,000円であるが、政務調査費残余として15,128,437円が返還さ

れているので、平成26年５月末時点での交付総額は73,191,563円である。 
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２－２ 監査の基本的な考え方と視点 
 

本件監査に当たっての基本的な考え方と視点は、以下のとおりである。 
 
（１） 政務調査費は、区議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の

充実を図ることを目的に、会派及び議員が行う「区政に関する調査研究に資

するために必要とする経費」の一部を助成するものであり、交付の対象、額

及び方法並びにその使途の透明性を確保するための方法等については、各自

治体がその実情に応じて制定する条例等に委ねられているものである。 

（２） 会派及び議員による区政に関する政務調査活動は多岐にわたっており、そ

れに伴い生じる経費も多様であるので、政務調査費を充てることができる調

査研究に資するために必要な経費は、調査研究に直接用いられる費用に限ら

れるものではなく、制度の趣旨からみて、調査研究に有益な費用も含まれる

というべきである。（平成 16 年４月 14 日東京高裁判決参照） 

（３） 二元代表制を基本とする地方自治制度において、議会は重要な役割を担っ

ており、議会の自律性やそれを構成する会派及び議員の政治活動の自由は保

障されなければならない。そして、政務調査活動には執行機関に対する監視

の機能の側面もあるので、執行機関と議会等との抑制と均衡の理念等に鑑み、

会派及び議員がどのような政務調査活動を行い、そのためにいかなる政務調

査費を支出するかについては、基本的に会派及び議員の自律的判断に委ねる

べきものであると解するのが妥当である。 

（４） しかし反面、政務調査費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の適

正が自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認できる

ように透明性を確保することが必要である。このため、条例及び規則に加え、

区議会による自主的なルールが定められ、仕組みが整えられてきたと認めら

れる。 

（５） こうしたことから、政務調査費の支出の適合性については、収支報告書等

の記載から明らかに違反がうかがわれるような場合はその疑義を解明する

必要があることはいうまでもないが、そうした場合を除くと、「監査委員を

含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等

に立ち入ってその使途制限適合性を審査することを予定していない」と基本

的に解されているものである。（平成 21 年 12 月 17 日最高裁判決参照） 

（６） 以上から、本件監査において、政務調査費の支出については、政務調査費

制度の趣旨を踏まえ、会派及び議員の自律性を尊重することを基本とし、条

例等の規定、判例、議会が自主的に定めた使途基準細目等に照らし、また、

透明性の確保の観点にも留意してその適合性を総合的に判断するものとす

る。 

 

 ２－３ 項目別判断 
 

     請求人は、措置請求書記載の項目ごとに違法又は不当とする理由を述べている。 
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そこで、本件監査においては、それら11項目について、[請求人の主張要旨]を記

載し、監査委員の判断の基準を示した上で、議員別に請求内容の適否を判断するこ

ととする。 

 

なお、[請求人の主張要旨]には、監査対象とした請求事項の当該議員名を（ ）

内に記載した。 

[議員別判断]の＜監査対象とした請求＞は、措置請求書（別紙１－１、１－２、

１－３）の欄外に付した項目名と番号（例えば、事務所費－１）で示すこととする。 

 

２－３－１ 交付額を超えた収支報告書 
 

[請求人の主張要旨] 
 

私的資金による政務調査活動の支出は、政務調査費収支報告書・出納簿の報

告対象外であり、交付額を超え、各会派及び議員の私的資金を含む出納簿の提

出は、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に反し、不当に公金の管理を

怠る行為である。（請求２関係） 

 

[判 断] 
 

   地方自治法第100条第15項は、「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議

員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告

書を議長に提出するものとする」と定めている。 

これを受け、条例第10条及び規則第７条は、政務調査費収支報告書の提出や

政務調査費出納簿の様式を定めているが、政務調査費出納簿の記載方法などに

ついては規定していない。また、規程では支出基準を定めているが、収支報告

書への計上方法は定めていない。 

こうしたことから、会派及び議員が交付額の上限を超えて収支報告書の支出

を記載したとしても、明らかに地方自治法、条例、規則等に違反するとはいえ

ず、違法・不当とまではいうことができない。 

ただし、政務調査費としての計上額が交付額を著しく超過した収支報告は、

公費である政務調査費がどのような経費に充てられたのかが分かりにくいもの

である。 

このため、平成23年度政務調査費に係る監査結果において、運用の改善を強

く求めたところであるが、これに対し、区議会事務局は、「平成25年度の政務活

動費調査検討委員会で検討した結果、収支報告の際、交付額を超過して支出額

を計上する場合は、常識の範囲内で行うものとし、交付額を著しく超過するよ

うなケースが発生した場合は、（中略）、注意喚起等を行うこととした」と説明

している。 

交付された当該政務調査費に係る収入及び支出の報告を規定した地方自治法

の趣旨に則したより適正な運用が求められると考える。 
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２－３－２ 領収書 
 

[請求人の主張要旨] 
 

政務調査費の支出の目的、内容及び内訳等（商品購入の場合は、その使用目

的、内容等）の付記・明記がなく、その合理性・妥当性について、明確な判断

ができない場合は、政務調査費への計上はできない。 

さらに、正式な領収書として効力を持つ条件は、①受取人が会派・議員であ

ること、②日付が記載されていること、③領収書の発行先が、会派・議員が実

際に購入し、支払が行われた企業・個人等であること、④その企業名・個人名

とともに、その所在住所、電話番号等が明示されていること等である（大和田

議員、市来議員、小川議員、山下議員、佐々木議員）。（請求２関係） 

 

[判 断] 
 

      政務調査費が適正に使用されていることを証明する基本となる書類が領収

書であり、「宛名、発行者、日付、取引内容、金額」が記載されていれば、不

適切とする理由はない。また、レジスター出力の領収書の宛名については、使

途基準細目等では金額が５万円以上の場合に必要とされており、５万円未満の

場合に領収書に宛名が記載されていなくても、不適切とする理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 大和田伸議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         領収書－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 市来とも子議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         領収書－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

③ 小川宗次郎議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         領収書－３ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、領収書発行の株式会社エーソリューションは、平成 25 年９月

に閉じていると説明されている。 
 

④ 山下かずあき議員 
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 ＜監査対象とした請求＞ 

         領収書－４ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、監査請求後に、議員の氏名が記載されている領収書冊子の表紙

の写しが提出されている。 
 

⑤ 佐々木浩議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         領収書－５、領収書－６ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、「領収書－６」については、監査請求後に、宛名が補記されて

いる。 

 

２－３－３ 事務所費 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ 契約書に基づけば、転貸は禁止されており、家主の承諾を示す文書もなく、

グリーン住建株式会社と議員との間に転貸関係が存在するとは認められない。

議員は従来「覚書」をもって転貸契約が存在しているとの説明をしてきたが、

契約内容は不明確であり、同日付けで異なる複数の「覚書」が存在するなど、

その信用性には重大な疑問がある。 

また、グリーン住建株式会社が転貸による収入について税務処理している

という証明もない（大泉議員）。（請求１関係） 
 
・ ①自宅、賃借あるいは会派・党の事務所の賃借かを明確にし、その所在地

を明示すること、②賃貸借契約書、具体的間取りを添付すること、③水道、

光熱費等を請求する場合は、その理由を明示することが必要である。 

さらに、事務所が、自宅あるいは親族所有の場合は、公私混同の温床にな

る可能性が大きいので、使用実態の情報開示が必要である。 

また、自宅事務所の場合は、家族全員で使用した光熱水費に基づいて按分

しており、家族の使用分まで政務調査費で支出するのは、条例違反である（小

泉議員、藤本議員、岩田議員）。（請求２関係） 
 

        ・ 政務調査費は、議員のみが必要な経費として支出できるのであり、家族が

使用した光熱水費の分まで含め、事務所使用分の面積割合で按分することを

決めた使途基準細目は条例違反である（島田議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

会派・議員が、区政に関する調査研究活動を行う拠点として事務所を設置し

利用することは、「自己又は生計を一にする親族」所有のものを除き、使途基
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準細目で認められている。使途基準細目等に則して、事務所賃借料については、

賃貸借契約書の写し又は間取り図が提出され、支出割合の上限の範囲内で実態

に即して適切に按分されていれば、不適切とする理由はない。また、事務所光

熱水費については、事務所部分の面積等を考慮し、支出割合の上限の範囲内で

実態に即して適正に処理されていれば、不適切とする理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 

① 大泉時男議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務所費－１ 

 ＜判 断＞ 

         グリーン住建株式会社の建物賃貸借契約書、同社との転貸関係を示す

覚書及び間取り図が提出され、事務所部分の面積割合で按分されており、

また、賃貸人は議員事務所として使用することを了承していると説明さ

れており、違法・不当とまではいえない。 

なお、同日付けの２種類の覚書が存在することについては、平成 20

年度に資料Ｌ②の覚書に差し替えたが、その際、誤って平成 19 年度時の

覚書（資料Ｌ①）の締結日をそのまま用いてしまったためであると説明

されている。 

賃借料に関して、議員は、「同社が領収した金銭については、そもそも

関知するところではないが、会計事務所に確認したところによれば、同

社が領収した金銭については適正に処理しており、それを証明する書類

の提出については、個人情報等の関係から差し控えたい旨の回答があっ

た」と説明している。しかし、親族経営が関係する場合は、こうした説

明内容は首肯しがたく、より一段の透明性が求められるといえる。 
 

２ 請求２関係 
 

① 小泉やすお議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務所費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 藤本なおや議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務所費－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、契約相手は法人であり、法人の代表者は生計を一にしない者で

あることから、政務調査費に計上できないとされている自己所有物件に
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当たらないと説明されている。 
 

③ 岩田いくま議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務所費－３ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

３ 請求３関係 
 

① 島田敏光議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務所費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

 

２－３－４ 人件費 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ 補助職員の勤務場所はグリーン住建株式会社の建物の中であり、補助職員

が同社の従業員でもある可能性を否定できない。また、勤務内容は「区政報

告の資料作成他」とされているが、区政報告は発行されていない（大泉議員）。

（請求１関係） 
 
・ ①常勤か臨時か、その仕事の内容及び政務調査以外に従事している割合を

明示すること、②常勤の職員及び臨時・アルバイトとしながら、実際は一時

的でなく長期間にわたって雇用している場合は、契約書を添付すること、③

雇用した職員の勤務場所を含め、勤務実態の情報の開示をすること、④雇用

する職員・臨時職員について親族の有無を含めた情報を開示すること、また、

議員の親族が経営する企業の従業員を職員として雇用する場合は、その職員

の勤務場所を含めた勤務実態を開示することが必要である（今井議員、吉田

議員、小川議員、横田議員）。（請求２関係） 

 

[判 断] 
 

会派・議員が区政に関する調査研究活動を行うために、職員を雇用すること

は、議員と生計を一にする親族を雇用する場合を除き、使途基準細目で認めら

れている。使途基準細目等に則して、雇用契約書の写し又は勤務報告書が提出

され、勤務実態（議員活動全般を補助するものか、区政に関する調査研究に資

する活動のみを補助するものか）に留意し、適切に按分するなど適正に処理さ

れていれば、不適切とする理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 



１５ 
 

① 大泉時男議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         人件費－１ 

 ＜判 断＞ 

         勤務報告書及び領収書が提出されている。上記判断のとおりであり、

違法・不当とはいえない。 

         なお、グリーン住建株式会社の社員は２名おり、補助職員は同社の社

員ではない、区政報告の発行は間に合わなかったが、他に区民相談など

の事務があると説明されている。 
 

２ 請求２関係 
 

① 今井ひろし議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         人件費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、補助職員の上水保育園との雇用契約は平成 25 年３月までは存

在せず、同年４月から同保育園に新規採用されていると説明されている。 
 

② 吉田あい議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         人件費－２、人件費－３ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、「人件費－２」については、超党派女性議員視察の幹事を務め

ており、資料作成等を行ったと説明されている。 
 

③ 小川宗次郎議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         人件費－４ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、領収書は提出され、また、補助職員は生計を同一にする親族で

ないと説明されている。 
 

④ 横田政直議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         人件費－５、人件費－６ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、「人件費－５」については区政報告号外１号の作成補助及びそ

の前提となる区政に関する調査研究活動の補助が含まれる、「人件費－

６」については作成された 10 万部から新聞折込み分等を除いた約１万



１６ 
 

部を配布したものと説明されている。 

 

２－３－５－① 調査研究費（タクシー代） 
 

[請求人の主張要旨] 
 

            ①タクシーの利用については可能な限り他の公共交通機関を利用すること

になっており、「新高円寺駅前→阿佐ヶ谷南」などは丸ノ内線を利用すべきで

ある（大和田議員）、②高齢者の送迎のためにタクシーを利用することは、公

職選挙法違反であり、条例違反である（吉田議員）。（請求２関係） 

 

[判 断] 
 

タクシーは他の公共交通機関と比べて料金が高いことに留意が必要であるが、

時間、天候、荷物、身体的状況等を総合的に勘案して、状況に応じてタクシー

を移動手段として利用することは認められる。使途基準細目等に則して、出張

先、経路、金額、出張内容等を記載した「政務調査交通費記録簿」及び領収書

が提出されるなど適正に処理されていれば、不適切ということはできない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 大和田伸議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 吉田あい議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

 

２－３－５－② 調査研究費（ガソリン代・駐車料金） 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ 交通手段として公共交通機関を利用することが原則であり、自動車の利用

は、公共交通機関等の利用が難しく、区政に関する調査研究のために自動車

の利用の合理性・妥当性がある場合にのみ、政務調査費として計上すること

が認められるべきである。また、自動車を利用せざるを得ない場合には、使

用する自動車の種類、所有者等を明示し、さらに、「自動車利用記録簿」の提

出を義務付けるべきである（小泉議員、松浦議員）。（請求２関係） 
 
・ ガソリン１ℓの値段を150円とし、１ℓの走行距離を10㎞とすれば、年間で



１７ 
 

3,690㎞などを区政調査のために走行したことになるが、説明がなく、使用実

態が不明なガソリン代は条例に違反する（川原口議員、大槻議員、北議員、

中村議員、島田議員、渡辺議員）。（請求３関係） 
 
・ 駐車料金について、４～６分の短時間のものや深夜に及ぶ長時間のものな

どがあり、説明がなければ、政務調査費の経費に合致するか不明である（大

槻議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

区政に関する調査研究を行うに当たり、移動手段として自動車・バイクを使

用することは、通常想定できることであり、そのガソリン代、駐車料金を政務

調査費から支出することは認められる。支出割合の上限の範囲内で実態に即し

て適切に按分され、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、不適切

とする理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 小泉やすお議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－３ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 松浦芳子議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－４ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

２ 請求３関係 
 
① 川原口宏之議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 大槻城一議員  

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－３、調査研究費－５ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、「調査研究費－３」の駐車料金については、短時間で行政関係



１８ 
 

の資料を渡すこともあり、長時間意見を聴取し深夜に及ぶこともあると

説明されている。 
 

③ 北明範議員  

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－６ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

④ 中村康弘議員  

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－７ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

⑤ 島田敏光議員  

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－８ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

⑥ 渡辺富士雄議員  

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－10 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

 

２－３－５－③ 調査研究費（月極駐車場代） 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ 自動車の購入、所有の際、公租、保険等に加え、駐車場の証明が必須条件

となっており、日常的に利用する駐車場の月極等の賃借経費は、規程で区政

に関する調査研究に資するために必要な経費に該当しないものとされている

自動車の維持管理費に含まれると解すべきであり、政務調査費に計上できな

い（小泉議員、藤本議員）。（請求２関係） 
 
・ 賃料の約半額を安斉あきら後援会が支払っているので、議員が実際に支出

した金額は94,500円であり、政務調査費の上限を算出する上で基礎となるべ

き金額は94,500円である（安斉議員）。（請求２関係） 
 
・ 契約書は期限切れであり、期間満了後、当事者で更新した記録もない（川

原口議員、渡辺議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

月極駐車場代については、使途基準細目でその支出を認めており、支出割合



１９ 
 

の上限が規定されていることなども勘案すると、支出割合の上限の範囲内で実

態に即して適切に按分され、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、

不適切ということはできない。 

   

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 小泉やすお議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－５ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 安斉あきら議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－６ 

 ＜判 断＞ 

         月極駐車場は、安斉議員の政務調査活動とそれ以外の政治的諸活動の

ために使用され、後援会の活動と同議員の様々な政治活動は一体的に行

われていたと評価し得るものであるから、後援会の支出分を按分の算定

基礎から除外せず、賃借料全体を按分の算定基礎としたとしても、違

法・不当であるとはいえない。 

なお、当該駐車場は議員活動専用であり、政務調査活動には 50％を上

回る割合で使用していると説明されている。 
 

③ 藤本なおや議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－７ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

２ 請求３関係 
 
① 川原口宏之議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、貸主とは口頭での更新の合意手続がなされていると説明されて

いる。 
 

② 渡辺富士雄議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－９ 



２０ 
 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、貸主との合議をもって更新を行っていると説明されている。 

 

２－３－５－④ 調査研究費（視察費） 

２－３－６ 研修費 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ ①他の議員の視察報告書で代用し、視察していないところまで書いた視察

報告書の提出は虚偽に当たる（小泉議員）、②視察報告書の概要欄に「ラグー

ナ蒲郡は、観光施設としてはよくできており、・・・観覧車から見る夕日は絶

景だが、・・・」などと書いており、視察内容と区政との関わりは全然ない（松

浦議員）、③領収書に宛名がない（松浦議員）。（請求２関係） 
 
・ 視察等の関係先に対して、通常の社会生活において儀礼的な慣例とされる

金銭、物品の供与などがなされた場合は、それらの経費は、議員の私的負担

で賄うべきである（富本議員外９名）。（請求２関係） 
 
・ 研修について、領収書等貼付用紙の備考欄への記載がなく、使途基準細目

に違反している（中村議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 
１ 視察及び研修については、当該視察や研修が区政に関する調査研究に資す

るか否かで判断すべきであり、使途基準細目等に即して視察報告書の提出や

研修概要等が明らかにされ、実態に即して適切に按分するなど適正に処理さ

れていれば、不適切とする理由はない。 
 
２ 視察先へのお土産代については、社会通念上適正な範囲内であれば視察に

要する経費に当たると認められるので、使途基準細目等に則して適正に処理

されていれば、不適切とする理由はない。（平成19年４月26日仙台高裁判決

参照） 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 小泉やすお議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－８ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断１のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 松浦芳子議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－９、研修費－１ 



２１ 
 

 ＜判 断＞ 

         「調査研究費－９」については、上記判断１のとおりであり、指摘は

当たらない。なお、ラグーナ蒲郡は、町おこしの一環として見学したと

説明されている。 

                 「研修費－１」については、請求は領収書に関する内容である。上記

「２－３－２ 領収書」の判断のとおりであり、指摘は当たらない。な

お、監査請求後に、領収書は再発行され、宛名が記載されている。 
 

③ 富本卓議員外９名 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－10 

 ＜判 断＞ 

         上記判断２のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

２ 請求３関係 
 
① 中村康弘議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         研修費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断１のとおりであり、指摘は当たらない。 

    なお、研修概要等が記載されたレジュメが提出されている。 

 

２－３－５－⑤ 調査研究費（交通費） 
 

[請求人の主張要旨] 
 

    遠回りをして高額な交通費を使っており、この交通経路を利用しなければな

らない目的が不明で、また、本当にこの経路で移動したという証拠もない（大

槻議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

目的地までの移動経路については、鉄道運賃等だけではなく、時間、天候、

荷物、身体的状況等を総合的に勘案して選択することが認められるものであり、

使途基準細目等に即して、出張先、経路、金額、出張内容等を記載した「政務

調査交通費記録簿」が提出されるなど適正に処理されていれば、不適切とする

理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求３関係 
 
① 大槻城一議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         調査研究費－４ 



２２ 
 

 ＜判 断＞ 

         南阿佐ヶ谷を出発地とし、荻窪を経由して移動していることについて、

①役所に立ち寄り資料等を整理した後、交通機関を利用している、②荻

窪周辺を拠点としての区民意見聴取や資料調査等も多いと説明されて

いる。上記判断のとおり、違法・不当とはいえない。 

 

２－３－７ 資料作成費 
 

[請求人の主張要旨] 
 

議員自らが取材し、感想や見解を書くことで区民に議員の活動が報告される

ことになるので、他に原稿料を支払うことは議員の区政報告とならず、認めら

れない（河津議員）。（請求２関係） 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 河津利恵子議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         資料作成費－１ 

 ＜判 断＞ 

請求は広報費（区政報告）に関する内容である。下記「２－３－９－

① 広報費（区政報告）」の判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

 

２－３－８ 資料購入費 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ ①所属政党の機関紙及び政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政

党・後援会活動の一環とみなされ、政務調査費の支出として認められない（脇

坂議員）、②学士会会報を購入することは、規約からも、学士会の会員になる

ことと同義である。そして、会員になることは、その会・団体の趣旨に賛同

することと同義とみなされ、結果として、その会・団体の宣伝・広報に加担

することとなる可能性を否定できず、入会費に公金を使用することは、公的

に当該会を支援することと同義であり、憲法第89条に抵触する可能性がある

と解すべきである（岩田議員）。（請求２関係） 
 
・ 月刊公明の請求書には「今後とも党勢拡大に大いに役立てて参りたい・・・」

と明記されており、政務調査費として支出できない経費である「政党に関す

る経費」に該当する（杉並区議会公明党）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

       区政に関する調査研究のために必要な資料の購入は、新聞、週刊誌、月刊誌

等を含めて、資料名が明らかにされ、使途基準細目等に則して適正に処理され
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ていれば、不適切とする理由はない。 

また、所属政党の機関紙の購入は、使途基準細目で１議員１部と限定するな

ど一定の制約を設けているので、不適切ということはできない。 

 

[会派・議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 脇坂たつや議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         資料購入費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 岩田いくま議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         資料購入費－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

２ 請求３関係 
 
① 杉並区議会公明党 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         資料購入費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

 

２－３－９－① 広報費（区政報告） 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ ①区政報告の約８分の１が「ホームヘルパー２級の資格を取りました」と

いう個人的な記事である（吉田議員）、②レポートそのものが門脇氏の選挙向

きの広報としか思えない（増田議員）、③年１回特定科目で一括処理すること

は予算消化目的とみなされること、領収書に印刷の部数、単価等の記載がな

いこと、内容が予算特別委員会での意見開陳そのものであること、無差別全

戸配布（ポスティング）は選挙運動に極めて近いことから、政務調査費と認

められない（木梨議員）。（請求２関係） 
 
・ 封筒の見本が提出されていない（川原口議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

会派・議員が区民の意思を区政に反映するため、区の施策の一部や議会質問

内容などを区政報告として区民に配布し、周知を図ることは、それらの施策等

に対する区民の意見等を収集・把握する前提としての意義があり、区政に関す
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る調査研究に資すると解するのが妥当である。 

区政報告にどのような内容を記載するかは、会派・議員の自律性に委ねられ

るものであり、区議会報告や写真が中心であっても、区政に関する調査研究と

の関係が推認され、使途基準細目等に則して原本が提出され、実態に即して適

切に按分するなど適正に処理されていれば、不適切とする理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 吉田あい議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

② 増田裕一議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

③ 木梨もりよし議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－３ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 
 

２ 請求３関係 
 
① 川原口宏之議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－５ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、監査請求後に、封筒の原本が提出されている。 

 

２－３－９－② 広報費（ホームページ） 
 

[請求人の主張要旨] 
 

①領収書記載の住所に会社は存在せず、また、更新されないホームページの

管理料は認められない（島田議員）、②領収書記載の住所に会社は存在せず、ま

た、記事の内容からみて金額に匹敵しない内容である（渡辺議員）。（請求３関

係） 
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[判 断] 
 

区政報告と同様に、ホームページをどのような内容にするかは、会派・議員

の自律性に委ねられるべきものであるので、ホームページの作成及び維持管理

経費が実態に即して適切に按分され、使途基準細目等に則して適正に処理され

ていれば、不適切とする理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求３関係 
 
① 島田敏光議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－１ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、①業者は個人事業主であり、会社組織でない、②ホームページ

を見て電話、ファクシミリ等で意見・要望をくださる区民もいると説明

されている。 
 

② 渡辺富士雄議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、業者は個人事業主であり、会社組織でないと説明されている。 

 

２－３－９－③ 広報費（切手） 
 

[請求人の主張要旨] 
 

区政報告はＡ３版１種類であるが、Ａ３版の区政報告を発送できない50円切

手を購入している（大槻議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

広報活動等に使用するための切手は認められるところであり、使途基準細目

等に則して適正に処理されていれば、不適切とする理由はない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求３関係 
 
① 大槻城一議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－３ 

 ＜判 断＞ 
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         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、50円、80円等の切手は、区民等への区政報告や返信などではが

きや封書を郵送するときに使用したと説明されている。 

 

２－３－９－④ 広報費（郵送方法） 
 

[請求人の主張要旨] 
 

同時に100通以上郵送しているので、安価な郵便区内特別郵便を利用すべきで

ある（山本ひろこ議員）。（請求３関係） 

 

[判 断] 
 

区政報告等の郵送に区内特別郵便の利用など経費削減に努めることは当然で

あるが、状況に応じて通常の郵送方法を選択したとしても、直ちに不適切な支

出ということはできない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求３関係 
 
① 山本ひろこ議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         広報費－４ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、宛名を手書きして記入できたものから郵送したため、区内特別

郵便を利用できなかったと説明されている。 

 

２－３－10 事務費 
 

[請求人の主張要旨] 
 
・ 携帯電話代の約半額を安斉あきら後援会が支払っているので、議員が実際

に支出した金額は85,662円であり、政務調査費の上限を算出する上で基礎と

なるべき金額は85,662円である（安斉議員）。（請求２関係） 
 
・ ①デジタルカメラを購入しているが、耐用年数を過ぎていない（河津議員、

松浦議員）、②購入したデジタルカメラ、電子辞書、ノートパソコンの按分割

合の合理的な説明がされていない（山下議員、山本あけみ議員）。（請求２関

係） 
 
・ ①区政報告のはがきを発行しているが、はがきの郵送に80円切手は認めら

れない（渡辺議員）、②年度末に多種類の文具を購入している、また、キャラ

クター付きの文具を購入している（大槻議員）、③年度末日に購入しており、

年度内に使用しなかったパソコンの購入は認められない（大槻議員）。（請求

３関係） 
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[判 断] 
 

どのような事務用品を購入するかは、基本的に会派・議員の自律性に委ねら

れるものであり、購入した事務用品が区政に関する調査研究に使用されると推

認できる場合には、実態に即して適切に按分され、使途基準細目等に則して適

正に処理されていれば、不適切とする理由はない。 

また、備品は、その性格上、長期間にわたり使用されるものであるので、当

該備品の所得税法上の耐用年数内における同一品（類似品）の購入は安易に行

われるべきものではないが、これまで使用していたものが修理不能となるなど、

購入理由が合理的に説明されていれば、不適切とまではいうことはできない。 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 安斉あきら議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務費－１ 

 ＜判 断＞ 

携帯電話は、安斉議員の政務調査活動とそれ以外の政治的諸活動のた

めに使用され、後援会の活動と同議員の様々な政治活動は一体的に行わ

れていたと評価し得るものであるから、後援会の支出分を按分の算定基

礎から除外せず、携帯電話代全体を按分の算定基礎としたとしても、違

法・不当であるとはいえない。 

なお、当該携帯電話は議員活動専用であり、政務調査活動には 50％を

上回る割合で使用していると説明されている。 
 

② 河津利恵子議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務費－２ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、平成21年に購入したデジタルカメラは、画素数が低く、バッテ

リーの保持時間が極めて短くなったため購入したと説明されている。 
 

③ 山下かずあき議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務費－３、事務費－４ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、デジタルカメラ・電子辞書は私用として別に所持しており、政

務活動専用であるが、90％按分としたと説明されている。 
 

④ 山本あけみ議員 
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 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務費－５ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、ノートパソコンは、個人のメールなどで使用している割合を勘

案し、80％按分としたと説明されている。 
 

⑤ 松浦芳子議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務費－６ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、デジタルカメラは、故障したため購入したと説明されている。 
 

２ 請求３関係 
 
① 渡辺富士雄議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務費－１ 

 ＜判 断＞ 

         請求は広報費（切手）に関する内容である。上記「２－３－９－③ 広

報費（切手）」の判断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、区政報告30号と新春特別号はがきを同封して追加発送したと説

明されている。 
 

② 大槻城一議員 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         事務費－２、事務費－３ 

 ＜判 断＞ 

         上記判断のとおりであり、違法・不当とはいえない。 

         なお、「事務費－２」については、①文具は、年度末の機会にまとめ

て購入した、②キャラクター付きの文具は、お子さん同伴の区民意見聴

取の場合、お子さんをあやすときなどにも有効である、「事務費－３」

については、パソコンの調子が悪く、何度か修理したが機械が不安定だ

ったため購入したと説明されている。 

 

２－３－11 会派事務費・人件費の分担 
 

[請求人の主張要旨] 
 

政務調査費報告書には、補助職員の勤務内容の記載は全くなく、どのような

内容の職務に従事していたかが不明であり、さらに、補助職員の賃金の受領を

示す領収書も添付されていない（富本議員外10名）。（請求２関係） 
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[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 富本卓議員外10名 

 ＜監査対象とした請求＞ 

         会派人件費－１ 

 ＜判 断＞ 

請求は人件費に関する内容である。上記「２－３－４ 人件費」の判

断のとおりであり、指摘は当たらない。 

         なお、労働契約書の写し及び給料受領確認書が提出されている。 

 

３ 意見・要望 
 

監査の結果を踏まえ、監査委員としての意見・要望を以下に述べる。 

 

（１） 平成 24 年度の政務調査費を対象とした本件請求について監査した結果、不適

切と認定した支出はなかった。平成 18 年以降、区議会において区民の意見や監

査結果等を受けとめ、政務調査費の使途の適正と透明性を確保する取組を進め

てきたことによるものと評価される。 

しかし、他方で、監査請求後の点検により収支報告等の訂正と自主返還がい

まだ行われている現状が一部にある。区議会では、出納簿等の書類を年度途中

に２回区議会事務局に提出することとしているが、このルールが必ずしも遵守

されておらず、同事務局における点検が十分に行えない実情があることがうか

がえる。 

議員自身による自律的な点検の励行と関係書類の提出期限の遵守を徹底し、

区議会の自律的なチェック機能の充実・強化を図られたい。 

 

（２） 改正地方自治法に基づく条例の一部改正により、政務調査費は「政務活動費」

に改称され、その使途が「調査研究その他の活動に資するため」と拡大された

が、これまで以上に使途の適正と透明性の確保が求められている。 

区議会においては、制度の運用状況を継続的に検証し、問題の把握と改善に

努め、区民の納得と信頼が得られる制度として確立されるよう要望する。 



 

別   紙 
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 （注）        
監査対象とした請求事

項は、欄外に項目名と 
番号を付してその当該

個所を明示した。 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１－１ 

 

杉並区職員措置請求書 

 

2014年４月28日 

杉並区監査委員御中 

大泉時男杉並区議会議員の2012年度(平成24年度)政務調査費に関する措置請求書 

 

請求人 甲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求の趣旨 

 

大泉時男杉並区議会議員の2012(平成24)年度分政務調査費収支報告書を検討し

たところ、以下のとおり違法･不当な支出があることが判明した。地方自治法第242

条第1項の規定により、必要な措置を請求する。 

下記の違法・不当な支出について、杉並区長は返還させよ。 

違法･不当な支出の合計９５４，３５３円 

 

以下内訳を述べる。 

 

Ⅰ 調査研究費  小計 ３０，２９１円 

①  3,405円 (5月17日) ガソリン代 

②  2,807円 (5月28日) ガソリン代 

③  1,239円 (12月14日) ガソリン代 

④  10,220円 (7月10日) 有料道路料金(7月分) 福祉相談 

⑤  4,300円 (8月10日) 有料道路料金(8月分) 福祉相談 

⑥  4,300円のうちの3,600円 (9月10日) 有料道路料金(9月分) 
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⑦  3,420円 (11月12日) 有料道路料金(11月分) 福祉相談 

⑧  1,300円 (2013年3月11日) 有料道路料金(3月分) 福祉相談 

 

Ⅱ 研修費  小計２，０００円 

①   2,000円 (4月2日) 自衛隊父兄会杉並支部会費 

 

Ⅲ 資料購入費  小計１，７２２円 

①  2,877円のうち、1,722円 (3月12日) ガイドブック(ドイツ) 啓文堂書店 

 

Ⅳ 事務所費  小計３２０，３４０円 

グリーン住建への賃借料 

①  26,695円 (4月1日)  事務所賃借料4月分 

②  26,695円 (5月1日)  事務所賃借料5月分 

③  26,695円 (6月1日)  事務所賃借料6月分 

④  26,695円 (7月1日)  事務所賃借料7月分 

⑤  26,695円 (8月1日)  事務所賃借料8月分 

⑥  26,695円 (9月1日)  事務所賃借料9月分 

⑦  26,695円 (10月1日) 事務所賃借料10月分 

⑧  26,695円 (11月1日) 事務所賃借料11月分 

⑨  26,695円 (12月1日) 事務所賃借料12月分 

⑩  26,695円 (1月1日)  事務所賃借料1月分 

⑪  26,695円 (2月1日)  事務所賃借料2月分 

⑫  26,695円 (3月1日)  事務所賃借料3月分 

 

Ⅴ 人件費  計６００，０００円 

①  50,000円 (4月28日)  4月分 Ａへの補助職員賃金 

②  50,000円 (5月30日)  5月分  同 

③  50,000円 (6月30日)  6月分  同 

④  50,000円 (7月30日)  7月分  同 

⑤  50,000円 (8月31日)  8月分  同 

⑥  50,000円 (9月29日)  9月分  同 

⑦  50,000円 (10月29日) 10月分  同 

⑧  50,000円 (11月30日) 11月分  同 

⑨  50,000円 (12月29日) 12月分  同 

⑩  50,000円 (1月30日)  1月分  同 

⑪  50,000円 (2月28日)  2月分  同 

⑫  50,000円 (3月30日)  3月分  同 

 

 

請求の理由 

 

I 調査研究費 計30,291円 
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( 1 ) ①―③について 

 

収支報告書記載の｢ガソリン代｣①3,405円(5月17日)および②2,807円(5月28日)

の各支出(按分2分の1) について、添付された｢領収書｣を検証したところ、クレジ

ットカード払いの際の控えに過ぎないことが確認された。そして実際に支払いが

なされたのは7月2日のカード決済の際であり、そのうち6125円を政務調査費で支

出している。6125円の算出根拠は、両ガソリン代の合計額12425円からポイント174

円を控除し、それに按分率２分の１をかけたものとみられる。〈資料(Ａ) 5月分

領収書等貼付用紙Ｎo5と7〉、 

〈資料(Ｂ) 7月分領収書等貼付用紙〉 

すなわち、①および②はカード決済前の架空支出というべきであり、不当な支

出であることは明らかである。 

 ③の1,239円(12月14日･ガソリン代) も前記①、②と同様である。｢領収書｣とし

て添付されているのはクレジットカード払いの控えにすぎず、支出したことの裏

づけにはならない。〈資料(Ｃ)12月分領収書等貼付用紙Ｎｏ７〉 

 

そして、実際にカードで払ったのは2月4日であり、1230円を政務調査費で支出

している。 

 

すなわち、①②③の各支出は、実際に発生していない経費をあたかも支出した

かのようによそおって政務調査費を請求したものである。公文書不実記載に抵触

する恐れすらある重大な不正である。仮に誤りだとしても、杉並区議会議長とい

う職責に照らせば、あるまじき軽率な行為というほかない。 

 

(２)  ④～⑧について 

 

④ 10,220円(7月10日) 有料道路料(7月分) 福祉相談 

〈資料(Ｄ) 7月分領収書等貼付用紙Ｎｏ 7〉 

領収書に添えられた説明によれば、上記支出のうち、 

▼5月2日～3日の3,600円 

▼5月26日～27日の3,520円 

― の合計7,120円は、いずれも河口湖の別荘に逗留している区民の福祉相談のた

めに旅行した際の経費だとのことである。 

〈河口湖の別荘に逗留している高齢の区民より、相談にのってほしいと言われ、

訪問して相談に対応した。(区内福祉施設への入居について)〉 などの説明がなさ

れている。 

しかしながら、河口湖に杉並区民が逗留しているという事実自体が不自然であ

る。別荘は大泉氏自身か親族の所有であり、訪問相手も親族あるいは親しい知人

であって、その目的も病気見舞いか私的な訪問であると解すのが自然である。 

「使途基準･使途基準細目」には、｢政務調査費として支出できない経費｣として｢交

際費(慶弔費、せん別、病気見舞、新･忘年会費等) に関する経費｣と明記し、病気
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見舞いに関する経費の支出を禁じている。よって、違法であるから返還を要する。 

また、 

▼【5月5日】小田原本線200円(ETC 割引)、厚木900円、平塚本線200円、 

富士350円、 

▼【5月6日】都留300円、高井戸出口400円、八王子本線750円 

― の合計3,100円は、旅行の目的が説明されておらず、政務調査のためであると

は確認ができない。私的利用というべきであるから返還を要する。 

 

(３) ⑤4,300円(8月10日) 有料道路(8月分) 福祉相談 

〈資料(Ｅ) 8月分領収書等貼付用紙Ｎｏ2〉 

領収書に添えられた説明によれば、｢6月24日足利市の今井病院に入院している

区民の今後の生活について相談を受けるため｣だとのことである。都外の足利市に

杉並区民が入院していること自体が不自然であり、知人か親族の病気見舞いであ

ることは明らかである。政務調査費の支出は違法であり返還を要する。 

 

(４) ⑥4,300円のうち3,600円(9月10日) 有料道路9月分 

〈資料(Ｆ) 9月分領収書等貼付用紙Ｎo４〉 

領収書の説明によれば、「7月16～17日、河口湖の別荘にて今後の生活について

区民相談(高齢者福祉)｣とのことであるが、前記④の支出の説明と同様の理由で、

違法な支出であり、返還を要する。 

 

(５) ⑦ 3,420円(11月12日) 有料道路(11月分) 福祉相談 

〈資料(Ｇ) 11月分領収書等貼付用紙Ｎｏ３ 〉 

領収書の説明によれば、｢9/16 河口湖の別荘に逗留している区民の要望により

訪問。体調が不良で今後の生活に不安をいだいており、生活相談を受けた｣とのこ

とである。前記④の支出の説明と同様の理由で違法な支出であり、返還を要する。 

 

(６) ⑧ 1,300円(2013年3月11日) 有料道路料金(3月分) 福祉相談 

領収書の説明によれば、｢八王子市仁和会総合病院に於いて、区民の病気見舞い

と今後の生活について相談2字不明(区民相談)｣とのことである。 

〈資料(Ｈ) 3月分領収書等貼付用紙Ｎｏ４〉 

杉並区の政務調査費使途基準によれば、病気見舞いには支出できない。よって

返還を要する。 

なお、杉並区のＨＰを見ると以下のとおり、｢地域包括支援センター(ケア24)｣

の案内が出されている。 

 

高齢者の方が、身の回りのことで不自由を感じた時や、家族の介護のことで困っ

た時に相談できる窓口です。 

【内容】 

保健師や看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって総合的な

相談･支援を行います。 
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議長である大泉議員が福祉相談として本来なすべきは、杉並区内に20か所もある

｢ケア24｣を利用するよう区民に説明することではないか。政務調査費という公金

をつかって特定の住民の為だけに便宜を図ることは、一種の口利き政治であり、

政務調査費の趣旨に反している。 

 

Ⅱ 研修費 計2,000円 

①  2,000円 (4月2日)  自衛隊父兄会杉並支部会費 

〈資料( I ) 4月分領収書等貼付用紙Ｎｏ2 〉 

公益社団法人全国自衛隊父兄会中野区･杉並区支部の会則によれば、｢支部の経費

は、会費、寄付金その他をもって充当する｣(15条)、｢第15条の3の会費は、正会員

は3,000円、役員は5,000円、特別会員は10,000円とする」(付則2) とある。大泉

議員は2000円を支出しているところ、これが会費ではなく寄附にあたることは明

らかである。政務調査の実態も不明であることから政務調査費で支出するのは違

法であり、返還を要する。 

〈資料(J ) 自衛隊父兄会中野区･杉並区支部会則〉 

 

Ⅲ  資料購入費 計1,722円 

①  2,877円のうち、1,722円(3月12日) 

3月12日に啓文堂で｢東京詳細地図｣(1155円)、「わがまま歩きドイツ｣(1,722円) 

を購入した。｢わがまま歩きドイツ｣は杉並区の政務調査との関連が不明であり、

政務調査に資する支出とは認められない。よって返還を求める。 

 

Ⅳ  事務所費 計320,340円 

グリーン住建への賃借料 

①  26,695円 (4月1日)  事務所賃借料4月分 

②  26,695円 (5月1日)  事務所賃借料5月分 

③  26,695円 (6月1日)  事務所賃借料6月分 

④  26,695円 (7月1日)  事務所賃借料7月分 

⑤  26,695円 (8月1日)  事務所賃借料8月分 

⑥  26,695円 (9月1日)  事務所賃借料9月分 

⑦  26,695円 (10月1日) 事務所賃借料10月分 

⑧  26,695円 (11月1日) 事務所賃借料11月分 

⑨  26,695円 (12月1日) 事務所賃借料12月分 

⑩  26,695円 (1月1日)  事務所賃借料1月分 

⑪  26,695円 (2月1日)  事務所賃借料2月分 

⑫  26,695円 (3月1日)  事務所賃借料3月分 

 

事務所費  グリーン住建に支払った320,340円について 

〈資料(Ｋ) 建物賃貸借契約書(事業用)〉 

下記の理由で、議員事務所として使用している事務所費の合計320,340円の返還

を求める。 
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大泉議員の説明によれば、息子が経営する永福町駅前のグリーン住建(不動産

業) が家主･Ｂから賃貸する建物の一部を大泉ときお議員に転貸し、大泉議員は月

額26695円の家賃をグリーン住建に払っているとのことである。 

しかしながら、一方でグリーン住建と建物の所有者の間では、以下の契約がな

されている。 

 

「建物賃貸借契約書（事業用）」 

賃貸人Ｂ外一名(甲) と賃借人グリーン住建株式会社(乙) 

第1条(目的) 甲は、本物件を不動産業事務所の目的を持って乙に賃貸し、乙は

他の目的に使用しない事を確約して締結した。 

第8条(譲渡･転貸･同居等の禁止) 1、乙は、甲の文書による承諾なく、本物件の

全部または一部につき賃借権の譲渡、転貸もしくは使用賃借をなし、あるいは

本物件内に他人を住居させ、もしくは乙以外の名義を表示してはならない。以

下、略 

 

つまり契約書に基づけば、転貸は禁止されているのである。家主の承諾を示す

文書もないことから、グリーン住建と大泉議員との間に転貸関係が存在するとは

認められない。 

もっとも、大泉議員は従来｢覚書｣をもって転貸契約が存在しているとの説明を

してきたが、契約内容は不明確であり、同日付で内容が異なる複数の｢覚書｣が存

在するなど、その信用性には重大な疑問がある。不動産物件が第三者のものであ

る以上、家主による証明がない限り、グリーン住建と大泉氏の間に賃貸借契約が

存在すると認めることはできない。グリーン住建が転貸による収入について税務

処理しているという証明もないのである。一連の事務所費支出は違法であり、返

還を要する。 

〈資料(Ｌ) 覚書①、②〉 

 

大泉議員は平成13年3月27日に、資料の２種類の｢覚書｣を作成した。 

資料①の覚書には月額100,000円が記載されているが、②の覚書には金額の記載は

ない。金額以外の文言は同一である。 

甲、グリーン住建株式会社代表取締役 大泉時男 

乙、大泉時男事務所代表       大泉時男 

この覚書は大泉議員がグリーン住建代表取締役という立場と、議員という立場で

契約を交わしている。 

この覚書は｢杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例｣

が施行される直前に作成された。 

 

｢杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例｣は 

2001(平成13)年4月1日から施行(平成14年3月23日条例第26号) 

 

大泉議員は2011(平成23)年度の政調費の領収書書類に｢覚書の②｣を提出してい

た。 
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人件費―１▽ 
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23年度の住民監査請求で、｢覚書｣にあるような事務所、事務社員の契約について、

請求人は公私混同の恐れがあると指摘したが、小林英雄･岩崎英司両監査委員は

｢議員から必要な資料が提出されており、指摘は当たらない｣と、判断し、返還を

要求しなかった。 

大泉議員は23年度監査結果書P167で｢覚書｣について【使用期間は｢覚書｣にある

とおり、｢～甲の指定する日までとする。｣ということで、基本的には私が議員と

しての身分を有している日までである】と記述している。 

24年度はこの｢覚書｣を提出していないが、昨年の説明によれば、大泉氏は現在、

議員であるので、現在も｢覚書｣は有効である。｢覚書｣に基づき、政調費に関する

条例を制定した当初から、ずっと一貫して現在に至るまで、グリーン住建と大泉

議員の政調活動の経費を明確に区別することは非常に困難である。 

 

Ⅴ 人件費 計600,000円 

Ａへの補助職員賃金 

①  50,000円 (4月28日) 4月分 

②  50,000円 (5月30日) 5月分 

③  50,000円 (6月30日) 6月分 

④  50,000円 (7月30日) 7月分 

⑤  50,000円 (8月31日) 8月分 

⑥  50,000円 (9月29日) 9月分 

⑦  50,000円 (10月29日) 10月分 

⑧  50,000円 (11月30日) 11月分 

⑨  50,000円 (12月29日) 12月分 

⑩  50,000円 (1月30日) 1月分 

⑪  50,000円 (2月28日) 2月分 

⑫  50,000円 (3月30日) 3月分 

 

大泉議員は、補助職員としてＡに毎月、50,000円(時給1,000円で勤務日数

毎月13日、勤務時間50時間) を払っている。勤務場所は覚書に書いてあるよ

うにグリーン住建が契約する建物の中である。よってＡがグリーン住建の従

業員でもある可能性は否定できない。そしてＡを大泉氏が雇用した旨を示す

雇用契約書は存在しない。グリーン住建の仕事は明確に切り離した状態で、

Ａが大泉議員事務所の仕事をしているという証明はないのであり、政務調査

費でＡの賃金を支出するのは違法である。 

 

Ａの勤務内容の中で一番多い作業は｢新聞のスクラップ他｣で2l4時間を費や

している。 

さらに勤務内容が｢区政報告の資料作成他｣として人件費合計42,000円を支出して

いるが、大泉議員の24年度の広報費は0円であり、区政報告の提出はなく、区政報

告を発行していない。 

〈資料(Ｍ) 政務調査活動補助職員勤務報告書、8, 10, 2月分) 

8月27日(4,000円)、29日(4,000円)、31日(2,000円) 
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10月22日(4,000円)、24日(4,000円)、26日(4,000円)、27日(2,000円) 

2月20日(4,000円)、22日(4,000円)、23日(2,000円)、25日(4,000円) 27日(4,000

円) 

以上のように勤務実態が正確でない人件費の請求までしている。 

 

大泉議員は現在、杉並区議会議長であり、過去にも1999(平成11)年に59代議長と

して選出され、当選6回で、長年、活動していると思われる議員である。 

2012(平成24)年度の政務調査費収支報告書は2013(平成25)年4月11日提出した

後、7月9日、8月28日に２回の訂正を行っているので、大泉議員としては十分に精

査した結果の訂正と思われる。しかし、ガソリン代の２重計上や政調費支出とし

て禁止されている区民の病気見舞いの支出等の訂正はされていなかった。 

こうした杜撰というほかない収支報告書に区民として大きな衝撃を受けた。区

民は一生懸命働いて、税金を納めている。杉並区でも生活保護を受ける人が増加

し、困難な生活に直面している区民が増加しているのに、その税金から出されて

いる政務調査費がかくも杜撰に扱われていることに、憤りを禁じえない。 

甲(以下、甲という)は杉並区議会議員の政調費について、2006(平成18)年度分か

ら2011(平成23)年度分まで毎年、住民監査請求を続けてきた。議員の政調費につ

いては、住民監査請求がない限り、監査を行わないので、公金の使い方として議

員が正当に支出したかどうか、チェックする機関はない。甲の監査請求によって、

毎年多くの議員が収支報告書の訂正を行い、自主返還を行ってきた事実をみれば、

甲の活動が多くの利益を杉並区にもたらしていることは明らかである。 

さて、24年度政調費の住民監査請求をするにあたって甲が調査した結果、議長で

ある大泉議員の政調費の使い方ひとつをみても、上記のとおり多くの不適切な支

出がみつかった。特にガソリン代の架空計上、二重計上にいたっては、単なるミ

スで済まされる問題ではない。 

言うまでもなく、政調費について条例第11条は｢議長は、政務調査費の適正な運用

を期すため、報告書、出納簿及び領収書等が提出されたときは、必要に応じ調査

を行うことができる｣と(議長の調査) を認めている。他の議員より強い権限を持

っている議長だが、その議長自身の調査はどのようになされるのか、たとえば二

重計上のような不正支出があった場合、それを誰がチェックするのか。説明を求

めたい。 

2011(平成23)年度分の監査結果書P22に、小林英雄･岩崎英司両監査委員の意見･

要望が書かれている。 

｢監査請求後の点検により、収支報告等の訂正と自主返還が少なからず行われてい

る現状が依然見られる。｣平成24年9月の地方自治法の改正に伴い、｢これまで以上

に使途の適正と透明性の確保が求められているといえる。会派及び議員の自律性

をより高めるとともに、区議会における第三者的なチェック機関の機能の強化を

図り、区民の納得と信頼が得られる制度運営に努めるよう期待する｣と。 

以上のように監査委員は意見･要望を述べているが、議員たちに監査委員の意見や

要望が伝わったかは不明である。というのは、2012(平成24)年度分の政調費につ

いて、決算時以降、多くの議員が収支報告書の訂正を行っている。監査委員が述

べた｢区議会における第三者的なチェック機関の機能の強化を図り、区民の納得と
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信頼が得られる制度運営に努めるよう期待する｣という意見･要望にかかわらず、

多くの議員はいまだこれを真摯に受け止めていないと言わざるを得ない。 

公正かつ厳正な監査審査を要望すると同時に、住民監査請求をするまでもなく政

調費が正当に行使されるようにするにはどうすればよいか、現状のチェック体制

についての監査と意見を求める。 

参考として【雑誌｢世界｣2014年2月号(P105～111)】には次のことが書かれて

いた。 

議員が特定の住民の為だけに便宜を図ることは、一種の議員の口利き政治で

ある。雑誌世界に書かれていたことを要約すると、下記のような内容である。 

雑誌｢世界｣2014年2月号(P105～111) に片山善博氏(慶応大学教授、前鳥取県知事、

元総務大臣) が｢民主主義の空洞化― 国会を他山の石とし地方自治を診る｣とい

う文を書いている。 

見出し｢住民を遠ざける地方議会｣｢住民から嫌われる口利き政治｣の欄で、片山氏

は議員の口利きで保育所に入所できた例をあげて「議員の口利きのおかげで救わ

れる人は市民のうちのほんの一握りにすぎず、他の多くの人たちは同じ悩みをか

かえているにもかかわらずほうっておかれたままである。それこそ1%の人だけが

救われ、99%の人たちには光が当たらない。なんのことはない。市民全体のために

あるはずの議会は無縁の存在である。･･たった1%の人だけに依枯贔屓をする議会

だとしたら、無縁を通り越してもはや有害でしかない。｣ 

大泉議員の場合は、河口湖の別荘に逗留している区民を訪ね、福祉相談を行

うという例であるが、たった一人の区民のために議員(議長) という立場を利

用して政調費(税金) を使って、遠方まで区民相談に応じることは、前記の片

山氏が例をあげたようなものである。大泉議員の行為は片山氏が言うように、

議会は住民にとって｢無縁を通り越して、有害に｣なってしまうのだろうか。 

 

添付資料 

〈資料(Ａ) 5月分領収書等貼付用紙Ｎo5と7〉 

〈資料(Ｂ) 7月分領収書等貼付用紙〉、 

〈資料(Ｃ) 12月分領収書等貼付用紙Ｎo7〉 

〈資料(Ｄ) 7月分領収書等貼付用紙Ｎo7〉 

〈資料(Ｅ) 8月分領収書等貼付用紙Ｎo2〉 

〈資料(Ｆ) 9月分領収書等貼付用紙Ｎo4〉 

〈資料(Ｇ) 11月分領収書等貼付用紙Ｎo3〉 

〈資料(Ｈ) 3月分領収書等貼付用紙Ｎo4〉 

〈資料(Ｉ) 4月分領収書等貼付用紙Ｎo2〉 

〈資料(Ｊ) 自衛隊父兄会中野区･杉並区支部会則〉 

〈資料(Ｋ) 建物賃貸借契約書(事業用)〉 

〈資料(Ｌ) 覚書①、②〉 

〈資料(Ｍ) 政務調査活動補助職員勤務報告書、8,10,2月分〉       

以上 
 



39 
 

甲 会則 

 

 

（１） 市民オンブズマンについて 

 

「市民オンブズマン｣とは、市民の立場から行政の不正行為や税金の無駄遣いなどを監視し、

是正・改善させるために、さまざまな活動をする団体のことです。北欧に普及するオンブズ

マン制度とは異なり、誰かに任命されたり、権限を与えられている団体ではありません。行

政に属する“官製オンブズマンも宮城県や川崎市、藤沢市などにありますが、市民オンブズ

マンはそれらとは異なり、市民が自らの意思で自発的に活動する市民運動の一つです。 

 

（２） 設立趣意 

日本で市民オンブズマンの活動が始まってから四半世紀を超える歳月が過ぎ、今では全国

に80 を超える市民オンブズマン組織が活動しています。市民オンブズマンの活動成果として、

全国的に行政の｢不正行為｣や｢無駄遣い｣などが次々と明らかにされ、行政の体質やあり方が

厳しく問われるようになりました。 

 

本来、行政の不正や無駄を監視するはずの監査委員や議会は、十分にその機能を果たして

いるとは言い難く、むしろ実態は行政と癒着して共に不正や無駄遣いに走る事例も少なくあ

りません。 

 

杉並区においても、区政はもとより、議員や監査委員に至るまで、活動実績のチェックと

不正や無駄遣いに対する是正働きかけが不可欠な状態にあると判断されます。 

 

私たちは憲法1 2 条（この憲法が国民に保障ずる自由及び権利は、国民の不断の努力によ

って、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。) の精神に則り、区政を行政や議会に

任せきりにすることなく、自覚的な国民意識を大切にし、住民自治を発展させて、公正で活

力ある社会の実現を目指します。 

 

具体的な活動内容としては、行財政運営に対するチェック機能とその望ましいあり方につ

いて、 区民の視点から調査研究し、積極的に提言していきます。 

 

全国に拡がる市民オンブズマン組織と連携し、情報公開を徹底させ、納税者の権利として

税金の無駄遣いや不正な支出をチェックし、真実を明らかにして、悪質な不定に対しては刑

事告発も辞さず、公正で効率的な区政の実現を目指します。 

 

地域周辺の市民蓮動と連携し、共にネットワークを広めていきます。 
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（３） 会則 

1. 名称 甲 

2. 目的と活動内容 

・地方自治に対する住民の監視と参加を促進し、公正で効率的な住民主体の活力ある地 

方自治を目指します。 

・区政の情報公開を促進し、その実態を厳しくチェックします。 

・会員間の交流と情報交換を行います。 

・特定の党派に偏せず、中立的な立場で行動します。 

・会員への報告・連絡・相談にＷｅｂ、印刷媒体等による報告書を作成します。 

・全国市民オンブズマン連絡会に参加します。     

3. 運営 

・会員により選出された複数名の幹事が互選によって、会の代表或いは共同代表を決める 

とともに、各幹事の役割・分担を決めて会を運営します。 

・幹事は定期的に幹事会を開き、会の運営や活動内容を協議し、報告・連絡等の事務を担 

当します。 

・幹事の中から、会計及び監事を各一名選出し、監事は当会の会計を監査し総会で報告し 

ます。 

・幹事の任期は1年とします。 

・年に一度、総会を開催し、活動内容及び会計報告を行い、会の基本方針、会則や次年度 

の予算を討議し、複数の幹事を選任します。 

・新会員の承認は幹事会によって行われます。 

・会員は杉並区民を原則とし、区で活動する団体や個人も含めます。 

4. 会費 

・個人 

年額   一口 ２，０００ 円 (何口でも可) 

(学生、学生に準ずる方等は、1 ,０００ 円) 

・団体・法人 

年額   一口 ３，０００ 円 (何口でも可) 

・賛助会員(区民に限らず、会の趣旨に賛同し、活動を支援し報告を受ける) 

年額   一口 １，０００ 円 （何口でも可) 

 

（４）設立 

２００７ 年１２月1日         事務局 

・会則改定                 

２０１０ 年９ 月１日                    

２０１２年９ 月２０日           
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 （注）        
監査対象とした請求事

項は、欄外に項目名と 
番号を付してその当該

個所を明示した。 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１－２ 

2014年4月30日 

杉並区監査委員（宛） 

 

杉並区議会の会派および議員に対する平成24年度政務調査費に関する措置請求書 

 

地方自治法第二百四十二条第一項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要

な措置を請求します。 

 

1. 請求の趣旨、措置請求内容及び事実証明書 

別紙の通り 

 

2. 請求人 

甲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

別紙 

1. 請求の趣旨 

請求人は、地方自治法第242条(住民監査請求) 第1項｢普通地方公共団体の住民

は、(中略) 違法若しくは不当な公金の支出(中略)があると認めるとき、監査委員

に対して、監査を求め、当該行為を防止し、もしくは是正し、若しくは当該怠る

事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこ

うむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができ

る｣の規定に拠り、平成18,19,20,21,22,23年度の各政務調査費(政調費と略す) に

ついて、監査請求を行ってきた。 
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<甲(以下、甲と略す) が、杉並区議政調費住民監査請求を毎年続けなければいけ

ない理由> 

甲は各会派･議員が提出した収支報告書に基づいて政務調査費として計上された

使途･支出内容を検討してきた。その報告内容には、会派･議員によって、順法の

観点からは、大きな違い･差があり、議長訓令とそれを基とした「政調費の支出に

関する事務処理について｣と題する議会内のガイドラインに、忠実に従っているも

のから、通常の社会観念･視点からは、何故この様な公私混同が、平然と罷り通り、

公金の使途として計上し得るのかと強い疑念を抱くものまで、会派･議員間に大き

な認識の差があると解してきた。甲としては、提出された収支報告書を糾弾する

ことを目的にするのではなく、政調費条例に規定された内容に加え、区民の社会･

生活観点から、不当と判断した使途･支出内容を指摘し、返還請求を求めてきた。 

更に、毎年のように、多くの議員が、収支報告書の決算時締切り日が過ぎてから

も、何度もだらだらと訂正を行うので、政調費の決定額がいつ、確定するのか、

定かでない問題が、監査結果書でも指摘されながら、改善の兆しもなく存在続け

ている。 

又、日弁連の勧告が出て、平成23年政調費の監査結果書には、すべて議員の実名

が記載されるようになったが、公明党はこれに逆行するように、平成24年度の収

支報告書においても、所属する各議員の出納簿を集めた形を取りながら、その議

員名を1000番台から9000番台に、数字化し、収支報告書ではどの議員の支出かわ

からないようになっている。 

情報公開請求を出して、領収書綴りを閲覧しない限り、議員の実名が不明になっ

ており、実名記載の問題が、完全には解消していない。 

 

今回、住民監査請求をする、2012(平成24)年度分の政調費についても、決算時

以降、多くの議員が収支報告書の訂正を行っている。決算時2013(平成25)年4月30

日以降、2014(平成26)年2月26日までに、訂正を行った会派･議員は下記のとおり

である。 

● 決算時以降、1回の訂正を行った議員 

今井･大熊･大和田･小泉･山下･山本あけみ･岩田･奥山･そね･すぐろ･けしば･新

城議員 

● 決算時以降、2回の訂正を行った議員 

大泉･田中･河津･松浦議員 

● 決算時以降、3回の訂正を行った議員 

小川議員 

● 決算時以降、4回の訂正を行った会派･議員 

公明党(大槻･川原口･北･島田･中村･山本ひろこ･横山・渡辺議員)、市来議員 

 

議員には政調費が税金からの支出という緊張感があるのだろうか。区の約1600億

円の予算･決算の審議を行う議員が、自身の年間192万円という政調費ついて、決

算時以降、何度も訂正しているようでは、議員として、区の決算時をどのように

定めて審議しているのかと、区民としては大いに疑問を持つところである。 
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議員の政調費については、住民監査請求がない限り、監査が入らないので、公金

の使い方として議員が正当に支出しているかどうか、チェックする機関はない。

甲が、住民監査請求を出すため、調査を始めると、毎年、議員は監査期間中に政

調費の収支報告書の訂正を行い、自主返還を行ってきた。これは監査が入ると政

調費として不適切と指摘される支出を議員自身が毎年計上していたことであり、

住民監査請求がなければ、税金が不当な政調費に使われていた証拠でもある。 

甲は2006(平成18)年度分から杉並区議会議員の政調費について住民監査請求を

出してきたが、それ以前は、議員が政調費として支出した全額は、すべて適正な

支出と認められてきた。 

しかし、支出には大変な問題があった。例えば、一例をあげれば、はなし俊郎議

員は2005(平成17)年4月10日事務所備品(厨房調理機器冷蔵庫)91,940円、4月13日

と19日に車両整備としてそれぞれ131,445円、75,169円を支出していた。大泉時男

議員は2003(平成15)年度、2004(平成16)年度は議員自身の経営する永福駅前の不

動産業グリーン住建に毎月家賃l00,000円, 年間1200000円を政調費から払ってい

た。上水保育園を経営していた今井譲議員は2005(平成17)年12月5日に福音館書店

発行の｢こどものとも｣80冊を政調費から購入していた。区民の目から見れば、議

員の政調費は区政の調査活動費として使われたのではなく、議員が生活費の一部

と使用していたと認めざるをえない事実が多くあった。 

 

甲が住民監査請求を初めて出した2006(平成18)年度分は政調費の支出について

領収書添付が義務付けられていなかったため、区民の視点から見ると支出には公

私混同など疑問点が多くあったが、議員から政調費が使いきれず、返還された総

額はわずか121万円であった。その上、監査委員からの返還請求は0円であり、す

べて議員の支出は正当と当時の監査委員(四居誠監査委員長) は認めた。 

2007(平成19)年度分からは領収書の添付が義務付けられたため、決算時に議員

が使いきれず返還した金額は約880万円、監査期間中に議員l8人と4会派が訂正し、

約340万円を自主返還した。さらに、監査委員が不適切と認めた支出が約352万円

あり、議員25人と3会派に対し、山田区長から返還命令が出た。 

上記の2006(平成18)年度のように、領収書の添付を必要としなければ、議員の

支出した政調費の全額を監査委員は適切と認めたが、2007(平成19)年度以降、領

収書添付が義務付けられ、多額の不適切な政調費支出が明るみになった。しかし、

多くの議員は監査期間中に訂正を行い、監査委員もこれを認めてきたので、議員

は収支報告書を出した後、住民監査請求が出されたら訂正すればいいという感覚

で、毎年のように、収支報告書は決算時以降、訂正日の締切もなく、だらだらと

何度も行なっている現状である。 

政調費は議員一人当たり、月16万円、年間192万円であるが、監査委員は192万

円以上であっても、議員の支出した全ての額を政調費として認めてきたので、192

万円超の収支報告書を提出することは議員の間では、当たり前であった。そのた

め、不適切な支出と監査委員も議員自身も認めているにもかかわらず、不適切な

支出は収支報告書に計上された192万円超の金額と相殺し、議員は返還することは

なかった。今にいたるまで監査委員は1円超の収支報告書の提出を認めているの

で、20l3(平成24)年度も16議員･1会派が192万円超の収支報告書を提出している。
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192万円までの公金を監査委員が監査するのは当然であるが、192万円を超えた私

的費用の金額を監査するということは、監査委員が監査の任務をどのようにとら

えているのか、説明を求める。 

 

2006(平成18)年度分から甲は、政調費は税金からの支出なので、当然、監査結

果書には議員の名前が記載されると思って要求してきたが、監査委員は議員の名

前を全てアルファベット等の記号になおし、監査結果書には議員の実名は無く、

住民監査請求をした請求人ですら、判読困難な監査結果書を出してきた。監査結

果書は区内の図書館に置いてあるが、住民監査請求をした請求人以外には、さっ

ぱり内容のわからない結果書であった。議員が税金から政調費を支出するのに、

なぜ、監査委員は議員名を公表しないのか、何度、要求しても監査委員からの返

答はなかった。収支報告書の訂正日の締切りは無い、192万円超の収支報告書の提

出はＯＫ, 監査結果書には議員の名前は公表しないという議員にとって、とても

物分かりの良い監査委員の態度が続く限り、何度住民監査請求を出しても、改善

の見られない議員がいるのは当たり前である。 

住民監査請求があったならば、訂正すればいいという考えであったのか、山田

なおこ議員は2007(平成l9)年は80円切手を164万円買い、2008(平成20)年度は80

円切手を政調費全額のl92万円買ったが、監査期間中に自主返還したため、区長、

区議会、監査委員会、議会事務局から問題点を追及されることなく、不当な支出

は明らかにされなかった。要するに不当な支出に政調費が使われていても、訂正

だけすれば、何ら問題ないという、杉並区の姿勢が反映されているからである。

このような区の姿勢の下、山田なおこ議員だけでなく、木梨もりよし議員も

2007(平成19)年度は、切手代1,410,000円(50円切手9,000枚、80円切手12,000枚) 

2008(平成20)年度、切手はがき代計1,615,000円(50円切手18,500円、80円切手

5,000枚、50円葉書5,800枚)、又、2009(平成2l)年度は都議選に立候補したため、

7月に失職したが、政調費4～6月分の480,000円のうち、440,000円(80円切手5,500

枚)と大量に切手を購入していた。 

その後、区は切手大量購入の問題を認め、2010(平成22)年度から、｢切手を購入

する場合は, 科目を問わず、議員一人あたり年額100,000円を超えることはできな

い｣と使途基準細目に明記した。さらに留意事項として、切手購入は｢不適切な支

出を予防する観点から、年間の上限額(100,000円)を設定｣と書いている。平成23

年度の区議会事務局から各議員に配布された｢政務調査費の支出に関する事務処

理について｣という冊子の中で、使途基準細目の【郵送用切手の購入】の欄に、｢※

簡単に換金可能な点に留意してください｣と、わざわざ追記したということは、議

会事務局はそのような事実をつかんでいたのだろうか、区民にとっては謎の追記

の記述である。 

切手の購入上限額が100,000円になったので、議員ははがきを大量に購入するよ

うになった。松浦芳子議員は2012(平成23)年度、東池袋の豊島支店から6月14日、

10月5日,l月6日の各日にはがきを4,000枚ずつ購入し、年間で600,000万円購入し

たが、切手の大量購入は問題だが、はがきには規定がないということで、監査委

員は適正な支出と認めた。 

備品に関しては、渡辺富士雄議員は平成15年度2月11日にパソコンを171,782
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円,17年度3月16日パソコン一式294,940円、ＰＣソフト関係64,968円、18年度1月

23日パソコン128,000円、19年度3月9日パソコンソフト関係120,989円、22年度1

月30日パソコン214 ,080円を購入するなど、毎年のように年度末近くなるとパソ

コン関係の高額な備品の購入をしたが、監査委員が全て適正と認めた支出である。

渡辺議員だけでなく、松浦芳子議員は6年間に5台のデジカメを購入するなど、多

くの議員がパソコン関係やデジカメなどの備品を多く購入しているが、監査委員

は備品の耐用年数については、寛容であり、議員の要求を認めてきた。この寛容

な監査委員の姿勢が続いていたので、伊田としゆき議員が2011(平成22)年3月23

日にシャープの複写機を按金50 %で88,200円で買い、4月24日の区議選で落選した

が、監査委員は適切な支出と認めた。3,11の震災直後の大混乱の中で、複写機購

入後たった1ヶ月しか任期の無かった(この間はほとんど選挙活動中) 議員に複写

機をプレゼントするほど、杉並区は裕福だったのか、或いは監査委員の監査感覚

は、議員に優しかったのか、区民としては説明を求めたいところである。 

 

甲の住民監査請求に対し、監査委員は2006(平成18)年度～2010(平成22)年度分

の監査結果書ではすべて議員名を記号化し、公表しなかった。長い時間がかかっ

たが、監査委員が議員名を公表しない異常な事態は、｢日弁連の勧告書｣が出され、

やっと、解決？当たり前になった。税金から支出する政調費の議員名を公表でき

なかった理由の根拠は、監査委員から説明されていない。 

杉並区監査委員事務局次長の片山康文氏は｢人権救済申立事件(2010年度第4号人

権救済申立事件)に係る勧告書につきましては、平成24年9月5日に日本弁護士連合

会の森山副会長ほか3 名の訪問を受け、小林代表監査委員及び岩崎監査委員が監

査委員室にて受領しました。｣と答えている。 

杉並区が議員名を公表しなかったことは、日本弁護士連合会の森山副会長他3

名の弁護士が人権救済の勧告書を持って、杉並区役所をたずね、小林代表監査委

員及び岩崎監査委員に手渡さなければいけなかったほど、ひどいことだったので

ある。日弁連から勧告書が出なければ、監査委員は相変わらず、議員名を公表で

きなかったのだろうか。監査委員は,地方自治法第l96条の規定により、区長が、

議会の同意を得て, 識見を有する者及び議員のうちから選任するとされる一方、

同法第198条の三には、｢その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度

を保持し、監査をしなければならない｣と規定されている。請求人は、監査委員は, 

独立性を保持し、適正な監査を行う立場にあると理解し、監査請求を行ってきた

が、 区の重要な役職についている小林代表監査委員長に｢監査委員という立場を

代表監査委員長としてどのようにとらえているのか｣、説明を求める。 

 

この間、甲以外の住民からも住民監査請求は出されている。例えば、議員選出

の監査委員報酬(月額151,000円) について、2009(平成21)年に杉並区在住のジャ

ーナリストＩから住民監査請求があった。杉並区には常勤の監査委員1名、非常勤

の監査委員3名がいる。非常勤の3名のうち、2名は議員から毎年5月中に選出され、

毎年5月には前任後任の議員選出監査委員に報酬が満額払われていた。杉並区では

両者に払うため13か月分の予算編成が15年以上続いていたのであった。この年の

前任の監査委員は井ロかづ子･松浦芳子議員、後任は関昌央･河津利恵子議員であ
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った。後任の2人の議員が就任したのは月末の5月30(土)日で土日は閉庁日で仕事

は何らなかったが、満額の報酬を得ていた。四居誠監査委員長は正当な支出と認

めたため、Ｉが住民訴訟を起こした。2010(平成22)年9月30日東京地裁は｢支給は

無効｣と判決を下した。Ｉが住民監査請求をした後、監査委員の月途中での退任の

場合、日割り支給と条例が改正された。住民の指摘だけでは、四居誠監査委員長

は正当な支給と認めていたが、裁判に提訴されたことで、杉並区は条例改正に動

いたのであった。 

l3か月分の予算編成を認めていた区長･杉並区議会の姿勢、また、それを良しと

した監査委員にも大きな問題がある。監査委員がきちんと機能していれば、この

裁判はいらなかったものである。それ以前の問題として、区長･区議会が13か月分

の監査委員報酬を計上していなければ、同時に議員が働いていないのに報酬を当

たり前に受け取るということがなければこんな問題は起きなかったはずである。 

日弁連の勧告書に基づいて、初めて2011(平成23)年度分の監査結果書に、議員の

名前が公表された。しかし、議員は相変わらず、監査期間中に訂正を行っている。 

 

2011(平成23)年度分について 

決算時以降、公明党(大槻･川原口･北･島田･中村･山本ひろこ･横山･渡辺議員)、

共産党(金子･くすやま･鈴木･富田･原田･山田議員)、無所属区民派(けしば･新城議

員)、大泉･大熊･田中･吉田･安斉･河津･山本あけみ･藤本･佐々木･松浦議員が訂正

を行った。47名の区議のうち、26 名の区議が訂正を行った。さらに監査期間中に

2度にわたり、訂正を行っている。  

1度目は、区議会議長井口かづ子氏が、2013(平成25)年5月31日に監査委員に対

し、公明党、無所属区民派、大泉･大和田･脇坂･市来･小川･河津･市橋･そね･すぐ

ろ議員の訂正を提出した。    

2度目は、区議会議長大泉時男氏が、2013(平成25)年6月14日に監査委員に対し、

大泉･大熊･小泉･河津･小松･松浦議員の訂正を提出した。2007(平成19)年度以降、

毎年住民監査請求を出す度に、議員の多くが収支報告書の訂正を行っている。い

ったん提出した自身の収支報告書を、決算時以降に訂正し、さらに監査期間中に

訂正する理由は何だろうか。公金である税金の支出である故、訂正のない収支報

告書を提出すべきである。議長経験者であり、何十年と議員をしている議員でも

以下のような訂正･自主返還があった。 

現在議長である大泉議員の場合、20l1(平成23)年度分の監査結果書Pl66～167

にかけ、｢クレジットカードの年会費(10,500円)は返還します｣｢事務費指摘のテレ

ビは、調査研究や政策立案に大いに役立つ媒体であり、事務所においてあります

が、議員活動の中で常に社会情勢の動きを把握するために設置し使用しているも

のであり、8割を計上し、残り2割を返還します。また、椅子については、以前使

用していた椅子が壊れたため、新たに購入したものであり、殆ど政務調査活動に

使用していることから、8割を計上し、残り2割を返還します。｣(按分なしでテレ

ビは31,800円、椅子は7,980円) 

議長経験者で、現在議員選出の監査委員である小泉議員の場合、監査結果書P171

に、会議費について｢6/3及び翌年1/23に購入した食パン(合計3,640円)について

は、自分用に購入したもので、誤って計上したため返還する。請求人の指摘に感
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謝すると共に、心からお詫び申し上げる次第である。｣と書いている。 

以上のようにクレジットカードの年会費、自分用に購入した食パンまで計上す

るとは公私混同のいい例ではないか。住民監査請求をしなければ返還されなかっ

た政調費である。2011 (平成23)年度分について、監査期間中に2会派、8議員が訂

正し、184,119円を自主返還した。 

一方、訂正の無かった議員には問題がなかったのか。全員の収支報告書を区民

目線で見ると、金額の多少に関わらず、納得できない議員も多くいる。 

例えば岩田いくま議員。細かい支出が沢山ある。例えば、 10/25に軍手を買って

50%に按分してl47円支出している。軍手の片方が政調費である。監査結果書P196

に｢区政報告印刷(リソグラフ) の際、素手ではインクが印刷用紙に転写してしま

うため、軍手を着用して印刷作業を行っている｣と述べている。議員自身は良心的

に50%按分したのであろうが、軍手をしなくても、手が汚れれば洗えば済むこと。

また、今の印刷機は性能がいいので手が汚れることはめったにない。片手の軍手

代はわずかであるが、税金からの支出であるということを考えるならば、安易に

は支出できないはずである。 

20l1(平成23)年度分の監査結果書P22 に、監査委員の意見･要望が書かれてい

る。「監査請求後の点検により、収支報告等の訂正と自主返還が少なからず行わ

れている現状が依然見られる。｣平成24年9月の地方自治法の改正に伴い、｢これま

で以上に使途の適正と透明性の確保が求められているといえる。会派及び議員の

自律性をより高めるとともに、区議会における第三者的なチェック機関の機能の

強化を図り、区民の納得と信頼が得られる制度運営に努めるよう期待する｣と。 

以上のように監査委員は意見･要望を述べているが、議員たちに監査委員の意見

や要望が伝わったかは不明である。というのは、2012(平成24)年度分の政調費に

ついて、冒頭に書いたように、決算時以降、多くの議員が収支報告書の訂正を行

っているのが実情である。毎年のように、訂正を行う議員が非常に多いというこ

とは、税金からの支出という緊張感はなく、毎年のように述べている監査委員の

意見や要望は監査結果書に書かれているだけで、議員に浸透していない証拠であ

る。初めて政調費についての住民監査請求が出た時点で。監査委員が厳正な監査

を行っていれば、このような事態は無かったはずである。相変わらず、期限を切

らず、収支報告書を訂正続ける議員に対し、公正かつ厳正な監査審査を要望する

と同時に、監査委員は今回はどのように対処するのか、明確な説明を求める。 

 

２．措置請求 

本件により、杉並区の被った損害額に関し、平成24年度政務調査費の交付を受

けた会派及び議員に対して、速やかに返還を求めるよう杉並区長に勧告すること

求める。 

要返還額の合計は、7,798,855円である。 

なお、当該監査請求は、平成26年2月26日時点における政務調査費収支報告書･

出納簿を基に行なった。又、監査を請求した会派･議員の所属会派名は、平成26

年4月25日時点における区議会ホームページに記載されている会派別一覧に準拠

した。 
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収支報告書―１▽ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

事実証明書 

請求人は、提出された収支報告書及び領収書等の証拠書類を基に、政調費の検

証を行い、その使途が、政調費条例の趣旨に反するとの疑義がある場合、及び、

その使途に関する情報が不明、あるいは、その情報の開示が不十分である場合は、

その旨を記載し、その使途に計上された政調費の全額の返還を求めた。従って、

監査委員が、地方自治法第199条(職務)8項に規定される監査委員の調査権限に基

づき、請求人の指摘する疑義等を明確にするために、関係人である区議会議長に

対して、該当する会派･議員に、その情報の開示･説明等の調査を求め、その開示

内容について、監査委員の判断を要請した。 

この様な請求人の要請に対して、従前の監査結果書には、<本件請求のうち、個

別の支出が違法又は不当である理由を具体的に述べていないもの、｢根拠の説明を

求める｣, ｢開示を求める｣などの意見･要望だけを述べたものなどは、住民監査請

求の要件を欠いているため、監査の対象外とした> と記されている。この記述は、

監査請求書の内容を言葉だけで捉えた表面的な判断と考えられ、請求人の請求内

容を誤解しているものである。請求人による監査の要請は、提出された収支報告

書･出納簿及び証拠書類等を検証し、必要に応じ、調査等を行い、政調費として計

上された支出が、政調費条例第9条に規定される政調費としての使途基準｢区政に

関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない｣に反し

ているとの判断によるものであり、地方自治法第242条第1項の要件を満たしてい

る監査請求である。又、請求人が、根拠の説明、情報の開示を求めているのは、

政調費条例第11条の規定にされる区議会議長の調査権に拠り、監査請求が提出さ

れた場合に、議長が、各会派･議員に、請求内容に回答を求めていることに関係し

ているものである。更に、前述した様に、地方自治法第199条8項｢監査委員は、監

査のために必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人つ

いて調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は

学識経験を有する者等から意見を聞くことができる｣と、規定される監査委員の調

査権限に基づき、請求人は、法定されている監査委員が職務を全うすることを前

提としているものである。 

なお、当該監査請求は、平成26年2月26日時点における政務調査費収支報告書･

出納簿を基に行なった。又、その収支報告書に記載されている科目毎の支出額に

ついて、私的資金による支出も含めた総額の一覧表(添付資料1) を、参照資料と

して添付した。 

 

1. 交付額を超えた収支報告書について 

平成24年度政務調査費の収支報告書に関して、その一覧表に示されている様に、

交付額を超えた支出額を計上した出納簿が、1会派、16議員から提出されている。 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例(政調費条

例と略す) は、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づいて制定されて

いるが、その第14項で、｢普通地方公共団体は、条例に定めるところにより、その

議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における

会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる｣とし、その第15項で、

｢前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、



67 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする｣(下線

は、請求人による)と規定されている。即ち、議会の会派･議員の調査活動の経費

の一部について、公金を、政務調査費として交付し、その交付された政務調査費

に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するとの規定であり、私的資金による

調査活動の支出は、政調費収支報告書･出納簿の報告対象外である。 

従って、交付額を超え、各会派及び議員の私的資金を含む出納簿の提出は、地

方自治法第100条第14項及び第15項の規定に反し、不当に公金の管理を怠る行為で

あり、該当する会派及び議員に対して、それらの出納簿の是正の措置を講ずるこ

とを求める。 

 

2. 領収書について 

政調費が、公金の支出である点から、その支出を証明する領収書は、一般常識

上も、その額の大小に係わらず、その支出目的等の内容、商品･製品購入の場合は、

その商品･製品名が明記され、関連の情報、例えば、商品･製品の場合は、それら

の内容が付記･開示されていることが、基本原則である。従って、政調費の支出の

目的、内容及び内訳等、商品購入の場合は、その使用目的･内容等の付記･明記が

なく、その合理性･妥当性について、明確な判断が出来ない場合は、政調費への計

上はできないとした。更に、正式な領収書として効力をもつ条件は、受取人が、

会派･議員であること、日付が記載され、領収証の発行先が、会派･議員が、実際

に購入し、支払いが行われた企業･個人等であり、その企業名･個人名と共に、そ

の所在住所、電話番号等が明示されていること等である。その領収証の原本の添

付が義務づけられているが、上述の内容が記載されていない場合、及び、それら

が、隠ぺいされている場合には、領収証として認められないとした。更に、物品

の購入先が、仲介業者･人である場合は、その旨を明記することが必須とした。判

読不能、計算聞違いのある領収書、及び、ポイント還元等を示す部分を、切り取

り、隠ぺいしている領収書や銀行通帳の関係部分のみを切り取り、貼り付けて領

収書とし、銀行名もなく、支出内容の明示がなく、使途内容の判別ができない場

合は、領収証としての必要条件を満たしていないとした。又、銀行の引落しやク

レジットカードでの引き落としにより、支払がなされている場合は、別途、領収

証の発行を求め、添付することが、政調費への計上の最低条件とした。 

 

< 領収書に関する井口かづ子議員とのやりとり> 

甲が行った平成23年度政調費に関する住民監査請求書の中で、井口議員(当該請

求書を提出した平成25年4月26日に、区議会議長であった) に対して、領収書に関

して、以下の要望を行った。 

井口議員から提出されている業者発行の領収書の中には、(製品名、数量、単価、

金額には、(年月日、適用、単価、配布枚数、金額)、(小計、消費税、合計) と凡

てがされて) のすべての内容が明確になっているものがあるので、今後は、業者

に発注する際に、明細が記されている領収書を要求されたら良いのではないか。

例えば、4/27 ポスティング代(株)ポップアイの領収書には(年月日、適用、単価、

配布枚数、金額)、(小計、消費税、合計) と凡てが記載されている。領収書の条

件がすべて揃っているし、勿論(発効日、業者名、所在地、TEL、FAX等) もある。 
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領収書―１▽ 
10 月、12 月、2 月分 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
領収書―２▽ 
5 月、3 月分 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
領収書―３▽ 

｜ 

議長をされている井口議員から、領収書に、数量、単価、適用等の明細が解る付

記又は請求書の添付を、48人の議員に徹底されたい。 

こ要望に対して、当該政調費の監査結果書における議長調査結果の中で、井口

議員から次記の応答を得た。｢ご指摘の今後のあり方については、座長をしており

ます検討委員会に提案したいと存じます。｣ 

この応答に対して、平成26年2月に、｢その後どうなりましたでしょうか。お聞

きいたします。文章にてご回答下さい．｣と問い合わせを行い、同年4月に、井口

議員から『｢検討委員会に提案したいと存じます｣と申し上げました件につきまし

て大変遅くなりましたが、私もその当時は議長をしておりましたので機会があれ

ばその旨を調査検討委員会に提案したいと考えておりましたが、その後委員会を

開催する暇もなく、議長改選により後任の議長として大泉議長が就任された為、

本件に関しては大泉議員に引き継いだところであります』の返事を受理した。 

本件につき、後任の大泉議長が引き継ぎ、議員に対して領収書の不備の是正を行

うことを期待しているが、一方、今回監査請求を行なう平成24年度政調費収支報

告書に添付された領収書には、領収書の要件を満たしてないものが多々あり、そ

れらに対して、以下に措置請求を要請することとした。 

 

<措置請求> 

大和田伸 

事務費 

あて名のない領収書は無効です! ! 

区議会事務局作成の｢政調費の支出に関する事務処理について(平成24年度版)｣

(以後｢事務処理｣と略す) に明記されている通り、あて名が未記載のものは不可と

した。 

4月5件 2,014円  5月3件 1,353円  6月2件 944円 7月2件 839円 

10月1件  524円 11月2件   839円  12月l件  420円  1月2件  996円 

2月1件    236円      合計 19件 8,165円の返還を求める。 

 

市来とも子 

○領収書の不備が35件もある。 

H24年度版｢事務処理｣によると、宛名未記載のものは不可と記されている。一般

社会でも宛名の末記載の領収書は認められていない。従って以下の通り宛名未

記載の領収書で支払った金額の返還を求める。 

4月3件 6,208円、 5月1件 830円、6月3件 1,028円、8月4件 1,670円、9月3件 

1,270円、 

10月3件 1,128円、11月4件 3,150円、12月5件 6881円、1月5件 37,710円、2月3

件 3,140円 

3月1件 240円 返還額合計35件63,255円(レジスター様式だが、用紙に様が印字

されているものを含む。) 

 

小川宗次郎 

領収書(支払の証憑類)の不備･無効で条例、規則･規定違反がある 
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｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
領収書―４▽ 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
 
 
 

領収書―５▽ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

領収書－６▽ 
｜ 
｜ 
△ 

 

事務費 ＷＥＢサーバーレンタル料及びドメイン更新料 

24.4.16  31,500円 

24.8.28  誤記訂正処理あり 

按分比80%に訂正申請 ￥25,200 

証憑自体の無効 

当該領収書発行者の押印(社名と社印) にある㈱エーソリューションと言う法人

は登記がなく、ネット上でも検索にかからない。 

領収書にある所在地と部屋番号はマンションの一室で存在するものの、念のため

調査した法務局法人登記上検索にヒットしなかった(＝ 現存しないと窓口で確

認)。 

ＮＴＴ番号案内でもこの社名では登録が無い。 

 

この法人が架空名義の場合は、小川区議の認識いかんにかかわらず、この領収書

は公金である政調費の証憑として無効であり、不当である。(証明がなく条例10

条第1項に違反、事務処理規定にも違反する) 

よって、政調費としての計上額25,200円の返還を求める。 

参考: 前回監査(23年政調費)ではレンタルサーバー代は、23.6.17付け処理で

￥25,200となっており、同様支払先名義、金額、按分比であった。継続

的な契約をしている現状にあり、今回に限ったものではない。 

 

山下かずあき 

事務所賃料を、按分比8.3%の50%として算出し、年間69,720円を計上しているが、

その領収書として提出された「紙片｣(添付資料2参照) には、どこが発行し、誰

宛か等の記載がなく、金額と押印があるのみで、領収書としての基本的要因が欠

落したものである。公金である政調費からの支出は認められない。事務所賃

料 69,720円の返還を求める。 

一方、感光紙の領収書が多く、内容の判読困難になっており、字が消える前にコ

ピーしたものを添付することを要請する。(例えば、ダイソー、駐輪場、ヨドバ

シカメラ、郵便局、キャンドウ一等の領収証) 

 

佐々木浩 

下記の3件の製品購入の領収書に、政調費条例により政調費の交付を受けた佐々

木議員名の宛先表記がなく、領収書としての要件が欠落しており、政調費条例の

趣旨に反する支出である。従って、全額32,450円の返還を求める。 

１）出納簿整理番号No.19  パソコンソフトWindows 10,650円(按分比50%) 

２）出納簿整理番号No.93  携帯電話本体購入docomo  9,900円(按分比50%) 

３）出納簿整理番号No.l05 区政レポート発送用ラベル 1l,900円(按分比100% ) 

更に、研修費として計上されている下記の領収証も、上述と同様に、政調費の交

付を受けた佐々木議員名の宛先表記がなく、領収書として要件が欠落しており、

政調費条例に反する支出であり、6,000円の返還を求める。 

４） 出納簿整理番号No.43   国際公会計学会参加費 
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3.事務所費について 

事務所費の使途計上内容の一覧表(添付資料3)を、参照資料として添付した。会

派･議員の活動は、議会活動、政党活動、後援会活動、選挙活動等多岐にわたっ

ており、それらの活動が、調査研究活動を含め、渾然一体となっていることが

多く、事務所は、各派･議員の後援会活動、選挙活動等の拠点としての役割が出

発点であり、主体である。従って、事務所の果たす役割としては、議員及びそ

の補助作業を行う事務員の作業場であることに加え、関係者を含めたミーティ

ングの場であり、更には、区民等からの陳情の場にもなると言える。ただし、

区役所３階には、各会派･議員の控室が設けられていると共に、訪問する区民を

含めた外部者との打ち合わせに使える会議室があり、更に、会派･議員の窓口と

もなり得る議会事務局が隣接している。 

一方、務調査研究活動は、議会活動等を充実させ、ひいては、区民の意思を

具現化させる基盤の構築に寄与する活動と位置づけられ、事務所費を、政調費

から支出することは、政調活動の意義からもなじまないものと捉えるが、事務

所費を、政調費に按分し、計上している場合には、その按分根拠について、厳

格な検証を行った。更に、次記する人件費の科目と関係し、事務所は、雇用さ

れた職員･臨時職員の主たる勤務場所であり、その使用実態の情報開示は必須条

件であり、以下の点を、検証基準とした。 

イ) 自宅、賃借、あるいは、会派･党の事務所の賃借かを明確に、その所在地を

明示するこ  と 

ロ) 賃貸借契約書、具体的間取りを添付すること 

ハ) 水道･光熱費等を請求する場合は、その理由を明示すること 

 

ただし、事務所が、自宅あるいは親族所有である場合は、公私混同の温床にな

る可能性が大きく、その使用実態の情報の開示が必要である。しかし、自宅の

一部を事務所と使用する場合は、当然、使用される自宅の家族構成を含めたそ

の性格に拠るが、上述した事務所の役割の中で、極めて限られた目的、特に、

議員個人の作業場が中心となると捉えることが妥当である。特に、自宅は、子

ども･家族がいる生活空間であり壁一つを隔てた事務所が、区民の自由な訪問を

含めた空間としては成り立たないとすべきであり、例えば、按分によって、水

光熱費等の計上を行うこと自体が、公金である政調費の支出使途とすることは、

政調費条例の趣旨に反していると解する。 

平成24年政調費収支報告書では、6名の議員が自宅を事務所として使用し、その

費用を計上しているが、そのうち3名が自家保有であり、他の3名が賃借した自

宅を対象としている。 

 

<措置請求>  

 富本卓 

 平成26年4月に、西荻北4丁目にある富本卓事務所を訪ね、マンション入り口の

郵便受けに、｢とみもと卓事務所｣との表示があり、又、｢全開中｣と記されてい

ることを確認した。ただし、予約なしの訪問であったため、事務所内の状況を

確認するに至らなかった。 
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事務所費―１▽ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

富本議員は、上述の賃借している自宅(2ＤＫ)の一室(全体の3分の1) を事務所

とし、その2 分の1を政務調査活動に使用しているとし、事務所費の按分比を、

1/6(書類上は16.6%)としている。上述の様に、事務所のあるマンションの郵便

受けには、とみもと卓事務所｣及び｢全開中｣との表示があり、事務所への受け入

れは、勿論、富本議員の事前連絡が必要であろうが、常時、訪問可能な状態に

なっているのであろうと解した。一方、社会通念上、自宅は、本来、生活空間

である。当然のことながら、富本議員に、その生活空間の実態を開示する義務

もなく、又、請求人にも、それを要求する権利･意図はないが、政調費に使途計

上するためには、水光熱の使用を含めた事務所としての使用実態を開示する責

務があると解する。収支報告書に添付された書類｢今年度(24年度)の主な成果事

例｣の2に「事務所や控室には、多数の来客があり、区民広聴、意向調査に役立

った｣と記されているが、控室(区役所3階の会派･議員の控室と解した)に比較し

て、｢とみもと卓事務所｣が, どのような形で、区民とのコミュニケーションに

寄与しているかなど, 事務所の使用実態を伝える情報の開示から、程遠いもの

である。単に｢全開中｣と表示し、いつでも区民を受け入れる用意があること示

すだけでは、事務所としての使用実態を反映させずに、機械的に按分比を計算

していると解さざるを得ない。事務所の使用実態を明らかにせず、事務所費を

政調費に計上することは、政調費条例に基づき、交付される公金の支出である

ことから、当該条例の趣旨に反する不法行為の構成要因になりうると判断せざ

るを得ない。従って、計上した事務所費全額322,679円の返還を求める。 

 

小泉やすお 

光熱水費(ガス代8,613円十電気代22,696円十水道代2,962円)合計34,271円の返

還を求める。 

事務所をどのように議員として利用しているのか、小泉議員から説明がないの

で不明であるが、自宅兼小泉ふとん店を事務所として使用している。面積によ

る按分が1/5なので、その2分の1の10分の1にあたるガス代、電気代、水道代を

政調費から出している。 

小泉ふとん店は店舗として来客が多く来るであろうから、この面積按分を適用

することは適正ではない。また、小泉ふとん店には｢与謝野晶子サロン｣の看板

が掛けられ、インターネットで有名であり、地域活動に貢献しているのがわか

る。｢すぎなみ広報｣にも記載されるので、参加費を取って、与謝野晶子の学習

会が行われていることも区民がよく知っていることである。 

そのように考えると、事務所費の光熱水費の面積按分は妥当ではない。 

政調費に関する条例、第1条｢議員の調査研究に資するため必要な経費の一部｣

と明記しているので、議員以外の人が政調費を使用することは禁じられている。 

小泉議員は現在、区議選出の監査委員であるので、面積按分の明確な説明を求

める。請求人としては、小泉議員が出した面積按分は認められないのでガス代･

電気代･水道代の返還を求める。 

ガス代 4/2(1019円)  5/1(755円)  6/1(539円)  7/2(408円)  8/1(321円)  

9/3(214円) 11/1(443円)  12/3(596円)  1/7(1,338円)  2/1(1,686円)  3/1 

(1,294円)  ガス代合計8,613円 
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｜ 
｜ 
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｜ 
△ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務所費―２▽ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
事務所費―３▽ 

｜ 
｜ 
｜ 

電気代 4/25(1759円)  5/29(1,642円)  6/27(1,324円)  7/27(1,480円)  

8/28(1,645円) 9/27(1,376円)  10/29(1,645円)  11/28(1,674円)  

12/27(2,507円)  1/28(2,724円) 2/27(2,554円)  3/28(2,366円)  電気代合計

22,696円 

水道代 5/2(477円)  7/2(522円)  9/4(572円)  11/2(497円)  1/8(472円)  

3/6(422円)  水道代合計2,962円 

 

山下かずあき 

事務所費 71,187円(事務所費69,720円十電気料1,467円) 

山下議員は1ヵ月分の事務所賃借費を(按分8.3%の50%)と計算し年間69,720円を

計上している。又自宅で使っている電気料1ヶ月分(按分8.3%の50%)と計算して

12ヶ月分で1,467円を計上している。 

社会通念上、自宅は、本来、生活空間である。当然のことながら、山下議員に、

その生活空間の実態を開示する義務もなく、又、請求人にも、それを要求する

権利･意図はないが、政調費に使途計上するためには、電気の使用を含めた事務

所としての使用実態を開示する責務があると解する。｢事務所としての使用実態

を反映させずに、ただ単に、機械的に按分比を計算し、事務所費を政調費に計

上することは、政調費条例に基づき、交付される公金の支出であることから、

当該条例の趣旨に反する不法行為の構成要因であると判断せざるを得ない。従

って、計上した電気料1,467円の返還を求める。なお、「紙片｣(添付資料2参照) 

状の領収書を事務所賃料の領収書として提出しているが、どこが発行し、誰宛

か等の記載がなく、金額と押印があるのみで、領収書としての基本的要因が欠

落したものであり、公金である政調費からの支出は認められないとして、領収

証の項で事務所賃借費69,720円の返還を求めた。 

 

藤本なおや 

収支報告書に添付された事務所賃貸契約書によると、藤本議員は、藤工株式会

社から、その所有するマンションの一室を賃貸し、事務所として使用している。

当該契約書の賃貸人署名欄には、藤工株式会社の住所と社名の印字と社印が押

されているが、代表者の氏名等が記されていない。藤工株式会社の登記簿と藤

本議員の事務所の近隣の店舗等から得られた情報により、藤工株式会社の持ち

主は、藤本議員の父親あるいは親族であると推測した。政調費条例に基づき公

金が交付される政調費の使途･支出という点からは、親族からの賃借である事務

所を使用しているとすると、公私混同の懸念を払拭することは、藤本議員の責

務であると解する。しかし、収支報告書には、事務所の賃貸人について、何ら

の説明･開示がなされておらず、政調費条例の趣旨に反する行為の疑いがある。

従って、事務費として計上された全額300,000円の返還を求める。 

 

岩田いくま 

平成26年4月に、岩田議員にコンタクトし、事務所を訪ねる機会をもった。その

際、得られた情報及び印象は以下の通りである。 

① 岩田議員に、事務所訪問を告げると｢子どもが学校から帰ってくる前の11:30
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迄には来てくれ｣との要請を受けた。 

②  マンション1Ｆの岩田家には｢岩田｣の表札すら無く、事務所の存在を示すもの

はなかった。 

③  マンション入り口には、｢入居者以外の立ち入りを禁ず｣と記されていた。 

④  事務所として使用されている部屋に通されたが、来客用の椅子がなく、岩田

議員の｢作業場です｣との説明を受けた。｢訪ねてくる人は？｣｢ハイ、近所の人

がたまに｣｢話す時はダイニングでします｣とダイニングに通される。私たちと

岩田議員は、テーブルを囲んだ。｢狭いので近くのファミレスか喫茶店へ行く

ことが多い｣ガス代、水道代、電気代も10分の1按分して支払われているが、1

時間位いる間にお茶は出なかった。 

なお、電気代、ガス代、水道代を、按分比10%で、政調費に計上している。結

果として、家族の使用費用を税金で補填する形になっているのかとの疑念を

もった。 

⑤  帰路近所の商店談｢このあたりにファミレスは無い。遠いですよ｣ 

⑥  議員自身も｢事務所｣の実態が無いことを私たちが感じ取ったのを察知して

か、本人も事務所と言えず｢作業所｣と発言、事務所の実態が無いのに事務所

費10分の1 は家賃の補てんとしか思えなかった。 

 

岩田議員は、賃借している自宅(3ＤＫ)の一部を事務所とし、｢部屋数3、ＤＫ,

共用部のうち、1部屋利用のため1/5、更に、政治活動と政務調査活動で1/2｣

との計算から、按分比を1/10としている。上述の様に、事務所のあるマンシ

ョンの入り口には、｢入居者以外の立ち入りを禁ず｣と記され、マンション1F

の岩田議員宅には｢岩田｣の表札すら無く、事務所の存在を示すものはない。

事務所への受け入れは、勿論、岩田議員の事前連絡が必要であろうが、常時、

外部者を受け入れ可能な状態にはないと解した。一方、社会通念上、自宅は、

本来、生活空間である。当然のことながら、岩田議員に、その生活空間の実

態を開示する義務もなく、又、請求人にも、それを要求する権利･意図はない

が、政調費に使途計上するためには、水光熱の使用を含めた事務所としての使

用実態を開示する責務があると解する。事務所としての使用実態を反映させ

ずに、ただ単に、機械的に按分比を計算し、事務所費を政調費に計上するこ

とは、政調費条例に基づき、交付される公金の支出であることから、当該条

例の趣旨に反する不法行為の構成要因であると判断せざるを得ない。従って、

計上した事務所費全額220,955円の返還を求める。 

 

４．人件費について 

人件費の支出の合理性･妥当性ついては、事務所や広報活動等の政務調査研究

活動としての位置づけと密接に関連しており、同一の基準で判断する必要が

ある。 

以下の点を、検証基準とした。 

イ) 常勤か臨時か、その仕事の内容及び政調以外に従事している割合を明示

すること、例えば、ビラ配りの場合は、配布地域、配布数、具体的な勤

務実体(時期、年末か、正月か等を含め) 
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ロ) 常勤の職員及び臨時･アルバイトとしながら、実際は一時的でなく長期間

に亘って雇用している場合は、契約書の添付が政調費への計上の必要条

件であること 

ハ) 雇用した職員の勤務場所を含め勤務実態の情報の開示をすること 

二) 生計を一にする親族の雇用は、認められていないが、その規定に沿い、

雇用する職員･臨時職員について、親族の有無を含めた情報を開示するこ

と、又、議員の親族が経営する企業の従業員を職員として雇用する場合

は、その職員の勤務場所を含めた勤務実態を開示すること 

 

<措置請求> 

今井ひろし 

杉並区職員措置請求監査結果(平成23年度・・・・・・)今井議員の人件費の

計上に対しＡの勤務実態、業務内容の情報開示を求めたが、その時の抗弁で

勤務場所としては｢上水保育園の事務所を間借りして勤務させていました。上

水保育園との勤務契約は存在せず、Ａの所得税の源泉徴収は上水保育園の雇

用人として行っています。｣という抗弁があった。このことからもわかるよう

に上水保育園がＡを雇用しているのであって、政調費から人件費を支払うこ

とは公私混同もはなはだしい。よって572,000円の返還を求める。 

 

吉田あい 

人件費   105,000円の返還を求める 

1) 8月1日に｢超党派女性議員視察資料作成｣として9:00－18:00、8時間労働で

10,000円を払っている。吉田議員は超党派女性議員視察に参加したのか。

視察費用の請求も、視察報告書の提出もない。実態のない勤務内容に人

件費は払えないので10,000円の返還を求める。 

2) 4月9日の5,000円、4月18日の5,000円(両日とも私有道路に関する相談･お

手伝い) 

3) 4月24日の5,000円(高齢者住宅サービスの相談･お手伝い) 

4) 5月6日の5,000円 5月27日の5,000円(両日ともいじめに対する相談･お手

伝い) 

5) 6月19日の5,000円(保育に関する相談･お手伝い) 

6) 5月28日の5,000円(太陽光パネル購入費助成についての相談) 

7) 7月25日の5,000円(高齢者特養ホームに関する相談･お手伝い) 

8) 8月27日の5,000円(生活支援サービス申請について相談お手伝い) 

9) 9月15日の5,000円(保険料に関する相談･お手伝い) 

10) 9月28日の5,000円(障害手帳申請に関する相談･お手伝い) 

11) 10月5日の5,000円(年金手続きに関する相談･お手伝い) 

12) 10月20日の5,000円(町会掲示板に関する相談･お手伝い) 

13) 10月31日の5,000円(待機児に関する相談･お手伝い) 

14) 12月6日の5,000円(高齢者住宅改修に関する相談･お手伝い) 

15) 12月15日の5,000円と25日の5,000円(両日とも不妊治療助成に関する相

談･お手伝い) 
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16) 1月7日の5,000円(生活保護申請に関する相談･お手伝い) 

17) 1月23日の5,000円(商店街街路灯に関する相談･お手伝い) 

18) 1月30日の5000円(高齢者特養ホームに関する相談･お手伝い) 

19) 2月5日の5,000円(葬祭費申請に関する相談･お手伝い) 

20) 3月8日の5,000円(助成金を使った商店街施策の相談･お手伝い) 

21) 3月17日の5,000円(年金未加入者に対する相談･お手伝い) 

1)から21)までの仕事は議員の仕事ではない。これらは区の仕事であり、民生

委員や地域の町会、ケア24等、区の相談窓口で区民に応対してくれる内容で

ある。これらの内容について議員が関わることは、議員の口利き政治に係わ

る恐れがある。よって95,000円の返還を求める。 

 

小川宗次郎 

人件費 臨時職員人件費 Ｂ (規定:月額上限5万円、家族不可) 

計上額計27,200円  按分なしとしている 

出納簿及び勤務報告書によれば明細は以下である。 

24.5.30   20,800円 

24.5.31  24,000円 

24.6.30  32,000円 

24.7.31   17,600円 

24.8.31  27,200円 

24.9.30  30,400円 

24.10.31  27,200円 

24.11.30 25,600円 

24.12.30  8,000円 

25.1.31     0   

25.2.28  28.800円 

25.3.31  33,600円 

 

支払われたという証憑無し 

勤務報告書の氏名はＢ、住所、生年月日は墨塗りで確認不能。 

相手方Ｂ姓であるなら、監査上少なくとも同居の親族以外である証明が必要。

証明無きは不当である。 

本人受領を証する領収書等の証憑なし（客観的支払事実証明なし) は不当であ

る 

(証明がなく条例10条第1項に違反、事務処理規定にも違反する) 

勤務報告書に勤務場所記載なく勤務内容(事務作業他)の実態不透明で不当であ

る。 

以上から条例･規則･規定を満たさない計上額275,200円の返還を求める。 

 

松浦芳子 

5月に56,000円計上 

5/7 Ｃに18,000円、5/7 Ｄの10,000円、5/13 Ｅに10,000円、5/30 Ｆに10,000
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円、5/30 Ｇに8,000円、合計56,000円 

議長訓令を基とした｢政調費の支出に関する事務処理について｣と題する議会内

のガイドラインには、｢区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する職員

の賃金は、勤務内容と日給･時給等を明記のうえ、議員一人当たり月額50,000

円を上限として勤務実績に応じた額とする｣と記されており、5月度の支給額は、

そのガイドラインにも反しており、6,000円の返還を求める 

            

横田政直 

○ ｢政直通信1号｣の作成補助(H24年4月からH25年1月迄)だけに195時間195,000円

も必要? 

職員勤務報告書によると4月 20H.  5月 20H.  6月 20H.  7月 20H.  8月 25H.  

9月 20H. 10月 20H. 11月 20H.  12月 20H.  1月 1OH.  合計時間195H.  支払額

195,000円    政直通信1号の内容は表面2分の1が殆ど本人の写真とカット、裏面

本人の参加した行事の月日とスナップ写真12枚の行事の解説で占められている。 

しかも種別、年月もバラバラの構図になっている。紙面の掲載順に記入すると、

すぎなみオンブズ報告会11.4. 高橋洋一経済金融講演会11.3. 岸井成格講演会

l0.13. 杉並家族会10.18. 福祉会館まつりl0,13. ふれあい運動会10.6. 北風と

太陽例会9.10. 敬老会9.4～5. 杉並家族会7.24. 杉並区エルフ研修会5.24. 荻窪

八幡神社例大祭9.15. 福島県南相馬市復興支援ボランティアバス8.24～25. 阿佐

ヶ谷七夕まつり消防特別警戒8.7. 桃三小夏祭り7.20. 悩んでいる人にできるこ

と5.14. 自殺防止、うつ病予防推進3.30. H24年第4回定例会本会議での質問

11.21.等である。スナップ写真の選定と枠にはめる作業の補助で195時間195000

円もの支払いは社会通念の賃金支払いでは考えられないことであり、l95,000円の

返還を求める。(政直通信1号は10万枚印刷され、495,600円の印刷代を支払ってい

る) 

○ 「政直通信1号｣配布補助の為、90時間90,000円は必要であったのか? 

｢政直通信1号｣の配布補助の為 1月 20H. 2月 30H. 3月 40H. 合計9OH. 90,000円

支払っているが、業者に10万部印刷分折込広告料352,264円をH25年1月17日に支払

い済みである。政直通信1号の残部は無い筈である。従って90,000円の返還を求める。 

 

5. 調査研究費について 

< 交通費タクシー代> 

<措置請求> 

大和田伸 

タクシー代 

政調費支出に関する事務処理について(平成24年度版) に明記されている通り、

タクシーの利用については可能な限り他の公共交通機関を利用することになっ

ている。 

5/2日新高円寺駅前→阿佐ヶ谷南980円 8/9日新高円寺駅前→蚕糸の森公園

1,070円 駅の区間が一区間と一区間の半分の距離であるから丸の内線を利用す

べきであり、蚕糸の森公園への1,070円は料金が違うのではないかと思われる。 

合計2,050円の返還を求める。 
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11/28日新高円寺駅前→浜田山会館1,880円  12/26日新高円寺駅前→浜田山駅

2,330円  l/14日新高円寺駅前→高井戸東福祉会館1,250円の3件については新高

円寺駅前から近い順になっており一番遠い福祉会館が何故1,250円なのか? 

領収書が混だくしているのではないか 正確な料金に訂正しておいて欲しい。 

 

吉田あい 

タクシー代  合計113,830円    38,170円の返還を求める 

下記の高齢者同伴のための送迎利用に要したタクシー代(下線の部分)34,950円

の返還を求める 

8/15の靖国神社へ行ったタクシー代(区政との関係が不明なので)3,220円の返還

を求める 

毎月、調査研究費として計上している交通費はすべてタクシー代である。 

吉田議員の政務調査交通記録簿の記載によれば、高齢者同伴のため送迎利用とい

うことが20 回、書いてある。吉田議員が区民の面倒を見ているということがわ

かるが、杉並区の選挙権を持つ特定の区民に対してタクシー代を負担し、便宜を

図ることは議員として、してはならない行為であり、これは政治家に禁止されて

いる一種の寄付行為にあたるのではないだろうか。(例えば、杉並区の選挙権が

ある天沼1丁目のの区民を3度も浴風園に連れて行くためのタクシー代を政調費

で負担) 

総務省のＨＰには政治家の寄付行為について｢政治家と有権者のクリーンな関係

を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために禁止する｣と明示しているように公

職選挙法違反にあたる。 

ましてや、そのために税金である政調費を使うことは条例違反である。 

政調費については、条例の9条で｢議員は・・区政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外のものに充ててはならない｣と書いてある。 

毎月のタクシー代 

4月分(6回すべて区内で利用し、5,310円) 

5月分(12回すべて区内で利用し、12,180円) 

(このうち5/6の1,010円、5/13の710円、5/21 の1,100円は高齢者送迎利用、) 

6月分(9回のうち8回は区内で利用し、11,820円) 

(このうち、6/21の800円、6/21の700円、6/29の710円は高齢者同伴のため利用  

6/15の4,580円は善福寺3丁目区民宅から都庁まで、区民相談･資料運搬のため) 

7月分(8 回すべて区内で利用し、10,400 円) 

(このうち、7/28の2,000円と6/30の2,090円は浴風会特養ホーム見学のために、

天沼1丁目の区民宅から浴風会への高齢者同伴のための送迎利用) 

8月分(9 回利用のうち、7 回は区内で利用10,240円 

8/15の3,220円は｢終戦の日、歴史教育視察のため｣ＪＲ新宿駅と靖国神社との

往復  

8/25の2,000円は浴風会特養ホーム見学のために、天沼1丁目の区民宅から浴風

会への高齢者同伴のための送迎利用 

8/30の1,550円は天沼3丁目の区民宅から高齢者同伴のための送迎利用) 

9月分(11回利用のうち、9回は区内利用である。19,120円) 
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9/8の2,540円は善福寺4丁目の区民宅から高齢者同伴のため送迎利用、 

9/9の1,640円は高齢者同伴のため送迎利用、 

9/20の5,750円は都庁→善福寺4丁目の区民宅へ高齢者同伴のため 

10月分(8回利用で9,550円) 

10/7の2,000円は区民宅(高円寺南)→東京都議会へ高齢者同伴のため送迎利用 

11月分(5回すべて区内で利用し、4,660円) 

11/18の1,190円は高齢者同伴のための送迎利用 

12月分(6回すべて区内で利用し、5,850円) 

12/9の1,100円は馬橋ゆうゆう館→ＪＲ高円寺駅、高齢者同伴のため送迎利用

12/16の1,190 円は浴風園→宮前2丁目区民宅、高齢者同伴のため送迎利用 

1月分(15回すべて区内で利用し、15,060円) 

1/24の1,010円は高円寺3丁目区民宅→ケア24高円寺、高齢者同伴のため送迎利

用 

2月分(2回すべて区内で利用し、1,600円) 

3月分(9回すべて区内で利用し、8,040円) 

3/17の1,280円は高円寺南4丁目区民宅→老人保健施設｢グレイス｣高齢者同伴の

ため送迎利用 

 

＜ガソリン代> 

一般常識上からも、交通手段として、公共の交通機関を利用することが原則で

あり、自家用車を含め自動車の利用は、公共の交通機関等の利用が難しく、区政

に関する調査研究のために、自動車の利用の合理性･妥当性のある理由がある場

合にのみ、政調費として計上することが認められるべきであると解する。又、自

家用車を利用せざるを得ない場合には、使用する自動車の種類･所有者等を明示

し、更に、目的地との間の走行距離を記録し、例えば、当該自動車の推定燃費か

ら算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、そ

の使途をより明確にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえ

る。議長訓令を基とした｢政調費の支出に関する事務処理について｣と題する議会

内のガイドラインには、タクシーを含め公共の交通期間を利用した場合には、｢交

通記録簿｣の提出が義務付けられ、慣例化しているが、同様に、「自動車利用記

録簿｣の提出を義務付けるべきと解してきた。従前の監査請求においても、繰り

返し、「自動車利用記録簿｣の提出等により、より透明性のある政調費の支出情

報の開示を求めてきたが、改善の兆候さえなく、逆に、ガソリン代等の按分割合

の上限の設定について、平成20年度から、｢実態に則し｣という説明だけで、それ

までの4分の1から2分の1に引き上げられきた。従前の監査結果書においてさえ、

｢2分の1 上限を直ちに不適切とするものではないが、政調費支出の透明性の向上

が強く求められている中、按分割合の設定根拠について具体的な説明がされるこ

とを望みたい。｣との判断が示されている。 

請求人が要請していることは、自動車・バイクの使用禁止でもなく、それらの

使用実態の情報開示を求め、公金である政調費に計上することの妥当性･合理性

を明確にすることにある。例えば、自家用自動車を、政務調査活動に利用する場

合、収支報告書には、当該自動車の月極駐車場代に加え、政務調査活動先におけ
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る一時駐車場代、ガソリン代が計上され、議員によっては、その給油回数が、月

に数度になり、それらに要するコストは、通常の公共機関の利用に比べても、極

めて割高となっている。従って、請求人は、その様な自動車等の使用実態の開示

を求め、自動車等を使用せざるを得ない状況であったかどうかの検証を行ってき

た。請求人の基本的立場は、政務調査活動においては、公共の交通機関利用を原

則とするが、自動車･バイクの使用については、その必要性も否定しているので

はなく、その場合は、従前の監査判断が示唆しているように、その政調費計上へ

の按分割合の設定の合理的根拠が明示され、請求人が提示するような走行距離の

開示などの使用実態を反映する手立てがなされるべきであると解する。 

< 措置請求> 

大熊昌巳 

ガソリン代は、前年比30%増の72,933円に上っている。ますます区政に割く時間

が減っているようである。運転より区政に割く時間を増やしていただきたい。ま

た、移動には公共交通機関の利用が原則であることを、今年も付け加えておく。 

 

計上されたガソリン代(按分比50%) の内訳:、 

4月 6,193円(3回給油)、 5月 7,546円(4回給油) 

6月 5,304円(3回給油)、 7月 7,544円(4回給油) 

8月 6,546円(4回給油)、 9月 6,108円(3回給油) 

10月 5,611円(3回給油)、11月 6,803円(4回給油) 

12月 6,044円(3回給油)、1月 5,468円(3回給油) 

2月 5,725円(3回給油)、 3月 4,041円(2回給油) 

計上額合計  72,933円 

 

政調費条例第1条に、｢議員が調査研究に資するため必要な経費の一部として政調

費を交付する｣規定されているが、計上されたガソリン代の使途が不明であり、

当該条例の趣旨に反すると解する。従って、計上額72,933円の返還を求める。 

 

大和田伸 

ガソリンを月2回給油し、年間1,110,67ℓ  158,435円の2分の1を政調費で支払う

のは変？ 

かつて、同日時にレギュラーとハイオクを給油した議員がいたが、使用量の制限

もなく、約月2回ガソリンを給油し、レジスターの領収書を添付するだけで總給

油量の2分の1を調査研究費として認めるのは実態根拠にとぼしく見直す時期が

きているのではないかと思う。大和田議員の政調費からの支出は実際支払の2分

に1で約月46ℓ 支払額79,197円である(除く会派旅行分) 

 

計上されたガソリン代(按分比50%) の内訳: 

4月 8,350円(1回給油)、 5月 9,810円(2回給油) 

6月 15,592円(2回給油)、 7月 16,585円(2回給油) 

8月 17,228円(2回給油)、 10月 16,244円(2回給油)、 

11月 16,366円(2回給油)、 12月 23,662円(3回給油)、 
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1月 8,580円(1回給油)、 2月 18,068円(2回給油)、 

3月 7,950円(1回給油) 

計上額合計  79,197円 

 

政調費条例第1条に、｢議員が調査研究に資するため必要な経費の一部として政調

費を交付する｣規定されているが、計上されたガソリン代の使途が不明であり、

当該条例の趣旨に反すると解する。従って、計上額79,197円の返還を求める。 

 

小泉やすお 

使用実態のないガソリン代は政務調査費とは認められないので、ガソリン代の

22,350円の返還を求める。 

ガソリンの購入は、すべて按分2分の1で、下記の金額が収支報告書に記載されてい

る。ガソリンの購入額からして、乗用車とオートバイを利用していると推察される。

その乗用車の駐車のために、月極め駐車料金として1ヶ月11,500円×12か月

=138,000円を政調費から支出している。ガソリン代と月極駐車場代は｢議員の調査

研究に資するため必要な経費｣として計上していると思われるが、調査地に出向い

て、駐車したという｢駐車場代金｣の請求は一度もない。 

下記のガソリン購入で、乗用車のためと思われる(下線の部分) 金額は22,350円で

ある。現在、ガソリン1リットルを150円で計算すると、22350円÷150＝149になる。

1ℓで10km を走行できるとすれば、1490km走行した計算になる。1490kmという長距

離を調査研究に使ったとしたら、一度として駐車代金の請求がないことは不自然で

あり、車を使い、調査研究に出向いたという実績を示す証拠がないということであ

る。使用実態のないガソリン代は政務調査費とは認められない。ガソリン代の

22,350円の返還を求める。 

4/1(2,804円)  4/21(2,501円)  5/5(420円)  5/8(2,542円)  5/18(407円)  

5/27(298円) 5/27(1,878円)  6/6(403円)  6/22(404円)  7/1(378円)  7/23(479円)  

7/28(224円)  8/6(1,860円)  8/11(1,588 円)  9/20(415円)  10/15(417円)  

10/26(468円)  10/30(379円) 11/14(274円)  11/30(427円)  12/9(2,450円)  

12/11(464円)  1/12(406円)  1/21(763円) 2/1(401円)  2/3(2,380円)  2/27(537

円)  3/3(2,530円)  3/16(383円)  3/24(1,817円) 

 

河津利恵子 

ガソリン代(50%) 

4月分2,823円  5月分3,036円  6月分2,964円  7月分3,344円  8月分2,640円  

9月分2,870円  10月分2,887円  11月分3,030円  12月分3,188円  1月分2,566円  

3月分3,336円  合計32,684円 

 

平成23年度の監査請求にもガソリン代についての説明を求めたが、河津議員は抗弁

書には一言も触れていなかった。今回もガソリン代として32,684円を計上している

だけである。そのため区政に関する調査研究に資するため必要な経費として判断で

きないので、ガソリン代32,684円の返還を求める。 
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藤本なおや 

4月1,750円(1回給油)、 5月2,750円(2回給油) 

6月1,801円(1回給油)、 7月1,620円(1回給油) 

8月1,131円(1回給油)、 9月1,930円(1回給油) 

10月計上なし、    11月1,627円(1回給油) 

12月1,265円(1回給油)、1月3,377円(2回給油) 

2月計上なし、     3月計上なし 

計上合計額(按分比50%) l0,982円 

 

政調費条例第1条に、｢議員が調査研究に資するため必要な経費の一部として政調費

を交付する｣規定されているが、計上されたガソリン代の使途が不明であり、当該

条例の趣旨に反すると解する。従って、計上額10,982円の返還を求める。 

 

松浦芳子 

ガソリン代について(すべて按分は2分の1である) 

ガソリン購入時の領収書を｢領収書等貼付用紙｣に貼り、その按分2分の1の金額を収

支報告書に記載しているが、ガソリン使用の説明がなく、区政調査のために使用さ

れたか不明である。 

4/7(3,701円)  4/13(2,102円)  5/23(2,363円)  7/7(1,000円)  7/19(2,228円)  

8/16(2,200円) 9/6(1,937円)  9/27(1,788円)  10/26(1,984円)  11/24(1,966円)  

12/12(1,728円)  1/28(2,150円)  2/5(2,442円)   合計27,589円 

按分2分の1のガソリン代27,589円について、ガソリン1 リットルを150円として計算

すると、27,589円÷150円≒183.9 であり、183ℓ購入できる。1ℓで10km走行できると

すると、1830kmを走行できることになる。日本最北端の宗谷岬から滋賀県までの距

離が約1800kmである。これだけ走行できるガソリン代を、松浦議員は、何ら説明す

ることなく計上しているが、区政に関する調査研究に資するため必要な経費として

判断できないので、ガソリン代の27,589円の返還を求める。 

 

山本あけみ 

ガソリン代(50%按分計上) 

9/7  3,289円、2/18  3,256円、8/14  2,946円  4/14  3,176円     

合計12,667円 

前回平成23年政調費の住民監査請求で、ガソリン代の公金からの支出は不適切と返

還要求したが議員からの説明は｢使途基準に則り、適正に処理しました｣とある。ど

のように適正に処理したのかの説明がなく不明である。今回も前年度と同じく何ら

説明することなくガソリン代を計上しているので、区政に関する調査研究に資する

ため必要な経費として判断できない。ガソリン代12,667円の返還を求める。 

 

< 月極駐車場代> 

自動車の購入・所有の際、公租、保険等に加え、駐車場の証明が必須条件とな

っており、日常的に利用する駐車場の月極等の貸借経費は、政務調査費の取扱い

規定(議長訓令)に、区政に関する調査研究に資するために必要な経費に該当しな
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いものとされている自動車の維持管理費に含まれると解すべきであるとした。こ

れに対して、従前の監査結果書は、｢使用基準細目で明確に認めているものであ

り、按分割合の上限が設定されていることも加味すると、政調費で支出すること

を直ちに不適切とすることは出来ない。ただし、請求人も指摘するように、政調

費の取扱いに関する規定で該当しないとされている｢自動車の維持管理(公租、車

検、保険、修理) に関する経費｣と月極駐車場代を区分する根拠は明確ではない。

対処部局の抗弁書は、｢自動車本体の維持管理に係る経費｣か否か、を基準として

説明しているが、例えば、｢保険｣を考えた場合、対人保障保険が、｢自動車本体

の維持管理に係る経費｣に該当するとは思いにくい。考え方を整理し、按分割合

の設定根拠なども含めて具体的な説明がされることを望みたい｣としている。 

自動車の購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、対人保障等へ

の加入と同じく、私有であろうと、借用であろうと、駐車場を有することが、法

的に必須条件とされている。対象部局が、自動車本体の維持管理に係る費用でな

いという｢論理｣が、何故認められるのか、理解できないが、ー旦、議長訓令に規

定される使途基準細目に決められたことなので、駄目だというのだろうか。疑問

のあることが判明した時は、その対応・解決策を探るのが、一般的社会通念と解

するが、区の施策には、異なった考えが存在するのだろうか。請求人は、自動車

の月極駐車場代は、政調費に計上できないと解する。 

 

< 措置請求> 

小泉やすお 

小泉議員は、自動車保管場所を賃借し、按分比50%で、月額11,500円を政調費に

計上している。自動車の購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、

対人保障等への加入と同じく、私有であろうと、借用であろうと、駐車場を有す

ることが、法的に必須条件とされている。駐車場の維持経費は、政調費条例の趣

旨によって規定された議長訓令第2条において、区政に関する調査研究に資する

ために必要な経費に該当しないものとされている第8項の自動車の維持管理に関

する経費そのものであり、その政調費への計上は、結果として、政調費条例に反

するものである。従って、駐車場代計上合計額138,000円の返還を求める。 

 

安斉あきら (添付資料4 参照) 

安斉議員は月極駐車場代を以下のように政調費から支出している。(按分はすべ

て50%) 

4/26(5～7月分)23,625円  7/26(8～10月分)23,625円  10/26 (11～1月

分)23,625円2/8(2～4月分) 23,625円  以上合計94,500円 

添付資料の都選管に提出した｢安斉あきら後援会｣の収支報告書に、駐車場代1月

～12月分、94,125円を記載している。 

安斉議員が提出した｢駐車場使用契約書｣によれば、賃料は月額15,000円十消費税

5% 750円で合計15,750円であり、年額189,000円である。 

賃料の約半額の94,125円を｢安斉あきら後援会｣が支払っているので、安斉議員が

月極駐車場代と実際に支出した金額は94,500円である。この状況から判断する

と、政務調査費の上限を算出する上で、基礎となるべき金額は94,500円である。 
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政調費に関する｢使途基準細則では、月極駐車場代の上限は1/2とする｣規定され

ているので、94,500円の2分の1 にあたる47,250円の返還を求める。 

(安斉後援会の会計年度は１～12月、政調費の会計年度は4 ～3月なので、金額に

は多少の違いが出てくる。) 

 

藤本なおや 

藤本議員は、自動車保管場所を賃借し、按分比50%で、月額1万円を政調費に計上

している。自動車の購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、対

人保障等への加入と同じく、私有であろうと、借用であろうと、駐車場を有する

ことが、法的に必須条件とされている。駐車場の維持経費は、政調費条例の趣旨

によって規定された議長訓令第2条において、区政に関する調査研究に資するた

めに必要な経費に該当しないものとされている第8項の自動車の維持管理に関す

る経費そのものであり、その政調費への計上は、結果として、政調費条例に反す

るものである。従って、駐車場代計上合計額120,000円の返還を求める。 

 

< 視察費> 

< 措置請求> 

小泉やすお 

会派視察費  6/20(44,378円)について 

1泊2日の視察をした小泉議員は脇坂議員の2泊3日の視察報告書を提出した。他の議

員の視察報告書で代用し、視察していないところまで書いた視察報告書の提出は虚

偽にあたる。 

視察費用44,378円の返還を求める。 

平成24年7月2日～4日に自民党区議12人で、岩手県、宮城県に視察に行った。視察に

要した費用を見ると小泉議員は44,378円で、他の議員と異なり、初日宿泊費のみを

計上し、1泊だけ参加したことは明らかである。2日目の｢後藤新平記念館｣｢斉藤實記

念館｣の入館料を払っていないので、見学していないことも明らかである。小泉議員

が2泊目の7月3日、何時に帰京したか不明であるが、小泉議員と他の参加議員の行程

が異なっていたことは明らかである。 

宿泊を伴う視察には視察報告書の添付は必要であり、小泉議員は脇坂たつや議員の

視察報告書を提出した。小泉議員は参加していない7月3, 4日の行程まで書いた脇坂

議員の視察報告書を提出したということは、視察報告の虚偽記載にあたる。 

小泉議員は現在、区議選出の監査委員(平成24年6月14日就任)であり、長年(当選9

回)、議員経験者であり、第70代議長としての経験もあるので、当然、政調費に関す

る条例を熟知しているはずである。議員選出の監査委員である、小泉議員がこのよ

うな視察報告書を提出したことに、厳正なる監査をすることを求める。 

 

佐々木浩 

札幌市役所出張:報告書によると、議会運営、議会改革に関するヒアリングが狙いで

あったようだが、杉並区議会のどのような問題点の解決を目指したのか、なぜ札幌市

役所(札幌市議会) を対象に選んだのかなどが明示されていることが望ましい。 

記念館運営の聞き取りが行われた様であるが、何の目的であるのか、杉並区政とのか
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かわりが全く不明である。 

 これらの点が明らかでないので、札幌視察交通宿泊費、及び駐車料金(1/3) 合計

37,033円は政調費として認められない溜め、全額返還を求める。 

 

松浦芳子 

11月16日、視察先｢学校法人 海陽学園・ラグーナ蒲郡｣の交通費18,400円について(添

付資料5参照) 

* 11月16日に千葉市議等と6人で｢学校法人 海陽学園･ラグーナ蒲郡｣の視察に行っ

た。視察報告書の概要欄には｢ラグーナ蒲郡は、観光施設としてはよくできており・・・

観覧車から見る夕日は絶景だが・・｣などと書いてあり、視察内容と区政との係わり

は全然ない。よって、この視察にかかった交通費18,400円の返還を求める。 

 

5月9日、松浦議員、佐々木浩議員、田中ゆうたろう議員、吉田あい議員と他地方議員

6人と｢足立区いずみ幼稚園｣を視察した。視察報告書を読んでも、区政とどのように

かかわりのある視察であるか、不明である。よって5月9日にいずみ幼稚園に行くため

に要したタクシー代等の交通費3,240円の返還を求める。(添付資料6 参照) 

 

会派視察費みやげ代 

平成24年7月に、杉並区議会自由民主党(自民) 所属議員が、会派として、岩手県、

宮城県に視察を行っている。その際、みやげ代として、一人当たり261円を、政調費

に計上している。 

政務調査活動の一環として実施される視察等の関係先に対して、通常の社会生活に

おいて儀礼的な慣例とされる金銭・物品の供与などがなされた場合は、それらの経費

は、議員の私的負担で賄うべきであり、公費である政調費に計上することは、一般常

識上も、認められないとした。従って、下記議員各々に対して、政調費に計上したみ

やげ代261円の返還を求める、但し、小泉議員の要返還額は125円である。 

富本卓、大熊昌巳、脇坂たつや、大和田伸、浅井くにお、井口かづ子、今井ひろし、

大泉時男、吉田あい、小泉やすお議員 

要返還合計額は、2,474円である。 

 

6. 研修費 

<措置請求> 

松浦芳子 

①  4月23日、日本会議首都圏地方議員懇談会  研修会  5,000円 

②  7月10日  日本会議首都圏地方議員懇談会  研修  高橋史朗先生親学  1,OOO円 

③  2月10日  日本会議首都圏地方議員懇談会  研修費  笹幸恵先生  1,000円 

以上②③④の領収書には、宛名(松浦議員の名前) がない。区議会事務局から重

要「政務調査費の支出に関する事務処理について」と書かれ議員に配布されてい

る冊子P13に領収書の取り扱いについて、記載している。それによれば｢あて名が

未記載のものは、不可とします｣と明記しているので、②、③、④にかかった費

用、7,000円の返還を求める。 

④  3月6日  社団法人｢美し国｣で、｢講師:中条高徳先生、生きざまを語りながらの人
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生観について学ぶ｣という研修を2,500円払い、受けているが、政調費に関する条例9

条で｢区政に関する調査研究に資するための経費以外のものに充ててはならない｣の

で2,500円の返還を求める。 

 

7. 資料作成費 

<措置請求> 

河津利恵子 

資料作成費として 

広報  2/15Ｎo4 に原稿料5,000円をＨに支出している。 

議員に一票を入れた市民は普段議員と直接話をしたり、議会傍聴に行ったりするこ

とがなかなかできないので、議員の活躍を知る上で、議員の発信する広報は大きな

情報源である。192万円の政調費のうち年一回の広報に827,047円の多額の政調費を

当てているということは、議員にも広報が支援する区民にとって大切な情報源であ

るとの認識があってのことと思われる。又議員は障害者問題に取り組んでいて、広

報などにもそのことを取り上げ活動している。そのような関係で杉並ぷれジョブの

会代表のＨ(河津議員区政報告Ｎo8による) に原稿を依頼したと思われるが、議員

が区民に対して、しかも税金を使って発信する広報なので、議員自らがＨに取材を

し、その時の取材の感想や見解を書くことで区民に河津議員の活動が報告されるこ

とになる。広報費を使って取材費5,000円を払うことは議員の区政報告とはならな

いので、原稿料5000円の返還を求める。 

 

山本あけみ 

資料作成費として 

2/12｢あなたが考える高井戸公園｣アンケート結果冊子で16,800円計上しているが、

現物の添付が無く、具体的な使途が不明である。従って、政調費条例第9条(使途基

準)、｢政調費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、区政に関する調

査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない｣の規定を遵守した

使途・支出であるかどうかが判明せず、公金の管理を怠っている疑いがあり、計上

額16,800円の返還を求める。 

 

8. 資料購入費 

<措置請求> 

脇坂たつや 

脇坂議員の提出した出納簿によると、平成24年10月4日に、新聞代(自由民主1年分) 

として、5,000円を計上している。添付された領収書は、杉並郵便局発行の振込票・

受領証のコピーのみであり、購入期間を含め更なる情報は開示されていない。 

所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後

援会活動の一環とみなされ、政調費の支出として認められず、公金で所属政党の

機関紙を購読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうか

の議論の以前に、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面

があることを、どう捉えるかの点に基づいている。当該議員は、議員の立場を獲

得したと否とかかわらず、多くは、政党員であることは変わらず、議員になるこ
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資料購入費―２▽ 

とにより、政務調査活動として、当該機関誌の購読が公金で賄われることは、一

般常識上も認められることではない。従って、請求人は、所属政党機関誌の購読

は、全額、個人資金で賄うべきであると解し、計上された5,000円の返還を求める。 

 

吉田あい 

資料購入費    6,000円の返還を求める 

｢やまと新聞｣毎月500円×12か月＝6,000円は領収書が不備なので返還を求める。 

やまと新聞を毎月500円で購入しているが領収書がカード決済の葉書通知のみで、

領収書として、判断できない。一般常識からすれば、領収書には、発行者の住所、

代表者、電話等の連絡先が記載されている。カード決済の葉書だけでは、｢やまと

新聞｣の発行者、住所、連絡先等、すべて不明であり、政調費(税金) からの支払先

としては認められないものである。 

 

市来とも子 

○一年を超えた新聞代14ヶ月分を支払っています。 

24年6月8日に赤旗24年2月3月分1,600円を支払い、25年3月14日に赤旗25年2月3月分

1,600円を支払っている。定期刊行物は年度内1年分の支払いをすべきなので24年2月3

月分1,600円の返還を求める。 

 

松浦芳子 

① 5月1日 NPO法人百人の会にデーター情報資料年間代金として5,000円の払込書が

領収書代わりに添付されている。 

② 1月21日 NPO法人百人の会の年会費、5,000円を振り込み、按分1/2の2,500円を政

調費で支出している。 

①と②の払込書には、NPO法人百人の会の所在地、代表者名、電話番号等の連絡先

は記載されてなく、松浦議員からの説明もない。政調費(税金) からの支出としては、

領収書が不備であるので①の5,000円と②の2,500円の返還を求める。 

③ 7月4日 日本政策研究センター｢明日への選択｣年間購読料 7,000円 

④ 7月4日 ｢明日への選択｣地方議員ネットワークの年会費   3,000円 

③と④の領収書には所在地、代表者名、電話番号等の連絡先は記載されていない。

松浦議員からの説明もない。政調費(税金)からの支出としては、領収書が不備であ

るので10,000円の返還を求める。 

⑤ 12月27日  MASUKI情報デスクの年会費5,000円の払込書が領収書代わりに添付さ

れているが、MASUKI情報デスクの会の所在地、代表者名、電話番号等の連絡先は

記載されてなく、松浦議員からの説明もない。年会費5,000円の按分1/2の2,500

円を政調費から支出している。この払い込み用紙では政調費(税金) からの支出と

しては、領収書として不備であるので2,500円の返還を求める。 

⑥ 1月10日、社団法人｢美し国｣から購入した書籍『微笑み返し』1,200円 

松浦議員から説明がないので、この本と区政に関する調査研究との関係が不明で

あるので、1,200円の返還を求める。 

 

岩田いくま 
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岩田議員は、「学士会報｣年間購読料を書籍代として、2,000円を計上しているが、

当該会報を購入することは、学士会の規約からも『学士会｣の会員なることと同義

であり、何故書籍代として計上したのか、その意図に疑念を持たざるを得ない。 

一般常識的にも、会費を払うことにより、会員になることは、どのような理由･

背景があろうとも、その会・団体の趣旨に賛同することと同義とみなされ、その会

員の身分は、一定期間継続するのが一般的である。従って、意図すると否とは無関

係に、結果として、その会・団体の宣伝・広報に加担することとなる可能性を否定

できない、と解すべきである。その様な入会費に、公金を使用することは、結果と

して、公金によって、公的に当該会を支援すると同義であり、憲法第89条の公の財

産の支出又は利用の制限規定に抵触する可能性があると解すべきである。請求人

は、市民感覚からも、公的組織・公人とされる会派・議員は、その様な疑いをもた

れることに対しては、襟を正して対処すべきと考える。従って、当該会誌等を購入

することは、公金ではなく、個人的資金で賄うべきであり、計上額2,000円の返還を

求める。 

 

請求人は、従前の監査請求において、岩田議員に対して、書籍購入の際、取得し

たポイント分の政調費への還元を繰り返し求めてきたが、その要請に応じて来て

いない。平成24年度の政調費においても、提出された領収書から、書籍購入の際

ポイントを取得しているが、政調費への戻しが行われていない。例えば、提出さ

れた領収書を閲覧すると、平成24年6月15日に、啓文堂書店で、書籍を3冊(通貨を

考える、地理、自由論) を購入し、4,095円を支払い、ポイント(消費税を除いた

3,900円がその対象額) を取得している。啓文堂のホームページによると、その取

得し、たまったポイントを、ポイント券と交換し、京王グループ系列店で、おト

クに買い物を楽しめるとされている、言い換えるならば、金券そのものの取得で

ある。請求人は、公金である政調費のポイント(一種の金券) を戻さない行為は、

不当行為であり、公金の管理を怠る行為であると解する。監査委員に対して、こ

の状況を是正する様、強く要請する。なお、岩田議員は、毎年、数多くの書籍を、

政調費で購入しているが、平成24年度は、58冊の書籍を購入し、105,764円を、按

分なしで政調費に計上していることを付記する。 

 

9. 広報費 

<措置請求> 

今井ひろし 

今井議員の出した区政報告は平成24年度内でＡ4 一枚である。(添付資料7 参照) 

表面3段のうち1段目は新春のあいさつから始まり、2段目、3段目に平成24年度の

活動報告があるが、9/5  9/21  9/27の本会議、決算委員会、部会出席の報告が書か

れている。裏面が4段構成で1段目は9/27 活動報告の続きと10/2の活動報告2～3段に

わたり高井戸公園整備計画(案)が書かれている。残りの一段は左半分に自民党ネット

ワークのことと、視察報告右側10行で年間報告が終わっている。今井議員の自主性に

任せるとしても、議員に一票入れた市民は普段議員と直接はなしをしたり、議会傍聴

に行ったりすることはなかなかできないので、議員の活動を知る上で議員の発信する

広報は大きな情報源である。議員にもその認識があるからこそ年に一回しか発行しな
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広報費―２▽ 
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いＡ4 一枚の広報に328,482円もの支出をしている。それにしても前述のような内容

で90%の按分である。区政に関する調査研究に資するための必要な経費として認めら

れないので328,482円の返還を求める。 

 

吉田あい (添付資料8-1,8-2 参照) 

広報費 

吉田議員は｢吉田あい区政レポート｣を 

2012年春季号(平成24年) と2012 年秋季号(平成24年)の2回発行している。 

春季号に吉田議員が議場で質問している写真を掲載し、｢本会議場で質問に立つ吉田

あい区議｣と説明がついている。しかし、秋季号では全く同じ写真に対し｢監査委員

として区の予算や施策全般をチェックする吉田区議｣と説明をつけて掲載している。

何故、同一写真の使い回しをしているのだろうか、区民の目から見れば、この写真

を信用していいのかと、疑問を持つと同時に、区政報告そのものにも疑念を持たざ

るを得ない。結果として、区民を騙すことになるとも言える。約80万円という高額

な税金を使って作成する区政報告について、慎重で、正確な作成をすることは、選

ばれた議員にとって、最低限果たすべきことと解する。 

秋季号の紙面を見ると、約8分の1が｢ホームヘルパー2 級の資格を取りました! ｣と

いう、吉田議員の個人的な記事であるので、作成費や郵送料等にかかった費用の8分

の１にあたる56,703円の返還を求める。 

秋季号にかかった費用 11/21 区政報告＆ 郵送用封筒印刷代 244,650円 

11/17 区政報告郵送代208,974円(収支報告書では事務費) 

合計453,624円 

 

増田裕一 

広報費広報年間2部「杉レポ14号｣｢杉レポ15号｣を発行) 

杉レポ14号(平成25新春号) について 

区政レポート第14号デザイン製作費 52,500円、276,966円(3月2号) 印刷費・発送代

行料について 

 

｢杉レポ14号｣は1行目の始めから何故か白テープが貼られてあるため(添付資料9参

照)、空白の部分から始まり、空白の後1行目の最後の4文字から文面が始まっている。

[話になり・・] が広報杉レポの書き出しである。察するに他の何か文面に使った新

年のごあいさつを流用したものと思われる。公的資金を使って発信する広報紙にこ

のような新年のご挨拶の文面を流用したものを広報のトップに持ってくる議員の不

誠実さにおどろいてしまう。また広報費は税金からの支出だという認識が欠如して

いる。公費である政調費からの支出はとうてい認められない。52,500円デザイン製

作費276,966円(印刷費･発送代行料) の合計金額329,466 返還を求める。 

<杉レポ15号について> 

｢杉レポ15号｣の表面は門脇都議(当時) との対談のみを掲載していてる。 

印刷費323,400円デザイン製作費52,500円を按分なしで計上している。 

しかもレポートの最後は門脇都議に対して｢本日はどうもありがとうございました｣

で終っている。都議選も近い時期であるので、レポートそのものが門脇氏の選挙向
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きの広報としか思えない。 

しかも裏面は『飼い犬に関するアンケート調査｣を掲載しているが、この調査は区政

にどのように反映されたのか? 監査委員は当然実物を見て監査されるのだろうが、

今回も実物をご覧いただきしっかり監査してほしい。とても税金を使うような広報

とはいえない。 

区政に関する調査研究に資するため必要な経費としのでて判断できないので、印刷

費323,400円、デザイン製作費52,500円の合計金額375,900円の返還を求める。 

 

山下かずあき 

広報費 

区政レポ―ト4/10号、7/1号、10/10号、12/30号、年4回発行している。合計950,250

円が計上されている。 

4/10号210,000円、7/1号262,500円、10/10号168,000円 3件とも領収書に区政レポー

ト製作費備考 印刷代と書かれている。12/30号309,705円は領収書に区政レポート製

作費、ポスティング代 備考 印刷代と書かれている。領収書発行先は(株)アクトブレ

インコーポレーションで制作、印刷、ポスティングを依頼しているが、単価、数量、

配布枚数の明記がない。よって領収書不備の為公金からの支出は不適切であ

る。950,250円の返還を求める。 

 

松浦芳子 

①  郵送料 

5/12 郵便事業(株)杉並支店  区政報告春号郵送代    80円×1978通＝158,240円 

5/13 郵便事業(株)荻窪支店 区政報告春号郵送代  65円×1173通＝76,245円 

5/13 郵便事業(株)杉並南支店 区政報告春号郵送代  65円×804通＝52,260円 

5/13 郵便事業(株)杉並支店 区政報告春号郵送代  65円×2446 通＝158,900円 

松浦議員は5/12 と5/13 に郵便局から区政報告春号を郵送した。5/12 は安価な｢郵

便区内特別郵便｣の割引を利用せず、すべて1通80円で郵送している。区議会事務局

から重要｢政務調査費の支出に関する事務処理について｣と書かれ議員に配布され

ている冊子のP 7に【※安価な｢郵便区内特別郵便｣(同時に100通以上出す場合) 等

がある点に留意して計上します。場合によっては、説明も必要です】と明記してい

る。区内の郵送であれば、5/13に3か所の杉並区の郵便局に行っているので、すべ

て安価で割引のある｢郵便区内特別郵便｣を利用できたのに、5/12は割引きの無い郵

送料を使用した。区政報告は区民対象である故、5月13日にすべて割引のある｢郵便

区内特別郵便｣を利用できたはずである。 

郵送全部で6401通のうち約3分の１に当たる1978通に割引を使用しないのは納得で

きない。5/ 12の郵送を5/13 にすれば、1978通は65円で郵送できたはずなので1978

通×(80円- 65円)＝ 29,670円の返還を求める。 

②10/4豊島郵便局 葉書区政報告用4000枚を購入して、そのうち｢3424枚｣171,200円

を政調費として支出している。ということは4000枚のうちの3424枚、約85%を政調費

で使ったことになる。そのはがきに印刷するために、l0/11、10月区政報告印刷イン

クを(有) 弘志堂で購入し21,000円を按分無しで支出した。 

同日の10/11に10月区政報告ラベルを(有)弘志堂で購入し、12,950円を按分無し支出
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した。購入したはがき4000枚のうち、85%にあたる3424枚を区政報告用として利用し

たので、10/11のインク、ラベルも85%に按分すべきである。インク代21000円×15%＝

3150円、12950円×15%＝1942円  合計5,092円の返還を求め 

③はがき購入 

10/4豊島郵便局  葉書区政報告用4000枚(3424枚) 171,200円 

11/21豊島郵便局 葉書500枚×50円= 25,000円 

11/21豊島郵便局  葉書500枚×50円= 25,000円 

12/27 豊島郵便局  葉書2000枚×50円= 100,000円 

3/14豊島郵便局  葉書3000枚×50円= 150,000円 

合計9,424枚×50円＝471,200円の葉書を購入した。はがきはすべて、杉並区から遠

い豊島郵便局で購入している。はがきをたくさん購入するとかなり重くなるはずだ

が、わざわざ遠い豊島郵便局で購入するのは何故か、説明を求める。 

区議会事務局から重要｢政務調査費の支出に関する事務処理について｣と書かれ議

員に配布されている冊子P7で【ハガキの購入】について｢ハガキを大量に購入する

場合は、その理由を示すなど説明が必要です。(換金可能な点に留意)｣と明記して

いる。区議会事務局がこのようなことを明記しているということは、杉並区議会で

換金というようなことがあったのだろうか。区民としては、政調費はどのように使

われているのかとても不安である。はがき印刷の見本は提出されているが、どのよ

うに郵送したのか、説明を求める。 

3/20(有)弘志堂インク3月号区政報告葉書用 13,000円を事務費として計上したの

は何故か、説明を求める(他の区政報告印刷用のインク代は広報費で計上されてい

るので) 

 

木梨もりよし 

広報費 

1 ) 区政報告印刷代    1,105,650円(24年春季号27万部、按分なし) 

(昨年度 区政報告印刷代976,500円  按分なし) 

2 ) ポスティング代   45,002十200,000部  区内軒並み配布相当と見なせる領収書

に地域、配布内容、実施日記載なし 

小計1,123,512円 

(昨年度 区政報告新聞折り込み代 692,780円 按分なし  区内全紙全戸相当) 

 

広報費合計は:  1)十2)＝今回計2,229,162円 (昨年度 1,669,280円) 

交付額に対する広報費の比率は116.7%であり、特定一科目で年間予算を一括処

理する異常さは24年度政調費処理に限らない連続した行為である。 

全戸への無差別投げ込み一本の広報費が按分なしに政務調査活動としている

ことの問題がある。 

 

昨年監査請求で警告したことを監査委員は無視、是正措置がとられなかったた

め、木梨議員には異様な予算消化が常態化している。 

 

政調費の中で、年度末計上等が発生するケースが無いわけではないが、通常年間経
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費予算の95% (23年度)～116% (今回24年度) がらみを年1回特定科目で一括処理す

る異常さは、企業会計の中でも予算消化目的と見なされ(たとえば次期にまたがる

経費の処理、資金プール、無目的等) 監査が入ることとなるので、詳細な説明、根

拠が必要である(社会通念上の常識として昨年度も指摘した)。 

前回、今回とも、このような全戸折り込みやポスティング手法は単なる知名度アッ

プであるとしか言いようがない。たとえ区政報告の名をかたろうとも、全区的知名

度対策(無差別配布) であって、それは私費で自由に実施できるものであり、ある

いはすべきものであるから(その手段が閉ざされているわけではない)、監査上政務

調査費運用として甘く追認する必要はなく、条例･規則･規定違反である。少なくと

も区政報告内容とは別途の配布経費の按分が必要であり、按分なしは不当である。 

前回の請求人らの警告に対し、監査委員はこのような肥大した広報費を何ら指摘す

ることなく見逃しているため、木梨区議は政務調査費の広報費への極端な処理を更

に拡大してしまって異様であり、これは監査委員の責任である。条例･規則･規定以

前の問題としても公金である政務調査費の経費処理として健康なことではない。 

 

領収書等証憑不備 

まず、広報費の証憑における問題点として内訳不明があるので、適切な経費である

か判断できない。今回の印刷代110万円以上で証憑による備考欄記載の部数や単価

の証明が無く、不当。少なくとも版代、紙代、印刷代、折代、送料、納品日等の内

訳があるのであり、業者から簡単に求めることができる。簡単に入手できる証憑類

を監査委員がわざと甘く見逃すため、領収書類の不備が企業会計から見れば恥ずか

しいほど多い。 

今回は前回23年度と異なり、新聞折り込みでなくポスティング(計24万部以上)にし

ており経費としてもアップしている。これについても内訳の証憑なく、実施日や配

布地域等不明である。これも業者に内訳明細を作らせればいいわけで(見積もりや

請求時点、領収時点でも可)、公費としては最低限の事務処理であるに過ぎない。 

税金に対する透明性ある処理、コスト意識が必要だということでもあり、企業はじ

め社会通念上経費処理の常識であることが議員にできていないのは、監査委員の責

任である。 

(条例第10条第1項、2項、規定第3条にある証明となる領収書に違反) 

 

区政報告内容 

次に、区政報告の現物による内容について政務調査費としての不当である。 

区政報告全2ページは、全ページが2012年3月21日の木梨区議の第一回定例会予算特

別委員会での意見開陳そのものだけである。他の記事や解説は一切ない。公開され

ている議会議事録版と一字一句変わらないということである。請求人は、この区政

報告春季号の内容について、木梨議員が一年間進めてきた政務調査研究活動である

かどうかの議論に立ち入るのではなく、また、政務調査活動の内容そのものは、木

梨議員の自律・自立的判断に依拠していると解している。しかし、按分なしに、全

額を政調費に計上することに配布手法含めて疑念を持たざるを得ない。それは、政

調費支給額の116.7%、192万円を超え(広報費の計上の極端さは他の議員と比べても

一目瞭然)、議員本人の名前、｢共に生きる世の中を｣の標語、会派名、顔写真、事
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務所住所、連絡先電話、ＦＡＸとあとは議会議事録と全く同一のものだけを記事と

した区政報告(木梨議員の解説や区民意見聴取の勧誘記述も皆無) を杉並区内に無

差別全戸ポスティングしているからである。今回も前年度同様で議員の支持者や後

援会関係者へのＤＭではなくいわば杉並区全住人不特定多数宛てのチラシで、年度

内この一回だけである。これは、広報費の扱いについて区の監査結果に言うところ

の｢区の施策の一部や議会質問内容などを区政報告として区民に配布することは、

自らが関心を持つ施策や考え方を区民に周知することを通じて、それらの課題に対

する区民の意見等を収集し、区政に関する調査研究の一助にしようとする試みとし

て理解されるのであって、少なくとも『議員の調査活動基盤を充実させその審議能

力を強化させる』ものとしてみることができる｣ 

・・・と言う見解からしても規定に合致しないこととなる。つまり、明確な意見等

収集の意図がないこと、議員の調査活動基盤との関連が無いことが明白な内容だか

らである。 

(規定第2条(1) (9)及び使徒基準細目別表(広報費) に反し、実態に即した按分も

ない) 

 

無差別全戸配布(ポスティング) 

客観的に見れば「木梨議員の名前｣をとにかく年度末年初等に政調費を使って区内

全戸無差別配布したことになる。 

政調費にそのような知名度アップや選挙活動につながる活動趣旨は無い、条例、規

則、規定違反である。今回のポスティングも過去にまして更にその度合いを増して

いる。監査委員が問題性を指摘し、是正勧告できてないのは不作為にあたる。 

 

各議員が自費でどのような区政報告や各種広報紙、後援会チラシを無差別全戸配布

で出そうと主体的な自由な活動であり、その道は閉ざされていない。 

ただし公金である政調費は全く別である。税金・公費として政調費の116%が一括で

今回のような区政報告ポスティングのみで経費処理される状態は条例・規則･規定

違反であり、本来的にも区民･納税者にとっては政務調査活動としての適正処理だ

とは思えないし、不当である。極論すれば区議全員が、このような政調費の100%以

上(前回は95%) を木梨議員のような折り込みチラシ代やポスティング無差別全戸

配布に一括処理する場合に、監査委員は法令･条例･規則･規定に対して適法性･正当

性があるとする説明が存在するのか、杉並区としてよろしいのかということであ

る。 

広報費が全政調費の116%であり、今回監査委員は放置すべき状況ではない。 

監査委員の責任において、政調費の192万円以上の処理を公費会計上の違法、規定

違反とすることと、政調費の広報費における全区配布、無差別配布は区政報告等内

容のいかんにかかわらず、選挙活動に極めて近く政調費と認められないとすべきも

のである。 

(上位法である地方自治法第2条第14項｢地方公共団体は、その事務を処理するに当

たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる

ようにしなければならない。｣及び地方財政法第4条第1項｢地方公共団体の経費は、

その目的を達成するための必要かつ最少の限度こえて、これを支出してはならな
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い｣に抵触するルーズな政調費処理であり、かつ条例第9条及び施工規則6条の広報

費の使途基準違反、事務処理規定(広報費)に違反) 

 

以上から出納簿における広報費処理2,229,162円は法令･条例･規則･規定違反の処

理であり、不当であるので政調費交付額を限度とした1,920,000円を返還するよう

請求する。 

 

追記: 

前回(23年度監査) での議長調査の会派･議員の回答(木梨議員分) について次の指

摘をしておく。 

今回(24年度監査)では監査委員としての判断を明確に求める。 

1. 領収書は規定で内訳はいらない・・・ と言う答弁があったが規定から言っても、

納税者から言っても認めがたい。印刷代内訳や配布部数、地区、実施日付等は記

載が当然で困難性は無く、証明事項として省略を容認する運用は奇異である。 

法令･｣条例･規則･規定趣旨からいって透明性を持って処理すべきで内訳を拒否す

る理由にならない。監査委員は是正指導すべきである。 

2. 前回主要各社折込みは区民多くに知ってもらうため・・・と言う答弁があったが、

なぜ、木梨議員の前前回の心を込めた切手貼りと異なるのか不明で、納得性が無

い。知名度を狙ったとの指摘に反論できていない。無差別全戸配布は政務調査活

動ではない。 

3. 議会発言のありのままの表現は区政報告で認められている・・・ という答弁は外

見上の事だけであり、経費按分ゼロの正当性ではない。 

4. 区政報告に電話とＦＡＸを記載した…からと言って、直ちに区民からの明確な意

見収集が意図･理由とされていることにはならない。 

5. 23年度政調費総額に対する比率は94.86%を一括処理(今回24年度監査では

116.7%)・・したことにたいし、これが区議会全議員でも適法性、規則･規定内の

正当性ありとする監査委員からの見解が回答されてない(つまり監査委員は結論

を避け、出していない)。全議員が広報費による全戸無差別配布を実施しても法令･

条例･規則･規定内か? 監査委員の回答を求める。 

 

ある区議の1事例を甘く追認するような監査は全議員に対する監査モラルの低下、不

公平感を招くこととなると指摘する。 

監査委員は、区議が私費による自由な広報手段も自由にもつ中、今回の木梨議員のよ

うな、前年より更に度を越した全区無差別ポスティングを全議員が行っても適法、規

則･規定内で健康な政務調査費の処理と見なすのか、地方自治法と地方財政法の趣旨

に照らして是正を促すのか改めて回答を求める。 

繰り返すが、私費により区謎の選挙対策や自由な広報内容の全戸配布手法はいつで

もできるのであって、公金である政調費処理を甘く追認していく監査態度は、結果と

して議員の政務調査活動の本来趣旨をゆがめ、モラル低下(あれも有りならこれも有

り), 適切な政調費処理をしている他区議との不公平感) を招くことにつながり、そ

れは正に監査委員の責任であると指摘する。 

 



94 

 
 
 

事務費―１▽ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
事務費―２▽ 
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10. 事務費 

<措置請求> 

<携帯電話> 

安斉あきら(添付資料4参照) 

携帯電話代(ソフトバンクモバイル) について(按分はすべて50%で計上) 

4/5(2月分、7,589円)  5/7(3月分、7,536円)  6/5(4月分、7,536円)  

 7/5(5月分、7,919円) 8/6(6月分、7,536円)  9/5(7月分、7,535円)  

 10/5(8月分、6,550円)  11/5(9月分、6,550円) 12/5(10月分、6,550円)  

 1/7(11月分、6,550円)  2/5(12月分、7,229円)  3/5(1月分、6,582円) 

以上、合計85,662円 

添付資料の都選管に提出した｢安斉あきら後援会｣の収支報告書に、携帯電話代1月

～12月分、87,948円を記載している。 

携帯電話代について、約半額の87,948円を安斉後援会から支払い、実際に安斉議員

が携帯電話代として支払ったのは85,662円である。この状況から判断すると、政務

調査費の上限を算出する上で、基礎となるべき金額は85,662円である。 

政調費に関する｢使途基準細則では、携帯電話代の上限は1/2とする｣規定されてい

るので、85,662円の2分の1にあたる42,831円の返還を求める。 

(安斉後援会の会計年度は1～12月、政調費の会計年度は4～3月なので、金額には多

少の違いが出てくる。) 

 

河津利恵子 

① デジタルカメラ  9月27日  80%按分21,081円 

河津議員は平成21年10月1日80%按分で28,201円でデジタルカメラを購入してい

る。 

｢政務調査費の支出に関する事務処理について(平成24年度版)物品等の耐用年

数｣によると、｢カメラ｣の耐用年数は5年になっている。平成21年に購入したデジ

カメがまだ耐用年数を過ぎてないので今回購入したデジカメは認められない。デ

ジタルカメラ代金21,081円の返還を求める。 

②  携帯電話、スマートホン、固定電話 

4月26日 インターネット接続料(80%按分)4,360円、事務所電話代(50%按分) 742円、

携帯電話代(50%按分) 4,441円、モバイル通信･接続料(80%按分)4,792円、 5月25

日 プロバイダー(80%按分) 2か月分1,344円など4月1ヵ月分で15,679円政調費から

の支払いがある。後の11か月分も事務所電話代(50%按分) 携帯電話代(60%按分) 

モバイル通信接続料(80%按分) が計上されている。この中に自宅ＦＡＸ付き固定

電話を50%按分して事務所電話代として計上されている。河津議員が提出している

領収書等の備考欄にも｢自宅ＦＡＸ付電話(50%)｣と記してある。自宅のＦＡＸ付電

話の電話料の支出は、自宅に事務所があるのかが不明で公私混同が疑われる。ま

た区政に関する調査研究に資するため必要な経費として判断できないので、事務

所電話料8,625円の返還を求める。 

10月26日 

課目違い  インターネット接続料は事務費だが調査研究費になっている。 
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山下かずあき 

事務費  221,380円 

11/23 デジカメ(901%按分)  18,700円の90%で15,506円計上されている。区政レポー

ト4,7,10,12月の4号に写真が掲載されている。 

4/10号 写真2枚  7/1号 写真2枚  10/10号 写真14枚  12/30号 写真5枚 

｢政務調査費の支出に関する事務処理について(平成24年度版) P8によると 

【事務用品や備品の購入】・・・・｢他の用途との併用が社会通念から見て一般的

な物品等についての按分割合の基準を2分の1と設定し・・・・ほかの用途で使用しな

いことや2分の1を超える按分割合で計上していることについて、合理的な説明がされ

ている場合は、その支出を妥当なものと判断することが適当である｣とある。90%按分

したことに対し合理的な説明がされていないので15,506円の返還を求める。 

6/11 電子書籍22,240円(26,800―2,088ポイント)×90%(按分) 

4/10号 写真2枚  7/1号 写真2枚  10/10号 写真14枚  12/30号 写真5枚 

「政務調査費の支出に関する事務処理について(平成24年度版) P8によると 

【事務用品や備品の購入】・・・・｢他の用途との併用が社会通念から見て一般的

な物品等についての按分割合の基準を2 分の1と設定し・・・・ほかの用途で使用し

ないことや2分の1を超える按分割合で計上していることについて、合理的な説明がさ

れている場合は、その支出を妥当なものと判断することが適当である｣とあるが、合

理的な説明がされていないので22,240円の返還を求める。 

 

山本あけみ 

4/3 ノートパソコン(コピーあり) 73、912の計上がある。92、391円のノートパソコ

ンを80%按分して計上しているが、政調費から80%の按分で支払する根拠が不明なの

で73,912円の返還を求める。 

 

松浦芳子 

①  事務費として計上されたインク代(すべて按分は2分の1である) 

11/30(5,975円)  8/27(3,575円)  l0/25(13,900円)  11/20 (2,300円) 

11/26 1,650円)  12/2(2,150円)  1/10(7,000円)  3/7(4,000円) 

合計40,550円 

広報費の欄に書かれたインク代はすべて区政報告用などと説明があった。しか

し、事務費として購入したインク代には説明がなく、どのように利用されたか、

不明である。さらに印刷するための用紙の支出は全くないので、どこに印刷し

たのかも、不明である。 

按分が2分の1ということで、40,550円を私的に利用していることはわかるが、区

政に関する調査研究に資するため必要な経費と証明できるものは何らないの

で、40,550円の返還を求める 

②  5月1日に宅急便で｢24年春号区政報告発送｣としてチラシを川口市に送っている。

収支報告書にチラシと書いてあるが、実物は無いので不明である。もし、それが

区政報告であるならば、杉並区内で使用するものを川口市に送る目的が不明であ

るので、宅急便代1,500円の返還を求める。 

③  10/25 プリンター購入 36,720円の按分2分の1で18,360円 
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会派人件費―１▽ 
｜ 

④  11/6 デジカメ購入 43,800円の按分2分の1で21,900円 

 

松浦議員はプリンターが壊れたため、デジカメが故障のためという理由で購入した。 

今までに、プリンターは平成15年8月26日、16年7月10日、17年5月31日、20年1月1日

に購入し、6 月21日には修理代を政調費から支出した。 

デジカメについては、平成l5年12月25日、16年7月2日、(17年8月19日はビデオカ

メラ) 18年4月3日、20年3月l2日、l0月8日に購入した。以上みられるように、松浦

議員は耐用年数に関係なく、たくさん買っていた。今使っているのはどれが壊れた

のだろうか。修理すれば使えないのか。デジカメの耐用年数は5 年であるので、認

められない。安易に壊れたから、政調費で購入するという姿勢は正すべきである。耐

用年数を超えてないデジカメの21,900円の返還を求める。 

 

藤本なおや 

藤本議員は、平成24年8月に、｢27インチファミリーサイクル｣を、Ｏlympic高円寺店

で、27,598円で購入し、按分比50%で、政調費に計上している。その使用目的に関し

ては、添付された領収書添付用紙備考欄に、「政務調査活動用として1/2按分計上｣

と記されているのみである。 

藤本議員は、公共交通機関等を利用した交通費の政調費への計上は、タクシー使用

が2回＜平成25年1月の保育園入園相談のため、高円寺～ 阿佐ヶ谷の往復(710円十

710円)と佼成病院移転調査のため高円寺・和田間(1,160円)＞のみである。その他、

ガソリン給油額を按分比50% で10,982円を計上しているが、その使途の開示はなさ

れていない。従って、購入した自転車を、活用して、研究調査活動を行っていると

推測されるが、その実態は不明である。従って、政調費条例第9条(使途基準)、｢政

調費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、区政に関する調査研究に

資するため必要な経費以外のものに充ててはならない｣の規定を遵守した使途・支出

であるかどうかが判明せず、公金の管理を怠っている疑いがあり、計上額13,799円

の返還を求める。 

 

11. 会派事務費・人件費の分担について 

収支報告書で、会派関連費用が、政調費に計上されているが、会派事務所の所在場

所の記載がなく、区役所3階の会派・議員の控室が、当該会派事務所に該当すると推

定した。議員控室使用規程は、議長訓令として、昭和38年に発令され、平成4年に改

正されているが、その第2条に、控室の使用については杉並区役所所内規則に拠るほ

か、当該規程の定むるところによるとされている。又、その第3条には、控室の使用

は議会開会中とし、必要があって議会休会中に使用する場合は事務局員職員の勤務

時間内とするとされ、更に、その第2項に、特に必要がある場合は議長の承認を得て

時間外にわたり使用することができる、と規定されている。しかし、各会派の控室

使用の実体は、議員控室使用規程の内容と異なり、恒常的な会派の事務所となって

いる解した。 

<措置請求> 

平成25年度内に、杉並区議会自由民主党に所属した議員に対して、所属していた期

間に応じて、当該年度末の3月に、会派事務所に関連した費用を、各議員が分担す
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る処理が行われ、それに関した報告書が各議員の収支報告書に添付されている。 

政調費にに計上されている各議員の分担費用は、以下のように算出されている。 

人件費： 党支部が1/2を支払い、その残りの1/2の1/2(按分比1/4) を、関係議員

で等分し、政調費として計上 

電話料及び事務費: 按分比をl/2とし、関係議員で等分し、政調費として計上 

 

人件費に関しては、議長訓令を基とした｢政調費の支出に関する事務処理について｣

と題する議会内のガイドラインには、｢勤務内容と日給等を明記のうえ、議員一人

当たり月額5万円を上限として勤務実績に応じた額とする｣と規定されている。勤務

内容に関して、留意事項では｢勤務の実情を示す書類を提出し、その中で具体的に

説明｣するように求めている。 

しかし、杉並区議会自由民主党の政務調査費報告書には、上述の留意事項が求める

内容の記載は全くなく、どのような内容の職務に従事していたかが不明であり、更

に、雇用した補助職員が賃金の受領を示す領収書の添付もなされていない。 

従って、区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはなら

ない｣の規定を遵守した使途・支出であるかどうかが判明せず、公金の管理を怠っ

ている疑いがあり、関係議員に対して、以下の返還を求める。 

< 富本卓、大熊昌巳、脇坂たつや、大和田伸、浅井くにお、井口かづ子、今井ひ

ろし、大泉時男、小泉やすお、吉田あいの10名の議員: 一人当たりの返還額37,092

円、返還額合計370,920円 

< 藤本なおや議員(平成24年5月3 0日会派離脱) > : 返還額5,593円 

 

更に、会派電話料通信費及び事務用品等の費用が、政調費に計上されているが、そ

の使用実態が開示されていない。これらの費用計上についても、政調費条例の趣旨

に反し、公金の管理を怠っている疑いがあり、下記の様に返還を求める。 

< 富本卓、大熊昌巳、脇坂たつや、大和田伸、浅井くにお、井口かづ子、今井ひ

ろし、大泉時男、小泉やすお、吉田あいの10名の議員: 一人当たりの返還額7,559

円、返還額合計75,590円 

<藤本なおや議員(平成24年5月30日会派離脱)> :返還額892円 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 甲 会則（省略） 
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 （注）        
監査対象とした請求事

項は、欄外に項目名と 
番号を付してその当該

個所を明示した。 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１－３ 

 

杉並区職員措置請求書 

杉並区監査委員御中 

                             2014年４月30日 

 

杉並区議会の公明党と公明党議員の2012年度(平成24年度) 政務調査費に関する

措置請求書 

 

公明党議員(山本ひろこ議員  川原口宏之議員 

横山えみ議員      大槻城一議員 

北  明範議員   中村康弘議員 

島田敏光議員   渡辺富士雄議員) 

 

請求人 

 甲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求の趣旨 

杉並区議会の公明党と公明党議員の2012年度(平成24年度)政務調査費収支報告

書を検討したところ、以下のとおり違法・不当な支出があることが判明した。地

方自治法第242条第１項の規定により、下記の違法・不当な支出について、杉並区

の被った損害額に関し、平成24年度政務調査費の交付を受けた会派及び議員に対

して、速やかに返還を求めるよう杉並区長に勧告をする事を求める。 

 

違法・不当な支出の合計  2,139,861円 

以下、内訳を述べる。 

【1】調査研究費  771,357円 

【2】研修費     31,500円 
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【3】会議費     204,568円 

【4】資料作成費   15,000円 

【5】資料購入費   68,070円 

【6】広報費     823,160円 

【7】事務費     192,693円 

【8】事務所費       33,513円、 

 

請求の理由 

2012(平成24)年度分の政調費の収支報告書について、公明党議員は決算時

2013(平成25年) 4月30日以降、2014(平成26)年2月26日までに、科目の訂正も含め

ると、7月9日、8月28日、11月1日、12月17日と4回の訂正を行った。 

(2014年(平成26)年2月26日に閲覧した2012(平成24)年度分の政調費の収支報告書

に基づいて、住民監査請求をする。) 

 

2011(平成23)年度区議の政調費に関する住民監査請求から 議員名は公表される

ようになった。 

甲(以下、甲) は杉並区議の政調費について2006(平成18)年度から現在まで住民監

査請求を行っている。住民監査請求をする際、議員名の公表を要求したが、監査

委員は議員の名前を全てアルファベット等の記号になおし、監査結果書には議員

の実名は無く、住民監査請求をした請求人ですら、判読困難な監査結果書を出し

てきた。 

甲は毎年、住民監査請求をする度に、議員名の公表を要求した。 

長い時間がかかったが、平成24年9月5日に日本弁護士連合会から「人権救済申

立事件(2010年度第4号人権救済申立事件) に係る勧告書｣が出されたことで、監査

委員が議員名を公表しないという異常な事態は、やっと解決し、議員名が公表さ

れるようになった。 

 

議員名が公表される方向の中で議員名を数字化してわからなくした公明党の議

員 

日弁連の勧告が出て2011(平成23)年度の監査結果書にすべて議員の実名が記載さ

れるようになったが、公明党議員はこれに逆行するように、収支報告書に書く公

明党議員名を1000番台から8000番台の数字で表し、収支報告書ではどの議員の支

出がわからないようにした。 

公明党議員8人全員で1冊にまとめた収支報告書(各議員の支出が明確にわからな

い) 

公明党議員は2009 (平成21)年度までの収支報告書は、議員一人一人で収支報告書

を提出していたので、収支報告書を見れば、各議員の政調費の使い方がわかった。 

ところが、2010(平成22)年度から、 

公明党代表横山えみ議員、経理担当大槻城一議員になってから、公明党議員全員

でまとめて収支報告書を提出し、収支報告書に公明党議員名を1000番台から8000

番台に数字化し、公明党としての支出は9000番台で表すようにした。 

公明党議員からはどの数字がどの議員に該当するという説明はない。情報公開
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請求を出して、領収書綴りが公開されない限り、どの数字がどの議員に該当する

か、不明であり、議員名を確定するには、大変な労力が必要になった。公明党議

員全員で、議員名を不開示の方向に進めたのは、情報公開が進む時代に、逆行す

る行為である。 

公明党以外の議員は収支報告書を見るだけで簡単に政調費の使途が分かる。し

かし、公明党の収支報告書は、政調費が税金からの支出であるにも関わらず、領

収書と収支報告書の照合を困難にし、或いはそれが目的であったのかと、疑わざ

るを得ないほど、公明党の各議員の政調費の使途を確定することは大変な作業を

必要とした。横山えみ議員と大槻城一議員の責任は特に重大である。 

議員の政調費については、住民監査請求がない限り、監査が入らないので、公

金の使い方として議員が正当に支出しているかどうか、チェックする機関はない。

甲が、住民監査請求を出すため、調査を始めると、毎年、議員は監査期間中に政

調費の収支報告書の訂正を行い、自主返還を行ってきた。今回、住民監査請求を

行う2012(平成24)年度政務調査費の収支報告書について、決算時締切り以後、公

明党は25年7月9日に訂正を行い、39,130円の残額が生じ、さらに8月28日の訂正で

3,150円の残額が生じ、合計42,280円を杉並区に返還した。 

政調費の透明性を高めるために、公明党は議員名を数字化した収支報告書を改

め、議員名を書くべきである。杉並区議会議員の中で議員名を公表しない収支報

告書を提出しているのは、公明党議員のみである。 

公明党の日弁連勧告趣旨をないがしろにする行為は許されない。 

監査委員は公明党に対し、議員名を開示した収支報告書を提出するよう、是正

指導すべきである。 

 

政調費の支出は議員から提出された領収書で検証するが、以下のような判読不能

な領収書が出されている。 

資料5月分Ｎo3008 (3000番台は横山議員) の領収書は、金額欄にテープを貼り、

金額を隠ぺいした領収書である。 

資料4月分Ｎo4001 (4000番台は大槻議員) は領収書のつもりらしいが、劣化し

た領収書で一切判読不能。それを補うために2枚出しているが、劣化した領収書を

コピーしても読めるはずがない。 

資料7月分Ｎo8008 (8000番台は渡辺議員) の領収書も劣化して判読不能。 

このような判読不能の領収書を提出する公明党議員が、税金についてどのように

考えているか問いたい。 

 

資料1～資料3 

 

【１】、調査研究費   771,357円 

公明党議員のガソリン購入について、 

購入した議員全てが、購入額の領収書を添付し、按分50%の金額だけを記載し、使

用実態の説明はない。｢交通費記録簿｣と同様、｢自動車利用記録簿｣を提出すべき

である。使用実態の不明なガソリン代は政調費条例第9条に違反するので、返還を

求めた。 
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調査研究費―１▽ 
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調査研究費―２▽ 
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｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
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｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
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(請求人は 各議員のガソリン使用料を、ガソリンの1ℓ当たりの値段は150円とし、

1ℓで走行できる距離を10kmとして計算した。) 

 

川原口宏之議員(収支報告書2000番) 

(月極駐車場代の180,000円とガソリン代の55,380円の合計235,380円の返還を求

める) 

 

月極め駐車場代  按分50% で毎月15,000円×12か月＝180,000円 

契約書は期限が切れているので、月極駐車場代180,000円の返還を求める。 

川原口議員が提出した｢駐車場(自動車保管場所)契約書｣によれば 

｢第1条 賃貸借の期間は平成19年5月4日より平成20年5月3日迄の向う1ヶ年とす

る。但し期間満了の場合、必要があれば当事者合議の上本契約を更新することも

できる｣とある。 

平成24年度の政調費なので、契約書は期限切れであり、期間満了後、当事者で更

新した記録もない。政調費(税金)からの支出であることを考えれば、4年前に期限

の切れたこの契約書を提出することは、あまりにも杜撰である。 

 

ガソリン代按分50%で購入しているが使用実態が不明なので合計55,380円の返還

を求める 

ガソリンの購入日と金額 

4/30 (3790円)                               4月分計 3790円 

5/25 (4425円)                               5月分計 4425円 

6/10 (1380円) 6/20(1380円) 6/27(3950円)     6月分計 6710円 

7/13 (2740円)                               7月分計 2740円 

8/28 (4250円)                               8月分計 4250円 

9/22 (1470円)                               9月分計 1470円 

10/4 (1440円) 10/12(3575円)               10月分計 5015円 

11/5 (2130円) 11/18(2100円) 11/27(2145円)  11月分計 6375円 

12/7 (2145円) 12/26(2145円)                12月分計 4290円 

1/4 (2950円) 1/29(4535円)                   1月分計 7485円 

2/26 (4725円)                               2月分計 4725円 

3/23 (4105円)                               3月分計 4105円   

ガソリン代合計55,380円 

ガソリン代55,380円は、1ℓを150円とすれば約369ℓを購入でき、1ℓの走行距離を

10kmとすれば、区政調査のために約3690km走行したことになる。日本列島の長さ

は約3,000kmと言われるので、日本列島以上の長さを区政調査のために走行したこ

とになる。例えば、12/26に2145円購入したあと、1/4に購入しているので、年末

年始の約9日間に政調費で140km走行した計算になるがこの間に駐車場の利用は一

度もない。(実際は按分50%なので280km走行している。) ガソリン使用について説

明がないので、使用実態の不明なガソリン代55,380円の返還を求める。 

駐車場代の利用日と利用料67回利用 

4/19 (400円と600円) 
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4/22 (500円)  4/26 (500円)  4/27(300円)  4/28 (800円) 

5/6 (800円)  5/15 (1800円)  5/23 (800円)  5/29 (600円)  5/30 (300円) 

6/9 (400円)  6/10 (300円)  6/18 (500円)  6/21 (300円)  6/28 (500円)  6/29 

(500円) 

7/6 (400円)  7/7(1400円)  7/17(600円)  7/20 (1400円)  7/29 (500円) 

8/5 (500円)  8/6 (800円) 

9/4 ((600円)  9/18 (1200円)  9/24 (600円) 

10/1 (1200円)  10/10 (1600円)  10/14 (400円)  10/18 (400円)  10/21 (800

円) 

11/10 (400円)  11/11 (400円)  11/15 (1400円)  11/27(1000円)  11/28 (600

円) 

12/2 (800円)  12/4 (800円)  12/11 (1200円) 

1/4 (600円)  1/5 (1800円)  1/10 (600円)  1/13 (300円)  1/14 (600円)  1/15 

(400円) 1/20 (700円)  1/25 (300円)  1/26 (800円)  1/26 (600円)  1/26 (600

円)  1/31 (600円) 

2/1 (400円)  2/4 (1400円)  2/11 (300円)  2/13 (600円)  2/14 (700円)  2/16 

(800円) 2/22 (300円) 

3/4 (400円)  3/5 (400円)  3/16 (600円  20:26 ～01:35、深夜まで区民意見聴

取及び調査) 

3/20 (1800円)  3/26 (500円)  3/27(500円)  3/28 (400円)  3/29 (600円) 

 

横山えみ議員(収支報告 3000番) 

(電動自転車のバッテリー代17,850円の返還を求める) 

3/14 に電動自転車バッテリー代  按分50%で17,850円で購入した。 

(以前は平成22年12/12に按分50%で14,000円で購入) 

駐輪場代  は6/13, 10/11,12/11,1/11,1/18,1/22 の6回の使用で、各日の利用料

が100円なので、合計で600円である。 

駐輪場の利用は年間でたった6回で、電動自転車の利用はわずかであり、按分50%

を認めることはできない。タクシーの利用額は、下記のように、議員のなかで最

高額であり、電動自転車のバッテリー代17,850円の返還を求める。 

 

議員のなかで最高額のタクシー利用額。 タクシー代合計237,570円 

24年度からタクシー上限額は20,000円になったが、政務調査交通費記録簿には、

｢地下鉄・JR・バス・タクシー代｣を全て混在して書き、横山議員はタクシー利用

額を明示しない交通記録簿を提出した。上限額を超えたかどうか、政調費の使途

基準が厳正に施行されたのか、チェック体制はどうなっているのか、説明を求め

る。横山議員が自らタクシー利用額を明示しないことは、政調費の透明性からし

て、議員として許される行為ではない。 

毎年のようにタクシー代を減らすように請求人は要求してきたが、平成23年度政

務調査費調査検討委員会で上限を20,000円に決定した。今までに月額20,000円、

年額で240,000円を超す議員は公明党の横山えみ議員、青木さちえ議員以外いなか

った。この二人の議員のタクシー使用料に合わせるように、上限額を政務調査検
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討委員会で決定した。 

平成23年度政務調査費調査検討委員会で｢タクシーの利用額の上限は月額20,000

円です。ただし可能な限り他の公共の交通機関を利用することとします｣と決定

し、平成24年度から施行と政調費の使途基準・使途基準細目に明記している。 

平成23年度政務調査費調査検討委員会で決定した上限額、月額20,000円をほぼ利

用しているのが横山議員である。政務調査交通費記録簿に、横山議員はタクシー

代を明示していない。請求人が計算して下記のような金額であることが分かった

が、横山議員のタクシー代が上限額を超えているかどうかを確かめるのは、誰の

仕事なのか、横山議員に説明を求める。 

毎月の交通費(政務調査交通費記録簿による) 

4月(12470円十14960円＝合計27,430円のうちタクシー代19,980円) 

5月(15260円十12780円＝合計28,040円のうちタクシー代19,690円)  

6月(13800円十13170円＝合計26,970円のうちタクシー代19,650円) 

7月(13240円十14810円＝合計28,050円のうちタクシー代19,920円) 

7月分の実際のタクシー代は20,220円であったが、迎車代300円を計上しなかった。 

7月視察   7/17 新潟(22380円) 7/24 福島(13520円) 7/29 福島(3570円) 

8月(13520円十14440円＝合計27,960円のうちタクシー代20,000円) 

8月分の実際のタクシー代は20,030円であったが、30円分を計上しなかった。 

8月視察  青森8/13 (43360円) 8/15 (510円) 

9月(13390円十14000円＝合計27390円のうちタクシー 代19,910円) 

10月(13890円十13700円＝合計27,090円のうちタクシー代19,700円) 

11月(13920円十15120円＝合計29,040円のうちタクシー代19,850円) 

12月(15970円十13910円＝合計29,880円のうちタクシー代19,980円) 

1月(9650円十19900円＝合計29,550円のうちタクシー代19,970円) 

2月(14830円十13480円＝合計28,310円のうちタクシー代19,190円) 

3月(14370円十16800円＝合計31,170円のうちタクシー代19,730円) 

タクシー代合計237,570円 

上限額20,000円に限りなく近い金額をタクシー代に計上しているが、議員のなか

で最高額のタクシー代を使用する理由の説明を求める。 

(参考までに、横山議員の今までのタクシー利用額) 

2008(平成20)年度 302,460円          2009(平成21)年度  249,230円 

2010(平成22)年度  234,980円          2011(平成23)年度  225,140円 

 

大槻城一 議員(収支報告書4000番台) 

合計215,810円の返還を求める。 

内訳(駐車料金代20,800円、交通費164,660円、自転車関係3182円、ガソリン代

27,168円) 

 

大槻議員の交通費・駐車場料金には多くの疑問点がある。 

 

駐車場利用については以下の理由で駐車料金合計20,800円の返還を求める 

駐車場の利用は52回あり、目的はすべて区民意見聴取である。 
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* 11月16日は区民意見聴取のために駐車場代金200円と1400円の領収書を提出し

たが、2枚は同時間帯である。 

（21;15～21:24の9分間で200円、ピルネットパーク信濃町第2駐車番号17番) と 

(20:02～21:25 の１時間23分で1400円ピルネットパーク信濃町第2駐車番号16

番)と 

大槻議員は駐車番号17番と16番に車を入れ、１分差で出庫した領収書を２枚提出

し、2回の駐車料金を払った。大槻議員が使用する１台の車では絶対にありえない

ことであり、公金の支出であるので、一種の犯罪行為にあたる。単純なミスとし

て片づけられる問題ではない。大槻議員はこの2枚の領収書をどのように手に入れ

たのか、説明する責任がある。 

(資料11月分Ｎo4009と11月分Ｎo4010 は次ページ) 

 

大槻議員の駐車料金の目的はすべて区民意見聴取である。 

* 9月16日 6分間(14:27～14:33)で200円、 

* 12月26日 5分間(22:51～22:56)で100円 

* 12月30日 4分間(16:29～16:33)で100円 

* 1月1日18:02～1月2日01:19の7時間17分間で2000円(1月1日は2日の深夜まで) 

* 1月9日 4分間(16:08～16:12)で100円 

* 1月26日 5分間(19:29～19:34)で100円など 

区民意見聴取のために、何回も4～6分の短時間の駐車がある。お正月1月1日は2

日の深夜まで。 

社会常識として議員からの説明がなければ、政調費の経費に合致するか、不明で

ある。52回の駐車料金合計20,800円の返還を求める 

 

資料4～資料5 

 

交通費について、以下の理由で合計164,660円の返還を求める。 

交通費の請求は204回あるが、そのうち、195回が南阿佐ヶ谷を出発地点とし、南

阿佐ヶ谷―荻窪―吉祥寺―井の頭線の各駅を利用し、地下鉄、ＪＲ、井の頭線の

往復の交通費の請求である。 

(杉並区議会の公式ＨＰによれば大槻議員の自宅は成田西3-9-12で、この住所から

井の頭線の浜田山駅まで、徒歩約15分である。) 

 

2012(平成24)年度交通費記録簿に記載された交通費 

4月19,500円   5月16,080円   6月15,300円   7月19,120円  8月11,460円  9月

14,280円  10月13,800円  11月12,080円  12月9240円  1月14,100円  2月11,680

円  3月8,020円      合計164,660円 

2012(平成24)年度の交通費請求は204回で、そのうち、195回が南阿佐ヶ谷を出発

地点とし、7回が自宅を出発点(バス利用)とし、2回がタクシー利用である。 

大槻議員は交通費記録簿をとても丁寧に記録している。1日に2度の請求も細かく

書いてある。 

例えば【4月22日出張先｢下高井戸｣  南阿佐ヶ谷―荻窪―新宿―下高井戸(往復) 
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調査研究費―５▽ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

940円 (新宿に行く時は地下鉄だけでは行かず、地下鉄・ＪＲを利用) 

同日、出張先｢高井戸｣ 南阿佐ヶ谷―荻窪―吉祥寺―高井戸(往復)860 

円のように、1日に2度の出張があったとしても、必ず南阿佐ヶ谷に戻り、

また、出直す方法で交通費を使用した。 

徒歩15分で自宅から浜田山駅に行けるはずだが、請求の多くは南阿佐ヶ谷―荻窪

―吉祥寺―井の頭線の各駅を利用し、地下鉄、ＪＲ、井の頭線の往復の交通費を

請求した。 

自転車の修理費を計上しているが、自宅近くの｢高円寺｣に行く時は 

* 4月7日は、鉄道とバスを利用して自宅―阿佐ヶ谷―高円寺(往復460円) の交通

費を使う。 

* 4月10日は久我山第6の駐車場代800円を払っているが、交通費は出張先が｢久我

山｣で南阿佐ヶ谷―荻窪―吉祥寺―久我山(往復860円)の交通費を使う。 

* 4月20日は出張先｢新高円寺｣で鉄道・バス利用で、自宅―南阿佐ヶ谷―新高円寺

(往復460円)はどのように計算しているか不明なので説明を求める。 

* 5月2日は出張先｢高井戸｣で南阿佐ヶ谷―荻窪―吉祥寺―高井戸(往復860円) 

同日出張先｢八幡山｣で南阿佐ヶ谷―荻窪―新宿―八幡山(往復940円)と交通費

を請求する。 

* 8月18日は公明党議員は仙台、青森を視察し、帰ってきた日であるが、出張先｢久

我山｣で南阿佐ヶ谷―荻窪―吉祥寺―久我山(往復860円)の交通費を使用。 

以上のように数例をあげたが、大槻議員の交通費の請求は、遠回りをしてでも、

高額な交通費を使う。自転車の修理費を計上しているが、近場でも一番高額とな

る交通費を使用する。この交通経路を利用しなければいけない目的が不明で、ま

た、本当にこの経路で移動したという証拠もない。 

交通費については、議員からの申告だけであり、領収書は１枚もないので、検

証するすべがない。よって交通費合計164,660円の返還を求める。(資料として政

務調査交通費記録簿 4月分Ｎo 4015 と、8月分Ｎo 4015) 

  

資料6～資料7 

 

自転車関係の支出合計3182円は以下の理由で返還を求める 

8/26(自転車周辺器499円)  2/8(修理備品1635円)  3/20(修理1048円) と計

上しているが駐輪場利用は 4/6, 5/5, 5/7, 10/9, 10/11, 12/3, 2/9 (金額

の合計は550円) のみである。 

自転車の修理等を政調費(税金)から支出するほど、区政調査に利用されてい

ないので3,182円の返還を求める。 

 

大槻議員のガソリン代は、購入額から見て、車、バイクの利用が考えられる。 

以下の理由でガソリン代合計27,168円の返還を求める。 

4/28 (986円)  4/28 (397円)       4月分計1383円 

5/14 (2267円)  5/23 (397円)      5月分計2664円 

6/17 (363円)                      6月分計363円 

7/24 (96円)                        7月分計96円 
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調査研究費－６▽ 
｜ 
｜ 
｜ 

8/5 (1235円)  8/24 (2315円)      8月分計3550円 

9/17 (2000円)                    9月分計2000円 

10/21 (296円)                    10月分計296円 

11/1 (2183円)  11/24 (2291円)  11/25 (318円)  11月分計4792円 

12/10 (2342円)                  12月分計2342円 

1/2 (2223円)  1/26 (2189円)      1月分計4412円 

2/25 (2415円)                    2月分計2415円 

3/29 (2164円)  3/31 (1054円)     3月分計3218円   ガソリン代合計27,168円 

ガソリンを合計27,168円購入しているが、使途は不明である。例えば、3/29 

(2164円)のあと、3/31(1054円)に購入しているので、3/29,3/30の2日間で2164円

分の140km(按分しているので実際は280km走行したことになる。この間に駐車場利

用は無い。区政調査に利用したことは検証できない。使用実態の不明なガソリン

代合計27,168円の返還を求める。 

 

北 明範(収支報告5000番) 

(以下の理由でガソリン代の43,960円の返還を求める) 

毎月の交通費(タクシー代が多い 合計75,950円) 

政務調査交通費記録簿はバス・鉄道・タクシー代が混在していて、各々の利用額

を北議員は明示していない。 

タクシー代の上限額が20,000 円と決まっているので支出の透明性を持たせる

ために、各々の金額を書くべきである。混在して書き、各々の金額を書かない

理由の説明を求める。 

4月(20220円  交通費を11回請求、タクシー利用は4回、7,610円) 

5月(15910円  交通費は11回請求、タクシー利用は4回、4,540円) 

6月(19410円  交通費請求は15回  タクシー利用は4回、5,270円) 

7月(18060円  交通費請求は16回  タクシー利用は3回、3,470円) 

8月(24840円  交通費請求は12回  タクシー利用は5回、10020円) 

8月視察8/13 (55290円) 

9月(15050円  交通費請求は11回、タクシー利用は1回、4,210円) 

10月(16540円  交通費請求は12回  タクシー利用は5回、4,210円) 

11月(14210円  交通費請求は13回、タクシー利用は1回 710円) 

12月(31750円  交通費利用は16回、タクシー利用は8回  16130円) 

1月(24330円  交通費請求は15回、タクシー利用は7回、9,010円) 

1月視察豊田市静岡県1/28(21690円) 1/30 (510円) 1/30 (宿泊代5600円) 1/31 (490

円) 

2月(21680円  交通費請求は16回、タクシー利用は3回、4,110円) 

3月(26240円  交通費請求は16回  タクシー利用は3回、6,660円) 

 

按分50%ガソリン代合計43,960円は使用実態が不明であるので返還を求める。 

4/2 (2630円)  4/25 (2893円)                   4月分計5523円 

5/10 (2698円)                                 5月分計2698円 

6/3 (2430円)  6/23 (2350円)                   6月分計4780円 



122 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
△ 

 
調査研究費―７▽ 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 

7/8 (2401円)  7/24 (2316円)                   7月分計4717円 

8/19 (2678円)                                 8月分計2678円 

9/9 (2426円)                                  9月分計2426円 

10/6 (2663円)  10/26 (1903円)                10月分計4566円 

11/4 (2168円)  11/30 (2421円)                11月分計4589円 

12/16 (2672円)                               12月分計2672円 

1/2 (2395円)                                  1月分計2395円 

2/8 (2,821円)  3/13 (2750円)  3/23 (1345円)   3月分計4095円 

ガソリン代合計43,960円 

ガソリン1ℓを150円として、1ℓで10km走行できるとすると、北議員のガソリン代

43,960円は約293ℓで、2930km走行できる。日本列島は約3,000kmというが、それ

に匹敵する距離を走りながら、ガソリン使用の説明はない。使用実態が不明な

ので43,960円の返還を求める。 

例えば、7/24 (2316円)、8/19 (2678円)、9/9 (2426円)と購入したが、この間

に駐車場利用代は1回もない。7/24～9/9の間に交通費は19回(目的はすべて区民

意見聴取)、35770円をバス･鉄道･タクシーを利用して杉並区内を動いていた。

7/24と8/19のガソリン代4994円分で約330kmを走行できる(按分50%なので実際

は660kmしたことになる)。区政調査のために、交通費を19回使い、ガソリンの

使用も可能だったのだろうか。 

駐車場代の利用日と利用額 

4/11 (200円)  4/12 (800円と200円)  4/15 (300円)  4/24 (600円)  4/26 (500

円)  4/27 (400円) 

5/17 (400円)  5/28 (1000円)  5/29 (1000円)  5/31 (900円と800円) 

6/1 (800円)  6/3 (300円)  6/14 (1000円)  6/21 (1400円) 

7/1 (1200円)  7/6 (400円)  7/7(1400円)  7/9 (1000円)  7/12 (500円)  7/18 

(200円と200円)  7/20 (1400円) 

9/14 (100円と300円)  9/21 (400円) 

10/10 (1400円) 

11/1 (800円)  11/17 (400円)  11/27 (1000円) 

12/13 (600円)  12/17 (1400円) 12/22 (600円) 

1/13 (800円) 

2/1 (200円)  2/14 (800円)  2/15 (600円) 

3/1 (600円)  3/4 (700円)  3/7(800円)  3/20 (1100円)  3/26 (400円)  3/27 

(1400円と600円) 

 

中村康弘議員(収支報告 6000番) 

(ガソリン代、使用実態の不明なガソリン代49,000円の返還を求める。) 

ガソリンは按分50%で、下記のようにこまめに購入している。 

49,000円で約326ℓ買えるで、3,260kmの走行が可能であり、区政調査のために、

3,260kmを走行した説明が必要である。 

ガソリン購入が1000円の日 4/4  4/19  4/26  5/5  5/10  5/19  6/5  6/11  

6/20  7/14 7/24  8/2  8/29  9/11  9/25  10/3  10/9  11/24  1/11  
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調査研究費―８▽ 

｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
｜ 
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1/24  2/6  2/15  2/21  3/13 3/17 

ガソリンの購入が1500円の日 4/10  5/24  6/28  8/8  8/14  9/17  10/17  

10/31  11/14 11/28  12/5  12/11  12/19  12/30  2/28  3/27 

4月分計4500円、5月分計4500円 6月分計4500円 7月分計2000円 8月分計5000

円 

9月分計3500円  10月分計5000円  11月分計4,000円  12月分6000円  1月分計

2000円 

2月分計3600円 3月分計3600円     ガソリン代合計49,000円 

駐車場代の利用日と利用額 

4/4 (300円)  4/4 (2OO円)  4/22 (400円)  4/26 (300円) 

5/17 (600円)  5/27 (500円)  5/27 (400円)  5/29 (600円) 

6/3 (1200円)  6/6 (500円)  6/21 (600円)  6/25 (300円)  6/29 (1400円うつ病

関連セミナー) 

7/7 (700円)  7/19 (400円)  7/19 (600円)  7/25 (200円) 

8/6 (700円)  8/29 (400円) 

9/2 (700円)  9/6 (100円)  9/8 (200円)  9/22 (1400円) 

10/6 (2OO円)  10/11 (100円)  10/13 (300円) 

10/14 は(300円、10:21～10:34までの13分、デニーズ高井戸店に駐車して、障害

者福祉会館祭りに参加、デニーズから福祉会館までの移動を考えると、福祉祭り

には 2, 3分しか参加できない。区議として駐車料金は有効に使用しているのか、

説明を求めたい。)、その後区民意見聴取に移動して、(400円) 

10/17 (200円)  10/25 (400円)  10/26 (100円)  10/28 (400円)  10/31 (1500

円) 

11/5 (400円)  11/13 (400円)  11/15 (400円)  11/17 (600円)  11/27 (400円と

200円) 

12/5 (400円)  12/11 (200円)  12/12 (500円)  12/29 (300円) 

1/26 (600円)  1/28 (200円) 

2/3 (200円)  2/7 (400円)  2/17 (400円)  2/25 (600円) 

3/4 (500円)  3/8 (400円)  3/16 (500円)  3/20 (500円)  3/26 (400円)  

3/27(200円)  3/28 (200円)  3/30 (200円) 

 

島田敏光議員(収支報告 7000番) 

(ガソリン代使用実態が不明なので41,985円の返還を求める) 

ガソリン代 

値引き分をマイナスして按分50%で計上している。支払いはカード決済をしている

ので、収支報告書に記載されている日と、ガソリン購入日とは異なる。 

5/7 (3076円  利用日は前年の3/4の6196円分の50%) 

6/7 (3211円  利用日は4/7の6423円分の50%) 

7/9 (5841円  利用日は5/4の5616円分と5/12の6149円分の50%) 

8/7 (2825円  利用日は6/12の5694円分の50%) 

9/7 (2288円  利用日は7/10の5022円分の50%) 

10/9 (7319円  利用日は8/10の4322円分と8/12の4272円分と8/23の4427円分の
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50%) 

12/7 (2926円  利用日は10/15の5940円分の50%) 

1/7 (5949円  利用日は11/18の5742円分と11/28の6156円分の50%) 

2/7 (5404円  利用日は12/11の5702円分と12/31の5184円分の50%) 

3/7 (3146円  利用日は1/27の6336円分の50 %)      ガソリン代合計41,985円 

ガソリン代 41,985円を1ℓ150円で割ると279ℓで2,790Km走行でき、購入は5月、8

月、11月 12月が多い。 

例えば 

(8/10の4322円分と8/12の4272円分と8/23の4427円分の50%)についていえば、この

間、8月に駐車場を利用したのはわずかに3回である。8/10の4322円(政調費は按分

50%なので2161円分) は、8/10と8/11の2日間で使ったので、お盆前の2日間に区政

調査のために140kmを走った計算になる。 

(この間駐車料金は無い) 収支報告書と領収書綴りだけでは利用実態を把握する

ことはできない。説明がないのでガソリンの使用実態は不明である。 

 

駐車料金の利用日と利用額 

4/11(100円と400円)  4/14(300円と400円)  4/17(600円)  4/21(500円)  

4/23(2OO円) 4/25(100円) 

5/9(100円)  5/13(300円と200円)  5/16(100円)  5/23(100円)  5/30(100円) 

6/9(700円)  6/13(100円)  6/15(500円)  6/25(400円)  6/27(100円) 

7/4(100円)  7/7(600円)  7/8(200円)  7/12(100円)  7/18(300円)  7/25(100

円) 

8/1(100円)  8/22(100円)  8/29(100円)  8/29(800円) 

9/5(100円)  9/12(100円)  9/17(200円)  9/21(800円) 

10/10(100円)  10/15(800円)  10/17(500円)  10/21(300円と400円)  10/28(100

円)  

10/31(100円と700円) 

11/4(200円)  11/9(1200円)  11/13(400円と2OO円)  11/14(100円と800円)  

11/17(100円) 11/21(100円)  11/27(100円)  11/28(300円)  11/28(600円) 

12/1(300円)  12/3(600円)  12/8(100円7分間)  12/12(600円)  12/14(200円)  

12/26(100円) 

1/9(100円7分間と300円)  1/27(300円と2OO円) 

2/2(1200円と600円)   2/17(100円と300円) 

3/1(100円)  3/27(100円)  3/29(600円) 

駐輪料金  各日100円、 

4/5  4/7  4/15  4/16  4/19  4/21  4/25  5/7  5/14  6/23  7/31  8/9 の合

計12回利用 

 

渡辺富士雄議員(収支報告 8000番) 

合計167,372円の返還を求める。 

(内訳月極駐車場代138,000円とガソリン代27,382円と自転車前かご代1,990円) 
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調査研究費―１０▽ 
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｜ 
△ 

 

期限の切れた契約書では、月極駐車場代を認められないので138,000円の返還を求

める。 

月極駐車場代11500円×12か月＝138000円 

渡辺議員が提出した平成20年11月30日と契約した｢駐車場(自動車保管場所) 契約

証書｣によれば、 

｢第一条賃貸借の期間は、平成20年12月1日より、平成22年11月30日まで向こう2

ヶ年とする。但し期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上本契約を更新する

こともできる｣とある。 

平成24年度の政調費なので、契約書は期限切れであり、期間満了後、当事者で更

新した記録もない。 

政調費(税金) からの支出であることを考えれば、期限の切れたこの契約書を提出

することは、あまりにも杜撰である。一般の社会常識では、数年前に期限の切れ

た契約書を提出することはありえない。ましてや税金からの支出である。期限の

切れた契約書は認められないので138000円の返還を求める。(また、7～10月はガ

ソリン購入がなく、車を使用している実態がない。) 

 

ガソリン代 按分50%使用実態の不明なガソリン代27,382円の返還を求める。 

4/29 (3129円) 

5/5 (3142円)  5/31 (2886円) 

6/14 (2451円)  6/29 (3273円) 

11/4 (2971円)  11/24 (2386円)  11/29 (3062円) 

12/19 (2874円) 

2/4 (3319円) 

3/24 (3226円) 

ガソリンの購入を見ると、ゴールデンウィークの4/29～5/4までの7日間で3,129

円のガソリンを使用している。この間に駐車場の利用があるのは5/4の武蔵野市

の陸上競技大会の視察だけである。3129円を１ℓ150円で割ると20リットルで

200km 走行できる。(按分しているので実際はゴールデンウィークに400km走行

している計算になる。使用実態の不明なガソリン代27,382円の返還を求める。 

駐車場代の利用日と利用額 

4/13 (1100円調布グリーンホール視察) 

5/4 (1000円陸上競技視察のため武蔵野市)  5/12 (1100円区民意見聴取)  5/20 

(300円) 

6/6(300円)  6/9(1000円陸上競技会視察夢の島)  6/12(1200円区民意見聴取東京

女子医大) 

7/21 (1200円と600円) 

11/4 (1600円陸上競技視察のため武蔵野市)  11/26 (200円) 

12/15 (300円)  12/19 (900円総合型スポーツクラブ視察)  12/31 (800円) 

1/14 (1200円) 

2/10 (400円) 

3/10 (400円)  3/20 (200円) 

自転車前かごを3/10に按分2分の1で1,990円で購入しているが、以下の理由で返還
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を求める。 

駐輪場の使用は一度もないので、自転車が使用されているか、不明である。購

入理由として領収書等貼付用紙の備考欄に｢壊れたため｣と記載しているが、政

調費は｢区政に関する調査研究に資するため必要な経費｣以外には使用できない

ので、壊れたならば、私費で買うべきである。 

 

【２】研修費   31,500円 

中村康弘議員(6000番)に31,500円の返還を求める 

｢新社会システム総合研究所｣発行の領収書で、セミナー受講料として31,500円を

支出した。この研修が、政調費条例第9条の｢区政に関する調査研究に資するため

に必要な経費｣であるかどうかは、レジメが提出されているだけなので不明であ

る。レジメによれば、2012年11月16日午後2時～4時30分のわずか2時間半の研修会

で31,500円という高価な研修会である。研修費の使途基準細則では｢宿泊を伴わ

ず、かつ往復の旅費が30,000円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書

貼付用紙の備考欄に参加した研修会や講演会の名称、開催日時、会場、主催者及

び概要等を記載します｣と明記している。レジメは提出しているが、備考欄に記載

はない。研修について領収書貼付用紙の備考欄への記載がなく使途基準細則に違

反している。 

 

【３】会議費   204,568円 

 

公明党議員・また、公明党として会議費を計上している。多人数で会議をする場

合、会場費がないのは不自然である。例えば横山議員のように40人のお茶を購入

し、区政報告会をやったというが、会場費は無い。島田議員のように毎月18～20

人で区政懇談会をやって、お茶代はあるが会場費は無い。会場費の請求が無く、

或いは会場の説明がなく、大勢の区民がどこで会議をしたのか、不明である場合

は会議費としての実態が把握できないので返還を求めた。 

 

山本ひろこ議員(1000番) 6,370円の返還を求める 

｢区民相談・ お茶代として｣という目的で、15回、合計21,421円支出している。 

9/26は｢区政報告・区民相談・ 意見聴取｣として20人が参加し、4,866円 

2/27は｢茶菓代(16人分) ・区民意見聴取｣として1,504円 

会場費がなく、会議をどこで行ったか不明である。 

9/26の4,866円、2/27の1,504円の合計6,370円の返還を求める。 

 

横山えみ議員(3000番)53,789円の返還を求める 

主に区民意見聴取としてお茶代等が40回計上されている。大人数が集まり、会場

費の計上の無い以下の会議費の返還を求める。実態が把握できない下記の会議費

合計58,957円の返還を求める。 

(会議参加者は収支報告書や領収書に記載している) 

4/25の区政報告会(ＭＩＮＮＴＯ)  10人 1,900円 

4/25の区政報告会((サミット) ペットボトル6本、6人 1,128円 
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5/9の区民意見聴取用(野菜ジュース18本) ヤクルト 18人、2,772円 

5/14の区民意見聴取茶菓、大和や  8人  1,840円 

5/27の区民意見聴取新宿中村屋方南町  7人  2,100円 

6/10の区政報告会  ペットボトル8本1,000円と茶菓Lareine 1,600円の合計2,600

円 

6/20の広報紙編集会議  清風堂  5人  768円 

6/23の区政報告会、いせもと  茶40人 5,880円 

7/11の区政報告 清風堂 茶菓10人 1,600円 

7/21の区民意見聴取  清風堂  茶菓4人  600円 

7/24の区民意見聴取  清風堂  茶菓4人  600円 

8/4の区政報告  清風堂  茶菓5人  600円 

8/16の区政報告  永福青柳  茶菓子8人  2,032円 

8/29の区政報告会  新宿中村屋  茶菓18人  3,990円 

9/1の区民意見聴取  清風堂  茶菓10人  1,800円 

9/3の区政報告会  伊勢元  茶40人  5,880円 

9/16の区民意見聴取  清風堂  茶菓4人  600円 

9/22の区政報告会  ＭＹＮＴ 茶菓子6人  1,892円 

11/23の区政報告会  新宿中村屋  茶菓20ケ 10人  3,150円 

11/24の区政報告会 伊勢元 茶40人 5,880円 

2/8の商店街活性化事業打ち合わせ 茶4人 2,000円 

2/16の区政報告会  伊勢元  茶40人  5,880円 

2/28の区政報告  新宿中村屋  茶菓子10人  1,995円 

3/5の区民意見聴取  新宿中村屋  茶菓10個  1,470円     以上合計58,957円 

 

大槻城一 議員(4000番) (会場費の請求は無い) 20,806円の返還を求める。 

4/27の茶菓子代  ロール輪桜  12人  2,500円 

6/10のローソンで茶菓子代  14人  1,750円 

7/19の茶菓子代ケーキ  5人  1,650円 

8/30の茶菓子代  30人  2,775円 

11/28の茶菓子代  35人  3,605円 

12/11の茶菓子代  5人  1,462円 

1/12は茶菓子代を2回計上  6人分  1,047円と760円で合計1807円 

3/1の茶菓子代  10人、1,352円 

3/23の茶菓子代 浜田山駅前ローソンで14時27分に購入  15人  1,875円 

浜田山第3駐車場に区民意見聴取のため、13時48分～14時40分まで駐車(駐車料

金400円)した。14時27分に買った茶菓子はどこで利用したのか、説明を求める。 

3/23の茶菓子代  久我山駅前ファミリーマートで15時27分に購入  15人  2,030

円 

久我山第5駐車場に区民意見聴取のため、14時54分～15時45分まで駐車(駐車料

金200円)した。15時27分に買った茶菓子はどこで利用したのか、説明を求める。 

 

島田敏光議員(7000番) (会場費の請求無) 25,200円の返還を求める。 
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4/19の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  18人 2,520円 

5/18の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  18人  2,520円 

6/26の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  18人  2,520円 

7/24の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  17人  2,520円 

8/23の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  17人  2,520円 

9/25の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  20人  2,520円 

10/16の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  19人  2,520円 

1/25の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  18人  2,520円 

2/21の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  20人  2,520円 

3/26の区政懇談会・飲み物代(ますしん)  18人  2,520円    以上合計25,200円 

 

渡辺富士雄議員(8000番) (高額な会場費) 

お茶代9,462円と会場費14,200円の合計23,662円の返還を求める 

4/11の区民意見聴取のためのお茶代(ローソン) 7人  945円 

8/30のお茶代区政報告意見交換(ファミリーマート) 10人  1,350円 

8/30の会場費  荻窪3―39―14のかん芸館  ホール使用料して(会議) 14,200円。 

10人の会議のためにホール使用など、会場費が一人あたり1,420円になり、高す

ぎる。区政報告意見交換の会場費としては認められない。 

10/21のお茶代  区政報告意見交換(セブンイレブン) 5人  637円 

2/28のお茶代  区民意見聴取のため(ローソン) 9人  1,135円 

3/3のお茶代  区政報告意見交換  (れこっず阿佐ヶ谷) 9人  2,412円 

3/15のお茶代  区民意見聴取のため(ローソン) 7人  1,260円 

3/23のお茶代  区民意見聴取のため(ローソン) 4人  607円 

3/27のお茶代  区民意見聴取のため(ローソン) 4人  1,116円 

 

公明党(9000番)としてお茶代 74,741円の返還を求める。 

区民意見聴取時のお茶代として按分比80%で74,741円を計上。74,741円の返還を求

める。 

74,741円という多額のお茶代を区民意見聴取時ということで計上しているが、ど

こで、いつ区民意見聴取が行われたか不明である。何ら説明なく、多額のお茶代

を計上することは、政調費の使途についての透明性に欠け、認めることはできな

い。74,741円の返還を求める。 

4/9 区民意見聴取時のお茶代80%    3,708円 

5/7 区民意見聴取時のお茶代80%    4,620円 

5/7 区民意見聴取時のお茶代80%    3,014円 

6/16 区民意見聴取時のお茶代80%   2,803円 

7/9 区民意見聴取時のお茶代80%    8,980円 

9/7 区民意見聴取時のお茶代80%    3,840円 

10/9 区民意見聴取時のお茶代80%   7,380円 

10/9 区民意見聴取時のお茶代80%   4,536円 

11/14 区民意見聴取時のお茶代80%  4,704円 

11/14 区民意見聴取時のお茶代80%  3,184円 
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12/26 区民意見聴取時のお茶代     9,324円 

1/15 区民意見聴取時のお茶代      9,324円 

3/29 区民意見聴取時のお茶代80%   9,324円      合計74,741円 

 

【４】資料作成費   15,000円 

北明範議員(5000番)   9/21 パネル作成費  15,000円の返還を求める。 

区政報告用パネル代として計上しているが、説明不足で、区政調査との関連が不

明なので返還を求める。 

 

【５】資料購入費   68,070円 

 

公明党(9000番) 資料購入費 28,800円の返還要求 

6月27日機関紙月刊公明 14,400円 

3月29日機関紙月刊公明 14,400円 

月刊「公明」の請求書には「今後とも党勢拡大に大いに役立てて参りたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします｣と明記している。 

これは使途基準・使途基準細則で、政調費として支出できない経費として規定し

ている｢政党に関する経費｣に該当する。機関紙月刊｢公明｣に支出した14,400円×2

＝28,800円の返還を求める。 

 

大槻城一 議員(4000番) 資料購入費39,270円の返還を求める。 

2月20 (ゼンリン地図杉並区Ｂ４、Ａ４の2冊を 39270円で購入した。杉並区の地

図を2冊、購入することは認められない。領収書は宅急便コレクトの代金引換額が

書いているだけで、それぞれの本代は不明であるので、39,270円の返還を求める。 

 

【６】 広報費   823,160円 

島田敏光議員(7000番) のＨＰ代340,200円の返還を求める。 

2012(平成24)年10月21日｢臨時国会はどうなる? ｣という記事で止まったままの島

田議員のホームページ。2014(平成26)年4月25日現在. 

更新されないＨＰへのＨＰ管理料は認められないので340,200円の返還を求める。 

2014(平成26)年4月25日に杉並区議会のＨＰをあけ、議員紹介から島田敏光議員

のＨＰを見ると、最初に出てくるのは、2012(平成24)年10月21日｢臨時国会はどう

なる? ｣という記事である。 

2012(平成24)年10月21日から2014(平成26)年4月25日まで全然更新していない。区

民の間では、島田議員のＨＰが全然更新されていないことは有名である。 

島田議員はＨＰ代を月額31,500円×12か月＝378,000円支出した。ところが、平成

24年度収支報告書提出の決算時締切りの4月30日以後、7月9日と8月28日に按分を

90%に変更し、毎月28,350円×12か月＝340,200円と訂正した。更新しないＨＰ代

を、按分の根拠の説明のないまま、按分比を90%に変更した理由は不明である。 

島田議員はＲ＆Ｄ―ＩＳＨＩＷＡＴＡという会社にＨＰ管理料を払っているが、

領収書には、会社の代表者の名前はない。領収書に書いてある住所、下井草1―8

―12にはＲ＆Ｄ―ＩＳＨＩＷＡＴＡという会社は無い。法務局で調べても登記は
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されてない。更新されないＨＰに対し、数年にわたりＨＰ管理料を政調費から払

い続けている島田議員はあまりにも無責任である。 

 

島田議員のＨＰの更新は 

最新が2012(平成24)年10月21日｢臨時国会はどうなる? ｣である。 

それ以前は、2011年3月18日｢東日本大震災への支援を｣ 

2011年2月26日｢28日より予算特別委員会が始まります｣ 

以上のような更新回数なので、昨年23年度の監査請求でも請求人は返還を求めた

が、監査委員は返還を求めず、島田議員のいうまま、ＨＰ管理料378,000円を認め

た。23年度は2011年4月～2012年3月までなので、この間に更新した記録はないが、

監査委員はどのように実態を把握してＨＰ管理費378,000円を認めたのか、説明を

求める。 

このような事態が数年にわたり、続けられてきたことは、監査委員がＨＰの実態

を調べず、監査もせず、議員のいうままに放任した結果である。監査委員の責任

は重大であり、即、実態を調べ、厳正に監査することを要望する。 

 

(資料、島田議員のＨＰ ) 

   

資料8 

 

渡辺富士雄議員(8000番) のＨＰ代 28,350円×12か月＝340,200円の返還を求め

る 

 

渡辺議員のＨＰ管理料の払い先もＲ＆Ｄ―ＩＳＨＩＷＡＴＡである。90%の按分

で島田議員と同額の340,200円を払っている。島田議員の欄で書いたが、ＨＰ管理

料の払い先のＲ＆Ｄ―ＩＳＨＩＷＡＴＡは所在を確かめることもできず、領収書

には代表者名もなく、問題である。政調費の支払先として、領収書等の不備から、

この支出は認められない。340,200円の返還を求める。 

 

島田議員と違うのは、アーカイブで下記の記事を読むことができる。しかし、記

事の内容からして、この金額には匹敵しない内容である。按分比の見直しを求め

る。 

 

・2013.03.11２年の歳月 ・2013.01.07今年は幾つ出る?! ・2013.01.02新春 

・2012.11.11やったね ・2012.10.24街が熱くなる  

・2012.10.23区内最大規模のお祭り・2012.10.22ついに!   

・2012.07.22 傘寿（さんじゅ) ・2012.07.18ふるさとのにおい 

・2012.06.02 にぎやかになった ・2012.06.01議会人事  

・2012.04.25 そういえば 

 

何度も何度もＨＰを更新している議員はたくさんいる。さらに経費を計上してい

ない議員もいる。ＨＰ代を計上している議員は、アーカイブで古い記事を読むこ
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とができるので、政調費からの支出を確認することができる。 

2011(平成23)年度の監査結果書で監査委員は｢第3監査の結果と判断｣の欄で、P11

に｢ホームページをどのような内容にするかは、会派・ 議員の自律性に委ねられ

るべきものであるので、ホームページの作成及び維持管理経緯費が実態に即して

適切に按分され、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば不適切とする

理由はない｣と、述べたため、島田議員のように、更新をほとんどしなくても、Ｈ

Ｐ代を政調費で払うことになったのである。島田議員・渡辺議員のＨＰ代は、議

員のなかでは非常に高額である。 

23年度の住民監査請求で請求人は島田・渡辺議員のＨＰ代の返還を求めたが、監

査委員は監査の対象にすらしなかった。 

 

大槻城一議員(4000番)の広報費    96,100円の返還を求める。 

1/12 (デザイン料40,000円)  2/12 (印刷代210,000円) 

2/14 区内特別郵便 65円×1,063通＝88,375円 

大槻議員は封筒の現物がないので、どのように郵送したか、不明であるが、2/14

に1,063通を発送したことはわかる。 

3/29に郵送代として3回に分け切手を合計96,100円購入 

【内訳1600円(80円切手20枚) 

51,000円(80円切手450枚十50円切手300枚) 

43,500円(80円切手450枚十50円切手150枚)】 

合計で50円切手450枚と80円切手920枚 

大槻議員の作成した杉並区政報告はＡ３の両面刷りの1種類であり、50円切手で発

送することは不可能である。1種類しかない区政報告に、50円切手と80円切手をど

のように使い分けたのか、説明を求める。切手を購入したという領収書はあるが、

発送したという事実は証明できず、Ａ３の区政報告を発送できない50円切手を購

入しているので切手代96,100円の返還を求める。 

 

山本ひろこ議員(1000番)の広報費(80―65)×644通= 9,660円の返還を求める。 

「いつも笑顔で!あなたのために! 山本ひろこ通信｣を2012年5月に発行。(Ａ３両

面刷り) 

封筒の見本が提出されてないので、どのように発送したかは不明である。 

5/7 区政報告書印刷代、19,270円  5/12区政報告書印刷代、10,910円  印刷代合

計30,180円 

5/25 区政報告書郵送代 80×165＝13,200円 

5/28 区政報告書郵送代 80×154＝12,320円 

5/30 区政報告書郵送代 80×108＝8,640円 

5/31 区政報告書郵送代 80×217＝17,360円 

6/1 区政報告書郵送代 80×50＝4,000円    郵送代合計80×694＝55,520円 

上記のように区政報告郵送代はすべて1通につき80円を要している。 

広報費の使途基準の留意事項に【※安価な｢郵便区内特別郵便(同時に100通以上出

す場合)等がある点に留意して計上します。場合によっては、説明も必要です｣と

明記している。 
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5/25,5/28,5/30,5/31は同時に100通以上郵送しているが、山本議員は1回も安価な

｢区内特別郵便｣を利用していない。 

政務調査費(税金)からの支出であるのでコスト軽減に努めるべきである。100通以

上の郵送の場合、1通65円で郵送できるので、(80－65)×644通＝9,660円の返還を

求める。 

 

川原口宏之議員(2000番)の広報費封筒の見本を提出してないので 37,000円の返

還を求める 

7/18 封筒代として37,000円(長3封筒5,000枚、35,000円、修正2,000円)を計上し

ている 

広報費の使途基準の留意事項に【※封筒を印刷した場合は封筒も提出します】と

明記している。 

封筒の見本を提出してないので37,000円の返還を求める。 

 

【７】事務費   192,693円 

 

渡辺富士雄議員の1/25、区政報告用切手代、@80×220枚＝17,600円の返還を求め

る。 

新春特別号(坂井製印) @80×220枚＝17,600円について 

渡辺議員は｢ＦＤ２信｣vol29、30、31の3 枚(Ａ３用紙) とはがきを発行している

が、すべて発行日を記載していないので、どの号を｢新春特別号｣と断定できるの

か、不明である。 

内容からして冒頭に｢謹んで新春のお慶びを申し上げます｣と書いた【｢ＦＤ２信｣

2013年新春特別号区政報告】の葉書が1/25の切手代に相当すると思うが、@80円×

220枚なので、はがきに1枚80円は認められない。よって@80×220枚＝17,600円の

返還を求める。 

 

手帳代は政調費とは認められないので返還を求める。 

中村康弘議員12月19日政務調査用手帳  966円按分無で購入。966円の返還を求

める。 

島田敏光議員2/13に生育堂(荻窪店)で手帳・システムを2冊、336円と840円(按

分50%) で購入しているが、認められない。2冊分の1,176円返還を求める。 

川原口宏之議員 手帳945円の按分50%で購入 472円の返還を求める。 

 

大槻城一議員の3月27日、新宿の世界堂で買い物、13,473円の按分90%で12,125円

を計上 

この支出は以下の理由で認められない。12,125円の返還を求める。 

購入した物品は、領収書等貼付用紙の備考欄によれば、｢ハガキ、セロテープ、フ

ァイル、シャープペン、ボールペン｣である。しかし、領収書の明細には(資料世

界堂の領収書を参照) 以下のことが書いてある。 

｢レター用品 400円×2＝800円、ファンシーブング 600円×1＝600円、 

3Ｍ683ＮＥＨ 340円×3＝1,020円、3Ｍ68OＭＳＨ 450円×3＝1,350円 
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筆記具450円×1＝450円、650円×4＝2,600円、850円×1＝850円、500円×7＝3,500

円 その他、事務用品、接着剤テープ等｣である。 

領収書の明細について、甲の質問に対し、新宿の世界堂の店員は｢ファンシーブン

グはキティちゃんやミッキーマウスのキャラクター文具です。3Ｍ683ＮＥＨや3

Ｍ680ＭＳＨ は3 Ｍブランドといってアメリカの会社が作っている透明のプラス

ティック素材のポストイットで割高だが製品はいいです。筆記用具の650円や850

円などは三菱鉛筆が開発したシャープペンで、『クルトガ』『クルトガ替芯』デ

ィズニー・シリーズで、高いけど学生に好評です・・・｣と、説明した。 

大槻議員は政務調査に｢キティちゃんやミッキーマウスのキャラクター文具｣｢3Ｍ

ブランドの割高のポストイット｣｢高いクルトガのシャープペン｣等を使用してい

るのである。一生懸命働いて区民が納めた税金が大槻議員の｢キティちやんやミッ

キーマウスのキャラクター文具｣等に支出されているかと思うと、納税者として暗

然たる気持ちになる。 

 

(資料、3月分Ｎo4013 世界堂の領収書) 

  

資料9～資料10 

 

大槻城一議員のパソコン購入149,176円＋11,178円＝160,354円の返還を求める。 

2013(25)年3月31日(24年度会計の末日)にパソコンを按分90%で149,176円、パソコ

ン周辺機材を按分90%で11,178円で購入した。24年度分として交付された政調費か

らパソコンを購入したが、24年度に使用する日は1日もなかった。年度末日に購入

することは、予算を消化するために、購入したとしか、考えられない。24年度内

に、区政調査のために1日たりと使用しなかったパソコンの購入は認められない。 

備品台帳にはパソコンの耐用年数は4年と書かれているが、以前に政調費で購入し

たパソコンはどうなっているのか。3月31日に購入しなければならない理由も不明

である。よって、パソコンにかかった費用、149,176円＋11,178円＝160,354円の

返還を求める。 

 

【８】事務所費   33,513円、 

島田敏光議員の光熱水費合計33,513円の返還を求める。 

公明党議員の中で、ただ一人、事務所費を計上しているのは島田議員であり、政

調費から支払った光熱水費の合計は33,513円である。自宅に占める事務所面積按

分が約5分の1ということで、光熱水費按分は10分の1としている。下記の水道代で

わかるように、島田議員の水道代は、按分無しの場合、2カ月で約20,000円前後と

高額であり、たぶん家族数は多いと推察される。(数十人いる甲のメンバー のな

かに、水道代が20,000円前後という高額な人は一人もいない) 

ガス代 4/6(1,348円)  5/9(1,117円)  6/7(1,128円)  7/6(921円)  8/7(657円)  

 9/7(400円)  10/5(401円)  11/7(789円)  12/7(1,166円)   

1/10(1,284円) 2/7(1,633円)  3/7(1,294円)     ガス代合計12,138円 

水道代 4/18(1,675円)  6/20(2,105円)  8/20(2,183円)  10/22(1,714円)   

12/20(1,948円)  2/20(1,792円)  水道代合計11,417円 
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電気代 4/5(837円)  5/9(540円)  6/6(568円)  7/5(582円)  8/6(684円) 

9/5(1,083円)  10/5(1,030円)  11/6(624円)  12/6(692円)  1/9(859円) 

2/5(1,261円)  3/7(1,198円)      電気代合計9,958円 

島田議員から〈自宅とその事務所部分、面積按分約1/5〉という子どもの一筆書き

のような図面？が出されているが、この図面？を見て、区民の中でどれだけの人

が、〈自宅とその事務所部分〉と理解できるだろうか。この図面が、島田議員の

自宅であるという証明はどこにあるのか、説明を求める。 

この図面？を1枚出すだけで、自宅の光熱氷費が政調費(税金)から支出できると知

ったら、区民の多くは驚愕するであろう。区民と議員の感覚には大きな齟齬があ

る。 

自宅を事務所として使用している場合、｢政調費の使途基準細則｣では 

｢事務所光熱費の支出割合の上限は1/2とする。なお、支出割合上限設定基準額は

事務所部分の面積等を考慮した按分率を乗じた額とするJ と規定している。 

条例の｢第1条、この条例は・・杉並区議会の議員の調査研究に資するため必要な

経費の一部｣と規定し、議員のみが必要な経費として支出できるのである。これを

家族が使用した光熱水費の分まで含め、事務所使用分の面積割合で按分すること

を決めた｢政調費の使途基準細則｣は条例違反である。よって光熱水費の按分率に

基づいた光熱水費の金額をそのまま認めることはできない。島田議員の光熱水費

合計33,513円の返還を求める。 

自宅事務所の面積については議員の殆どが6畳一間前後でほぼ同じである。議員一

人の光熱水費の使用料はほぼ同じと推察されるが、自宅を事務所とした場合、光

熱水費の使用料は家族の人数によって変わってくる。家族の使用した分まで政調

費(税金)で負担することは、明らかに条例違反である。政調費(税金)で負担しな

ければいけないほど、光熱水費を使っているならば、島田議員は訪問した区民の

人数、事務所の利用実態を説明すべきである。島田議員は事務所の使用実態を説

明せず、使途基準細則に基づいて当たり前のように計上しているが、家族が使用

した光熱水費を政調費で負担することをどのように理解しているか、説明を求め

る。 

(資料 島田議員の提出した〈自宅と事務所部分〉面積按分約1/5) 

   

資料11 

 

公明党の政調費の検証を行ったが、横山代表と大槻会計担当の時から収支報告

書が数字化されたため、8年も住民監査請求している甲のメンバーでさえ、各議員

の支出を調査するのに、膨大な時間を要した。公明党以外の議員は収支報告書を

見れば、政調費の使途が一目瞭然の実態と比較すると公明党議員が政調費の透明

性を隠ぺいするために数字化したということが明確になった。 

公明党の議員は会議費でお茶代を使用するが会場費の請求がない。(区民が集ま

りを持つときはまず考えるのが会場であってお茶の用意ではない) 横山議員のよ

うに40人の人が無料で使える会場はどこなのか。会議をやったという証拠を示す

べきである。 

渡辺議員のように自転車のかごが｢壊れたという｣理由で、政調費を使う。 
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島田議員のようにＨＰを更新しなくても30数万円を政調費から使う。等々。公

明党議員は政調費をなんと考えているのか。明確な回答を求める。 

これらの支出は｢地方自治法第2条⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当た

っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる

ようにしなければならない｣に違反している。 

 

追記として、大槻議員は2011(平成23)年度の途中に下高井戸5―24―1から成田

西3―9―12に引っ越しした。交通費は下高井戸に住んでいる時は出張先のほと

んどが区役所で浜田山―南阿佐ヶ谷(往復) 880円を支出していた。 

22年度の交通費請求回数は125回(下高井戸に住んでいた時) 

そのうち出張先｢区役所｣が108回あった。 

平成23年4月に成田西に引っ越ししてからは、出張先を区役所にすることはなく

なった。 

 

資料 大槻議員の22年度 政務調査交通費記録簿 8月分、9月分 

大槻議員の23年度 政務調査交通費記録簿 4月分Ｎo4016‐1と4016‐2 

 

資料12～資料13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
甲 会則（省略） 
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別紙１－４ 

 

2014 年5月16 日 

杉並区監査委員御中 

平成24年度政務調査費の監査請求に関わる意見陳述において、下記の証拠書類等を追加提出

します。 

  甲      

 

 

記 

 
I. 大泉時男議員の政調費に関わる監査請求 

追加提出資料なし 

 

Ⅱ.公明党所属議員の政調費に関わる監査請求 

追加提出資料1.大槻城一議員の文房具購入に係る返還請求について 

 

Ⅲ.全会派･議員の政調費に関わる監査請求 

追加提出資料2.使途基準･使途基準細目について 

追加提出資料3.今井ひろし議員の人件費について 

 

以上 
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追加提出資料1.大槻城一議員の文房具購入に係る返還請求について 

公明党が提出した出納簿によると、平成25年3月27日に事務用品代として12,125円が計上さ

れている。その整理番号が、No.4013と記され、出納簿に領収書が添付されているが、その

宛名欄に、手書きで、大槻城一と記名されていたため、大槻議員による購入と解した。 

なお、上述の領収書（出納簿整理番号3月分No.4013)は、公明党所属議員の政調費に関わる

監査請求書に添付済みであるが、引用のため、追加証拠書類の一つとして再添付(添付資料

1)した。 

1) 当該領収書の発行元は、㈱世界堂新宿本店1Fと明記され、全購入品名の頭にSTが記され、 

定価と割引(20%)額が印字されている。その記載事項を、購入品目毎に再配列した一覧表を、

下記に示す。なお、再配列は、世界堂㈱新宿本店から得た情報を基にした。 

 

① 筆記具             STヒッキグ               定価450×1    ¥450 

STヒッキグ               定価650×3       ¥2,600 

STヒッキグ               定価850×1       ¥850 

STヒッキグ               定価100×6       ¥600 

STヒッキグ               定価500×7       ¥3,500 

② ポストイット       ST3M683NEH               定価340×3       ¥1,020 

ST3M680MSH               定価450×3       ¥1,350 

③ キャラクター文具   STファンシーブング       定価¥600×1      ¥600 

④ レター用品         STレターヨウヒン         定価¥400×2      ¥800 

STレターヨウヒン         定価¥300×1      ¥300 

⑤ 事務用品           STジムヨウヒン           定価¥550×1      ¥550 

STジムヨウヒン           定価¥500×1      ¥500 

STジムヨウヒン           定価¥300×1      ¥300 

STジムヨウヒン           定価¥250×2      ¥500 

STジムヨウヒン           定価¥360×1      ¥350 

STジムヨウヒン           定価¥350×1      ¥350 

⑥ 接着剤テープ       STセッチャクザイ･テープ  定価¥200×3      ¥600 

STセッチャクザイ･テープ  定価¥350×1      ¥350 

⑦ その他             STイン･デンビョウ        定価470×1       ¥470 

 

定価合計         ¥16,040 

割引合計額       ¥3,208 

外税小計         ¥12,832 

消費税           ¥641 

領収金額         ¥13,473 

2 ) 大槻議員が、平成25年度末の3月27日に、何故、数多くの文具、例えば、筆記具を、その

価格が大きく異なるものを、18本を購入し、又、キャラクターのついた文具を購入する必要

があったか等を理解するために、請求人は、平成26年5月11日に、世界堂㈱新宿本店を尋ね

た。店員の助言を得て、領収書に記載された文具を探したが、該当するであろうと推測でき
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た文具は、筆記具5品目と3Mのポストイット2品目のみであった。ファンシー(キャラクター

入り)の文具(1品種)やレター用品(2品種)、事務用品(6品種)、接着剤テープ(2品目)、イン･

デンビョウ(ハンコや領収書などの伝票類1品種) などは、どの文具に対応するかを明確にす

ることはできなかった。なお、大槻議員が提出した領収書添付欄の備考には、ハガキ、セロ

テープ、ファイル、シャープペン、ボールペンと記されているのみである。 

大槻議員が購入したと推測した筆記具は、5品目で、定価は、100円(6本)、450円(1本)、500 

円(7本)、650円(3本)、850円(1本) となり、合計で18本である。これらの筆記具をシャ- プ

ベンと仮定すると、この中で、3品目、450円、650円、850円は、価格から、三菱鉛筆のクル

トガであろうと推測した。このクルトガは、ケース入りで、一つ一つぶら下がっていたが、

それ以外の購入した多くのシャープペンは、10一15cm 四方のボックスに詰め込まれており、

100円、200円、300円、500円の価格であった。大槻議員も、100円の筆記具を6本購入してい

るが、これらの一つだと推測した。又、テープ2品目は、価格から、3Mの透明ポストイット

と推測したが、3 Mの通常品のポストイットの1枚の価格は、透明ポストイットの1/2.5～1/4 

であった。更に、キャラクター入りの文具(600円)を、捜したが、見つからず、店員による

と、キャラクター入りは、割高の価格が設定されているとのことであった。 

大槻議員の政調費の検証は、年度末に、何故、多量の文具を購入して、政調費に計上して

いるのだろうかとの疑問から始まったが、世界堂に入って、店内を、ぐるぐる回りながら、

判明したことは、同一機能の文具、例えば、シャープペン等の筆記具を、価格の大きく異

なるものを、一度に、多数(18本)購入し、又、キャラクター入りの割高の文具を購入し、

個人の費用ではなく、公金である政調費に計上しているということであった。 

一方、政調費条例第9条に｢政務調査費を、区政に関する調査研究に資するために必要な経

費以外のものには充ててはならない｣と規定されているが、大槻議員の上述の様な公金によ

る文具購入は、社会常識からも異常であるだけでなく、法令の趣旨に反する不当行為であ

り、公金の管理を怠った行為である疑いが極めて大きいと判断した。 

従って、大槻議員に対して、文具購入の為、政調費に計上した12,125円の返還を求める。 

3 ) 請求人は、世界堂新宿本店1Fで、大槻議員が購入したと推測した文具及び関連文具を購

入したが、その際、世界堂のSTカードの会員に入会(入会金500円で、2年間有効)した。世

界堂の説明によると、割引率20%は、来店者全員に適用されるが、STカード会員に対しては、

特典対象品を購入した場合は、20%割引した価格の7%相当額が、2年間有効の金券で渡され

るとのことであった。STカードの会員が受け取る領収書には、特典対象品名の頭にSTと記

され、又、会員あるいは顧客番号が印字されるとのことであった。 

請求入が購入した際の領収書を添付(添付資料2)したが、大槻議員が提出した領収書と同様

に、すべての購入品の割引率が20%とされ、購入品名の頭にSTが記され、会員(大槻議員の

場合は顧客) 番号が印字されている。又、請求人の領収書の最後部には、世界堂チケット

対象額とチケット発行額(対象額の7%相当額) が記され、更に、最後尾には、バーコードが

記されている。更に、請求人が受け取った世界堂チケットを添付(添付資料3)したが、購入

日から2年間有効の金券であった。一方、大槻議員が提出した領収証の最後尾は、領収金額、

預り金、つり銭が記載されているのみであり、STカードの会員に渡される世界堂チケット

についての記載がなく、又、バーコードも記されていない。世界堂の店員によると、STカ

ードを保有し、特典対象品を購入した領収証には、必ず、世界堂チケットの発行額が記載
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され、又、すべての領収証には、少なくともバーコードが記されるとのことであった。言

い換えれば、大槻議員が提出した領収証は、それが、平成25年3月27日付であったとしても、

世界堂の通常の領収証とは異なったものになっているとのことであった。 

世界堂新宿本店における文具購入によって得られた上述の情報から、大槻議員が、何故、

受け取った領収証に記載されていた情報の一部及びバーコード等を、隠蔽する必要があっ

たのだろうかとの疑念を抱かざるを得ない。従って、大槻議員に対して、提出した領収書

の明確な情報開示を求めると共に、世界堂㈱新宿本店から受理した金券相当額943円(文具

購入額13,473円の7%) の返還を求める。 

以上 
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追加提出資料2 

監査委員が判断基準として依拠している｢使途基準･使途基準細目｣は｢杉並区議会の会派及び

議員に対する政務調査費の交付に関する条例｣に違反している。 

 

23年度政調費関する住民監査請求に対し、 

監査委員は｢按分比の上限が使途基準細目で定められた経費は、その範囲内であれば妥当なも

のと判断する｣｢使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、不適切とする理由はない｣

｢使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、認められるものである｣｢使途基準細目等

に則して適正に処理されていれば妥当なものと判断する｣という語句を多く用い、使途基準細

目等を判断基準としてきた。そして監査委員からの監査結果は｢請求人の主張は理由がないも

のと認め、棄却する｣と決定された。 

 

しかし、監査委員が判断基準としている使途基準･使途基準細目には以下のような問題点が多

くあり、何度も変更になっている。また、変更しても、問題点が解決していない部分も多く

ある。 

 

変更された使途基準細目等 

* 例えば、備品購入について、｢任期満了前6か月間は、可能な限り備品の購入を控えるも 

のとする｣と使途基準細目に追記されたが、6か月後に落選したら、その備品はどうなるのか、

ということは明記していない。〈伊田としゆき議員は2011(平成22)年3月23日にシャープの複

写機を按分50%で88,200円で購入し、4月24日の区議選で落選した。たった1ヶ月の任期でこの

政調費の支出は認められないと請求人は主張したが、監査委員は適切な支出と認めた。その

後、使途基準細目にこの文が追記された〉 

この追記は｢任期満了前6か月間は、可能な限り備品の購入を控える｣という文なので、購入し

てしまっても、使途基準細目に則して適正に処理されているということになってしまう。 

* やっと廃止になったスイカ･パスモのチャージ料の計上 

平成22年度分までのスイカ･パスモ等のチャージ料は、使用実態の説明のないまま、購入額だ

けで、議員は政務調査活動と断定していた。杉並区から交付された政調費を、現在現金と同

様に通用するスイカ･パスモに変えることで、議員がどのように使用しているか、一切不明の

ままであり、請求人が毎年、この問題を住民監査請求で取り上げてきた結果、スイカ･パスモ

等のチャージ料の計上については、住民監査結果を踏まえて、政務調査費調査検討委員会で

検討した結果、平成23年度分(平成23年5月分) から廃止になった。 

(区議会事務局から全議員に配布された｢政務調査費の支出に関する事務処理について｣の冊

子P2より) 

* 切手購入は政調費の全額192万円を購入する議員が出てきて、｢切手を購入する場合は、科

目を問わず、議員一人あたり100,000円を超えることはできない｣と使途基準細目が変更にな

ったが、はがきについての規定がないので、はがきを大量に購入する議員が出てきた。 

以上、3例をあげたが、使途基準･使途基準細目等にはまだ、問題点はある。その例として｢自

宅事務所の光熱水費の按分比計上｣｢ガソリン代の計上｣の問題を取り上げる。 
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現行の自宅事務所の光熱水費の按分比計上、ガソリン代の計上についての使途基準･使途基準

細目は以下の理由で条例に違反している。 

 

* 自宅事務所の光熱水費については｢事務所光熱水費の支出割合の上限は1/2とする。なお、

支出割合上限設定基準額は事務所部分の面積等を考慮した按分率を乗じた額とする｣と規定

しているが、政調費は議員に交付されるもので、議員の家族が使用した光熱水費まで負担す

るものではない。 

* ガソリン代は、調査研究のための経費であるはずだが、 

使途基準細目には｢ガソリン代の支出割合の上限は1/2とする。｣としか、書かれていない。ガ

ソリンを購入した議員全員が按分比50%で計上しているが、区政調査と断定できる証拠にはな

らない。｢政務調査交通費記録簿｣と同様に、｢自動車利用記録簿｣のような証拠書類を提出し

なければ、区政調査に利用したかどうか不明である。 

 

以上の例から一般の区民の目から見ても、使途基準･使途基準細目には問題があることは明ら

かである。監査委員は使途基準･使途基準細目が条例に適しているかどうか、厳正に審査した

のだろうか。監査委員は、判断の基準として使途基準･使途基準細目に依拠するならば、それ

らが条例に適しているかどうか、を厳正に審査した結論を述べるべきである。議長訓令で定

めた条例違反の使途基準･使途基準細目に依拠するのではなく、監査委員としての厳正な判断

基準に基づいて、判断を下すべきである。 

 

区議会事務局から全議員に配布している 

｢政務調査費の支出に関する事務処理について(平成24年度版)｣には 

｢★条例等に基づき、平成25年5月1日から｢収支報告書･出納簿･政務調査費視察報告書･広報

紙｣の4 点は閲覧に供し、｢領収書･政務調査交通費記録簿･その他証拠書類｣は情報公開請求の

対象になります｣と明記している。 

 

｢杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例｣ 

第9条政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、政務調査費を規則で定める使途基準に従っ

て使用するものとし、区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てては

ならない。 

第10条会派の代表者及び議員は、前年度分の政務調査費収支報告書に、政務調査費の収支を

表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内

に議長に提出しなければならない。 

 

* 自宅事務所の光熱水費の問題点 

自宅事務所の面積は議員のほとんどが6畳一間前後でほぼ同じである。議員一人あたりの光熱

水費の使用料はほぼ同じと推察されるが、光熱水費の使用料は家族の人数によって金額が違

い、現実に議員1人で住む自宅と家族数人で住む自宅では光熱水費の差は非常に大きい。(24

年度についていえば、水道代は0円から12,095円、ガス代は0円から12,867円、電気代は1,467

円から22,696円と、計上額に大きな差がある。例えば、水道代については議員を訪ねた区民
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が、主としてトイレを使用する場合しか考えられず、他は家族の使用料となる。一番多くの

水道代を計上した12,095円は、TOT0やINAXの商品説明に基づいて計算すると、9,490回のトイ

レ使用の水道代に匹敵する。) 

自宅事務所の場合、電気代、水道代、ガス代は主に家族の日常生活の為であり、政調費(税金) 

で負担するほど、光熱水費を使用しているというならば、議員は訪問した区民の人数、事務

所の利用実態を説明すべきである。議員は誰一人として、訪問した区民の人数を公表せず、

使途基準細則に基づいて当たり前のように計上しているが、家族の使用料まで政調費で負担

するのは、条例違反である。条例にあるように、領収書だけの提出ではなく、議員からは説

明すらないので使用実態を証明するための｢証拠書類｣の提出を監査委員は求めるべきである。 

家族の使用料まで含めた按分比について、23年度の住民監査請求に監査委員は次のように判

断した。 

23年度の政調費の住民監査請求の監査結果書P6～12 に監査委員の 

｢第3監査の結果と判断｣(1監査結果、2判断)が述べられている。 

2判断 

2－1事実関係の確認 

(4)平成18年12月に政務調査費条例を改正し、会派･議員に、収支報告の際に領収書その

他の証拠書類を添付することを義務付けた。 

2－3主要項目別判断 

2－3－14事務所費 

｢使途基準細目等に則して、賃借料については賃貸借契約書の写しまたは間取り図が提出され、

実態に即して適切に按分されていれば、光熱水費については按分比の上限の範囲内で適正に

処理されていれば、不適切とする理由はない｣ 

以上が監査委員の判断であるが、議員からは｢実態｣の説明がないので、監査委員がどのよう

に実態を把握したのか、不明である。さらに、自宅事務所の場合は、家族全員で使用した光

熱水費の按分比に基づいた金額を計上しているので、家族の使用料まで、政調費と認めた監

査委員の判断は、条例違反にあたる。 

 

* ガソリン代の問題点 

(議員全員が按分50%で計上しているが、按分比の根拠･使用実態の説明は全議員からないので、

政務調査と断定できない) 

(ガソリン1ℓを150円とし、1ℓで10kmを走行できると計算して推定した) 

大和田伸議員(自民)79,197円(約528ℓ、区政調査のために5,280km走行) 

大熊昌巳議員(自民)72,933円(約486ℓ、区政調査のために4,860km 走行) 

川原口宏之議員(公明 55,380円(約369ℓ、区政調査のために3,690km走行) 

大泉時男議員(自民)51,502円(約343ℓ、区政調査のために3,430km走行) 

  * 5/17(3,405円) ,5/28(2,807円),12/14 (1,239円)に購入したガソリン代は、それぞれ7/2 

と2/4 に二重計上した。) 

中村康弘議員(公明)      49,000円(約326ℓ、区政調査のために3,260km走行) 

北明範議員(公明)        43,960円(約293ℓ、区政調査のために2,930km走行) 

島田敏光議員(公明)      41,985円(約280ℓ、区政調査のために2,800km走行) 
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河津利恵子議員(民社)    32,684円(約218ℓ、区政調査のために2,180km走行) 

松浦芳子議員(同志)      27,589円(約184ℓ、区政調査のために1,840 km走行) 

渡辺富士雄議員(公明)    27,382円(約182ℓ、区政調査のために1,820km走行) 

大槻城一議員(公明)      27,168円(約181ℓ、区政調査のために1,810km走行) 

小泉やすお議員(自民)    22,350円(約149ℓ、区政調査のために1,490km走行) 

山本あけみ議員(民社)    12,667円(約84ℓ、区政調査のために840km走行) 

藤本なおや議員(自ク)    10,982円(約73ℓ、区政調査のために730km走行)                   

合計   554,779円 

以上のように、14人の議員がガソリン代を政調費に計上しているが、全議員から、ガソリン

の使用実態の説明はない。全議員が領収書を添付し、按分して、購入額の50%を収支報告書に

記載。(大泉議員は二重計上しているが) 

監査委員の判断 

2-3-5自動車･バイク 

･区政に関する調査研究を行うに当たり、移動手段として自動車･バイクを使用することは、

通常想定できることであり、そのガソリン代及び駐車料金、有料道路料金を支出することは

認められるので、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、不適切とする理由はな

い。 

 

全議員から提出された書類はすべてガソリン購入の領収書のみである。第9条の｢区政に関す

る調査研究に資するため必要な経費｣として使用したという証拠書類は提出されていない。 

監査委員は23年度分までは、ガソリンを区政調査のために使用したという証拠書類がないま

ま、ガソリン購入の領収書のみで第9条の｢区政に関する調査研究に資するため必要な経費｣

として認めてきた根拠を明確にすることを求める。 

24年度分も議員からは区政調査に使用したという証拠書類は提出されていない。24年度分の

ガソリン使用の実態を、監査委員はどのように判断するのか。ガソリンが調査研究に使用さ

れたという実態を監査委員としてどのように判断したのか、明確な判断基準を提示すること

を求める。 

 

監査委員は｢杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例｣の第9条に

規定される｢区政に関する調査研究に資するため必要な経費｣について、その定義を明確にし、

それに基づいて監査すべきであり、条例違反の使途基準･使途基準細目の是正を即刻するよう

に、勧告すべきである。 

以上 
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追加提出資料３ 

今井ひろし議員 

人件費について 

3 人件費 

今井ゆずる議員が、議員の電話受付業務や資料整理業務などのために個人で雇用関係を締結

していた a氏は、平成23年4月より新たに、私が雇用関係を結び、同様な業務の他、虐待の相

談や同行調査などを行っており、地域の相談窓口として町会や商店会にも出向いてもらった

りしております。これまで業務を行っていたため、スムーズに相談体制がとれるため必要と

しています。勤務場所としては、上水保育園の事務所を間借りして勤務をさせていました。

上水保育園との雇用契約は存在せず、a 氏の所得税の源泉徴収も行っております。以上の通

リル-ルに基づいて、適切な運用を行っており、返還請求に応じることはできない。 

 

以上、 抗弁いたします。そのほか、内容, 返還に関しては監査委員に一任致します。 

 

上記3人件費は、「平成23年度政調費監査結果」のP166に書かれた今井ひろし議員の人件費

に対する抗弁である。抗弁の内容にいつかの疑問点がある。 

  疑問1.○a 氏（請求人記Ａ）と平成23年4月より私が雇用関係を結んだ。 

 疑問2.勤務場所としては、上水保育園の事務所を間借りして勤務させていました。 

 疑問3.上水保育園との雇用契約は存在せず・・・・・ 

 疑問4.○a 氏の所得税の源泉徴収も行っています。 

とあるが、今井ひろし議員からは、こちらが要求している雇用契約書の提示が無い為、疑

問点1.2.の内容が不明、2.は現在の勤務地がどこなのかが不明、3.は意味不明、4.「○a 氏

の所得税の源泉徴収も行っております。」に関しては、平成23年度のＡの人件費計上額は

568,509円、平成24年度は609,092円で共に（年間103万円以下、又は1回、88,000円以下の

場合は源泉徴収の対象にならない―荻窪税務署に問い合わせをした） 

 

源泉徴収の対象額にならないのに何故、ワザワザこんな事を抗弁書に書いているのか、と

疑問だらけだったので上水保育園(3333-8626)に電話をした。 

以下電話の内容 

 こちらが言葉を発する前に「上水保育園のＡでございます」から始まった。Ａ自身の口か

ら「上水保育園のＡ・・・」にビックリ、その後「上水保育園の事務をしている」｢勤務時

間は8:30～5:15分｣等、次々と勤務実態が出てくる。勿論、上水保育園の内容についても、

ていねいにハキハキと感じよく対応してくれた。 

 

 父親で上水保育園園長で元区議の今井ゆずる氏と二世議員で上水保育園事務長の今井ひろ

し議員に私たちは7年間（今回も入れて）人件費の返還要求をして来た。勤務実態がＡの発

言から明らかになった。 

 

 上水保育園の事務員に税金から人件費の支出を7年間もしていた行為はりっぱな犯罪行為
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である。金額の609,092円の返還を求める。 

 

付記 今井ひろし氏は現在「議会改革特別委員会」委員長である。 
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別紙２－１ 

 

2 6 杉 並 第 1 1 1 3 5 号 

平成 26 年５月 22 日 

 
杉並区監査委員 

小林  英 雄  様 
 同 

岩崎  英 司  様 
    

                     杉並区長 田中 良 
 
 

政務調査費に関する住民監査請求に伴う抗弁書の提出について 
 
 
 平成 26 年５月 13 日付け 26 杉監査第 82 号により通知のあった標記の件につ

いて、別紙のとおり提出します。 
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標記の件について以下のとおり抗弁する。  
 
 
１ 政務調査費の制度制定の経緯  
 
（１）地方公共団体は、現在の政務調査費が制度化される以前から地方自治法第 232 条の

2 の規定に基づき、議会の会派等に対し調査研究目的の経費を交付していた。これは、

同法第 204 条の 2 の規定による、給与条例主義に反しないよう、補助金として交付し

ていたものである。 

（２）平成 12 年 5 月、政務調査費の制度化等を内容とする地方自治法の一部改正案が審

議され、衆・参議院とも全会一致で可決した。政務調査費制度の創設を規定した地方

自治法の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 89 号）は、平成 12 年 5 月 31 日に公

布され、平成 13 年 4 月 1 日に施行された。 

（３）政務調査費については、平成 24 年９月５日に公布された地方自治法の改正を受け、

杉並区においても政務活動費と改められたところであるが、その以前の地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 100 条第 14 項の内容は、「普通地方公共団体は、条例の

定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし

て、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。こ

の場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めな

ければならない。」というもので、同項に基づき議員の調査研究に資するため、杉並

区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例（平成 13 年条例第 26

号。以下「条例」という。）が制定された。 

 
 
２ 政務調査費の交付及び返還等に関する手続について  
 

 政務調査費の交付及び返還等に関する手続は、以下のとおりである。なお、政務調

査費に係る予算の支出等については、区議会事務局次長に委任されている。  
 

（１）政務調査費の交付を受けようとするときは、以下のどちらかを議長に届け出る。 

① 会派として政務調査費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、

政務調査費に係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行

う者がないときは議会の事務局長）に届け出なければならない。（会派に係る政務

調査費の交付に関する届） 

その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。会派を解散したときは、

その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。（条例第 5 条第 1 項及

び第 2 項）（杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施

行規則（以下「規則」という。）第 1 号様式） 

② 議員に係る政務調査費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長

に届け出なければならない。（議員に係る政務調査費の交付に関する届） 

議員に係る政務調査費を受けないこととするときも同様とする。（条例第 5 条第 3
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項）（規則第 2 号様式） 

（２）議長は、上記(1)の届出に基づき、毎年度 4 月 1 日の政務調査費に係る会派及び議

員の状況について、区長に通知（政務調査費交付対象者状況通知書）する。（条例第

6 条第 1 項）（規則第 3 号様式） 

なお、年度途中で上記(1)の届出があった場合は、議長は速やかに区長に通知（政

務調査費交付対象者変更通知書）する。（条例第 6 条第 2 項）（規則第 4 号様式） 

（３）区長は、上記(2)の通知に基づき、速やかに政務調査費の交付の決定を行い、会派

の代表者及び議員に通知（政務調査費交付決定通知書）する。（条例第 7 条）（規則

第 5 号様式） 

（４）会派の代表者及び議員は、上記(3)の通知を受けた後、毎四半期の最初の月の 10

日（その日が杉並区の休日を定める条例第 1 条に定める区の休日に当たるときは、

その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務調査費を請求する。（条

例第 8 条第 1 項） 

（５）区長は、上記(4)の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付する。（条例

第 8 条第 2 項） 

（６）会派の代表者及び議員は、一四半期の途中において、会派の解散、所属議員数の

減員、又は議員の辞職等があった場合、当該事実の生じた日の属する月の翌月（そ

の日が基準日である場合は、当月）分以降の政務調査費を区長に返還しなければな

らない。（条例第 8 条第 4 項及び第 6 項） 

（７）区長は、政務調査費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受け

た政務調査費の総額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務調査費

による支出（条例第 9 条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。）の総額を

控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずる

ことができる。（政務調査費返還命令書）（条例第 12 条）（規則第 8 号様式） 

（８）会派の代表者及び議員は、前年度分の政務調査費収支報告書（以下「報告書」と

いう。）に、政務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を添えて議

長に提出し、議長は、報告書を受け取ったときは、報告書の写しを区長へ送付する。

（条例第 10 条第 1 項及び第 3 項） 

 
 
３ 政務調査費に係る、議会や議員の活動と執行機関の関与（調査等）について

の見解  
 

政務調査費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するもの

であり、会派及び議員が執行機関から独立して活動していく上で支障の無いような政

治活動の自由を保障する視点で、執行機関として対応すべきものと考えている。  
また、政務調査費の執行については、第一に会派や議員の倫理観を前提にした自己

検査、第二に議会の代表者としての議長が調査することが妥当であり、あくまでも議

会の自律性の中で処理することが適当と考えている。  
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４ 使途基準について  
 

区においては、条例第 9 条に基づき、規則第 6 条及び別表で政務調査費を使用する

際の使途基準を示している。 

また、区議会内においては、「議会改革検討調査部会」や「政務調査費検討会」の検

討結果に基づき、平成 19 年 3 月に、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の

取扱いに関する規程（以下「規程」という。）を議長訓令甲として制定するとともに、

平成 20 年 4 月に第三者の意見を反映した政務調査費の「使途基準細目」を定めた。さ

らに、平成 22 年 4 月に規程を改正し、「使途基準細目」をより適切な内容に改めるな

ど、区議会の自律性により適正化と透明性の向上を図っている。 

さらに、区議会では、平成 21 年 6 月に「杉並区議会政務調査費調査検討委員会」を

設置し、その検討過程のなかで、政務調査費の公平性及び客観性を担保し、適正な執

行を確保することを目的に、議長の諮問機関として「杉並区議会政務調査費専門委員

会」を平成 22 年 5 月設置することとなった。両委員会では、監査結果で指摘を受けた

事項等の基準の改正に向けて検討し、平成 23 年 5 月、平成 24 年 4 月、平成 25 年 3 月

及び平成 26 年４月には「使途基準細目」を一部改正し、より明確な基準となっている。 

以上の経緯を含め、政務調査費の適正な使用については、条例第 11 条の定めるとこ

ろにより、議長が必要に応じ、会派の代表者及び議員が提出した前年度の報告書、政

務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を調査することができると

しており、一義的には、会派又は議員の自律的な良識ある判断に基づき、使途基準に

従った支出がなされるべきものと解している。 

 
 
５ 今回の措置請求に関する区の見解  

 

政務調査費は、学識経験者等を委員に加えた杉並区議会政務調査費専門委員会や常

設している政務調査費調査検討委員会において検討を行い、平成 23 年から 4 年連続し

て、第三者からの意見を反映させ使途基準細目を改正している。このように、時代の

要請に応えられる使途基準づくりや区民への説明責任を果たすことなどを目指して継

続的に検討を進め、適正な支出に努めてきたと理解しており、また、先に述べたとお

り議会の自律性の中で適切に処理されたものと考えている。 

加えて、政務調査費については、区は執行機関と議会ないしこれを構成する議員又

は会派との抑制と均衡を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書

の写しの内容から、政務調査費の適正な執行が行われているかをチェックすることで、

その透明性を確保し、区長の交付者としての責任を果たしているものと考えている。 

今回の措置請求の対象となっている大泉議員の平成 24年度政務調査費に関する措置

請求については、条例第 11 条に基づき、議長が報告書及び領収書等を調査し、適正な

執行であると判断したものと考えている。その上で、執行機関である区長は、提出さ

れた報告書の写しをもとに政務調査費の支出について明らかな使途基準違反があるか

等のチェックを行ったが、違反は見つからなかった。現在まで、修正等の新たな報告

書の提出がないので、支出に誤りがあったとは、認識していない。 
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一方、区では、地方自治法の一部改正により、政務調査費から政務活動費に改めら

れるなかで、適正な執行を確保するために、区議会との連携を更に深めていく必要性

がある。そのためには、他自治体の動きや判例、また、住民監査請求に対する監査の

判断等を考慮し、政務活動費の制度趣旨を踏まえたうえで、区議会が目的としている

時代の要請に応えられる使途基準などにも理解を深めることが求められている。 

区は、今後とも執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡

を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書の写しの内容から、明

らかな使途基準違反があるかをチェックすることで、区長の政務調査費または政務活

動費の交付者としての責任を果たしていく所存である。  
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別紙２－２ 

 

2 6 杉 並 第 1 1 1 6 7 号 

平成 26 年５月 22 日 

 
杉並区監査委員 

小林  英 雄  様 
 同 

岩崎  英 司  様 
    

                     杉並区長 田中 良 
 
 

政務調査費に関する住民監査請求に伴う抗弁書の提出について 
 
 
 平成 26 年５月 13 日付け 26 杉監査第 83 号により通知のあった標記の件につ

いて、別紙のとおり提出します。 
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標記の件について以下のとおり抗弁する。  
 
 
１ 政務調査費の制度制定の経緯  
 
（１）地方公共団体は、現在の政務調査費が制度化される以前から地方自治法第 232 条の

2 の規定に基づき、議会の会派等に対し調査研究目的の経費を交付していた。これは、

同法第 204 条の 2 の規定による、給与条例主義に反しないよう、補助金として交付し

ていたものである。 

（２）平成 12 年 5 月、政務調査費の制度化等を内容とする地方自治法の一部改正案が審

議され、衆・参議院とも全会一致で可決した。政務調査費制度の創設を規定した地方

自治法の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 89 号）は、平成 12 年 5 月 31 日に公

布され、平成 13 年 4 月 1 日に施行された。 

（３）政務調査費については、平成 24 年９月５日に公布された地方自治法の改正を受け、

杉並区においても政務活動費と改められたところであるが、その以前の地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 100 条第 14 項の内容は、「普通地方公共団体は、条例の

定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし

て、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。こ

の場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めな

ければならない。」というもので、同項に基づき議員の調査研究に資するため、杉並

区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例（平成 13 年条例第 26

号。以下「条例」という。）が制定された。 

 
 
２ 政務調査費の交付及び返還等に関する手続について  
 

 政務調査費の交付及び返還等に関する手続は、以下のとおりである。なお、政務調

査費に係る予算の支出等については、区議会事務局次長に委任されている。  
 

（１）政務調査費の交付を受けようとするときは、以下のどちらかを議長に届け出る。 

① 会派として政務調査費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、

政務調査費に係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行

う者がないときは議会の事務局長）に届け出なければならない。（会派に係る政務

調査費の交付に関する届） 

その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。会派を解散したときは、

その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。（条例第 5 条第 1 項及

び第 2 項）（杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施

行規則（以下「規則」という。）第 1 号様式） 

② 議員に係る政務調査費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長

に届け出なければならない。（議員に係る政務調査費の交付に関する届） 
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議員に係る政務調査費を受けないこととするときも同様とする。（条例第 5 条第 3

項）（規則第 2 号様式） 

（２）議長は、上記(1)の届出に基づき、毎年度 4 月 1 日の政務調査費に係る会派及び議

員の状況について、区長に通知（政務調査費交付対象者状況通知書）する。（条例第

6 条第 1 項）（規則第 3 号様式） 

なお、年度途中で上記(1)の届出があった場合は、議長は速やかに区長に通知（政

務調査費交付対象者変更通知書）する。（条例第 6 条第 2 項）（規則第 4 号様式） 

（３）区長は、上記(2)の通知に基づき、速やかに政務調査費の交付の決定を行い、会派

の代表者及び議員に通知（政務調査費交付決定通知書）する。（条例第 7 条）（規則

第 5 号様式） 

（４）会派の代表者及び議員は、上記(3)の通知を受けた後、毎四半期の最初の月の 10

日（その日が杉並区の休日を定める条例第 1 条に定める区の休日に当たるときは、

その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務調査費を請求する。（条

例第 8 条第 1 項） 

（５）区長は、上記(4)の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付する。（条例

第 8 条第 2 項） 

（６）会派の代表者及び議員は、一四半期の途中において、会派の解散、所属議員数の

減員、又は議員の辞職等があった場合、当該事実の生じた日の属する月の翌月（そ

の日が基準日である場合は、当月）分以降の政務調査費を区長に返還しなければな

らない。（条例第 8 条第 4 項及び第 6 項） 

（７）区長は、政務調査費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受け

た政務調査費の総額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務調査費

による支出（条例第 9 条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。）の総額を

控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずる

ことができる。（政務調査費返還命令書）（条例第 12 条）（規則第 8 号様式） 

（８）会派の代表者及び議員は、前年度分の政務調査費収支報告書（以下「報告書」と

いう。）に、政務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を添えて議

長に提出し、議長は、報告書を受け取ったときは、報告書の写しを区長へ送付する。

（条例第 10 条第 1 項及び第 3 項） 

 
 
３ 政務調査費に係る、議会や議員の活動と執行機関の関与（調査等）について

の見解  
 

政務調査費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するもの

であり、会派及び議員が執行機関から独立して活動していく上で支障の無いような政

治活動の自由を保障する視点で、執行機関として対応すべきものと考えている。  
また、政務調査費の執行については、第一に会派や議員の倫理観を前提にした自己

検査、第二に議会の代表者としての議長が調査することが妥当であり、あくまでも議

会の自律性の中で処理することが適当と考えている。  
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４ 使途基準について  
 

区においては、条例第 9 条に基づき、規則第 6 条及び別表で政務調査費を使用する

際の使途基準を示している。 

また、区議会内においては、「議会改革検討調査部会」や「政務調査費検討会」の検

討結果に基づき、平成 19 年 3 月に、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の

取扱いに関する規程（以下「規程」という。）を議長訓令甲として制定するとともに、

平成 20 年 4 月に第三者の意見を反映した政務調査費の「使途基準細目」を定めた。さ

らに、平成 22 年 4 月に規程を改正し、「使途基準細目」をより適切な内容に改めるな

ど、区議会の自律性により適正化と透明性の向上を図っている。 

さらに、区議会では、平成 21 年 6 月に「杉並区議会政務調査費調査検討委員会」を

設置し、その検討過程のなかで、政務調査費の公平性及び客観性を担保し、適正な執

行を確保することを目的に、議長の諮問機関として「杉並区議会政務調査費専門委員

会」を平成 22 年 5 月設置することとなった。両委員会では、監査結果で指摘を受けた

事項等の基準の改正に向けて検討し、平成 23 年 5 月、平成 24 年 4 月、平成 25 年 3 月

及び平成 26 年４月には「使途基準細目」を一部改正し、より明確な基準となっている。 

以上の経緯を含め、政務調査費の適正な使用については、条例第 11 条の定めるとこ

ろにより、議長が必要に応じ、会派の代表者及び議員が提出した前年度の報告書、政

務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を調査することができると

しており、一義的には、会派又は議員の自律的な良識ある判断に基づき、使途基準に

従った支出がなされるべきものと解している。 

 
 
５ 今回の措置請求に関する区の見解  

 

政務調査費は、学識経験者等を委員に加えた杉並区議会政務調査費専門委員会や常

設している政務調査費調査検討委員会において検討を行い、平成 23 年から 4 年連続し

て、第三者からの意見を反映させ使途基準細目を改正している。このように、時代の

要請に応えられる使途基準づくりや区民への説明責任を果たすことなどを目指して継

続的に検討を進め、適正な支出に努めてきたと理解しており、また、先に述べたとお

り議会の自律性の中で適切に処理されたものと考えている。 

加えて、政務調査費については、区は執行機関と議会ないしこれを構成する議員又

は会派との抑制と均衡を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書

の写しの内容から、政務調査費の適正な執行が行われているかをチェックすることで、

その透明性を確保し、区長の交付者としての責任を果たしているものと考えている。 

今回の措置請求の対象となっている杉並区議会の会派及び議員の平成 24年度政務調

査費に関する措置請求については、条例第 11 条に基づき、議長が報告書及び領収書等

を調査し、適正な執行であると判断したものと考えている。その上で、執行機関であ

る区長は、提出された報告書の写しをもとに政務調査費の支出について明らかな使途

基準違反があるか等のチェックを行ったが、違反は見つからなかった。現在まで、修
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正等の新たな報告書の提出がないので、支出に誤りがあったとは、認識していない。 

一方、区では、地方自治法の一部改正により、政務調査費から政務活動費に改めら

れるなかで、適正な執行を確保するために、区議会との連携を更に深めていく必要性

がある。そのためには、他自治体の動きや判例、また、住民監査請求に対する監査の

判断等を考慮し、政務活動費の制度趣旨を踏まえたうえで、区議会が目的としている

時代の要請に応えられる使途基準などにも理解を深めることが求められている。 

区は、今後とも執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡

を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書の写しの内容から、明

らかな使途基準違反があるかをチェックすることで、区長の政務調査費または政務活

動費の交付者としての責任を果たしていく所存である。  
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別紙２－３ 

 

2 6 杉 並 第 1 1 1 8 3 号 

平成 26 年５月 22 日 

 
杉並区監査委員 

小林  英 雄  様 
 同 

岩崎  英 司  様 
    

                     杉並区長 田中 良 
 
 

政務調査費に関する住民監査請求に伴う抗弁書の提出について 
 
 
 平成 26 年５月 13 日付け 26 杉監査第 84 号により通知のあった標記の件につ

いて、別紙のとおり提出します。 
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標記の件について以下のとおり抗弁する。  
 
 
１ 政務調査費の制度制定の経緯  
 
（１）地方公共団体は、現在の政務調査費が制度化される以前から地方自治法第 232 条の

2 の規定に基づき、議会の会派等に対し調査研究目的の経費を交付していた。これは、

同法第 204 条の 2 の規定による、給与条例主義に反しないよう、補助金として交付し

ていたものである。 

（２）平成 12 年 5 月、政務調査費の制度化等を内容とする地方自治法の一部改正案が審

議され、衆・参議院とも全会一致で可決した。政務調査費制度の創設を規定した地方

自治法の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 89 号）は、平成 12 年 5 月 31 日に公

布され、平成 13 年 4 月 1 日に施行された。 

（３）政務調査費については、平成 24 年９月５日に公布された地方自治法の改正を受け、

杉並区においても政務活動費と改められたところであるが、その以前の地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 100 条第 14 項の内容は、「普通地方公共団体は、条例の

定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし

て、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。こ

の場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めな

ければならない。」というもので、同項に基づき議員の調査研究に資するため、杉並

区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例（平成 13 年条例第 26

号。以下「条例」という。）が制定された。 

 
 
２ 政務調査費の交付及び返還等に関する手続について  
 

 政務調査費の交付及び返還等に関する手続は、以下のとおりである。なお、政務調

査費に係る予算の支出等については、区議会事務局次長に委任されている。  
 

（１）政務調査費の交付を受けようとするときは、以下のどちらかを議長に届け出る。 

① 会派として政務調査費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、

政務調査費に係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行

う者がないときは議会の事務局長）に届け出なければならない。（会派に係る政務

調査費の交付に関する届） 

その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。会派を解散したときは、

その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。（条例第 5 条第 1 項及

び第 2 項）（杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施

行規則（以下「規則」という。）第 1 号様式） 

② 議員に係る政務調査費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長

に届け出なければならない。（議員に係る政務調査費の交付に関する届） 
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議員に係る政務調査費を受けないこととするときも同様とする。（条例第 5 条第 3

項）（規則第 2 号様式） 

（２）議長は、上記(1)の届出に基づき、毎年度 4 月 1 日の政務調査費に係る会派及び議

員の状況について、区長に通知（政務調査費交付対象者状況通知書）する。（条例第

6 条第 1 項）（規則第 3 号様式） 

なお、年度途中で上記(1)の届出があった場合は、議長は速やかに区長に通知（政

務調査費交付対象者変更通知書）する。（条例第 6 条第 2 項）（規則第 4 号様式） 

（３）区長は、上記(2)の通知に基づき、速やかに政務調査費の交付の決定を行い、会派

の代表者及び議員に通知（政務調査費交付決定通知書）する。（条例第 7 条）（規則

第 5 号様式） 

（４）会派の代表者及び議員は、上記(3)の通知を受けた後、毎四半期の最初の月の 10

日（その日が杉並区の休日を定める条例第 1 条に定める区の休日に当たるときは、

その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務調査費を請求する。（条

例第 8 条第 1 項） 

（５）区長は、上記(4)の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付する。（条例

第 8 条第 2 項） 

（６）会派の代表者及び議員は、一四半期の途中において、会派の解散、所属議員数の

減員、又は議員の辞職等があった場合、当該事実の生じた日の属する月の翌月（そ

の日が基準日である場合は、当月）分以降の政務調査費を区長に返還しなければな

らない。（条例第 8 条第 4 項及び第 6 項） 

（７）区長は、政務調査費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受け

た政務調査費の総額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務調査費

による支出（条例第 9 条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。）の総額を

控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずる

ことができる。（政務調査費返還命令書）（条例第 12 条）（規則第 8 号様式） 

（８）会派の代表者及び議員は、前年度分の政務調査費収支報告書（以下「報告書」と

いう。）に、政務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を添えて議

長に提出し、議長は、報告書を受け取ったときは、報告書の写しを区長へ送付する。

（条例第 10 条第 1 項及び第 3 項） 

 
 
３ 政務調査費に係る、議会や議員の活動と執行機関の関与（調査等）について

の見解  
 

政務調査費は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するもの

であり、会派及び議員が執行機関から独立して活動していく上で支障の無いような政

治活動の自由を保障する視点で、執行機関として対応すべきものと考えている。  
また、政務調査費の執行については、第一に会派や議員の倫理観を前提にした自己

検査、第二に議会の代表者としての議長が調査することが妥当であり、あくまでも議

会の自律性の中で処理することが適当と考えている。  
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４ 使途基準について  
 

区においては、条例第 9 条に基づき、規則第 6 条及び別表で政務調査費を使用する

際の使途基準を示している。 

また、区議会内においては、「議会改革検討調査部会」や「政務調査費検討会」の検

討結果に基づき、平成 19 年 3 月に、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の

取扱いに関する規程（以下「規程」という。）を議長訓令甲として制定するとともに、

平成 20 年 4 月に第三者の意見を反映した政務調査費の「使途基準細目」を定めた。さ

らに、平成 22 年 4 月に規程を改正し、「使途基準細目」をより適切な内容に改めるな

ど、区議会の自律性により適正化と透明性の向上を図っている。 

さらに、区議会では、平成 21 年 6 月に「杉並区議会政務調査費調査検討委員会」を

設置し、その検討過程のなかで、政務調査費の公平性及び客観性を担保し、適正な執

行を確保することを目的に、議長の諮問機関として「杉並区議会政務調査費専門委員

会」を平成 22 年 5 月設置することとなった。両委員会では、監査結果で指摘を受けた

事項等の基準の改正に向けて検討し、平成 23 年 5 月、平成 24 年 4 月、平成 25 年 3 月

及び平成 26 年４月には「使途基準細目」を一部改正し、より明確な基準となっている。 

以上の経緯を含め、政務調査費の適正な使用については、条例第 11 条の定めるとこ

ろにより、議長が必要に応じ、会派の代表者及び議員が提出した前年度の報告書、政

務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を調査することができると

しており、一義的には、会派又は議員の自律的な良識ある判断に基づき、使途基準に

従った支出がなされるべきものと解している。 

 
 
５ 今回の措置請求に関する区の見解  

 

政務調査費は、学識経験者等を委員に加えた杉並区議会政務調査費専門委員会や常

設している政務調査費調査検討委員会において検討を行い、平成 23 年から 4 年連続し

て、第三者からの意見を反映させ使途基準細目を改正している。このように、時代の

要請に応えられる使途基準づくりや区民への説明責任を果たすことなどを目指して継

続的に検討を進め、適正な支出に努めてきたと理解しており、また、先に述べたとお

り議会の自律性の中で適切に処理されたものと考えている。 

加えて、政務調査費については、区は執行機関と議会ないしこれを構成する議員又

は会派との抑制と均衡を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書

の写しの内容から、政務調査費の適正な執行が行われているかをチェックすることで、

その透明性を確保し、区長の交付者としての責任を果たしているものと考えている。 

今回の措置請求の対象となっている公明党及び公明党議員の平成 24年度政務調査費

に関する措置請求については、条例第 11 条に基づき、議長が報告書及び領収書等を調

査し、適正な執行であると判断したものと考えている。その上で、執行機関である区

長は、提出された報告書の写しをもとに政務調査費の支出について明らかな使途基準

違反があるか等のチェックを行ったが、違反は見つからなかった。現在まで、修正等
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の新たな報告書の提出がないので、支出に誤りがあったとは、認識していない。 

一方、区では、地方自治法の一部改正により、政務調査費から政務活動費に改めら

れるなかで、適正な執行を確保するために、区議会との連携を更に深めていく必要性

がある。そのためには、他自治体の動きや判例、また、住民監査請求に対する監査の

判断等を考慮し、政務活動費の制度趣旨を踏まえたうえで、区議会が目的としている

時代の要請に応えられる使途基準などにも理解を深めることが求められている。 

区は、今後とも執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡

を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、収支報告書の写しの内容から、明

らかな使途基準違反があるかをチェックすることで、区長の政務調査費または政務活

動費の交付者としての責任を果たしていく所存である。  
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別紙３－１ 

 

平成 26年 5月 22日 

抗弁書 

監査委員あて 

区議会事務局長 

本橋 正敏 

 

１ 政務調査費の法制化の経緯等 

 

政務調査費は、平成 11年 7月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す

る法律」（平成 11年法律第 87号）が成立し、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大

したことに伴い、議会機能の充実強化を図る必要があることから、平成 12年 5月 24日「地

方自治法の一部を改正する法律案」として可決、成立した（平成 12年法律第 89号）。この

改正により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研

究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調

査費を交付できる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法

は、条例で定めなければならない。」（地方自治法第 100条第 14項）とされ、当区では、平

成 13 年 3 月 23 日に「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例

（以下「条例」という。）」を定めた。 

 杉並区議会では、条例制定時から出納簿（平成 18年度分までは写し）を収支報告書とあ

わせ議長に提出し、区民が閲覧できるよう対応し、また平成 18 年 12 月には政務調査費の

収支報告の際に領収書その他の証拠書類を添付する条例改正を全議員の総意により行い、

以後、使途基準の明確化と透明性の確保を順次図ってきている。 

 

２ 請求人の主張に対する見解等 

 

 そもそも政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審議する案

件について行う調査研究のための活動や、区民、民間の団体等との意見交換、区民などに

対して行う広報・広聴活動などを言う。また、調査研究活動に伴う経費としての支出の適

合性については、調査活動を行う際の手法、スケジュールとの関係、天候など政務調査活

動を取り巻く状況に左右される側面を有するとともに、調査研究活動の主体である会派・

議員の自律的判断に委ねられており、例えば当該活動の一部に調査研究活動以外の活動が

混在する場合、どの程度の割合が調査研究活動に当たるかといったことについても、会派・

議員の活動の実態に照らして自ら判断されるものと解されている。 

このように、政務調査費の使途については、使途基準に従った支出を会派・議員に委ね

られているものである一方で、政務調査費は公費から交付されるのであるから、当該活動

に必要な経費の一部として使途基準の範囲内で支出されなければならないことはもちろん
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のこと、会派・議員においては、常にコスト意識を持ち、当該経費の使途の透明性を確保

するとともに、会派・議員の「判断」についても区民に対して十分に説明していく責任を

果たしていくことが求められている。 

 

（１）ガソリン代について 

  請求人から指摘のあったガソリン代については、大泉議員からの説明にもあるとおり、

本人の勘違いによる計上ミスのため、収支報告書を訂正し、返還するとのことである。 

 

（２）有料道路料金について 

  有料道路料金については、大泉議員からの説明にもあるとおり、本年4月9日付けで収

支報告書を訂正し、計上額についてはすべて返還済である。 

 

（３）会費について 

  自衛隊父兄会杉並支部会費については、大泉議員からの説明にもあるとおり、会から

の申し出により支払ったものであるが、政務調査との関連について誤解を生じかねない

ため、返還するとのことである。 

 

（４）書籍の購入について 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断している。このことから、政務調

査費としての使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らか

にしたうえで、必要性・合理性が認められるものであれば、調査研究に資する費用とし

て認められるべきものと考えられ、そうすると、「わがまま歩きドイツ」という書籍をド

イツのスポーツクラブ視察に必要なものとして購入したことが明らかであるから、使途

基準で定める資料購入経費とすることができ、指摘の書籍は特段問題ないものと考えて

いる。 

 

（５）事務所費について 

以前、大泉議員が代表を務めていた（平成 23年 7月 1日を境に代表権をＣに移譲）グ

リーン住建株式会社と賃貸人との間で締結されている賃貸借契約書第８条には、賃貸人

の文書による承諾なく転貸もしくは使用賃借をして、同社以外の名義を表示することを

禁止する旨が記載されており、同社は議員事務所として事務所の一部を賃貸しているた

め、賃貸借契約書で禁止している転貸もしくは使用賃借にあたると考える。 

しかし、同社は従来より上記の状態のまま賃借し、賃貸人も議員事務所として使用し

ていることは了承しており、契約上、賃貸人との間では議員事務所として使用すること

に関しては問題ないものと考えている。また、平成 13年 3月 27日に同社と大泉時男事
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務所が取り交わした覚書により、双方は転貸関係が存在していると言える。 

  区議会では、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程

（以下「規程」という。）」で、議員個人で契約する事務所賃借料については経費を 2分

の 1 に按分した後、支出金額の上限を月額 50,000 円と定めている。また、賃貸借契約

書の写しや図面等事務所の要件を具備することを証明する書類が提出されていれば、適

正な支出と認めている。 

  大泉議員が同社に支払っている賃料は、当事者間で決めた面積按分により支出し、か

つ同社が所有する事務機器や電話機等の使用も認められているほか、同社が発行した領

収書も添付し、上記の規程で定めている上限内の金額を支出していることから、適正な

支出であると言える。 

  また、同社が領収した金銭については、そもそも関知するところではないが、大泉議

員からの説明にもあるとおり、会計事務所に確認したところによれば、同社が領収した

金銭については適正に処理しており、それを証明する書類の提出については、個人情報

等の関係から差し控えたい旨の回答があったとのことである。 

2 種類の覚書の存在については、請求人が提出された資料①は、大泉議員が平成 19

年度の収支報告の際提出しており、資料②は平成 20 年度の収支報告の際、資料①を差

し替える形で提出しているものである。 

大泉議員からの説明にもあるとおり、資料①の締結日を機械的に資料②にもそのまま

用いてしまったために、わかりづらくなってしまっているが、平成 20 年度支出分から

賃借料・光熱水費の面積按分による支出が運用基準として定められたことから、毎月一

定額を記載した覚書でなく、負担金額を明記しない資料②の覚書とし、その当時改めて

差し替えられたものである。 

なお、資料②の覚書 2に定める事務所の使用期間については、昨年度の住民監査請求

時にも説明されているとおり、大泉議員が議員としての身分を有している日までである

とのことである。 

 

（６）人件費について 

  平成19年度政務調査費に対する監査結果報告において、日常的勤務と臨時勤務の解釈

基準を早期に明確にすることを期待する旨、監査委員が見解を示したことを受け、この

点について平成21年度に調査検討委員会において検討された。その結果、雇用形態の解

釈基準を作成すること自体が困難であり、補助する活動内容で分類することが合理的と

いう結論に達し、平成22年4月からは、「議員活動全般を補助する場合は2分の1を上限と

して経費を按分して支出し、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する場合に

は議員1人当たり月額50,000円を上限として勤務実績に応じた額を経費とする。」ことと

して、使途基準細目が改正された。 

 政務調査活動の補助に当たるか否かの判断については、議員の調査研究の対象が広範

囲に及び、調査方法も多様なことから、明らかに議会活動に反映・寄与しない場合や使

途基準等に照らして必要性・合理性を欠いている場合など、会派・議員の裁量的判断を

著しく逸脱しているとは認められない行為の補助業務であれば良く、勤務内容について

は、区政に関する調査研究活動に対する執行機関や他の会派・議員からの干渉を防止す
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る必要もあるため、区政との関連性が類推できる表現であれば、記載方法の具体性の度

合いは、会派・議員の自律的判断に委ねている。 

  本件人件費については、規程に基づき、政務調査活動のみを補助する職員として、賃

金については、月額 50,000 円を上限として、その範囲内で計上しており、また、勤務

内容や時給等を明記した勤務の実情を示す書類も提出しているため、適正な支出と言え

る。 

  さらに、請求人が指摘する勤務内容については、大泉議員の説明によると、当初、区

政報告を発行する予定であったが、間に合わなかったこと、また、勤務内容に「他」と

記載されているとおり、区政報告の資料作成以外にも、医療問題や高齢者福祉の調査研

究、区民相談（受付、概要の聴取、スケジュール調整等）などの事務にも携わっている

ことから、違法な支出であるとする請求人の主張は当たらない。 
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別紙３－２ 

 

平成 26年 5月 22日 

抗弁書 

監査委員あて 

区議会事務局長 

本橋 正敏 

 

１ 政務調査費の法制化の経緯等 

 

平成 11 年 7 月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成

11 年法律第 87 号）が成立し、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大したことに伴

い、議会の機能、役割がさらに大きくなると認識されるようになった。 

 このような状況下で、全国都道府県議会議長会は、平成 11年 10月、「地方議会の権限の

強化と制度の充実を図り、都道府県政調査交付金の法的な位置づけを明確にするとともに、

条例で議員活動に要する経費を支給できるよう、地方自治法（以下「法」という。）を改正

すること」を決議した。同年 11月には、国会や自治省など関係行政庁に対して、地方公共

団体の議会を構成する議員の活動基盤強化が不可欠であるとし、「地方分権の推進に応じて、

一層積極的、効果的な議員活動が行われるよう、現在認められている報酬、期末手当、費

用弁償のほかに、地方公共団体が状況に応じ、自主的に条例で議員活動に必要な経費を支

給できるようにすること」を要望した。また、全国市議会議長会も、国会や自治省などの

関係行政機関に対して、議会機能の充実強化を図る必要があることから、「地方議会議員の

政策立案・調査研究に資するため、政務調査交付金の支出について法的根拠を設けること」

を要望した。 

 これを受けて、政務調査費に関する「地方自治法の一部を改正する法律案」は、平成 12

年 5月 24日、可決、成立した（平成 12年法律第 89号）。この際、衆議院本会議において、

「地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であ

り、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派又は議員に対する

調査研究費等の助成を制度化し、併せて、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保す

ることが重要となっている。」との提案趣旨が説明されている。 

 この改正により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の

調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、

政務調査費を交付できる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付

の方法は、条例で定めなければならない。」（法第 100条第 14項）、「当該政務調査費に係る

収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」（同条第 15項）と規定され、当区で

は、平成 13 年 3 月 23 日に「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関す

る条例（以下「条例」という。）」を、同年 3月 30日に「同施行規則（以下「規則」という。）」

を定めている。 
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 このように、政務調査費の交付根拠が明定され、条例でその額、交付方法についても定

めることとなり、政務調査費は、条例に規定する要件を満たすものに対し、政策的判断を

要することなく、一律に交付されることとなった。 

２ 政務調査費の交付に関する規定と交付手続きについて 

 

（１）政務調査費の趣旨 

法第 100 条第 14 項及び第 15 項の規定に基づき、杉並区議会の議員の調査研究に資

するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し交付する。（条例

第 1条） 

 

（２）政務調査費の交付対象 

会派（所属議員が 1人の場合を含む。）及び議員の職にある者に対して交付する。（条

例第 2条） 

 

（３） 政務調査費の交付額 

会派に交付する場合は、会派の所属議員数に月額 16万円を乗じて得た額（条例第 3

条第 1項）。議員に交付する場合は、月額 16万円を交付する。（条例第 4条第 1項） 

 

（４）政務調査費の交付に関する流れ 

【 届出から交付の流れ 】 

 

              ①届出（条例第 5条） 

 

               ③交付決定通知       ②通知 

（条例第 7条）                   （条例第 6条） 

 

          ④交付請求（条例第 8条第 1項） 

          ⑤交付（条例第 8条第 2項） 

 

 

（５）政務調査費の支出に関する手続 

政務調査費は、会派の代表者又は議員が、区長からの交付決定を受けた後、四半期毎

に当該四半期の月数分を区長に請求する。 

請求を受けた後、杉並区予算事務規則第 4 条の規定に基づき、区長より支出命令に関

する事務を委任されている区議会事務局次長が、杉並区会計事務規則に則って支出事務

を行い、政務調査費が会派の代表者又は議員に交付される。  

 

 

 

 

会 派   議 員 

（1人の場合を含む） 
議 長 

区 長 
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３ 収支報告書等の提出に関する手続き等について 

 

（１）政務調査費の収支報告に関する流れ 

 

◆ 収支報告書等の提出・公開 

               ①提出（条例第 10条第 1項） 

 

 

    

                          ②送付 

（条例第 10条第 3項）  

                  ③閲覧 

（条例第 10条第 4項） 

 

 

 

 

                     ※領収書等原本は、杉並区議会情報公開条例第 10条の規定に基づく請求が 

あった場合に、同条例第 11条第 1項及び第 2項の規定に基づき公開。 

 

（２）収支報告書等の提出に係る会派の代表者又は議員への案内等 

区議会事務局では、当該年度の提出期限や収支報告書及び出納簿の作成にあたっての

注意点など収支報告の手続きについて、毎年会派の代表者及び議員に案内している。 

また、会派又は議員から政務調査費の使途について個別に相談を受けた場合、過去の

政務調査費の判例を調べるなどして、必要な助言を行っている。 

 

（３）収支報告書等の提出に係る区議会事務局のチェック等 

会派の代表者又は議員から収支報告書等の提出があった場合には、収支報告書等に記

載誤りがないか、また計数などについて事務的な点検を区議会事務局で行っている。 

また、収支報告書等に記載されている使途について、規則第 6 条別表の使途基準及び

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程（以下「規程」と

いう。）第 2条別表の使途基準細目に照らして疑義がないかどうか、使途基準の項目適用

に誤りがないかなど、領収書その他の証拠書類との付け合せを行い、疑義のある支出に

ついては会派又は議員に内容を確認し、区政に関する調査研究に資するための必要性や

合理性を欠いている等、会派・議員の裁量的判断を著しく逸脱していると認められない

限り、支出の判断は会派又は議員の良識に委ねるものとしている。 

 

会 派    議 員  

（1人の場合を含む） 
議 長 

区 長 

収支報告書 

原本 

出納簿 

  原本 

収支報告書 

（写） 

区民等 
収支報告書

原本 

出納簿 

  原本 

領収書等 

原本 

領収書等 

原本※ 
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（４）返還に関する規定 

・一四半期の途中において、会派の解散、所属議員数の減員、又は議員の辞職等があ

った場合、当該事実の生じた日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、

当月）分以降の政務調査費を区長へ返還しなければならない。（条例第 8 条第 4 項・

第 6項） 

  ・その年度において交付を受けた総額から、その年度において行った支出（使途基準

に従って行った支出）の総額を控除して残余がある場合、区長は、当該残余の額に

相当する額の返還を命ずることができる。（条例第 12条） 

 

 

４ 政務調査費の執行に係る区議会議長等の役割について 

 

（１）条例における議長の役割・権能等の規定 

・会派の代表者又は議員から提出された政務調査費交付対象者状況を区長へ通知しなけ

ればならない。（条例第 6条） 

・会派の代表者又は議員から提出された収支報告書（写し）を区長へ送付する。（条例第

10条第 3項） 

・会派の代表者又は議員から提出された収支報告書及び出納簿を、5 年を経過するまで

保存し、閲覧に供しなければならない。（条例第 10条第 4項） 

・政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び出納簿が提出されたときは、必

要に応じ調査を行うことができる。（条例第 11条） 

 

（２）区議会事務局の役割 

    区議会事務局の役割としては、政務調査費の執行における上記議長の役割・権能等に

係る事務上の補助執行を行うことと、区長より政務調査費の支出命令に関する事務を委

任されている区議会事務局次長が支出事務を行っているが、特に権能等は有していない。 

  しかしながら、収支報告書や出納簿のチェック、出納簿と領収書その他証拠書類との

付け合せのほか、政務調査費の使途について会派・議員から相談を受けたり、助言する

ことは、政務調査費の適正な執行のために必要な事務と認識している。 

 

（３）議長の調査権に関する見解 

条例第11条にある議長の調査権限は、平成12年11月10日都道府県議長会資料「政務調

査費の交付に関する条例（例）の要点」によれば、「自治法上議長の有する権限は、議場

の秩序保持権、議事整理権、議会事務統理権及び議会代表権に限られていることから、

議長の調査権の規定により法的に権限が付与されたことにはならないものと考える。し

かし、議長には、会派代表者又は議員から提出された収支報告書等が条例により定めら

れた様式や内容を備えているかをチェックすることが求められるとともに、政務調査費

の適正な執行が確保されるように努める必要がある。」との見解があり、このことから、

会派・議員における説明責任の強化や透明性の確保も同時に求められていると認識して

いる。 
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一方、平成17年5月26日名古屋地裁判決によると、「会派等による政治活動の自由は、

普通地方公共団体における住民自治を支える根幹として重要な機能を果たしているもの

であるから、会派等がいかなる事項を対象にいかなる態様で調査研究活動を行うかにつ

いては、基本的には会派等の良識に基づく判断に委ねられているといわざるを得ない。

したがって会派等が行う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかで

あると認められない限り、政務調査費の支出が本件条例の使途基準に反するものとは言

えないから、法律上の原因を欠くとまではいえない。」と判示しており、また、政務調査

費は、議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための政務調査活動に充てられるこ

とも多いため、執行機関と議会ないしこれを構成する会派・議員との抑制と均衡の理念

に鑑み、執行機関や他の会派・議員からの干渉を防ぐことも必要である。そのため、政

務調査費の支出に使途制限違反があることが、収支報告書等、議長への提出書類から明

らかにうかがわれるような場合を除き、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や

内容等に立ち入って、その使途制限の適合性を審査することは好ましくないともいえる。 

以上の点から、議長の調査権限には一定の制約があるものの、収支報告書等に基づい

て、政務調査費が適正に使用されたかどうかについて、その内容を把握する必要がある

と判断したときは、合理的な範囲で使途について調査することができる一方、個々の会

派・議員の政務調査費の支出が「合理性ないし必要性を欠くことが明らか」な支出以外

で、区政に関する調査研究に資するかどうかは、提出された領収書や会派・議員の説明

により区政との関連性が類推されるものであれば、各自の良識に基づく判断に委ねるべ

きであり、議長は政務調査費の個々の支出について、法的に判断する権限は有しないも

のと考える。 

 

 

５ 領収書その他の証拠書類の取扱について 

 

（１）証拠書類等の整理・保管に関する規定 

  出納簿の提出に加え、領収書その他の証拠書類を提出し、議長は報告書を提出すべき

とされた期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

（条例第10条） 

 

（２）証拠書類等の整理・保管に関する見解 

議長が領収書その他の証拠書類を5年間整理保管することを規定しているのは、政務調

査費の交付に関する文書の保存年限が5年であることと、収支報告書等の区民への閲覧期

間が5年であるなど、それらの文書の保存期間と合わせているものである。 

また、条例制定時の平成13年第1回区議会定例会における、総務課長や監査委員事務局

長の答弁にある住民監査請求や税務当局からの調査があった場合でも対応できるように、

領収書その他の証拠書類について、5年間の整理保管義務を課しているものと考える。 

 

 

６ 政務調査費の平成24年度の状況 
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（１）交付状況 

  平成24年度の政務調査費の交付に係る手続きは、条例及び規則に基づき、適正に行っ

ており、別紙1「平成24年度政務調査費支出状況（決算数値）」のとおり会派・議員に交

付している。 

 

（２）収支報告状況 

平成24年度の政務調査費収支報告書については、出納簿とともに、条例により定めら

れた期日である平成25年4月30日までに会派の代表者及び議員から提出され、平成25年5

月1日より区民の閲覧に供している。 

平成24年度の会派・議員の政務調査費の収支報告状況は、別紙1「平成24年度政務調査

費支出状況（決算数値）」のとおりである。 

 

（３）返還に関する届出 

平成24年度の政務調査費交付額の残額返還に関する届出は、2会派・12議員がその届出

に基づいて政務調査費交付額の戻入を行った。 

さらに、2会派・16議員が平成24年度の収支報告を訂正し、うち1会派・8議員について

は、訂正後の支出金額が交付済みの政務調査費の額を下回り残余額が発生したため、区

へ返還の手続きを行っている。（別紙2「平成24年度 政務調査費 出納閉鎖後の訂正状況」

のとおり） 

 

（４）政務調査費に関する自主改善について 

杉並区議会では、条例制定時から、全国都道府県議会議長会や全国市議会議長会のい

わゆるモデル条例案では規定していないところの出納簿（平成18年度分までは写し）を

収支報告書とあわせ議長に提出し、区民が閲覧できるよう定めている。その後、平成18

年第4回区議会定例会において、政務調査費の収支報告の際に領収書その他の証拠書類を

添付する条例改正を全議員の総意により行っている。 

また、政務調査費の使途に関しては、議会改革に関する検討調査部会を中心に議会内

部で検討を重ね、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程

（以下「規程」という。）」を制定し、平成19年5月1日に施行している。 

  さらに、平成19年11月から翌3月まで議会内部に「杉並区議会政務調査費検討会（以下

「検討会」という。）」を設置して政務調査費の使途に関する検討を進め、学識経験者等

第三者からの意見を踏まえ、客観性をより担保させるため、政務調査費の「使途基準」

をより具体化した詳細な「使途基準細目」を追加し定めることとした。（平成20年4月交

付分の政務調査費から適用） 

  平成21年度以降は、議会内部に設置した「杉並区議会政務調査費調査検討委員会（以

下「調査検討委員会」という。）」において、継続的に自主的な改善に取り組んでおり、

より適正な執行の確保を目的として、平成22年度には、第三者によるチェック機関であ

る「杉並区議会政務調査費専門委員会（以下「専門委員会」という。）」を設置し、使

途に関する事項を中心に検討を重ねている。専門委員会の議論等を踏まえ、改めて調査
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検討委員会で検討を行い、その結果に基づき、規程で定める使途基準細目の一部を改正

するなどの改善を図っている。 

 

（５）地方自治法の一部改正に伴う制度改正について 

  平成24年4月5日に全国議長会の3団体が連盟で、関係国会議員に対し、法の改正案の審

議促進と併せて政務調査費制度の見直しについても要請し、これを受けて、同年8月7日

に4派の国会議員による共同提案で修正案が衆議院に提出され、10日、修正案どおり議決

され、その後8月29日の参議院で可決・成立した。〔平成24年9月5日公布〕 

  これにより、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究そ

の他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例

で定めることとし、また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に

努めることとされた。（平成25年3月1日施行） 

  これを受け、当区議会においても、平成25年第1回定例会において、条例の一部を改正

し（平成25年2月20日）、その後、同年2月末日までに規則及び規程の一部を改正している。 

 

 

７ 請求人の主張に対する見解等 

 

   そもそも政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審議する

案件について行う調査研究のための活動や、区民、民間の団体等との意見交換、区民な

どに対して行う広報・広聴活動などを言う。また、調査研究活動に伴う経費としての支

出の適合性については、調査活動を行う際の手法、スケジュールとの関係、天候など政

務調査活動を取り巻く状況に左右される側面を有するとともに、調査研究活動の主体で

ある会派・議員の自律的判断に委ねられており、例えば当該活動の一部に調査研究活動

以外の活動が混在する場合、どの程度の割合が調査研究活動に当たるかといったことに

ついても、会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断されるものと解されている。 

このように、政務調査費の使途については、使途基準に従った支出を会派・議員に委

ねられているものである一方で、政務調査費は公費から交付されるのであるから、当該

活動に必要な経費の一部として使途基準の範囲内で支出されなければならないことは

もちろんのこと、会派・議員においては、常にコスト意識を持ち、当該経費の使途の透

明性を確保するとともに、会派・議員の「判断」についても区民に対して十分に説明し

ていく責任を果たしていくことが求められている。 

 

（１）政務調査費の計上年度について 

杉並区議会では政務調査費の計上を現金主義で一律処理しており、交付年度内に実際

に支出された経費を対象としている。平成19年12月20日の仙台高裁判決では、条例で、

「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費」という表現を規定

に盛り込んでいることを踏まえ、政務調査費が交付された年度において発生した経費に

ついてのみ支出が可能とする発生主義を採用しているが、一方、交付年度中に発生した

経費のみ支出が可能とする旨条例や規則で規定していないことから、現金主義の支出を
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認める平成18年11月18日の東京高裁判決がある。 

当区議会では条例及び規則等において、交付年度中に発生した経費のみ支出が可能と

する旨の規定が存在しないことから、現金主義により処理することとしている。 

ただし、交付年度内に実際に支出された経費であればどのような場合でも認めている

わけではなく、過去の政務調査費に対する監査の判断に基づき、支出の原因となる事実

が当該年度分ではない場合には、その支出の範囲を1年分に留めるという考え方を区議会

では現在採用している。加えて、支出の範囲が1年以内であっても、議員の職を辞した後

に支払ったものが計上されていれば、過払い分の返還が必要となることや、議員の職に

就く前の利用実績分が、その職に就いた後に請求・支払いとなる場合は計上できないこ

とは当然のことであり、その意味でも現金主義の採用によって区に損害が生じることは

ない。 

また、購読契約については、その事業者等が提供するサービスが不特定多数の方に対

して共通のものである場合、契約の始期や期間は提供事業者が一律に指定することがあ

り、プロバイダ契約に関しては期間を限定して結ぶ性質ではないことから、そうした契

約自体を否定することは、これらの契約に基づく活動を事実上不可能にすることにつな

がる。例えば、3月31日までの履行を確認した上で、4月1日以降に支払い行為を行う（カ

ード決済を含む）ことは、商慣習上一般的なことであり、これをもって不適切・不当で

あるとは言えない。 

 

（２）交付される政務調査費を超えた収支報告書について 

条例第1条の規定により調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を

交付し、会派・議員に対して交付される政務調査費の額は、条例第3条及び第4条の規定

に基づき1人当たり月額16万円、年額192万円を限度とし、調査研究に資する経費がこの

額を超えた場合には会派・議員自身がその経費を負担することになる。 

そうした意味からは、その一部に対して支払っている政務調査費は、それぞれの経費

の一部に充当されていると理解することが可能である。 

条例・規則等においては、政務調査活動に必要な経費は必ずしも192万円以内でなけれ

ばいけないものではなく、かつ調査研究に資する経費が交付額を超えた場合、交付額の

範囲内で収支報告書を作成・提出する旨を区議会で定めているわけではないため、調査

研究に要した経費をどのように収支報告書・出納簿に記載するかについては、会派・議

員の判断に委ねることが適当である。ただし、交付額を著しく超過する場合には、一定

の配慮のうえに常識的な範囲で収支報告は行われる必要がある。 

なお、平成25年度の政務活動費調査検討委員会で検討した結果、収支報告の際、交付

額を超過して支出額を計上する場合は、常識の範囲内で行うものとし、交付額を著しく

超過するようなケースが発生した場合は、その都度、事務局から当該会派・議員に対し

て監査の判断（意見）を示すとともに、注意喚起等を行うこととしている。 

 

（３）按分について 

区議会では、他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資

するために必要な経費相当額を区分することを規程第2条第2項により定めている。この
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他に、各支出の按分上限を明示した使途基準細目も定めているが、これは平成19年度の

検討会において、区議会の会派・議員の活動の実態を勘案したうえで弁護士や公認会計

士等の有識者からの意見を反映させ、議会全体が遵守する基準として定めたものである。

この使途基準細目で定めていない経費については、その必要性と区分する場合の按分割

合は、会派・議員によって多種多様であり、自身の活動の実態に即して当該会派・議員

が判断している。この判断については、会派・議員の説明が必要であり、明らかに議会

活動への反映・寄与の程度の割合が相当でないと認められる場合を除き、経費として認

めるのが妥当である。 

そもそも会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が混在し

ているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である場合が多い。判

例や他議会の動向に留意してみても、この場合には、活動の中身を色分けすることより

も、それぞれの活動の実態に即した按分率により判断することが、最も妥当な方法であ

る。 

 

（４）領収書について 

平成19年12月16日の大阪高裁判決では「支払いの具体的内容が不明である上、その名

宛て人も単に上様と記載されているにすぎないから、上記領収書から直ちにこの支払い

が当該議員の議員としての調査研究活動のために行われたものであると認めることはで

きない。」、平成19年12月20日の仙台高裁判決でも「領収書の記載からは政務調査との関

連が明らかではないにもかかわらず、それを補足する説明がされていないような場合に

は、当該議員は当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざる

を得ないというべきである。」と判断されていることから、受取人が特定できず支出の内

容さえも不明であるにも関わらず、会派・議員から特段補足するような説明もないとい

う要素が重なった結果、調査研究活動に資する経費であることが確認できないものは政

務調査費の対象にすることはできない。 

よって、内容が簡略化されていたり、記載されていない場合、支払先の住所・電話番

号等連絡先が明示されていない場合、物品の購入先が仲介業者や個人のため関連性がわ

かりづらい場合の領収書については、会派・議員による内容説明や支払先発行の資料添

付等があり、そのことにより経費の必要性や合理性が認められれば、調査研究活動に資

する適正な経費として取り扱っている。 

なお、領収書その他の証拠書類の扱いについては、「政務調査費の支出に関する事務処

理について」を毎年度作成し、議員への周知を図っている。 

 

（５）自動車・バイクの使用について 

自動車やバイクを調査研究活動に伴う移動手段として利用する場合、有料道路通行料

や現地での駐車料金のほか、ガソリン代や月極駐車場の賃料を使途基準の範囲内の支出

として認めている。このうち、月極駐車場賃料と宿泊を伴わない用務に使用する場合の

ガソリン代については、一般的に調査研究活動以外の用途も含まれると考えられ、かつ、

合理的な経費の区分が困難な支出であるため、経費の2分の1の額を上限として政務調査

費の対象とすることを使途基準細目で規定し、目的や理由の説明は特段求めていない。



189 

 

これらの経費については、平成19年2月9日の札幌高裁判決で「調査活動の市政との関連

性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるもので

あると認められる。」と判断されていることから、個別に按分割合の合理性・妥当性を求

めず、広範に認めることが望ましいと考えられる。 

また、政務調査費として支出できない経費として規定している自動車の維持管理に関

する経費とは、自動車本体の保険や修理・車検などの維持管理に係る費用と捉えており、

月極駐車場賃料は含まないこととしている。 

なお、車種を明示することはおおよその燃費が推測できることにはなると思えるが、

訪問先、調査方法など極めて広範な裁量の下に行われるものであることを踏まえると、

ガソリン代との明確な関連性は認められない。 

 

（６）タクシー代について 

移動手段については、タクシー以外の他の公共交通機関の利用が原則であることは言

うまでもないが、調査手法、スケジュールの関係、付き添いを必要とする区民の都合、

天候、時間帯、持参品の量、議員本人の身体的状況や年齢等、状況により迎車代を含め

タクシーを利用することが合理的なケースが多々あり、会派・議員が自律的に判断して

使用するものであると認識している。 

タクシー利用額の上限については、平成24年度の調査検討委員会で検討した結果、平

成25年4月からは、月額2万円を年額24万円とすることとし、規程を改正している。 

 

（７）区役所への交通費について 

 平成18年度から費用弁償が廃止になり、本会議や委員会に出席するための登庁交通費

は支給されなくなった。よって、本会議や委員会（開催日）と重複するか否かにかかわ

らず、政務調査活動を行うために区役所へ登庁した場合の交通費を経費とすることは適

正としている。その場合の経路についても、前述のタクシー同様、スケジュールや天候、

時間、持参品の量等会派・議員が自律的に判断して選択すべきものである。 

 

（８）視察先の謝礼品について 

  平成19年4月26日の仙台高裁判決で「視察先への土産は、視察への協力に対する謝礼と

しての意味を有するものと解され、社会通念上適正な範囲内のものであれば、これを「交

際的経費」ということはできず、先進地調査又は現地調査に要する経費として、本件使

途基準にいう「調査費」に該当するというべきである。」と判断しており、使途基準に基

づく適正な支出である。 

 

（９）視察費及び研修費について 

平成19年2月9日の札幌高裁判決では「様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門

性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負

っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活

動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下

に行われるものであると認められる。」、「飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一
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見明らかに市政とは無関係であるとか、極めて不相当な日程や著しく高額なもの等以外

は、これを認めるのが相当である。」と判断されている。このことから、領収書等により

支出の対象となった活動に調査研究の実質があり、それが適切な日程・金額であると認

められ、報告書や説明から区政との関連性や必要性・合理性を欠くことが明らかでない

場合には、会派・議員の多様にわたる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のもと

に行われるものである。ただし、講演会参加費と同様に、政党活動や後援会活動等、政

務調査費で支出できないと規程で定める経費が明らかに含まれる場合には、経費を区分

する必要がある。 

また、視察・研修の成果として区政にどのように反映させるか等、会派・議員自身の

考察や提言を説明に盛り込む必要性については、結果を取り上げなかったり、時機を見

て取り上げるなどの判断があり得るのであって、どのように取り扱うかについては、会

派・議員が広範な裁量権を持っているという上記判決の主旨に鑑みれば、適切な要件を

備えていることを条件として、その判断は尊重されるべきである。 

区議会では、視察・研修が、宿泊を伴うかまたは往復の旅費が3万円を超える日帰りの

場合には視察報告書の提出を義務付けている。観光など、目的が区政に関する調査研究

活動ではないものと疑念を持たれかねない視察先が一部含まれる場合には、報告書に区

政への反映方法等、詳細にまでわたり明示することで、当該調査研究の必要性を説明す

ることが有益である点は否定できないものの、会派・議員の政務調査費は、議会の執行

機関に対する監視の機能を果たすための政務調査活動に充てられることや、他の会派・

議員からの干渉を防ぐ必要があることにも留意する必要がある。 

したがって、様式で定めている事項に基づいて記載され、区政との関連性が類推され、

調査研究の実質が認められるものは適正な報告書の提出として取り扱い、詳細まで記載

するか否かは会派・議員の自律的な判断に委ねるべきである。 

なお、平成23年度の調査検討委員会で検討した結果、平成24年4月からは、宿泊を伴わ

ず、かつ往復の旅費が3万円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書等貼付用紙

の備考欄に、名称のほか、主催者や場所、概要等を明記し、可能な限り資料やレジュメ

を添付することとした。また、平成24年度の調査検討委員会で改めて検討した結果、平

成25年4月からは、金額については、3万円以下を1万円以下とし、規程を改正している。 

 

（１０）会費について 

団体・会等の年会費については、当該団体・会等の活動目的が区政に関する調査研究

に有益と判断される場合は経費とすることができる。ただし、会員であること自体が調

査研究に資するとは言えないため、区政に関する調査研究に資するために必要と判断で

きる内容が含まれていれば、当該議員が所属する政党・団体の場合でも経費を区分した

上で政務調査費とすることを可としている。 

なお、（９）で述べたとおり、研修会等の参加費については、平成25年4月からは、宿

泊を伴わず、かつ往復の旅費が1万円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書等

貼付用紙の備考欄に、名称のほか、主催者や場所、概要等を明記し、可能な限り資料や

レジュメを添付することとし、規程を改正している。 
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（１１）会議費について 

会議等の開催に伴うお茶や茶菓子程度の飲食は、会議の活性化や円滑化に資するもの

で、使途基準細目で「会議等を主催する場合の茶菓代については、1人につき500円を限

度とし、領収書等貼付用紙の備考欄に会議の目的及び参加人数を記載する」と規定し、

社会通念上適正な範囲内で経費として認めている。 

これは、区民の意思を適正に区政に反映させるための一手段であり、議員の審議能力

を強化することにより議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するもので

ある。 

なお、会議の開催に伴うその他の経費を支出する際にも、関連性がわかりづらいと思

われる支出については、茶菓代と同様に会議の目的または内容を説明する方が好ましい

のは当然である。 

 

（１２）新聞・政党機関紙の購読について 

平成19年4月26日の仙台高裁判決では「新聞の年間購読料については、議員としての調

査研究活動に資するために必要な経費ということができるから、本件使途基準に合致す

ると認めることができる。」と判断していることから、議員本人が購読しているものであ

れば、使途基準に合致する経費としている。会派・議員の活動形態はそれぞれ異なるこ

とを勘案し、購読場所や部数制限については規定していない。 

また、使途基準細目で、所属政党発行の機関紙の購読については、1人1部のみとする

ことを規定している。これは、所属政党が発行しているとしても、その内容が調査研究

活動に有益ではないとは言い切れないということと、所属政党を経済的に支援し、政党

の方針や政策を学習するという側面もあることを総合的に勘案した結果、一定の制限を

設けたうえで経費としたものであり、社会通念上許容される範囲内の基準であると考え

る。 

ただし、議員本人が経営する事業に関連する業界紙の場合には、区政との関連性が類

推される説明が必要であり、その必要性を判断する際には留意する必要がある。 

 

（１３）書籍の購入について 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断していることから、政務調査費と

しての使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らかにした

うえで、必要性・合理性が認められるものであれば、使途基準で定める資料購入経費と

することができると考える。 

なお、ポイント還元については、使途基準細目では、「ポイントカード制を導入してい

る小売店で物品等を購入する際、一定割合のポイントが還元され、次回以降の購入でポ

イント相当額を代金に充当できる場合は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限
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りにおいて、そのポイント相当額を控除して支出する。」と規定しているため、領収書で

確認できない限り、請求人の主張は当たらない。 

 

（１４）区政報告について 

会派・議員が行う調査研究活動や議会に関することを区政報告として区民に広く知ら

しめるために要する経費は、調査研究活動を含む会派・議員活動全般にかかわるもので

あるとの考え方を全て否定するものではない。しかし、区政報告の発行やホームページ

の維持管理等、区政に関する情報を区民に提供する経費は、使途基準で定める広報費に

該当し、会派・議員の調査研究活動、議会活動及び区の施策を区民に報告・PRするため

に必要なものである。平成21年9月17日の名古屋高裁判決では、「市民の意見を収集、把

握することは議員の調査研究の一つとして重要であり、調査研究活動、議会活動及び市

政に関する政策等を市民に知らせることは、市政に対する市民の意思を的確に収集、把

握するための前提として意義を有するものということができるから、こうした広報のた

めに支出した費用も市政に関する調査研究に資するため必要な費用として、政務調査費

の使途基準に適合するものと解される。」と示している。このことからも、政務調査費の

使途基準として広報費を規定することは適正で、区議会での質疑や区政全般に関するこ

とを区民に知らせることにより、区民意見の収集、把握につながり、その結果、区政の

課題や問題点を認識するための調査研究活動に資すると解することができる。 

また、政党活動や後援会活動など、議員の審議能力を強化することにより地方議会の

活性化を図るという政務調査費の趣旨に適合しない部分は、原則紙面の面積等に占める

割合等で区分することにより、合理的な支出が可能である。 

ただし、平成20年9月5日の東京地裁判決では、「なるべく多くの区民に広報紙に対する

関心を持ってもらい、読んでもらうための1つの手段として、本件会派が行う議会活動及

び区政に関する政策等以外の記事を掲載し、当該記事に係る経費に政務調査費を充てる

ことも、それが合理的な範囲にとどまる限り許されるものと解するのが相当。」と示され

ていることから、区政報告の前提となった現場の生の声や専門家の意見などをそのまま

（あるいは抜粋して）掲載したり、紙面の一部にエッセンスとして加える調査研究活動

以外のお知らせや連絡先、文章の書き出しに使用する一般的な儀礼的文言、写真などに

ついては当該広報紙の主たる内容には当たらず、かつ合理的な範囲内であれば、詳細に

区分せず政務調査費で支出できるものと解することができる。 

なお、領収書等や当該会派・議員からの説明により、区政との関連性や調査研究の実

質があることから適切な金額と認められ、区政との関連性や必要性・合理性を欠くこと

が明らかでない場合は、配布先や配布枚数等、他の会派・議員からの干渉を防ぐべき事

項を明示するか否かについて、当該会派・議員の政策的判断のもとに行われるべきもの

と認識している。 

郵送費用については、一定の通数以上の場合、市内特別郵便等の料金割引制度を利用

する方が望ましいが、それぞれ管轄局への持ち込みが必要なことや形状・重量等が同一

であることなど様々な制約があることからも、料金割引制度の利用のみに制限してしま

うことは、議員としての活動状況を総合的に勘案したとき、必ずしも合理的とは言えな

い。ただし、切手を大量に購入する場合は、簡易に換金可能であることから、区民に疑
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念を抱かれる可能性が高いことは否定できないため、平成22年度からは、議員1人当たり

年間10万円までと使途基準細目で規定している。しかし、たとえ規定の範囲内であって

も、切手を大量に購入する場合は、可能な限りその理由を示すことが好ましく、その必

要性・合理性が明確になるように努める必要がある。 

また、規程で定めてはいないが、ハガキを大量に購入する場合についても、その理由

を示すなど説明が必要な旨、議員への周知を図っている。 

 

（１５）ホームページについて 

WEB上で公開しているサイトは、情報入手のツールとして広く一般化しており、利用

している方に対する有効な広報手段である。 

そのため、紙媒体と併せて自身の公式サイト等でも同じ内容の情報を提供することは

極めて一般的な手法で、ブログやツィッター等、リアルタイムな情報提供ツールの普及

により、会派・議員の公式サイトは情報のデータベース的な役割が主たるものとなって

きている。また、情報を提供する媒体を常時設ける必要性があることを総合的に判断す

ると、公式サイト等の維持管理等に要する経費は政務調査費制度の趣旨から逸脱してい

るものとは言えない。使途基準細目では、「ホームページの作成及び維持管理経費は、実

態に即して按分すること」と規定しており、按分について、会派・議員の自律的な判断

に基づいていれば、不適切とする理由はない。 

 

（１６）事務用品について 

他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資するために必

要な経費相当額を区分することが必要であるため、規程で定めているとおり、原則一定

の按分が必要である。しかし、一般的な文具やその他消耗品類等、他の用途との併用が

明らかであると直ちに判断できない支出や、合理的な経費の区分が困難な場合があるこ

とから、調査研究活動との関連性がわかりづらい場合は別途説明が必要である。ただし、

会派・議員が調査研究活動に使用する必要性や合理性を具備していることが類推できる

ものは、経費を按分しないで支出するケースもあり得るため、使用形態によって按分の

有無やその割合が異なることは基準の範囲内と解している。 

 

（１７）固定電話・FAXについて 

電話・FAX料金については平成19年の仙台高裁と大阪高裁で、その経費の内訳を調査研

究活動とその他の活動を合理的に区分することが困難な支出であると認められるため、

議会ごとに会派・議員の活動の実態に即した按分の割合を定めることが適切な方法であ

ると判断されている。このことは、訴訟の対象となった議会の地域特性を考慮するとし

ても、青森県と大阪府の自治体において同じ趣旨の判断がされていることに鑑みると、

各地方議会に共通して当てはめることが相当と解釈できるものである。 

区議会では上記判例の趣旨に沿った形で按分上限を定め、規定された基準の範囲内の

按分割合であれば適切な経費とみなしている。固定電話の料金は、基本料金と通話料金

とにより構成されるものであるため、基本料金を含めた料金の按分としている。 
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（１８）携帯電話について 

使途基準では事務費として通信費の支出を規定しており、携帯電話の利用料金も按分

上限の範囲内で支出を認めている。平成19年の仙台高裁の判決は、訴訟の対象となった

青森県の地方議会の会派・議員活動における使用実態を考慮しての判断であり、また、

同年の大阪高裁の判決では、一定の按分が必要であるとしたうえでその利用料金の計上

を認めている。 

このように判断が分かれているということは、政務調査活動が会派・議員の多岐にわ

たる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のもとに行われるべきものであるという

観点から、当該議会の会派・議員活動における使用実態を考慮して、議会ごとに基準を

設定するのが適当と解することができる。区議会では上記判例の趣旨に沿った形で按分

上限を定めているため、規定された基準の範囲内の按分割合であれば適正とみなしてい

る。 

また、携帯端末の利用目的は、電話機本来の通話のほか、メールやインターネット、

電子マネーやカメラ機能など多岐に渡るが、スイカやカメラ機能については月額利用料

は発生せず、通話料とメールの利用料である。これは使途基準で定める範囲内のもので

あることは明らかであるのと同時に、調査研究活動とその他の活動を合理的に区分する

ことは困難であって、使途基準の範囲内の支出であれば、通話記録等、詳細な根拠の開

示は不要としている。 

 

（１９）パソコン等備品の購入について 

今日では、パソコンとインターネット環境の利用は、会派・議員の活動における必需

品である。前述のとおり、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。判例や他議会の動向からも、活動内容を色分けするよりも、それぞれの活

動の実態に即した按分率により支出費用を判断することが最も妥当である。 

平成22年3月23日の最高裁判決では、パソコンの購入について、任期満了の1カ月ない

し4カ月半前の最後の議会の会期後に購入され、次の選挙に立候補することなく議員活動

を終えたこと、また、在職中の購入が初めてであることなど、さまざまな状況を総合的

に判断すると、特段の事情がない限り必要性は認められないとされたことから、耐用年

数内に再度購入する場合には、会派・議員から合理的かつその必要性が認められる説明

を要するものとしている。 

使途基準細目では、5万円以上の物品を備品と定義し、備品を購入したときは備品台帳

写しを議長へ提出すること及び実態に即して按分することを義務づけるとともに、任期

満了前半年間は、可能な限り備品の購入を控えることを定めている。 

 

（２０）事務所費について 

平成21年9月29日の東京高裁判決では、「民主主義社会における議員の議会活動の重要

性に鑑みても、前記の政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員

が行う区の事務に関する調査研究」（政務調査費使途基準）はこれを狭く解すべきではな

く、明らかに議員の議会活動に反映・寄与しないあるいは反映・寄与の程度が相当に低

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%C4%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%AA%B5%F3
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いと認められる行為を除いて、直接及び間接に議員の議会活動に反映・寄与する行為で

あれば、これを広く政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員が

行う区の事務に関する調査研究」に当たるものと解すべきである。」と判断されている。 

議員活動の基盤となる事務所の賃料については、使途基準で政務調査活動の対象に含

めているところであるが、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。 

そこで、使途基準細目では、事務所を賃借する場合に賃借料を計上することを認め、

その場合には、透明性の確保と説明責任の観点から、事務所の要件を具備することを示

す書類の提出を義務付けている。事務所費として認める場合は、前述のとおり、経費を

合理的に区分することが困難なため、自宅兼用事務所の場合、算出基準として賃借料及

び光熱水費について、それぞれに要した経費に事務所使用部分の面積等を考慮した按分

率を適用した上で、その2分の1を上限と定めている。この事務所使用部分については、

間取り図等の提出により補足説明がされており、算出基準については、平成19年度の検

討会での意見を反映したもので、各議員の支出はこの基準の範囲内となっており合理的

かつ適正なものである。また、自宅以外に議員事務所専用の物件を賃借する場合には、

契約書等、事務所の要件を具備することを示す書類が提出されていれば、間取り図等の

提出までは求めておらず、当該賃借料の2分の1を上限とし、かつ、月額5万円を上限と規

定している。 

さらに、平成19年12月26日の大阪高裁判決でも、自宅の一部を議員事務所として使用

していることが妥当である旨の判断がなされ、一定の按分を条件として光熱水道費や共

同住宅管理費の支出の適法性を認めている。 

なお、光熱水費については、基本料金と使用量に応じた料金から構成されているため、

基本料金を含めた按分としている。 

 

（２１）人件費について 

  平成19年度政務調査費に対する監査結果報告において、日常的勤務と臨時勤務の解釈

基準を早期に明確にすることを期待する旨、監査委員が見解を示したことを受け、平成

21年度に調査検討委員会で検討した。その結果、雇用形態の解釈基準を作成すること自

体が困難であり、補助する活動内容で分類することが合理的という結論に達し、使途基

準細目を改正した。そこで、平成22年4月からは、議員活動全般を補助する場合は2分の1

を上限として経費を按分して支出し、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助す

る場合には議員1人当たり月額5万円を上限として勤務実績に応じた額を経費とすること

とした。 

  政務調査活動の補助に当たるか否かの判断については、議員の調査研究の対象が広範

囲に及び、調査方法も多様なことから、明らかに議会活動に反映・寄与しない場合や使

途基準等に照らして必要性・合理性を欠いている場合など、会派・議員の裁量的判断を

著しく逸脱しているとは認められない行為の補助業務であれば良く、勤務内容について

は、区政に関する調査研究活動に対する執行機関や他の会派・議員からの干渉を防止す

る必要もあるため、区政との関連性が類推できる表現であれば、記載方法の具体性の度
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合いは、会派・議員の自律的判断に委ねている。 

また、ポスティング業務に従事する場合にその勤務内容に加え配布地域や部数まで盛

り込む必要性があるか否かについては、会派・議員が広範な裁量権を持っているという

前述の平成19年2月9日の札幌高裁判決の趣旨に鑑みれば、適切な支出の要件を備えてい

ることを条件として、会派・議員の政策的判断を尊重すべきである。 

 

 

８ その他 

 

  前述したとおり、平成24年9月の法改正により政務調査費から政務活動費へと制度が改

められたが、区民により信頼される政務活動費制度を実現していくためには、改正され

た法の趣旨に沿った適切な支出を行うとともに、透明性の確保が図られ、議員自らが明

確に説明できることが区民からは求められる。また、政務活動費が適切に活用され、そ

の成果を議会活動に反映していってほしいという区民の期待や関心は、今後も大きくな

っていくことが予想される。 

このため、今後も議会を取り巻く社会情勢や他自治体の動向等を参考にしながら、政

務活動費の使途に関する事項を中心に、調査検討委員会等において不断の検証と見直し

に努めていくこととしている。 

 



197 

 



198 

 



199 

 

別紙３－３ 

 

平成 26年 5月 22 日 

抗弁書 

監査委員あて 

区議会事務局長 

本橋 正敏 

 

１ 政務調査費の法制化の経緯等 

 

政務調査費は、平成 11年 7月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に

関する法律」（平成 11 年法律第 87号）が成立し、地方公共団体の自己決定権、自己責

任が拡大したことに伴い、議会機能の充実強化を図る必要があることから、平成 12年

5 月 24 日「地方自治法の一部を改正する法律案」として可決、成立した（平成 12 年

法律第 89 号）。この改正により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、

その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における

会派又は議員に対し、政務調査費を交付できる。この場合において、当該政務調査費

の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。」（地方自治法第

100条第 14項）とされ、当区では、平成 13年 3月 23日に「杉並区議会の会派及び議

員に対する政務調査費の交付に関する条例（以下「条例」という。）」を定めた。 

   杉並区議会では、条例制定時から出納簿（平成 18年度分までは写し）を収支報告書

とあわせ議長に提出し、区民が閲覧できるよう対応し、また平成 18 年 12 月には政務

調査費の収支報告の際に領収書その他の証拠書類を添付する条例改正を全議員の総意

により行い、以後、使途基準の明確化と透明性の確保を順次図ってきている。 

   平成24年9月には「地方自治法（以下「法」という。）」の一部が改正され、政務調査

費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するた

め」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとし、

また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとされ

た。（平成25年3月1日施行）これを受け、当区議会においても、平成25年2月に条例等

の一部を改正している。 

 

 

２ 請求人の主張に対する見解等 

 

   そもそも政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審議す

る案件について行う調査研究のための活動や、区民、民間の団体等との意見交換、区

民などに対して行う広報・広聴活動などを言う。また、調査研究活動に伴う経費とし

ての支出の適合性については、調査活動を行う際の手法、スケジュールとの関係、天



200 

 

候など政務調査活動を取り巻く状況に左右される側面を有するとともに、調査研究活

動の主体である会派・議員の自律的判断に委ねられており、例えば当該活動の一部に

調査研究活動以外の活動が混在する場合、どの程度の割合が調査研究活動に当たるか

といったことについても、会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断されるものと

解されている。 

このように、政務調査費の使途については、使途基準に従った支出を会派・議員に

委ねられているものである一方で、政務調査費は公費から交付されるのであるから、

当該活動に必要な経費の一部として使途基準の範囲内で支出されなければならないこ

とはもちろんのこと、会派・議員においては、常にコスト意識を持ち、当該経費の使

途の透明性を確保するとともに、会派・議員の「判断」についても区民に対して十分

に説明していく責任を果たしていくことが求められている。 

 

 

（１） 公明党議員全員で 1冊にまとめた収支報告書について 

  区議会では、政務調査費の交付対象については、条例第 2 条で「政務調査費は、議会

における会派（所属議員が 1 人の場合を含む。）及び議員の職にある者に対して交付す

る。」と定めており、杉並区議会公明党の場合は、平成 21 年度分以降、会派として交付

を受けるものとし、条例第 5条による届出が提出されている。 

  したがって、収支報告についても、条例第 10条別記様式の会派に係る政務調査費収支

報告書により収支報告が行われているところである。 

 

（２）按分について 

区議会では、他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資

するために必要な経費相当額を区分することを「杉並区議会の会派及び議員に対する政

務調査費の取扱いに関する規程（以下「規程」という。）」第2条第2項により定めている。

この他に、各支出の按分上限を明示した使途基準細目も定めているが、これは平成19年

度の検討会において、区議会の会派・議員の活動の実態を勘案したうえで弁護士や公認

会計士等の有識者からの意見を反映させ、議会全体が遵守する基準として定めたもので

ある。この使途基準細目で定めていない経費については、その必要性と区分する場合の

按分割合は、会派・議員によって多種多様であり、自身の活動の実態に即して当該会派・

議員が判断している。この判断については、会派・議員の説明が必要であり、明らかに

議会活動への反映・寄与の程度の割合が相当でないと認められる場合を除き、経費とし

て認めるのが妥当である。 

そもそも会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が混在し

ているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である場合が多い。判

例や他議会の動向に留意してみても、この場合には、活動の中身を色分けすることより

も、それぞれの活動の実態に即した按分率により判断することが、最も妥当な方法であ

る。 

 

（３）領収書について 
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平成19年12月16日の大阪高裁判決では「支払いの具体的内容が不明である上、その名

宛て人も単に上様と記載されているにすぎないから、上記領収書から直ちにこの支払い

が当該議員の議員としての調査研究活動のために行われたものであると認めることはで

きない。」、平成19年12月20日の仙台高裁判決でも「領収書の記載からは政務調査との関

連が明らかではないにもかかわらず、それを補足する説明がされていないような場合に

は、当該議員は当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざる

を得ないというべきである。」と判断されていることから、受取人が特定できず支出の内

容さえも不明であるにも関わらず、会派・議員から特段補足するような説明もないとい

う要素が重なった結果、調査研究活動に資する経費であることが確認できないものは政

務調査費の対象にすることはできない。 

よって、内容が簡略化されていたり、記載されていない場合、支払先の住所・電話番

号等連絡先が明示されていない場合、物品の購入先が仲介業者や個人のため関連性がわ

かりづらい場合の領収書については、会派・議員による内容説明や支払先発行の資料添

付等があり、そのことにより経費の必要性や合理性が認められれば、調査研究活動に資

する適正な経費として取り扱っている。 

また、領収書その他の証拠書類の扱いについては、「政務調査費の支出に関する事務処

理について」を毎年度作成し、議員への周知を図っている。 

ただし、交通費については領収書の発行が一般的ではないケース（電車・バス等公共

交通機関）が多いため、日付単位で金額・出張先・経路・出張目的等を記載できる「政

務調査交通費記録簿」を領収書等貼付用紙の代わりに使用することとしている。 

 

（４）自動車・バイクの使用について 

自動車やバイクを調査研究活動に伴う移動手段として利用する場合、有料道路通行料

や現地での駐車料金のほか、ガソリン代や月極駐車場の賃料を使途基準の範囲内の支出

として認めている。このうち、月極駐車場賃料と宿泊を伴わない用務に使用する場合の

ガソリン代については、一般的に調査研究活動以外の用途も含まれると考えられ、かつ、

合理的な経費の区分が困難な支出であるため、経費の2分の1の額を上限として政務調査

費の対象とすることを規程第2条別表の使途基準細目で規定し、目的や理由の説明は特段

求めていない。 

また、政務調査費として支出できない経費として規定している自動車の維持管理に関

する経費とは、自動車本体の保険や修理・車検などの維持管理に係る費用と捉えており、

月極駐車場賃料は含まないこととしている。 

 

（５）タクシー代について 

移動手段については、タクシー以外の他の公共交通機関の利用が原則であることは言

うまでもないが、調査手法、スケジュールの関係、付き添いを必要とする区民の都合、

天候、時間帯、持参品の量、議員本人の身体的状況や年齢等、状況により迎車代を含め

タクシーを利用することが合理的なケースが多々あり、会派・議員が自律的に判断して

使用するものであると認識している。 
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（６）区役所への交通費について 

 平成18年度から費用弁償が廃止になり、本会議や委員会に出席するための登庁交通費

は支給されなくなった。よって、本会議や委員会（開催日）と重複するか否かにかかわ

らず、政務調査活動を行うために区役所へ登庁した場合の交通費を経費とすることは適

正としている。その場合の経路についても、前述のタクシー同様、スケジュールや天候、

時間、持参品の量等会派・議員が自律的に判断して選択すべきものである。 

 

（７）研修費について 

平成19年2月9日の札幌高裁判決では「様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門

性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負

っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活

動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下

に行われるものであると認められる。」、「飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一

見明らかに市政とは無関係であるとか、極めて不相当な日程や著しく高額なもの等以外

は、これを認めるのが相当である。」と判断されている。このことから、領収書等により

支出の対象となった活動に調査研究の実質があり、それが適切な日程・金額であると認

められ、報告書や説明から区政との関連性や必要性・合理性を欠くことが明らかでない

場合には、会派・議員の多様にわたる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のもと

に行われるものである。 

また、研修の成果として区政にどのように反映させるか等、会派・議員自身の考察や

提言を説明に盛り込む必要性については、結果を取り上げなかったり、時機を見て取り

上げるなどの判断があり得るのであって、どのように取り扱うかについては、会派・議

員が広範な裁量権を持っているという上記判決の主旨に鑑みれば、適切な要件を備えて

いることを条件として、その判断は尊重されるべきである。 

なお、平成23年度の調査検討委員会で検討した結果、平成24年4月からは、宿泊を伴わ

ず、かつ往復の旅費が3万円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書等貼付用紙

の備考欄に、名称のほか、主催者や場所、概要等を明記したり、可能な限り資料やレジ

ュメを添付することとしており、研修会等の内容が明確になるようにしている。 

 

（８）会議費について 

会議等の開催に伴うお茶や茶菓子程度の飲食は、会議の活性化や円滑化に資するもの

で、使途基準細目で「会議等を主催する場合の茶菓代については、1人につき500円を限

度とし、領収書等貼付用紙の備考欄に会議の目的及び参加人数を記載する」と規定し、

社会通念上適正な範囲内で経費として認めている。 

これは、区民の意思を適正に区政に反映させるための一手段であり、議員の審議能力

を強化することにより議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するもので

ある。 

なお、会議の開催に伴うその他の経費を支出する際にも、関連性がわかりづらいと思

われる支出については、茶菓代と同様に会議の目的または内容を説明する方が好ましい

のは当然である。 
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（９）新聞・政党機関紙の購読について 

平成19年4月26日の仙台高裁判決では「新聞の年間購読料については、議員としての調

査研究活動に資するために必要な経費ということができるから、本件使途基準に合致す

ると認めることができる。」と判断していることから、議員本人が購読しているものであ

れば、使途基準に合致する経費としている。会派・議員の活動形態はそれぞれ異なるこ

とを勘案し、購読場所や部数制限については規定していない。 

また、使途基準細目で、所属政党発行の機関紙の購読については、1人1部のみとする

ことを規定している。これは、所属政党が発行しているとしても、その内容が調査研究

活動に有益ではないとは言い切れないということと、所属政党を経済的に支援し、政党

の方針や政策を学習するという側面もあることを総合的に勘案した結果、一定の制限を

設けたうえで経費としたものであり、社会通念上許容される範囲内の基準であると考え

る。 

 

（１０）書籍の購入について 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断していることから、政務調査費と

しての使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らかにした

うえで、必要性・合理性が認められるものであれば、使途基準で定める資料購入経費と

することができると考える。 

 

（１１）広報費について 

区政報告の発行やホームページの維持管理等、区政に関する情報を区民に提供する経

費は、使途基準で定める広報費に該当し、会派・議員の調査研究活動、議会活動及び区

の施策を区民に報告・PRするために必要なものである。 

したがって、領収書等や当該会派・議員からの説明により、区政との関連性や調査研

究の実質があることから適切な金額と認められ、区政との関連性や必要性・合理性を欠

くことが明らかでない場合は、配布先や配布枚数等、他の会派・議員からの干渉を防ぐ

べき事項を明示するか否かについて、当該会派・議員の政策的判断のもとに行われるべ

きものと認識している。 

また、郵送費用については、一定の通数以上の場合、市内特別郵便等の料金割引制度

を利用する方が望ましいが、それぞれ管轄局への持ち込みが必要なことや形状・重量等

が同一であることなど様々な制約があることからも、料金割引制度の利用のみに制限し

てしまうことは、議員としての活動状況を総合的に勘案したとき、必ずしも合理的とは

言えない。ただし、切手を大量に購入する場合は、簡易に換金可能であることから、区

民に疑念を抱かれる可能性が高いことは否定できないため、平成22年度からは、議員1
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人当たり年間10万円までと使途基準細目で規定している。しかし、たとえ規定の範囲内

であっても、切手を大量に購入する場合は、可能な限りその理由を示すことが好ましく、

その必要性・合理性が明確になるように努める必要がある。 

なお、規程で定めてはいないが、ハガキを大量に購入する場合についても、その理由

を示すなど説明が必要な旨、議員への周知を図っている。 

また、WEB上で公開しているサイトは、情報入手のツールとして広く一般化しており、

利用している方に対する有効な広報手段である。 

そのため、紙媒体と併せて自身の公式サイト等でも同じ内容の情報を提供することは

極めて一般的な手法で、ブログやツィッター等、リアルタイムな情報提供ツールの普及

により、会派・議員の公式サイトは情報のデータベース的な役割が主たるものとなって

きており、情報を提供する媒体を常時設ける必要性があることを総合的に判断すると、

公式サイト等の維持管理等に要する経費は政務調査費制度の趣旨から逸脱しているもの

とは言えない。使途基準細目では、「ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即

して按分すること」と規定しており、按分について、会派・議員の自律的な判断に基づ

いていれば、不適切とする理由はない。 

 

（１２）事務用品について 

他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資するために必

要な経費相当額を区分することが必要であるため、規程で定めているとおり、原則一定

の按分が必要である。しかし、一般的な文具やその他消耗品類等、他の用途との併用が

明らかであると直ちに判断できない支出や、合理的な経費の区分が困難な場合があるこ

とから、調査研究活動との関連性がわかりづらい場合は別途説明が必要である。ただし、

会派・議員が調査研究活動に使用する必要性や合理性を具備していることが類推できる

ものは、経費を按分しないで支出するケースもあり得るため、使用形態によって按分の

有無やその割合が異なることは基準の範囲内と解している。 

 

（１３）パソコン（備品）の購入について 

今日では、パソコンとインターネット環境の利用は、会派・議員の活動における必需

品である。前述のとおり、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。判例や他議会の動向からも、活動内容を色分けするよりも、それぞれの活

動の実態に即した按分率により支出費用を判断することが最も妥当である。 

平成22年3月23日の最高裁判決では、パソコンの購入について、任期満了の1カ月ない

し4カ月半前の最後の議会の会期後に購入され、次の選挙に立候補することなく議員活動

を終えたこと、また、在職中の購入が初めてであることなど、さまざまな状況を総合的

に判断すると、特段の事情がない限り必要性は認められないとされたことから、耐用年

数内に再度購入する場合には、会派・議員から合理的かつその必要性が認められる説明

を要するものとしている。 

使途基準細目では、5万円以上の物品を備品と定義し、備品を購入したときは備品台帳

写しを議長へ提出すること及び実態に即して按分することを義務づけるとともに、任期

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%C4%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%AA%B5%F3
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満了前半年間は、可能な限り備品の購入を控えることを定めている。 

 

（１４）事務所費について 

平成21年9月29日の東京高裁判決では、「民主主義社会における議員の議会活動の重要

性に鑑みても、前記の政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員

が行う区の事務に関する調査研究」（政務調査費使途基準）はこれを狭く解すべきではな

く、明らかに議員の議会活動に反映・寄与しないあるいは反映・寄与の程度が相当に低

いと認められる行為を除いて、直接及び間接に議員の議会活動に反映・寄与する行為で

あれば、これを広く政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員が

行う区の事務に関する調査研究」に当たるものと解すべきである。」と判断されている。 

議員活動の基盤となる事務所の賃料についても、使途基準で政務調査活動の対象に含

めているところであるが、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。 

そこで、使途基準細目では、事務所を賃借する場合に賃借料を計上することを認め、

その場合には、透明性の確保と説明責任の観点から、事務所の要件を具備することを示

す書類の提出を義務付けている。自宅兼用事務所の場合、経費を合理的に区分すること

が困難なため、算出基準として賃借料及び光熱水費について、それぞれに要した経費に

事務所使用部分の面積等を考慮した按分率を適用した上で、その2分の1（月額5万円）を

上限と定めている。この事務所使用部分については、間取り図の提出等の補足説明がさ

れ、各議員の支出はこの基準の範囲内となっており合理的かつ適正なものである。 

また、平成19年12月26日の大阪高裁判決でも、自宅の一部を議員事務所として使用し

ていることが妥当である旨の判断がなされ、一定の按分を条件として光熱水道費や共同

住宅管理費の支出の適法性を認めている。 

 

 

３ その他 

 

  前述したとおり、平成24年9月の法改正により政務調査費から政務活動費へと制度が改

められたが、区民により信頼される政務活動費制度を実現していくためには、改正され

た法の趣旨に沿った適切な支出を行うとともに、透明性の確保が図られ、議員自らが明

確に説明できることが区民からは求められる。また、政務活動費が適切に活用され、そ

の成果を議会活動に反映していってほしいという区民の期待や関心は、今後も大きくな

っていくことが予想される。 

このため、今後も議会を取り巻く社会情勢や他自治体の動向等を参考にしながら、政

務活動費の使途に関する事項を中心に、調査検討委員会等において不断の検証と見直し

に努めていくこととしている。 
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別紙４－１ 

 

26 杉議会第 174 号 

平成 26年 5月 22日 

 

杉並区監査委員 

 小林 英雄 様 

同 

 岩崎 英司 様 

                        杉並区議会 

                           議長 大泉 時男 

 

政務調査費に係る調査について（回答） 

 

１ 「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例」に基づく議長

の調査の実施について 

 

大泉時男議員の平成 24年度政務調査費について、請求人が指摘している政務調査費の

支出が、使途基準その他の法規等に照らして違法・不当であるか否かについて、平成 26

年 5 月 13 日付 26 杉監査第 89 号の調査依頼に基づき、条例第 11 条に規定している政務

調査費の議長としての調査を実施した。 

 

 

２ 調査結果について 

 

調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認められるもの

はなく、おおむね平成 24年度の使途基準及び同細目に基づく適正な支出が行われていた。 

なお、一部の支出については、出納簿及び収支報告書の訂正処理を進める。 

 

 

３ 請求人の主張に対する説明・見解等 

 

  そもそも政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審議する

案件について行う調査研究のための活動や、区民、民間の団体等との意見交換、区民な

どに対して行う広報・広聴活動などを言う。また、調査研究活動に伴う経費としての支

出の適合性については、調査活動を行う際の手法、スケジュールとの関係、天候など政

務調査活動を取り巻く状況に左右される側面を有するとともに、調査研究活動の主体で

ある会派・議員の自律的判断に委ねられており、例えば当該活動の一部に調査研究活動
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以外の活動が混在する場合、どの程度の割合が調査研究活動に当たるかといったことに

ついても、会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断されるものと解されている。 

このように、政務調査費の使途については、使途基準に従った支出を会派・議員に委

ねられているものである一方で、政務調査費は公費から交付されるのであるから、当該

活動に必要な経費の一部として使途基準の範囲内で支出されなければならないことはも

ちろんのこと、会派・議員においては、常にコスト意識を持ち、当該経費の使途の透明

性を確保するとともに、会派・議員の「判断」についても区民に対して十分に説明して

いく責任を果たしていくことが求められている。 

 

（１）ガソリン代について 

  請求人から指摘のあったガソリン代については、勘違いによる計上ミスのため、収支

報告書を訂正し返還する。 

 

（２）有料道路料金について 

  有料道路料金については、本年4月9日付けで収支報告書を訂正し、計上額については

すべて返還済である。 

 

（３）会費について 

  自衛隊父兄会杉並支部会費については、会からの申し出により支払ったものであるが、

政務調査との関連について誤解を生じかねないため返還する。 

 

（４）書籍の購入について 

  「わがまま歩きドイツ」は、昨年 4 月に行ったドイツのスポーツクラブ視察に必要な

資料として購入したものである。 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断している。このことから、政務調

査費としての使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らか

にしたうえで、必要性・合理性が認められるものであれば、調査研究に資する費用とし

て認められるべきものと考えられ、そうすると、「わがまま歩きドイツ」という書籍をド

イツのスポーツクラブ視察に必要なものとして購入したことが明らかであるから、使途

基準で定める資料購入経費とすることができ、指摘の書籍は特段問題ないものと考えて

いる。 

 

（５）事務所費について 

以前、代表を務めていた（平成 23年 7月 1日を境に代表権をＣに移譲）グリーン住建
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株式会社と賃貸人との間で締結されている賃貸借契約書第８条には、賃貸人の文書によ

る承諾なく転貸もしくは使用賃借をして、同社以外の名義を表示することを禁止する旨

が記載されており、同社は議員事務所として事務所の一部を賃貸しているため、賃貸借

契約書で禁止している転貸もしくは使用賃借にあたると考える。 

しかし、同社は従来より上記の状態のまま賃借し、賃貸人も議員事務所として使用し

ていることは了承しており、契約上、賃貸人との間では議員事務所として使用すること

に関しては問題ないものと考えている。また、平成 13年 3月 27日に取り交わした覚書

により、同社と転貸関係が存在していると言える。 

  区議会では、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程

（以下「規程」という。）」で、議員個人で契約する事務所賃借料については経費を 2分

の 1 に按分した後、支出金額の上限を月額 50,000 円と定めている。また、賃貸借契約

書の写しや図面等事務所の要件を具備することを証明する書類が提出されていれば、適

正な支出と認めている。 

  同社に支払っている賃料は、当事者間で決めた面積按分により支出し、かつ同社が所

有する事務機器や電話機等の使用も認められているほか、同社が発行した領収書も添付

し、上記の規程で定めている上限内の金額を支出していることから、適正な支出である

と言える。 

また、同社が領収した金銭については、そもそも関知するところではないが、会計事

務所に確認したところによれば、同社が領収した金銭については適正に処理しており、

それを証明する書類の提出については、個人情報等の関係から差し控えたい旨の回答が

あった。 

2種類の覚書の存在については、請求人が提出された資料①は、平成 19年度の収支報

告の際提出しており、資料②は平成 20 年度の収支報告の際、資料①を差し替える形で

提出しているものである。 

請求人の指摘にもあるとおり、資料①の締結日を機械的に資料②にもそのまま用いて

しまったために、わかりづらくなってしまっているが、平成 20 年度支出分から、賃借

料・光熱水費の面積按分による支出が運用基準として定められたことから、毎月一定額

を記載する覚書は適当でなく、改めて負担金額を明記しない資料②の覚書とし、その当

時差し替えたものである。 

また、資料②の覚書 2に定める事務所の使用期間については、昨年度の住民監査請求

時にも説明したとおり、議員としての身分を有している日までである。 

なお、本件については、平成 21年度（平成 19年度分政務調査費）の住民監査請求以

降、請求人からは、毎年のように類似の請求がなされているが、すでに監査の判断では

認められていることを申し添えておく。 

 

（６）人件費について 

  平成19年度政務調査費に対する監査結果報告において、日常的勤務と臨時勤務の解釈

基準を早期に明確にすることを期待する旨、監査委員が見解を示したことを受け、この

点について平成21年度に調査検討委員会において検討された。その結果、雇用形態の解
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釈基準を作成すること自体が困難であり、補助する活動内容で分類することが合理的と

いう結論に達し、平成22年4月からは、「議員活動全般を補助する場合は2分の1を上限と

して経費を按分して支出し、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する場合に

は議員1人当たり月額50,000円を上限として勤務実績に応じた額を経費とする。」ことと

して、使途基準細目が改正された。 

 政務調査活動の補助に当たるか否かの判断については、議員の調査研究の対象が広範

囲に及び、調査方法も多様なことから、明らかに議会活動に反映・寄与しない場合や使

途基準等に照らして必要性・合理性を欠いている場合など、会派・議員の裁量的判断を

著しく逸脱しているとは認められない行為の補助業務であれば良く、勤務内容について

は、区政に関する調査研究活動に対する執行機関や他の会派・議員からの干渉を防止す

る必要もあるため、区政との関連性が類推できる表現であれば、記載方法の具体性の度

合いは、会派・議員の自律的判断に委ねている。 

  本件人件費については、規程に基づき、政務調査活動のみを補助する職員として、賃

金については、月額 50,000 円を上限として、その範囲内で計上しており、また、勤務

内容や時給等を明記した勤務の実情を示す書類も提出しているため、適正な支出と言え

る。 

  さらに、請求人が指摘する勤務内容については、当初、区政報告を発行する予定であ

ったが、間に合わなかったこと、また、勤務内容に「他」と記載されているとおり、区

政報告の資料作成以外にも、医療問題や高齢者福祉の調査研究、区民相談（受付、概要

の聴取、スケジュール調整等）などの事務にも携わっていることから、違法な支出であ

るとする請求人の主張は当たらない。 

  なお、グリーン住建株式会社の社員は２名であるが、この補助職員は同社の社員では

なく、他でも仕事はしていないことを申し添えておく。 
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別紙４－２ 

 

26 杉議会第 175 号 

平成 26年 5月 22日 

 

杉並区監査委員 

 小林 英雄 様 

同 

 岩崎 英司 様 

                        杉並区議会 

                           議長 大泉 時男 

 

政務調査費に係る調査について（回答） 

 

１ 「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例」に基づく議長

の調査の実施について 

 

平成 26年 5月 13日付 26杉監査第 90号の調査依頼に基づき、条例第 11条に規定して

いる政務調査費の議長による調査を実施した。 

平成 24年度分における、請求人が指摘している項目及び各議員別に個々に指摘してい

る政務調査費の支出が、使途基準その他の法規等に照らして、違法・不当であるか否か

について確認を行った。 

 

 

２ 調査結果について 

 

会派又は議員が行う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであ

ると認められるものはなく、おおむね平成 24年度の使途基準及び同細目に基づく適正な

支出が行われていた。 

しかし、領収書の記載内容だけでは政務調査との関連がわかりづらいものが複数見受

けられたため、当該議員に確認し、調査研究活動との関連を補う説明処理等を進める。 

なお、市来とも子議員、松浦芳子議員については、本人からの申し出により、出納簿

及び収支報告書の訂正処理を進める。 

 

 

３ 請求人の主張に対する見解等 

 

  そもそも政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審議する

案件について行う調査研究のための活動や、区民、民間の団体等との意見交換、区民な
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どに対して行う広報・広聴活動などを言う。また、調査研究活動に伴う経費としての支

出の適合性については、調査活動を行う際の手法、スケジュールとの関係、天候など政

務調査活動を取り巻く状況に左右される側面を有するとともに、調査研究活動の主体で

ある会派・議員の自律的判断に委ねられており、例えば当該活動の一部に調査研究活動

以外の活動が混在する場合、どの程度の割合が調査研究活動に当たるかといったことに

ついても、会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断されるものと解されている。 

このように、政務調査費の使途については、使途基準に従った支出を会派・議員に委

ねられているものである一方で、政務調査費は公費から交付されるのであるから、当該

活動に必要な経費の一部として使途基準の範囲内で支出されなければならないことはも

ちろんのこと、会派・議員においては、常にコスト意識を持ち、当該経費の使途の透明

性を確保するとともに、会派・議員の「判断」についても区民に対して十分に説明して

いく責任を果たしていくことが求められている。 

 

（１）政務調査費の計上年度について 

杉並区議会では政務調査費の計上を現金主義で一律処理しており、交付年度内に実際

に支出された経費を対象としている。平成19年12月20日の仙台高裁判決では、条例で、

「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費」という表現を規定

に盛り込んでいることを踏まえ、政務調査費が交付された年度において発生した経費に

ついてのみ支出が可能とする発生主義を採用しているが、一方、交付年度中に発生した

経費のみ支出が可能とする旨条例や規則で規定していないことから、現金主義の支出を

認める平成18年11月18日の東京高裁判決がある。 

当区議会では条例及び規則等において、交付年度中に発生した経費のみ支出が可能と

する旨の規定が存在しないことから、現金主義により処理することとしている。 

ただし、交付年度内に実際に支出された経費であればどのような場合でも認めている

わけではなく、過去の政務調査費に対する監査の判断に基づき、支出の原因となる事実

が当該年度分ではない場合には、その支出の範囲を1年分に留めるという考え方を区議会

では現在採用している。加えて、支出の範囲が1年以内であっても、議員の職を辞した後

に支払ったものが計上されていれば、過払い分の返還が必要となることや、議員の職に

就く前の利用実績分が、その職に就いた後に請求・支払いとなる場合は計上できないこ

とは当然のことであり、その意味でも現金主義の採用によって区に損害が生じることは

ない。 

また、購読契約については、その事業者等が提供するサービスが不特定多数の方に対

して共通のものである場合、契約の始期や期間は提供事業者が一律に指定することがあ

り、プロバイダ契約に関しては期間を限定して結ぶ性質ではないことから、そうした契

約自体を否定することは、これらの契約に基づく活動を事実上不可能にすることにつな

がる。例えば、3月31日までの履行を確認した上で、4月1日以降に支払い行為を行う（カ

ード決済を含む）ことは、商慣習上一般的なことであり、これをもって不適切・不当で

あるとは言えない。 

 

（２）交付される政務調査費を超えた収支報告書について 
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条例第1条の規定により調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を

交付し、会派・議員に対して交付される政務調査費の額は、条例第3条及び第4条の規定

に基づき1人当たり月額16万円、年額192万円を限度とし、調査研究に資する経費がこの

額を超えた場合には会派・議員自身がその経費を負担することになる。 

そうした意味からは、その一部に対して支払っている政務調査費は、それぞれの経費

の一部に充当されていると理解することが可能である。 

条例・規則等においては、政務調査活動に必要な経費は必ずしも192万円以内でなけれ

ばいけないものではなく、かつ調査研究に資する経費が交付額を超えた場合、交付額の

範囲内で収支報告書を作成・提出する旨を区議会で定めているわけではないため、調査

研究に要した経費をどのように収支報告書・出納簿に記載するかについては、会派・議

員の判断に委ねることが適当である。ただし、交付額を著しく超過する場合には、一定

の配慮のうえに常識的な範囲で収支報告は行われる必要がある。 

なお、平成25年度の政務活動費調査検討委員会で検討した結果、収支報告の際、交付

額を超過して支出額を計上する場合は、常識の範囲内で行うものとし、交付額を著しく

超過するようなケースが発生した場合は、その都度、事務局から当該会派・議員に対し

て監査の判断（意見）を示すとともに、注意喚起等を行うこととしている。 

 

（３）按分について 

区議会では、他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資

するために必要な経費相当額を区分することを規程第2条第2項により定めている。この

他に、各支出の按分上限を明示した使途基準細目も定めているが、これは平成19年度の

検討会において、区議会の会派・議員の活動の実態を勘案したうえで弁護士や公認会計

士等の有識者からの意見を反映させ、議会全体が遵守する基準として定めたものである。

この使途基準細目で定めていない経費については、その必要性と区分する場合の按分割

合は、会派・議員によって多種多様であり、自身の活動の実態に即して当該会派・議員

が判断している。この判断については、会派・議員の説明が必要であり、明らかに議会

活動への反映・寄与の程度の割合が相当でないと認められる場合を除き、経費として認

めるのが妥当である。 

そもそも会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が混在し

ているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である場合が多い。判

例や他議会の動向に留意してみても、この場合には、活動の中身を色分けすることより

も、それぞれの活動の実態に即した按分率により判断することが、最も妥当な方法であ

る。 

 

（４）領収書について 

平成19年12月16日の大阪高裁判決では「支払いの具体的内容が不明である上、その名

宛て人も単に上様と記載されているにすぎないから、上記領収書から直ちにこの支払い

が当該議員の議員としての調査研究活動のために行われたものであると認めることはで

きない。」、平成19年12月20日の仙台高裁判決でも「領収書の記載からは政務調査との関

連が明らかではないにもかかわらず、それを補足する説明がされていないような場合に
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は、当該議員は当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざる

を得ないというべきである。」と判断されていることから、受取人が特定できず支出の内

容さえも不明であるにも関わらず、会派・議員から特段補足するような説明もないとい

う要素が重なった結果、調査研究活動に資する経費であることが確認できないものは政

務調査費の対象にすることはできない。 

よって、内容が簡略化されていたり、記載されていない場合、支払先の住所・電話番

号等連絡先が明示されていない場合、物品の購入先が仲介業者や個人のため関連性がわ

かりづらい場合の領収書については、会派・議員による内容説明や支払先発行の資料添

付等があり、そのことにより経費の必要性や合理性が認められれば、調査研究活動に資

する適正な経費として取り扱っている。 

なお、領収書その他の証拠書類の扱いについては、「政務調査費の支出に関する事務処

理について」を毎年度作成し、議員への周知を図っている。 

 

（５）自動車・バイクの使用について 

自動車やバイクを調査研究活動に伴う移動手段として利用する場合、有料道路通行料

や現地での駐車料金のほか、ガソリン代や月極駐車場の賃料を使途基準の範囲内の支出

として認めている。このうち、月極駐車場賃料と宿泊を伴わない用務に使用する場合の

ガソリン代については、一般的に調査研究活動以外の用途も含まれると考えられ、かつ、

合理的な経費の区分が困難な支出であるため、経費の2分の1の額を上限として政務調査

費の対象とすることを使途基準細目で規定し、目的や理由の説明は特段求めていない。

これらの経費については、平成19年2月9日の札幌高裁判決で「調査活動の市政との関連

性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるもので

あると認められる。」と判断されていることから、個別に按分割合の合理性・妥当性を求

めず、広範に認めることが望ましいと考えられる。 

また、政務調査費として支出できない経費として規定している自動車の維持管理に関

する経費とは、自動車本体の保険や修理・車検などの維持管理に係る費用と捉えており、

月極駐車場賃料は含まないこととしている。 

なお、車種を明示することはおおよその燃費が推測できることにはなると思えるが、

訪問先、調査方法など極めて広範な裁量の下に行われるものであることを踏まえると、

ガソリン代との明確な関連性は認められない。 

 

（６）タクシー代について 

移動手段については、タクシー以外の他の公共交通機関の利用が原則であることは言

うまでもないが、調査手法、スケジュールの関係、付き添いを必要とする区民の都合、

天候、時間帯、持参品の量、議員本人の身体的状況や年齢等、状況により迎車代を含め

タクシーを利用することが合理的なケースが多々あり、会派・議員が自律的に判断して

使用するものであると認識している。 

タクシー利用額の上限については、平成24年度の調査検討委員会で検討した結果、平

成25年4月からは、月額2万円を年額24万円とすることとし、規程を改正している。 
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（７）区役所への交通費について 

 平成18年度から費用弁償が廃止になり、本会議や委員会に出席するための登庁交通費

は支給されなくなった。よって、本会議や委員会（開催日）と重複するか否かにかかわ

らず、政務調査活動を行うために区役所へ登庁した場合の交通費を経費とすることは適

正としている。その場合の経路についても、前述のタクシー同様、スケジュールや天候、

時間、持参品の量等会派・議員が自律的に判断して選択すべきものである。 

 

（８）視察先の謝礼品について 

  平成19年4月26日の仙台高裁判決で「視察先への土産は、視察への協力に対する謝礼と

しての意味を有するものと解され、社会通念上適正な範囲内のものであれば、これを「交

際的経費」ということはできず、先進地調査又は現地調査に要する経費として、本件使

途基準にいう「調査費」に該当するというべきである。」と判断しており、使途基準に基

づく適正な支出である。 

 

（９）視察費及び研修費について 

平成19年2月9日の札幌高裁判決では「様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門

性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負

っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活

動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下

に行われるものであると認められる。」、「飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一

見明らかに市政とは無関係であるとか、極めて不相当な日程や著しく高額なもの等以外

は、これを認めるのが相当である。」と判断されている。このことから、領収書等により

支出の対象となった活動に調査研究の実質があり、それが適切な日程・金額であると認

められ、報告書や説明から区政との関連性や必要性・合理性を欠くことが明らかでない

場合には、会派・議員の多様にわたる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のもと

に行われるものである。ただし、講演会参加費と同様に、政党活動や後援会活動等、政

務調査費で支出できないと規程で定める経費が明らかに含まれる場合には、経費を区分

する必要がある。 

また、視察・研修の成果として区政にどのように反映させるか等、会派・議員自身の

考察や提言を説明に盛り込む必要性については、結果を取り上げなかったり、時機を見

て取り上げるなどの判断があり得るのであって、どのように取り扱うかについては、会

派・議員が広範な裁量権を持っているという上記判決の主旨に鑑みれば、適切な要件を

備えていることを条件として、その判断は尊重されるべきである。 

区議会では、視察・研修が、宿泊を伴うかまたは往復の旅費が3万円を超える日帰りの

場合には視察報告書の提出を義務付けている。観光など、目的が区政に関する調査研究

活動ではないものと疑念を持たれかねない視察先が一部含まれる場合には、報告書に区

政への反映方法等、詳細にまでわたり明示することで、当該調査研究の必要性を説明す

ることが有益である点は否定できないものの、会派・議員の政務調査費は、議会の執行

機関に対する監視の機能を果たすための政務調査活動に充てられることや、他の会派・

議員からの干渉を防ぐ必要があることにも留意する必要がある。 
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したがって、様式で定めている事項に基づいて記載され、区政との関連性が類推され、

調査研究の実質が認められるものは適正な報告書の提出として取り扱い、詳細まで記載

するか否かは会派・議員の自律的な判断に委ねるべきである。 

なお、平成23年度の調査検討委員会で検討した結果、平成24年4月からは、宿泊を伴わ

ず、かつ往復の旅費が3万円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書等貼付用紙

の備考欄に、名称のほか、主催者や場所、概要等を明記し、可能な限り資料やレジュメ

を添付することとした。また、平成24年度の調査検討委員会で改めて検討した結果、平

成25年4月からは、金額については、3万円以下を1万円以下とし、規程を改正している。 

 

（１０）会費について 

団体・会等の年会費については、当該団体・会等の活動目的が区政に関する調査研究

に有益と判断される場合は経費とすることができる。ただし、会員であること自体が調

査研究に資するとは言えないため、区政に関する調査研究に資するために必要と判断で

きる内容が含まれていれば、当該議員が所属する政党・団体の場合でも経費を区分した

上で政務調査費とすることを可としている。 

なお、（９）で述べたとおり、研修会等の参加費については、平成25年4月からは、宿

泊を伴わず、かつ往復の旅費が1万円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書等

貼付用紙の備考欄に、名称のほか、主催者や場所、概要等を明記し、可能な限り資料や

レジュメを添付することとし、規程を改正している。 

 

（１１）会議費について 

会議等の開催に伴うお茶や茶菓子程度の飲食は、会議の活性化や円滑化に資するもの

で、使途基準細目で「会議等を主催する場合の茶菓代については、1人につき500円を限

度とし、領収書等貼付用紙の備考欄に会議の目的及び参加人数を記載する」と規定し、

社会通念上適正な範囲内で経費として認めている。 

これは、区民の意思を適正に区政に反映させるための一手段であり、議員の審議能力

を強化することにより議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するもので

ある。 

なお、会議の開催に伴うその他の経費を支出する際にも、関連性がわかりづらいと思

われる支出については、茶菓代と同様に会議の目的または内容を説明する方が好ましい

のは当然である。 

 

（１２）新聞・政党機関紙の購読について 

平成19年4月26日の仙台高裁判決では「新聞の年間購読料については、議員としての調

査研究活動に資するために必要な経費ということができるから、本件使途基準に合致す

ると認めることができる。」と判断していることから、議員本人が購読しているものであ

れば、使途基準に合致する経費としている。会派・議員の活動形態はそれぞれ異なるこ

とを勘案し、購読場所や部数制限については規定していない。 

また、使途基準細目で、所属政党発行の機関紙の購読については、1人1部のみとする

ことを規定している。これは、所属政党が発行しているとしても、その内容が調査研究
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活動に有益ではないとは言い切れないということと、所属政党を経済的に支援し、政党

の方針や政策を学習するという側面もあることを総合的に勘案した結果、一定の制限を

設けたうえで経費としたものであり、社会通念上許容される範囲内の基準であると考え

る。 

ただし、議員本人が経営する事業に関連する業界紙の場合には、区政との関連性が類

推される説明が必要であり、その必要性を判断する際には留意する必要がある。 

 

（１３）書籍の購入について 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断していることから、政務調査費と

しての使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らかにした

うえで、必要性・合理性が認められるものであれば、使途基準で定める資料購入経費と

することができると考える。 

なお、ポイント還元については、使途基準細目では、「ポイントカード制を導入してい

る小売店で物品等を購入する際、一定割合のポイントが還元され、次回以降の購入でポ

イント相当額を代金に充当できる場合は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限

りにおいて、そのポイント相当額を控除して支出する。」と規定しているため、領収書で

確認できない限り、請求人の主張は当たらない。 

 

（１４）区政報告について 

会派・議員が行う調査研究活動や議会に関することを区政報告として区民に広く知ら

しめるために要する経費は、調査研究活動を含む会派・議員活動全般にかかわるもので

あるとの考え方を全て否定するものではない。しかし、区政報告の発行やホームページ

の維持管理等、区政に関する情報を区民に提供する経費は、使途基準で定める広報費に

該当し、会派・議員の調査研究活動、議会活動及び区の施策を区民に報告・PRするため

に必要なものである。平成21年9月17日の名古屋高裁判決では、「市民の意見を収集、把

握することは議員の調査研究の一つとして重要であり、調査研究活動、議会活動及び市

政に関する政策等を市民に知らせることは、市政に対する市民の意思を的確に収集、把

握するための前提として意義を有するものということができるから、こうした広報のた

めに支出した費用も市政に関する調査研究に資するため必要な費用として、政務調査費

の使途基準に適合するものと解される。」と示している。このことからも、政務調査費の

使途基準として広報費を規定することは適正で、区議会での質疑や区政全般に関するこ

とを区民に知らせることにより、区民意見の収集、把握につながり、その結果、区政の

課題や問題点を認識するための調査研究活動に資すると解することができる。 

また、政党活動や後援会活動など、議員の審議能力を強化することにより地方議会の

活性化を図るという政務調査費の趣旨に適合しない部分は、原則紙面の面積等に占める
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割合等で区分することにより、合理的な支出が可能である。 

ただし、平成20年9月5日の東京地裁判決では、「なるべく多くの区民に広報紙に対する

関心を持ってもらい、読んでもらうための1つの手段として、本件会派が行う議会活動及

び区政に関する政策等以外の記事を掲載し、当該記事に係る経費に政務調査費を充てる

ことも、それが合理的な範囲にとどまる限り許されるものと解するのが相当。」と示され

ていることから、区政報告の前提となった現場の生の声や専門家の意見などをそのまま

（あるいは抜粋して）掲載したり、紙面の一部にエッセンスとして加える調査研究活動

以外のお知らせや連絡先、文章の書き出しに使用する一般的な儀礼的文言、写真などに

ついては当該広報紙の主たる内容には当たらず、かつ合理的な範囲内であれば、詳細に

区分せず政務調査費で支出できるものと解することができる。 

なお、領収書等や当該会派・議員からの説明により、区政との関連性や調査研究の実

質があることから適切な金額と認められ、区政との関連性や必要性・合理性を欠くこと

が明らかでない場合は、配布先や配布枚数等、他の会派・議員からの干渉を防ぐべき事

項を明示するか否かについて、当該会派・議員の政策的判断のもとに行われるべきもの

と認識している。 

郵送費用については、一定の通数以上の場合、市内特別郵便等の料金割引制度を利用

する方が望ましいが、それぞれ管轄局への持ち込みが必要なことや形状・重量等が同一

であることなど様々な制約があることからも、料金割引制度の利用のみに制限してしま

うことは、議員としての活動状況を総合的に勘案したとき、必ずしも合理的とは言えな

い。ただし、切手を大量に購入する場合は、簡易に換金可能であることから、区民に疑

念を抱かれる可能性が高いことは否定できないため、平成22年度からは、議員1人当たり

年間10万円までと使途基準細目で規定している。しかし、たとえ規定の範囲内であって

も、切手を大量に購入する場合は、可能な限りその理由を示すことが好ましく、その必

要性・合理性が明確になるように努める必要がある。 

また、規程で定めてはいないが、ハガキを大量に購入する場合についても、その理由

を示すなど説明が必要な旨、議員への周知を図っている。 

 

（１５）ホームページについて 

WEB上で公開しているサイトは、情報入手のツールとして広く一般化しており、利用

している方に対する有効な広報手段である。 

そのため、紙媒体と併せて自身の公式サイト等でも同じ内容の情報を提供することは

極めて一般的な手法で、ブログやツィッター等、リアルタイムな情報提供ツールの普及

により、会派・議員の公式サイトは情報のデータベース的な役割が主たるものとなって

きている。また、情報を提供する媒体を常時設ける必要性があることを総合的に判断す

ると、公式サイト等の維持管理等に要する経費は政務調査費制度の趣旨から逸脱してい

るものとは言えない。使途基準細目では、「ホームページの作成及び維持管理経費は、実

態に即して按分すること」と規定しており、按分について、会派・議員の自律的な判断

に基づいていれば、不適切とする理由はない。 

 

（１６）事務用品について 
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他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資するために必

要な経費相当額を区分することが必要であるため、規程で定めているとおり、原則一定

の按分が必要である。しかし、一般的な文具やその他消耗品類等、他の用途との併用が

明らかであると直ちに判断できない支出や、合理的な経費の区分が困難な場合があるこ

とから、調査研究活動との関連性がわかりづらい場合は別途説明が必要である。ただし、

会派・議員が調査研究活動に使用する必要性や合理性を具備していることが類推できる

ものは、経費を按分しないで支出するケースもあり得るため、使用形態によって按分の

有無やその割合が異なることは基準の範囲内と解している。 

 

（１７）固定電話・FAXについて 

電話・FAX料金については平成19年の仙台高裁と大阪高裁で、その経費の内訳を調査研

究活動とその他の活動を合理的に区分することが困難な支出であると認められるため、

議会ごとに会派・議員の活動の実態に即した按分の割合を定めることが適切な方法であ

ると判断されている。このことは、訴訟の対象となった議会の地域特性を考慮するとし

ても、青森県と大阪府の自治体において同じ趣旨の判断がされていることに鑑みると、

各地方議会に共通して当てはめることが相当と解釈できるものである。 

区議会では上記判例の趣旨に沿った形で按分上限を定め、規定された基準の範囲内の

按分割合であれば適切な経費とみなしている。固定電話の料金は、基本料金と通話料金

とにより構成されるものであるため、基本料金を含めた料金の按分としている。 

 

（１８）携帯電話について 

使途基準では事務費として通信費の支出を規定しており、携帯電話の利用料金も按分

上限の範囲内で支出を認めている。平成19年の仙台高裁の判決は、訴訟の対象となった

青森県の地方議会の会派・議員活動における使用実態を考慮しての判断であり、また、

同年の大阪高裁の判決では、一定の按分が必要であるとしたうえでその利用料金の計上

を認めている。 

このように判断が分かれているということは、政務調査活動が会派・議員の多岐にわ

たる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のもとに行われるべきものであるという

観点から、当該議会の会派・議員活動における使用実態を考慮して、議会ごとに基準を

設定するのが適当と解することができる。区議会では上記判例の趣旨に沿った形で按分

上限を定めているため、規定された基準の範囲内の按分割合であれば適正とみなしてい

る。 

また、携帯端末の利用目的は、電話機本来の通話のほか、メールやインターネット、

電子マネーやカメラ機能など多岐に渡るが、スイカやカメラ機能については月額利用料

は発生せず、通話料とメールの利用料である。これは使途基準で定める範囲内のもので

あることは明らかであるのと同時に、調査研究活動とその他の活動を合理的に区分する

ことは困難であって、使途基準の範囲内の支出であれば、通話記録等、詳細な根拠の開

示は不要としている。 

 

（１９）パソコン等備品の購入について 
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今日では、パソコンとインターネット環境の利用は、会派・議員の活動における必需

品である。前述のとおり、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。判例や他議会の動向からも、活動内容を色分けするよりも、それぞれの活

動の実態に即した按分率により支出費用を判断することが最も妥当である。 

平成22年3月23日の最高裁判決では、パソコンの購入について、任期満了の1カ月ない

し4カ月半前の最後の議会の会期後に購入され、次の選挙に立候補することなく議員活動

を終えたこと、また、在職中の購入が初めてであることなど、さまざまな状況を総合的

に判断すると、特段の事情がない限り必要性は認められないとされたことから、耐用年

数内に再度購入する場合には、会派・議員から合理的かつその必要性が認められる説明

を要するものとしている。 

使途基準細目では、5万円以上の物品を備品と定義し、備品を購入したときは備品台帳

写しを議長へ提出すること及び実態に即して按分することを義務づけるとともに、任期

満了前半年間は、可能な限り備品の購入を控えることを定めている。 

 

（２０）事務所費について 

平成21年9月29日の東京高裁判決では、「民主主義社会における議員の議会活動の重要

性に鑑みても、前記の政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員

が行う区の事務に関する調査研究」（政務調査費使途基準）はこれを狭く解すべきではな

く、明らかに議員の議会活動に反映・寄与しないあるいは反映・寄与の程度が相当に低

いと認められる行為を除いて、直接及び間接に議員の議会活動に反映・寄与する行為で

あれば、これを広く政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員が

行う区の事務に関する調査研究」に当たるものと解すべきである。」と判断されている。 

議員活動の基盤となる事務所の賃料については、使途基準で政務調査活動の対象に含

めているところであるが、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。 

そこで、使途基準細目では、事務所を賃借する場合に賃借料を計上することを認め、

その場合には、透明性の確保と説明責任の観点から、事務所の要件を具備することを示

す書類の提出を義務付けている。事務所費として認める場合は、前述のとおり、経費を

合理的に区分することが困難なため、自宅兼用事務所の場合、算出基準として賃借料及

び光熱水費について、それぞれに要した経費に事務所使用部分の面積等を考慮した按分

率を適用した上で、その2分の1を上限と定めている。この事務所使用部分については、

間取り図等の提出により補足説明がされており、算出基準については、平成19年度の検

討会での意見を反映したもので、各議員の支出はこの基準の範囲内となっており合理的

かつ適正なものである。また、自宅以外に議員事務所専用の物件を賃借する場合には、

契約書等、事務所の要件を具備することを示す書類が提出されていれば、間取り図等の

提出までは求めておらず、当該賃借料の2分の1を上限とし、かつ、月額5万円を上限と規

定している。 

さらに、平成19年12月26日の大阪高裁判決でも、自宅の一部を議員事務所として使用

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%C4%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%AA%B5%F3
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していることが妥当である旨の判断がなされ、一定の按分を条件として光熱水道費や共

同住宅管理費の支出の適法性を認めている。 

なお、光熱水費については、基本料金と使用量に応じた料金から構成されているため、

基本料金を含めた按分としている。 

 

（２１）人件費について 

  平成19年度政務調査費に対する監査結果報告において、日常的勤務と臨時勤務の解釈

基準を早期に明確にすることを期待する旨、監査委員が見解を示したことを受け、平成

21年度に調査検討委員会で検討した。その結果、雇用形態の解釈基準を作成すること自

体が困難であり、補助する活動内容で分類することが合理的という結論に達し、使途基

準細目を改正した。そこで、平成22年4月からは、議員活動全般を補助する場合は2分の1

を上限として経費を按分して支出し、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助す

る場合には議員1人当たり月額5万円を上限として勤務実績に応じた額を経費とすること

とした。 

  政務調査活動の補助に当たるか否かの判断については、議員の調査研究の対象が広範

囲に及び、調査方法も多様なことから、明らかに議会活動に反映・寄与しない場合や使

途基準等に照らして必要性・合理性を欠いている場合など、会派・議員の裁量的判断を

著しく逸脱しているとは認められない行為の補助業務であれば良く、勤務内容について

は、区政に関する調査研究活動に対する執行機関や他の会派・議員からの干渉を防止す

る必要もあるため、区政との関連性が類推できる表現であれば、記載方法の具体性の度

合いは、会派・議員の自律的判断に委ねている。 

また、ポスティング業務に従事する場合にその勤務内容に加え配布地域や部数まで盛

り込む必要性があるか否かについては、会派・議員が広範な裁量権を持っているという

前述の平成19年2月9日の札幌高裁判決の趣旨に鑑みれば、適切な支出の要件を備えてい

ることを条件として、会派・議員の政策的判断を尊重すべきである。 

 

※ その他 

  前述したとおり、平成24年9月の法改正により政務調査費から政務活動費へと制度が改

められたが、区民により信頼される政務活動費制度を実現していくためには、改正され

た法の趣旨に沿った適切な支出を行うとともに、透明性の確保が図られ、議員自らが明

確に説明できることが区民からは求められる。また、政務活動費が適切に活用され、そ

の成果を議会活動に反映していってほしいという区民の期待や関心は、今後も大きくな

っていくことが予想される。 

このため、今後も議会を取り巻く社会情勢や他自治体の動向等を参考にしながら、政

務活動費の使途に関する事項を中心に、調査検討委員会等において不断の検証と見直し

に努めていくこととしている。 

 

 

４ 個別事項についての議員からの説明 
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１．安斉あきら議員 

 

＜総括抗弁＞ 

○ 政務調査費の支出については、「政務調査費使途基準・使途基準細目」の内容に

基づき支出を行っている。 

「政務調査費使途基準・使途基準細目」の内容は複数の有識者の意見などを基

に策定された経緯があり、社会通念上も問題がない内容であり、支出基準として

十分な合理性・妥当性を有していると認識している。 

よって「政務調査費使途基準・使途基準細目」の要件を満たしていれば、請求

人の指摘には当たらない。 

 

１．調査研究費 

月極駐車場代について 

・昨年も同様の指摘をしているが、当該支出は「政務調査費使途基準・使途基準

細目」の要件を満たした支出であり指摘の内容には当たらない。 

 当該駐車場については、議員活動専用に使用しており、その中でも、政務調査

活動には 50％を上回る割合で使用している。自家用車については、自宅の駐

車場を使用している。 

 

２．事務費 

     携帯電話代について 

・昨年も同様の指摘をしているが、当該支出は「政務調査費使途基準・使途基準 

細目」の要件を満たした支出であり指摘の内容には当たらない。 

 当該携帯電話については、議員活動専用に使用しており、その中でも、政務調

査活動には 50％を上回る割合で使用している。個人用の携帯電話については、

別に１台所有している。 

 

 

２．市来とも子議員 

 

    【新聞代について】  

平成 24年 2月分及び 3月分の赤旗代金合計 1,600円については、１年分を超え

ているため返還する。 

 

【領収書について】 

平成 22年 6月の監査結果によると、レジスターで打ち出された 5万円以下の領

収書については、宛名未記載のものであっても計上が認められている。 

 

 

３．今井ひろし議員 
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  ●区政報告について 

    区政報告は議会の活動報告と区政の課題に対し、広報する必要を精査し、広く配

布していくものです。請求書をみればわかるように、金額の多くは、デザイン料、

校正代、印刷費、区民に対しての発送費等のものであり、Ａ４一枚の内容の問題で

なく、どんな内容を研究し、どれを広報するかは議員に委ねられており、枚数を基

に返還を求めるのは不適切と考える。また按分は全体の９割を区政報告としており、

紙面構成から鑑みて適正と考える。よって、返還請求に応じることはできない。 

 

●人件費について 

    今井ゆずる議員が、議員の電話受付業務や資料整理業務などのために個人で雇用

関係を締結していたＡは、平成 23年 4月より、私が雇用関係を結び、同様の業務の

他、虐待の相談や同行調査などを行っており、地域の相談窓口として町会や商店会

にも出向いてもらったりしております。これまで業務を行っていたため、スムーズ

に相談体制がとれるため必要としています。勤務場所としては、私の選挙事務所と

して登録してある上水保育園の事務所の一部を間借りして勤務をさせていました。

上水保育園との雇用契約は 23 年 4 月（もちろんそれ以前も）から 25 年 3 月までは

存在せず、25年 4月から上水保育園に新規採用しております。したがって、25年 3

月までは私個人との雇用契約が存在しており、実際に政務調査の一端として業務を

依頼しておりました。 

私との雇用契約は 25 年 3 月で終了し 25 年 4 月から上水保育園に新規採用されて

おります。したがって、25年度は、Ａに関する人件費は計上しておりません。また、

所得税の源泉徴収は私との契約が 103 万円以下と見込まれても徴収の法的義務があ

るため徴収をして、私の個人名で納付しております。今回の監査請求書には、23年

度抗弁書に上水保育園が源泉徴収しているごとく記載がありますが、昨年の 23年度

分抗弁書にもあるとおり、私個人が源泉徴収し所得税を申告しており、24年度分に

ついても同様である。 

補足ながら私自身は、23 年 12 月より事務長職は辞任しており、25 年 5 月末をも

って上水保育園も正式に依願退職しております。 

以上のとおり、ルールに基づいて適切な運用を行っており、返還請求に応じるこ

とはできない。 

 

 

４．岩田いくま議員 

 

１）学士会会報 

年６回、論文部分が１００頁程度の会報が送付されており、会報代として年会費

４，０００円の半額（２，０００円）を計上することは適正と考えている。 

 

２）書籍購入ポイント 
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ポイントについては、家電量販店のように売上値引きの要素が強いものを除き、

ポイント相当額まで考慮に入れる必要はないと考える。 

 

３）事務所費及び関連費 

仕事柄、役所内以外に仕事をする場所が必要である。 

請求人は、事務所＝応接スペースが存在、との考えのようであるが、ＳＯＨＯの

例を持ち出すまでもなく、応接スペースのない職場は存在する（むしろ、１６，０

００円／月の事務所に、応接スペースを求められても困る）。 

なお、事務所関連費は、事務所費に応じた按分比とするのが適切であると考える。 

 

 

５．大熊昌巳議員 

  

この度、政務調査費のガソリン代について、ご指摘を頂きました。 

私は、区内西部、久我山に居住しておりご指摘の公共交通機関の利用の場合、区役

所と自宅の往復に最低５００円が必要となります。 

計上した７２,９３３円を年間登庁する最低回数を１８０回(実際は２４０回以上)

として割りますと４０５円となり、公共交通機関を使用するより割安になります。 

計上したガソリン代には、登庁以外の場所へ出向く公務も含まれておりますので、

ガソリン代の計上を理解して頂きたく存じます。 

また、ご指摘の中で車による移動時間が浪費と取れる文言がありますが、私の居住

する久我山からの議員活動上の動線を考えると、車での移動がベストと考えますので

ご理解を頂きたいと存じます。 

尚、私の抗弁がご理解を頂けない場合は、監査委員の指示に従いたいと存じます。 

 

 

６．大和田伸議員 

 

●調査研究費 

   ①ガソリン代について 

ガソリン代については、政務調査活動に必要であり、その支出は使途基準並びに

使途基準細目どおりであり、按分 1/2で計上している。 

請求人は「同日時にレギュラーガソリンとハイオクガソリンを給油した議員がい

た」と指摘をしているが、私についてはそのような実態は皆無であり、初当選以降、

「調査研究に資する使用」をしており、かつ、厳正に処理している。ご理解頂きた

い。 

 

   ②タクシー代について 

タクシー代については、使途基準に則り、適正に計上している。 

請求人指摘の「移動区間が短い際には丸ノ内線を利用すべき」とあるが、勿論、

言われるまでもなく日頃はそのように心がけている。しかし、人は常に体調が万全

とは限らず、場合によっては誰しもがやむを得ずタクシーを利用する時があるので
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はないだろうか？（＊足を痛めている、熱っぽい等） 

尚、8 月 9 日の「新高円寺駅～蚕糸の森公園」（￥1070）については、「ＪＲ高円

寺駅～蚕糸の森公園」に、1 月 14 日の「新高円寺駅～障害者福祉会館」（￥1250）

については、「新高円寺駅～阿佐谷神明宮付近」に訂正させて頂く。 

 

●事務費 

   ①「宛名のない領収書」について 

「レジスター領収書」は過去の監査判断でも「宛名が未記載の際でも可」と認め

られており、返還は無用であると考える。 

 

 

７．小川宗次郎議員 

 

●事務費 WEBサーバーレンタル料及びドメイン更新料について 

 指摘のありました領収書発行の株式会社エーソリューションは、確認しましたと

ころ平成 25年 9月に閉じており、WEBサーバーレンタル等の事業については「ICT

杉並」として継続しています。 

 

●人件費について 

「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則第

6条使途基準」及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関

する規程第 2条第 3項」使途基準の細目のとおり計上できるもので、ご指摘には当

たらないものと考えております。尚、生計を同一にする親族ではありません。 

 

 

８．河津利恵子議員 

 

ガソリン代及び携帯電話、スマートホン、固定電話について 

政務調査費使途基準及び使途基準細目に基づき適正に処理しています。（なお、平

成２３年度分抗弁において、ガソリン代について触れていなかったことについては、

不注意で抜け落ちてしまったものであり、陳謝する） 

 

資料作成費について 

    区政報告の裏面には、地域活動のコーナーを設けており、私が活動の中で関わり

のあったさまざまな地域の活動の状況を、当事者に語っていただいている。ご指摘

のとおり、取材の方法として議員が取材をして、感想や見解を書くという「聞き書

き」の手法もある。 

しかし、私は、私の主観やフィルターを通すのではなく、福祉の現場や当事者、

事業の運営者の方々に、現場での苦労や実態、ご自分の考えを、自分の言葉で語っ

ていただき、生の声を直接伝えていくことも、一つの手法であると考えている。 
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デジタルカメラの購入について 

    平成 21年に購入したものは、画素数が低く、印刷物に対応するため、良い画像の

写真機が必要であることや、バッテリーの保持時間が極めて短くなってしまったた

め、新しいものを購入したもので、必要性に応じた対応と認識している。 

 

なお、インターネット接続料の支出科目の誤りについては、すでに昨年７月９日

に収支報告書を訂正済みである。 

 

 

９．木梨もりよし議員 

 

広報費について 

１．政務調査費収支報告書は、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取

扱いに関する規程」に基づき提出しております。 

２．できるだけ多くの区民の皆様に、議会での発言内容を知っていただくことは、良

いことだと思っております。 

３．ありのままの表現は大切なことだと考えております。 

４．電話や FAX番号を記載しておりますので、区民の皆様からさまざまなご意見をい

ただいております。 

    ５. 平成 24 年度の予算審議という一年を通して最も大切な時期、そのしめくくりと

して、意見開陳をし、重要な問題提起をしたため、重点的に区政報告を出させてい

ただきました。  

 

 

１０．小泉やすお議員 

 

ガソリン代 

政務調査活動として、使途基準細目に沿って適正に按分し計上しているものである。 

１４９０㎞走行したとの指摘があるが、これを一年の３６５日で割り出すと一日の走

行距離は約４㎞となり、決して長距離の移動とは言えない。ガソリンの使用実態とし

ては、50％をはるかに上回る調査活動に使用している。また、区役所での使用は駐車

代が掛かるものではなく、区民宅での意見聴取に関しても、その方の駐車場をお借り

して止めているものである。よって、返還請求には応じられない。 

 

月極駐車場 

政務調査活動として、使途基準細目に沿って適正に按分し計上しているものである。

また、月極駐車場についての取り扱いの考え方については、政務調査活動を継続的に

行うためにその有用性は既に認められているものであり、請求人と考え方は異にする

ものである。よって、返還請求には応じられない。 
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会派視察費 

この視察に関しては、脇坂たつや区議が会派所属議員全員を代表して、視察報告書

を提出して頂いているものである。確かに備考欄に、私が１泊参加であったことをよ

り分かりやすく記載しておけば、この様な誤解は生じなかったので、今後はより丁寧

な報告に努めたい。しかしながら、計上した金額を見比べれば私が１泊で帰京したこ

とは請求人にも明白なことだったのではないかと推察する次第である。政務調査活動

として、使途基準細目に沿って適正に按分し計上しているものであり、返還請求には

応じられない。 

 

光熱水費 

自宅の一部を議員事務所として使用しており、その使用部分の面積割合に応じて経

費を按分し支出しております。本件に関しては、間取り図等の補足資料を添付してお

り、使途基準細目に沿って適正に計上しているものである。よって、返還請求には応

じられない。 

 

 

１１．佐々木浩議員 

 

● 札幌市議会視察については杉並区議会との相違点に着目し、それらが機能している

のかどうかを調査致しました。特に議案の会期初日上程、本会議での質問通告が質問

前日まで可能であるなど杉並区議会でも検討すべき課題として見いだされました。ま

た、杉並区議会でも進めている議会基本条例について、札幌市議会でも現在進行型で

議論されており、参考となりました。 

北海道開拓記念館については、杉並区においても郷土博物館を運営しており、また、 

天沼弁天池公園隣接施設にて郷土文化の展示も行っております。地域文化・郷土資料

をどのように保存・公開すべきかとの観点から調査項目の一つと致しました。ここで

特記すべきは、館長が前道知事ということで、館長本人からかつて運営資金を補助す

る立場と逆に現在受ける側の双方の立場からの課題を語って頂いたことは貴重な機

会でありました。 

これらのことなどから、札幌視察に関しては、区政への関わりや成果は明確で、ま

た大変有意義であり、返還請求の対象とは考えておりません。 

 

● 出納簿整理番号№19･№93･№105に対する事案につきましては、既に監査委員会に

て議論がなされ、その後公式に報告されている範囲内のことであると理解しており、

その判断に準じて処理をしたものでありますので同じく返還請求の対象であるとの

認識はありません。№43については、後ほど宛名を補記させていただきます。 

 

 

１２．富本卓議員 
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１ 富本 卓個人の事務所費について 

 

請求人の指摘は「事務所としての使用実態を明らかにせず、不法行為の構成要因に

なりうると判断せざるを得ない。」と評していますが、多分に推測に基づいたもので

あると考えます。 

      まず、大前提として、私は、使途基準に基づき、資料等も提示し、適切に対応して

おり問題がないと考えます。加えて、請求人からの指摘のあった使用実態について、

私は、定められた基準以上に成果事例等を個人的に示し、区民のより適切な理解を求

める対応を行っているが、それを逆手に取られての請求は極めて残念であると感じて

おります。 

ただ、政務調査活動とは直接リンクはしないが、より事務所としての使用がある点

を理解していただく事例を一つ紹介しておく。私は保護司にも任命をされている。こ

の職務の一つである保護観察処分中の人間に対しての面接も当事務所で行うことと

している。この点からも単なる生活空間であるという請求人の指摘は当たらないもの

であるといえよう。 

また、私の事務所の郵便受けに記載のあった「全開中」についての指摘があるが、

あれは私が記載したのでなく、落書きである。これまで特段問題もないので、消去し

てこなかったが、誤解を生じるようであるならば、消去したいと考えます。 

 

２ 会派視察費みやげ代について 

 

幹事長として会派を代表して抗弁いたします。請求人の「一般常識上も認められな

いものとした。」という指摘は、あくまでも請求人の個人的な見解であり、この費目

については、判例でも既に認められており、それに基づいた使途基準に則り、適切に

対応しております。加えて、金額についても社会通念上の常識の範囲の金額であると

考えます。 

 

３ 会派人件費・事務費・通信費の分担について 

 

幹事長として会派を代表して抗弁いたします。基本的には、昨年抗弁をした内容と

同様の理由であります。まず、指摘された費目については、いずれも実態に即して按

分計上しているので、指摘に当たるようなことはないと考えます。 

確かに控室では様々な活動がなされているが、行政や区民との間における政務調査

活動、会派における政務調査活動を数多く行っているので、請求人の指摘するような

政務調査活動はその一端という捉え方、指摘は実態を知らない推測によるものである

と存じます。 

 

 

１３．藤本なおや議員 
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①ガソリン代について 

使途基準細目の定めのとおり、支出額を１／２に按分し計上したものである。 

按分割合の根拠においては、合理的な経費の区分が困難な支出という観点から個人

的活動と政務調査活動とを区分するため全体の支出額の１／２を政務調査活動に係

る費用として使途基準細目で定めており、これに準じている。 

 

②月極駐車場代について 

使途基準細目の定めのとおり支出額を１／２に按分し計上したものである。 

按分割合の根拠においては、合理的な経費の区分が困難な支出という観点から個人

的活動と政務調査活動とを区分するため、全体の支出額の１／２を政務調査活動に係

る費用として使途基準細目で定めており、これに準じている。 

 

③事務所費について 

使途基準細目に沿って事務所専用賃借料を計上している。 

また、事務所の使用目的については按分率のとおり１／２とし、政治活動と政務調

査活動であり、実態に則して適切に按分している。 

また、事務所の契約書を証拠書類として提出しているが、この契約相手側は法人で

あるとともにこの法人の代表者は生計を一としない者であることから、使途基準細目

に準じ事務所賃借料として計上できないとする自己所有物件には当たらない。 

 

④自転車購入費について 

使途基準細目の定めのとおり、支出額を１／２に按分し計上したものである。 

按分割合の根拠においては、合理的な経費の区分が困難な支出という観点から個人的

活動と政務調査活動とを区分するため、全体の支出額の１／２を政務調査活動に係る

費用として使途基準細目で定めており、これに準じている。 

 

 

１４．増田裕一議員 

 

広報費 

● 区政レポート 

        規程に基づき計上したものであり、指摘の点は当たらないものと考えるが、第

14 号について、手渡しで配布するにあたり冒頭の挨拶文が時候に相応しくなかっ

たため、修正テープで削除し配布したためである。冒頭の挨拶文が記載されたもの

と差し替える準備はある。第 15 号について、都区制度の関係上、都政・都議会と

の連携は避けては通れないものであり、地元選出の同じ党派の都議会議員との対談

記事は、双方の課題認識を区民に明らかにし、区民から意見要望を募る上で、意義

有るものと考える。「飼い犬に関するアンケート調査」については、区民からドッグ

ランの整備について要望があり、基礎調査として実施したものである。 

区政レポートに関する請求人の見解は、一つの意見として受け止めるが、規程に
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基づき計上したものである以上、見解の相違に他ならないと考える。 

 

 

１５．松浦芳子議員 

 

ガソリン代について 

車は、駅前での街頭活動、区民と一緒に相談に行く、区民を送る、高齢者をケア

２４に同行する、保健所に同行する、都庁に資料を取りに行く等使うことが多い。

ガソリンは、政務調査活動には 50％を上回る割合で使用しているが、その他、私用

でも使っているので、使途基準細目に基づき１/２の按分にしている。 

 

海陽学園・ラグーナ蒲郡の交通費について 

１１月１６日の学校法人海陽学園の視察について、全寮制の学校の様子や教育を

見学するのが主な目的であったが、ラグーナ蒲郡にも町おこしの一環として見学さ

せていただいた。学園は、区政を考える上で教育内容も参考になったし、ラグーナ

蒲郡も、役所の方より小さいながらも観光で町おこしするという苦労等説明をお聞

きして、区の税収につながる観光についても学ぶ所が多かった。 

 

足立区いずみ幼稚園について 

５月９日の足立いずみ幼稚園は、素晴らしい幼児教育をしており、幼児教育の重

要性について再認識し大変考えさせられた。杉並区でも取り入れて欲しい教育がさ

れているので視察に行った。この視察は、全議員も杉並区教育委員会も行くことを

薦めたい。 

 

研修費の領収書宛名不備について 

① ② ③・・・領収書はすでに再発行済みである。 

      ④・・・・区民から色々な人生相談も受けることがある。そのような時に読んだ本

や自分の経験談等が役に立つことが多い。特に「美し国」で薦められる本

や講師の話は、役に立っている。 

 

資料購入費について 

① ②・・・百人の会・・・情報をしっかり流してくれるので役に立っている。領収

書はすでに再発行済みである。 

③④・・・・日本政策研究センターは、一般質問の情報源となっており、毎年きち

んとした領収書が送られてくるが、その領収書が添付されていないのはミスである。

しかし、領収書はすでに再発行済みである。 

   ⑤については、①②と同様・・・領収書はすでに再発行済みである。 

   ⑥・・④と同様の理由で、区民との相談等に大いに役立っている。 

 

郵送料について 
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① 郵送料については、収支報告書を訂正する。 

② インク＆ラベルについては、85％に按分し収支報告書を訂正する。 

③ はがき購入について、区政報告については、封筒に区政報告を入れて送る作業も

大変であるし、封筒よりも葉書の方が読んで下さる率が高いので葉書を利用する

ことが多い。 

 

・何故、豊島郵便局か？ということだが、葉書は重く、豊島郵便局に知り合いがおり、

電話をすればすぐに送ってくれるので助かっている。 

・郵送の方法は、宛名シールを貼って、出来た葉書から近くのポストに投函している。 

・3/20のインク代金が事務費となっているのはミスである。区政報告のための印刷イ

ンクであるので広報費に訂正する。 

 

事務費について 

① 事務費のインクについて、区民からの要望でパソコンから取りだす資料を印刷した

り、手紙を印刷したり、質問の為の資料集めをしたりするとインクは無くなるのが

早い。用紙は、自宅にあったものを使っていることがある。 

② 杉並区内の産経新聞に折り込みをお願いするために、川口市のサンケイアイに郵送

したものである。 

③ プリンターは、葉書の印刷をすると壊れる。修理よりも買った方が安価のため購入。 

④ デジカメについては、領収書等貼付用紙の備考欄にも記入してあるとおり、故障し

たため新規で購入したものである。 

 

人件費で 5月に 56000円計上しているという指摘については、すでに本年４月 17日

付けで収支報告書を訂正済である。 

 

 

１６．山下かずあき議員 

 

１、広報費 

内訳は次のとおりであり、ご指摘には当たらないものと考える。区政レポート 4/10

号は、編集・企画・制作費・Ａ３・１万部。区政レポート 7/1 号は、編集・企画・

制作費・Ａ３・２万部。区政レポート 10/10 号は、編集・企画・制作費・Ａ３・8000

部。区政レポート 12/30 号は、編集・企画・制作費・Ａ３・２万部・ポスティング

5000部。 

 

２、事務費 

デジカメは、私用として別に所持し当該のデジカメは政務活動専用として使用し

ている。使用方法は、区政レポート以外にも、区民からの陳情に対する調査や報告、

議会での資料作成等にも使用している。また、電子辞書についても、同様に私用と

して別に所持しており政務活動専用として使用し、区民からの陳情に対する調査や



231 

 

報告等に使用している。しかしながら、個人で所持する関係上９０％の按分が妥当

と考えており、ご指摘にはあたらないものと考える。 

 

３、領収書として提出したものは、家賃を支払う際に使用した領収書の冊子であり、

月ごとに複写したものである。尚、別途、賃貸借契約書の写しを添付しており、契

約内容は確認できるものであり、ご指摘には当たらないものと考える。 

 

４、事務所における電気料は、政務調査活動に伴い生じた額を個々に算出することは

事実上不可能であることから、使途基準のルールどおり、50％計上としており、ご

指摘には当たらないものと考える。 

 

 

１７．山本あけみ議員 

 

【調査研究費】 

    ガソリン代 

政務調査費使途基準細目の 

○ ガソリン代の支出割合の上限は１／２とする（ただし、「政務調査活動視察報告

書」を提出する視察等に要するガソリン代については、按分の必要はないものと

する） 

という基準に則り、実費の５０％を必要経費として適正に処理をしました。 

 

【資料作成費】 

「あなたが考える高井戸公園」アンケート結果冊子については、領収書のファイ

ルではなく、区政報告書と同じファイルに添付してあります。 

今後とも公金の管理に関しては出来る限り細かく、また、明確さを持って取り組

みたいと考えています。 

  

【事務費】 

政務調査活動に必要な情報のインターネットでの検索、区民意見交換会などで使

用する資料の作成、区民向けの区政の報告（ホームページ更新、区政報告書原稿作

成等）や区民からの相談や陳情のやり取りに使用するメール機能など、今回購入し

たノートパソコンを自宅事務所でプリンターと接続して固定で使用をしている。そ

の他に個人のメールなどでも使用をしている割合を勘案し、按分率を８０％とした。 

なお、事務所併用の自宅には、専ら個人専用の情報機器としてタブレット型パソ

コンを所有しており、個人の情報検索・収集にはこちらを利用している。 

 

 

１８．横田政直議員 
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4月～1月分は、区政報告作成補助ですが、区政報告号外 1号の作成補助（文章の 

作成及び選択、デザイン及びレイアウトのチェック、文章の校正等）及びその前提 

となる区政に関する調査研究活動の補助が含まれます。 

1月～3月分は、区政報告配布補助ですが、作成された１０万部から新聞折込分及 

び自ら配布等をした分を除いた約１万部を配布して頂きました。 

 

 

１９．吉田あい議員 

 

★人件費 

１） 「超党派女性議員視察」の幹事を務めたのは私であり、各議員からの要望を聞

き、視察場所や視察内容、宿泊場所や交通の手配、追加の資料作成などを行った。 

 しかし、監査委員会が入ってしまったため、遅れての合流となった。そのため

現場視察ができず、政務調査費としては計上しなかった。 

１）～２１）私の外出時など、私の代わりに職員に相談内容を聞いてもらったり、

申請書類の手配などを手伝ってもらっている。 

議員は区民と区役所を結ぶパイプ役であり、区民が困ったときや相談事には「こ

れは議員の仕事ではない」と突き放すのではなく、真摯に向き合うべきと考える。  

よって適正な支出である。 

 

★資料購入費 

やまと新聞は、幅広い考え方を知る上で、議員としての調査研究活動には不可欠

な資料である。また、記事の内容については、WEB 上で読めるように配信されてい

るものであり、一般的な新聞購読と同様の資料と考える。なお、アマゾンなどで購

入した書籍と同様にインターネット決済であるため、毎月の領収書は発行されてい

ない。 

 

★広報費 

ホームヘルパー資格取得を通じ、在宅介護のあり方を身近に感じることができた。 

また、この記事を載せたことにより、区民から「介護のことで相談があるのだけ

ど…」と言われることが多くなった。 

議員が介護関係の資格取得をすることは、専門的見地から高齢者介護に及んでい

る問題などを知り、高齢者福祉を全体的に捉えることができるうえ、介護従事者の

立場をより深く理解することができる。また、このことは介護で困っている区民の

安心にもつながり、広く周知すべきと考え、あえて広報に載せた。 

よって適正な支出と考える。 

 

★タクシー代 

靖国神社参拝については、議会でも賛否両論の意見がある。また、区民の中にも、

さまざまな意見がある。 
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私達日本人にとって、靖国神社とはどのような存在なのか？この考察は、我が国

の歴史を見つめ、先の大戦を見つめることにつながる。そして、その考察は、子供

達が使う教科書採択にも影響するものであり、議員ならば常に考えていなければな

らないテーマである。 

また、他のタクシー代については、高齢者介護、特養入居希望、年金関係、葬儀

後の事務処理など、高齢者からの相談が多い。 

特に高齢の相談者の場合、その方の家まで行って必要な書類や持ち物などを一緒

に確認し、一緒に役所や施設まで出向き、一緒に対応する…と言うことも少なくな

い。 

このように区民相談に迅速かつ的確に対応するため使用したタクシー代は、適正

である。 

 

 

２０．脇坂たつや議員 

 

新聞代（自由民主１年分） 

ルールに基づいて適切な運用を行っており、返還請求には応じることが出来ない。 

政党の機関紙に関しては、公明党の「公明新聞」と共産党の「赤旗」を購入し、

自由民主党の「自由民主」と読み比べをすることによって、政治を俯瞰的に捉えよ

うとしているものであり、指摘された意図は当たらない。 
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別紙４－３ 

 

26 杉議会第 176 号 

平成 26年 5月 22日 

 

杉並区監査委員 

 小林 英雄 様 

同 

 岩崎 英司 様 

                        杉並区議会 

                           議長 大泉 時男 

 

政務調査費に係る調査について（回答） 

 

１ 「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例」に基づく議長

の調査の実施について 

 

平成 26年 5月 13日付 26杉監査第 91号の調査依頼に基づき、条例第 11条に規定して

いる政務調査費の議長による調査を実施した。 

平成 24年度分における、請求人が杉並区議会公明党及び公明党の個々の議員に指摘し

ている政務調査費の支出が、使途基準その他の法規等に照らして、違法・不当であるか

否かについて確認を行った。 

 

 

２ 調査結果について 

 

会派及び議員が行う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであ

ると認められるものはなく、おおむね平成 24年度の使途基準及び同細目に基づく適正な

支出が行われていた。 

しかし、領収書の記載内容だけでは政務調査との関連がわかりづらいものが複数見受

けられたため、当該会派及び議員に確認し、調査研究活動との関連を補う説明処理等を

進める。 

なお、杉並区議会公明党の一部議員からの申し出により、出納簿及び収支報告書の訂

正処理を進める。 

 

 

３ 請求人の主張に対する見解等 

 

   そもそも政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審議す
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る案件について行う調査研究のための活動や、区民、民間の団体等との意見交換、区

民などに対して行う広報・広聴活動などを言う。また、調査研究活動に伴う経費とし

ての支出の適合性については、調査活動を行う際の手法、スケジュールとの関係、天

候など政務調査活動を取り巻く状況に左右される側面を有するとともに、調査研究活

動の主体である会派・議員の自律的判断に委ねられており、例えば当該活動の一部に

調査研究活動以外の活動が混在する場合、どの程度の割合が調査研究活動に当たるか

といったことについても、会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断されるものと

解されている。 

このように、政務調査費の使途については、使途基準に従った支出を会派・議員に

委ねられているものである一方で、政務調査費は公費から交付されるのであるから、

当該活動に必要な経費の一部として使途基準の範囲内で支出されなければならないこ

とはもちろんのこと、会派・議員においては、常にコスト意識を持ち、当該経費の使

途の透明性を確保するとともに、会派・議員の「判断」についても区民に対して十分

に説明していく責任を果たしていくことが求められている。 

 

（１） 公明党議員全員で 1冊にまとめた収支報告書について 

  区議会では、政務調査費の交付対象については、条例第 2 条で「政務調査費は、議会

における会派（所属議員が 1 人の場合を含む。）及び議員の職にある者に対して交付す

る。」と定めており、杉並区議会公明党の場合は、平成 21 年度分以降、会派として交付

を受けるものとし、条例第 5条による届出が提出されている。 

  したがって、収支報告についても、条例第 10条別記様式の会派に係る政務調査費収支

報告書により収支報告が行われているところである。 

 

（２）按分について 

区議会では、他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資

するために必要な経費相当額を区分することを「杉並区議会の会派及び議員に対する政

務調査費の取扱いに関する規程（以下「規程」という。）」第2条第2項により定めている。

この他に、各支出の按分上限を明示した使途基準細目も定めているが、これは平成19年

度の検討会において、区議会の会派・議員の活動の実態を勘案したうえで弁護士や公認

会計士等の有識者からの意見を反映させ、議会全体が遵守する基準として定めたもので

ある。この使途基準細目で定めていない経費については、その必要性と区分する場合の

按分割合は、会派・議員によって多種多様であり、自身の活動の実態に即して当該会派・

議員が判断している。この判断については、会派・議員の説明が必要であり、明らかに

議会活動への反映・寄与の程度の割合が相当でないと認められる場合を除き、経費とし

て認めるのが妥当である。 

そもそも会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が混在し

ているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である場合が多い。判

例や他議会の動向に留意してみても、この場合には、活動の中身を色分けすることより

も、それぞれの活動の実態に即した按分率により判断することが、最も妥当な方法であ

る。 
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（３）領収書について 

平成19年12月16日の大阪高裁判決では「支払いの具体的内容が不明である上、その名

宛て人も単に上様と記載されているにすぎないから、上記領収書から直ちにこの支払い

が当該議員の議員としての調査研究活動のために行われたものであると認めることはで

きない。」、平成19年12月20日の仙台高裁判決でも「領収書の記載からは政務調査との関

連が明らかではないにもかかわらず、それを補足する説明がされていないような場合に

は、当該議員は当該支出が使途基準に合致しない違法な支出とされることを甘受せざる

を得ないというべきである。」と判断されていることから、受取人が特定できず支出の内

容さえも不明であるにも関わらず、会派・議員から特段補足するような説明もないとい

う要素が重なった結果、調査研究活動に資する経費であることが確認できないものは政

務調査費の対象にすることはできない。 

よって、内容が簡略化されていたり、記載されていない場合、支払先の住所・電話番

号等連絡先が明示されていない場合、物品の購入先が仲介業者や個人のため関連性がわ

かりづらい場合の領収書については、会派・議員による内容説明や支払先発行の資料添

付等があり、そのことにより経費の必要性や合理性が認められれば、調査研究活動に資

する適正な経費として取り扱っている。 

また、領収書その他の証拠書類の扱いについては、「政務調査費の支出に関する事務処

理について」を毎年度作成し、議員への周知を図っている。 

ただし、交通費については領収書の発行が一般的ではないケース（電車・バス等公共

交通機関）が多いため、日付単位で金額・出張先・経路・出張目的等を記載できる「政

務調査交通費記録簿」を領収書等貼付用紙の代わりに使用することとしている。 

 

（４）自動車・バイクの使用について 

自動車やバイクを調査研究活動に伴う移動手段として利用する場合、有料道路通行料

や現地での駐車料金のほか、ガソリン代や月極駐車場の賃料を使途基準の範囲内の支出

として認めている。このうち、月極駐車場賃料と宿泊を伴わない用務に使用する場合の

ガソリン代については、一般的に調査研究活動以外の用途も含まれると考えられ、かつ、

合理的な経費の区分が困難な支出であるため、経費の2分の1の額を上限として政務調査

費の対象とすることを規程第2条別表の使途基準細目で規定し、目的や理由の説明は特段

求めていない。 

また、政務調査費として支出できない経費として規定している自動車の維持管理に関

する経費とは、自動車本体の保険や修理・車検などの維持管理に係る費用と捉えており、

月極駐車場賃料は含まないこととしている。 

 

（５）タクシー代について 

移動手段については、タクシー以外の他の公共交通機関の利用が原則であることは言

うまでもないが、調査手法、スケジュールの関係、付き添いを必要とする区民の都合、

天候、時間帯、持参品の量、議員本人の身体的状況や年齢等、状況により迎車代を含め

タクシーを利用することが合理的なケースが多々あり、会派・議員が自律的に判断して
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使用するものであると認識している。 

 

（６）区役所への交通費について 

 平成18年度から費用弁償が廃止になり、本会議や委員会に出席するための登庁交通費

は支給されなくなった。よって、本会議や委員会（開催日）と重複するか否かにかかわ

らず、政務調査活動を行うために区役所へ登庁した場合の交通費を経費とすることは適

正としている。その場合の経路についても、前述のタクシー同様、スケジュールや天候、

時間、持参品の量等会派・議員が自律的に判断して選択すべきものである。 

 

（７）研修費について 

平成19年2月9日の札幌高裁判決では「様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門

性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負

っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活

動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下

に行われるものであると認められる。」、「飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一

見明らかに市政とは無関係であるとか、極めて不相当な日程や著しく高額なもの等以外

は、これを認めるのが相当である。」と判断されている。このことから、領収書等により

支出の対象となった活動に調査研究の実質があり、それが適切な日程・金額であると認

められ、報告書や説明から区政との関連性や必要性・合理性を欠くことが明らかでない

場合には、会派・議員の多様にわたる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のもと

に行われるものである。 

また、研修の成果として区政にどのように反映させるか等、会派・議員自身の考察や

提言を説明に盛り込む必要性については、結果を取り上げなかったり、時機を見て取り

上げるなどの判断があり得るのであって、どのように取り扱うかについては、会派・議

員が広範な裁量権を持っているという上記判決の主旨に鑑みれば、適切な要件を備えて

いることを条件として、その判断は尊重されるべきである。 

なお、平成23年度の調査検討委員会で検討した結果、平成24年4月からは、宿泊を伴わ

ず、かつ往復の旅費が3万円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書等貼付用紙

の備考欄に、名称のほか、主催者や場所、概要等を明記したり、可能な限り資料やレジ

ュメを添付することとしており、研修会等の内容が明確になるようにしている。 

 

（８）会議費について 

会議等の開催に伴うお茶や茶菓子程度の飲食は、会議の活性化や円滑化に資するもの

で、使途基準細目で「会議等を主催する場合の茶菓代については、1人につき500円を限

度とし、領収書等貼付用紙の備考欄に会議の目的及び参加人数を記載する」と規定し、

社会通念上適正な範囲内で経費として認めている。 

これは、区民の意思を適正に区政に反映させるための一手段であり、議員の審議能力

を強化することにより議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するもので

ある。 

なお、会議の開催に伴うその他の経費を支出する際にも、関連性がわかりづらいと思
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われる支出については、茶菓代と同様に会議の目的または内容を説明する方が好ましい

のは当然である。 

 

（９）新聞・政党機関紙の購読について 

平成19年4月26日の仙台高裁判決では「新聞の年間購読料については、議員としての調

査研究活動に資するために必要な経費ということができるから、本件使途基準に合致す

ると認めることができる。」と判断していることから、議員本人が購読しているものであ

れば、使途基準に合致する経費としている。会派・議員の活動形態はそれぞれ異なるこ

とを勘案し、購読場所や部数制限については規定していない。 

また、使途基準細目で、所属政党発行の機関紙の購読については、1人1部のみとする

ことを規定している。これは、所属政党が発行しているとしても、その内容が調査研究

活動に有益ではないとは言い切れないということと、所属政党を経済的に支援し、政党

の方針や政策を学習するという側面もあることを総合的に勘案した結果、一定の制限を

設けたうえで経費としたものであり、社会通念上許容される範囲内の基準であると考え

る。 

 

（１０）書籍の購入について 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断していることから、政務調査費と

しての使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らかにした

うえで、必要性・合理性が認められるものであれば、使途基準で定める資料購入経費と

することができると考える。 

 

（１１）広報費について 

区政報告の発行やホームページの維持管理等、区政に関する情報を区民に提供する経

費は、使途基準で定める広報費に該当し、会派・議員の調査研究活動、議会活動及び区

の施策を区民に報告・PRするために必要なものである。 

したがって、領収書等や当該会派・議員からの説明により、区政との関連性や調査研

究の実質があることから適切な金額と認められ、区政との関連性や必要性・合理性を欠

くことが明らかでない場合は、配布先や配布枚数等、他の会派・議員からの干渉を防ぐ

べき事項を明示するか否かについて、当該会派・議員の政策的判断のもとに行われるべ

きものと認識している。 

また、郵送費用については、一定の通数以上の場合、市内特別郵便等の料金割引制度

を利用する方が望ましいが、それぞれ管轄局への持ち込みが必要なことや形状・重量等

が同一であることなど様々な制約があることからも、料金割引制度の利用のみに制限し

てしまうことは、議員としての活動状況を総合的に勘案したとき、必ずしも合理的とは
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言えない。ただし、切手を大量に購入する場合は、簡易に換金可能であることから、区

民に疑念を抱かれる可能性が高いことは否定できないため、平成22年度からは、議員1

人当たり年間10万円までと使途基準細目で規定している。しかし、たとえ規定の範囲内

であっても、切手を大量に購入する場合は、可能な限りその理由を示すことが好ましく、

その必要性・合理性が明確になるように努める必要がある。 

なお、規程で定めてはいないが、ハガキを大量に購入する場合についても、その理由

を示すなど説明が必要な旨、議員への周知を図っている。 

また、WEB上で公開しているサイトは、情報入手のツールとして広く一般化しており、

利用している方に対する有効な広報手段である。 

そのため、紙媒体と併せて自身の公式サイト等でも同じ内容の情報を提供することは

極めて一般的な手法で、ブログやツィッター等、リアルタイムな情報提供ツールの普及

により、会派・議員の公式サイトは情報のデータベース的な役割が主たるものとなって

きており、情報を提供する媒体を常時設ける必要性があることを総合的に判断すると、

公式サイト等の維持管理等に要する経費は政務調査費制度の趣旨から逸脱しているもの

とは言えない。使途基準細目では、「ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即

して按分すること」と規定しており、按分について、会派・議員の自律的な判断に基づ

いていれば、不適切とする理由はない。 

 

（１２）事務用品について 

他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資するために必

要な経費相当額を区分することが必要であるため、規程で定めているとおり、原則一定

の按分が必要である。しかし、一般的な文具やその他消耗品類等、他の用途との併用が

明らかであると直ちに判断できない支出や、合理的な経費の区分が困難な場合があるこ

とから、調査研究活動との関連性がわかりづらい場合は別途説明が必要である。ただし、

会派・議員が調査研究活動に使用する必要性や合理性を具備していることが類推できる

ものは、経費を按分しないで支出するケースもあり得るため、使用形態によって按分の

有無やその割合が異なることは基準の範囲内と解している。 

 

（１３）パソコン（備品）の購入について 

今日では、パソコンとインターネット環境の利用は、会派・議員の活動における必需

品である。前述のとおり、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。判例や他議会の動向からも、活動内容を色分けするよりも、それぞれの活

動の実態に即した按分率により支出費用を判断することが最も妥当である。 

平成22年3月23日の最高裁判決では、パソコンの購入について、任期満了の1カ月ない

し4カ月半前の最後の議会の会期後に購入され、次の選挙に立候補することなく議員活動

を終えたこと、また、在職中の購入が初めてであることなど、さまざまな状況を総合的

に判断すると、特段の事情がない限り必要性は認められないとされたことから、耐用年

数内に再度購入する場合には、会派・議員から合理的かつその必要性が認められる説明

を要するものとしている。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%C4%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%AA%B5%F3
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使途基準細目では、5万円以上の物品を備品と定義し、備品を購入したときは備品台帳

写しを議長へ提出すること及び実態に即して按分することを義務づけるとともに、任期

満了前半年間は、可能な限り備品の購入を控えることを定めている。 

 

（１４）事務所費について 

平成21年9月29日の東京高裁判決では、「民主主義社会における議員の議会活動の重要

性に鑑みても、前記の政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員

が行う区の事務に関する調査研究」（政務調査費使途基準）はこれを狭く解すべきではな

く、明らかに議員の議会活動に反映・寄与しないあるいは反映・寄与の程度が相当に低

いと認められる行為を除いて、直接及び間接に議員の議会活動に反映・寄与する行為で

あれば、これを広く政務調査費の使用が許される「議員の調査研究」ないしは「議員が

行う区の事務に関する調査研究」に当たるものと解すべきである。」と判断されている。 

議員活動の基盤となる事務所の賃料についても、使途基準で政務調査活動の対象に含

めているところであるが、会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外

の活動が混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合が多い。 

そこで、使途基準細目では、事務所を賃借する場合に賃借料を計上することを認め、

その場合には、透明性の確保と説明責任の観点から、事務所の要件を具備することを示

す書類の提出を義務付けている。自宅兼用事務所の場合、経費を合理的に区分すること

が困難なため、算出基準として賃借料及び光熱水費について、それぞれに要した経費に

事務所使用部分の面積等を考慮した按分率を適用した上で、その2分の1（月額5万円）を

上限と定めている。この事務所使用部分については、間取り図の提出等の補足説明がさ

れ、各議員の支出はこの基準の範囲内となっており合理的かつ適正なものである。 

また、平成19年12月26日の大阪高裁判決でも、自宅の一部を議員事務所として使用し

ていることが妥当である旨の判断がなされ、一定の按分を条件として光熱水道費や共同

住宅管理費の支出の適法性を認めている。 

 

 

※ その他 

 

  前述したとおり、平成24年9月の法改正により政務調査費から政務活動費へと制度が改

められたが、区民により信頼される政務活動費制度を実現していくためには、改正され

た法の趣旨に沿った適切な支出を行うとともに、透明性の確保が図られ、議員自らが明

確に説明できることが区民からは求められる。また、政務活動費が適切に活用され、そ

の成果を議会活動に反映していってほしいという区民の期待や関心は、今後も大きくな

っていくことが予想される。 

このため、今後も議会を取り巻く社会情勢や他自治体の動向等を参考にしながら、政

務活動費の使途に関する事項を中心に、調査検討委員会等において不断の検証と見直し

に努めていくこととしている。 
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４ 個別事項についての会派及び議員からの説明 

 

１．山本ひろこ議員 

 

【会議費】 

９／２６の区政報告等は、区民のお宅を無料でお借りし、２／２７の区民意見聴

取は自宅で行いました。 

 

【広報費】 

封筒の見本は添付忘れです。封筒は前年度に、3000枚購入した残りを使用しまし 

た。 

 区内特別郵便を利用して、経費削減に努めることは当然のことでありますが、そ

れぞれ管轄局への持ち込みが必要なことや形状・重量等が同一であることなど様々

な条件があります。 

本来ならば、お伺いし手渡ししたいところでしたが、時間の都合上、それが叶い

ませんでしたので、宛名を手書きにて郵送しました。記入できたものから郵送した

ため今回は、その条件が満たされませんでした。今後は、可能な限り区内特別郵便

で郵送します。 

 

 

２．川原口宏之議員 

 

【調査研究費】月極駐車場代 

当会派は、昼夜を問わず、膨大な区民からの相談、意見聴取をはじめとする政務

調査活動を行なっており、自動車の使用は必要不可欠であるとともに、その使用に

占める政務調査活動割合は非常に高く、実態としては５０％を大きく上回っている。

従って、その駐車場代も政務調査費として計上できるものと考えており、その上で

使途基準細目に準拠して、２分の１で按分している。なお、契約の期限については、

貸主とは口頭での更新の合意手続がなされている。 

 

【調査研究費】ガソリン代・駐車場代 

先述のとおり、政務調査活動の一環として区民から膨大な意見聴取等を行ってお

り、そのための移動にかかる費用である。その活動の実態に照らせば決して過大で

はなく、むしろ過小と考えている。区民からの意見聴取は深夜に及ぶこともある。 

 

【広報費】封筒の見本 

添付が漏れていたので、今回封筒の現物を 1部提出した。 

 

【事務費】文具等 
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手帳代は、使用実態に即して按分している。 

 

 

３．横山えみ議員 

 

・調査研究費  1］電動自転車バッテリー代と、タクシーの利用について 

当会派は、政務調査活動の一貫として、昼夜を問わず、区民から膨大な相談や意

見聴取を行っており、会派内で私が担当している地域（川２つ（神田川、善福寺川

を含む地域）谷２つ、山２つを要し、起伏の大きい地域である。）を、電動自転車の

使用や、後述のタクシーを利用して区民からの相談や意見を聴取している。 

有料の自転車駐輪場を利用した時のみを調査活動で電動自転車を利用した時とお

考えのようだが、下高井戸地域区民センター、永福下高井戸多目的室、永福和泉地

域区民センター、方南区民集会所、方南和泉会議室、セシオン、杉並区役所等での

調査や講演会、総会、相談、話し合い等の参加の場合は、無料駐輪場も多く利用し

ている。また、区民相談の場合は、相談者の自宅へお伺いすることも多く、電動自

転車の活用がわずかということはない。今回、電動自転車のバッテリーの容量を大

きなモノに換えたので、購入代が以前と違うが、使途基準に従って計上しているも

のである。 

また、限られた時間内で効率的に移動し、区民相談をはじめとする調査活動を行

うために、運転免許のない私にとっては、タクシーの利用は必須である。特に会派

内で私が担当する地域は、杉並区の南側で南北交通のない不便地域であるため、時

間の合間を縫って、膨大な区民からの意見聴取を行うには、タクシーの利用は必要

なものである。また、雨の日や、重い資料を持参する必要のある日などもあり、使

途基準内の厳正な使用をしていると考える。時間に余裕があれば、他の公共交通機

関も利用している。タクシー利用額は領収書添付を通し明示し、使途基準に従って

計上している。 

 

・会議費 

区政報告会は、必要に応じて小さな単位でも、月平均２回開催している。内容は、

参加者に対する茶菓であり、区民からの意見聴取と区政の報告が目的である。茶菓

を開催日に購入する時もあれば、前日に購入しておく日もあり、様々であるが、使

途基準に沿って計上している。 

また、参加人数が多いときの会場については、経費削減のため自宅の和室等（約

１２畳）を使用することもあり、支援者の和室（約１６畳）を無料でお借りさせて

いただく場合もある。 

 

・資料購入費  １）公明新聞の購読 

調査研究に大いに役立つ媒体であり、使途基準に沿って計上している。 

 

・５月分№3008について 
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コピーを取り、補記をしたところですがテープを貼ったところが消えるとは思い

もよりませんでした。金額を隠す意図などは全くありません。肉眼で見えますので

確認して頂きたい。今後はセロテープには、気を付けてまいります。 

 

 

４． 大槻城一議員 

 

１．領収書４月分 No,4001 の劣化について 
金額、日付、事業者等の判読は可能である。感熱紙のため劣化は自然現象と考え

る。そのためコピーも添付し、備考欄に補記もしている。 
 

２．領収書１１月分 No,4009と 4010について 

    本来は 4010のみが正しく、誤って 4009も計上してしまったので、4009分のみ返

還する。 

 

３．駐車料金について 

政務調査活動として区民から様々なご相談やご意見を聴取している。聴取した内

容への対応は、短時間で行政関係の資料を渡すこともあり、長時間意見を聴取し深

夜に及ぶこともある。また聴取したその日のうちに区役所に戻り、資料等を持参し

直す場合もある。 
 

４．交通費について 
   南阿佐ヶ谷が出発地として多いのは、役所に立ち寄り資料等を整理した後、交通

機関を利用しているためである。 

また、荻窪周辺を拠点としての区民意見聴取や資料調査等も多いため、荻窪駅に

もよく立ち寄る。 

   ４／１０→日中は久我山での区民意見聴取。夜は久我山での防災語る会で意見交換

（駐車場使用）。 

４／２０→自宅（すぎまるバス）＠１００‐南阿佐ヶ谷＠（丸の内線）１６０‐新

高円寺であり、往復で４６０円ではなく５２０円の誤りである。 

   ５／２→午前中は高井戸地域区民センター落成式参加。夜は荻窪で資料調査後、上

高井戸地域の区民意見聴取のため八幡山へ。 
   ８／１１→いずれも区役所（丸の内線南阿佐ヶ谷駅）から荻窪を経て政務調査活動

（資料調査、区民意見聴取）の後、ＪＲで高円寺駅に向かった。 

   ８／１８→会派で青森市視察の後、夜に久我山中央公園の地域まつりの視察へ。 

 
５．ガソリン代について 

政務調査活動は昼夜を問わず行っており、区民意見聴取や視察に使用している。

使用実態としては、50％をはるかに上回る調査活動に使用しているが、使途基準に

従って 2 分の 1 按分にて計上している。使途基準細目では、ガソリン代について走
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行距離を記録し報告することは規定されていない。 
 

６．会議費・茶菓代について 
    ３／２３の茶菓代は、区民宅にて使途基準に則り支出した。 

     

７．住宅地図について 
    住宅地図Ｂ４版は、文字が大きく見やすいため自宅で政務調査活動の一環として

使用。住宅地図Ａ４版は移動時に携帯用として政務調査活動のため使用。 
 

８．郵便代について 
    ５０円、８０円等の切手は政務調査活動の一環として、区民等へ自身の区政報告

や返信などでハガキ用紙や封書を郵送するときに使用し、使途基準に則り支出した。 

 

９．キャラクター付の文具について 

    区民意見聴取の折、保育に係るご相談が多くなり、お子さんと同伴の場合もある。

その折、お子さんをあやす時などにも有効の場合があり、使用したりしている。 

 
１０．パソコンについて 

    以前購入したパソコンの調子が悪く、何度か修理したが機械が不安定だったため

使途基準に則り購入。 

 

１１．自転車修理部品購入について 

    返還請求に、駐輪場利用が７回のみだから「自転車の修理等を支出するほど、区

政調査に利用されていない」と指摘しているが、役所周辺や自宅地域周辺では日々、

駐輪料金が発生しなくても政務調査をするため使用している。また自転車修理備品

購入については、区議会事務局に確認の上、政務調査費として計上している。 

 

１２．文具購入関係について 

    世界堂は、議員になる以前から、年に一、二度文房具の購入で利用することがあ

った。世界堂はこれまで、会員になると文房具ごとに設定される割引率があり、す

べての割引総計がレシートに刻印されていた。今回指摘された「世界堂チケット」

なるものは、以前はなかったと記憶している。 

私は、議員になってからも政務調査費使用の経費削減の観点から、使用が予定さ

れる文房具については、定価で購入せず、１０～２０％安く購入できる世界堂で、

自費で電車に乗り新宿まで出かけ、年度末の機会にまとめて購入してきた。 

現在、私たちの生活の中では、再度の来店を期待した販促として、様々なサービ

スチケット等が会計時などに渡される場合があるが、家電量販店のポイントなどと

異なり、保管や利用の管理が煩雑で、いつ使うかも不明なサービスチケット等を財

布等に保管する習慣はない。 

    これまでも政務調査費では、店内で各種割引されたものについてレシートの記載



245 

 

どおり正確に処理してきたが、今回のようなサービスチケットは、それを後日持参

して割引の恩恵を受けてはいないので申告もしていない。 

 しかし、サービスチケット分についての取り扱いは複雑であり、この度は返金し

たいと考える。 

 今後のサービスチケット等に対する判断については、他自治体の事例も踏まえ、

監査の判断に委ねたい。 

  

 

５．北明範議員 

 

●調査研究費 

交通費・ガソリン代・駐車場代については、使途基準・使途基準細目どおりであ 

る。ガソリンの使用実態としては、区民からの相談や意見聴取などのために 50％を

はるかに上回る調査活動に使用している。 

●資料作成費 

パネル作成について、地域で作成した防災マップを区内で普及させるため、マッ

プを拡大しパネルにして区政報告会等で区民へ周知を図った。パネル作成について

は使途基準・使途基準細目どおりである。 

 

 

６．中村康弘議員 

 

【１．調査研究費 ガソリン代・駐車場代】 

政務調査活動として区民から様々な相談を受け、膨大な意見を聴取し、これらを

整理・集約しながら区政に反映させている。ガソリン代や駐車場代は、そのための

移動や駐車にかかる費用であり決して過大ではないと考える。活動実態としては５

０％を大きく上回ると考えている。 

10/14 については、限られた時間ではあったが２、３分ということはない。実際

に主催者等と意見交換し、障害者福祉イベントの視察もし、今後の障害者施策への

参考とした。 

 

【２．研修費】 

地方行財政の政策に関して専門的知見による講演・研修を受けることは、区政に

関する調査研究に資するものである。領収書等貼付用紙の備考欄への記載の有無に

ついては、必要な内容が添付した資料で確認できるため、資料を添付することで良

しと判断した。 

 

【７．事務費 文具等】 

手帳は、政務調査活動に使用するために購入したものである。 
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７．島田敏光議員 

 

【１．調査研究費 ガソリン代】 

政務調査活動として、区民から膨大な意見を聴取しており、そのための移動にか

かる費用である。活動実態は自動車使用の５０％をはるかに超過しており、決して

過大ではないと考える。 

 

【２．会議費】 

定期的に区政報告や意見聴取のために区政懇談会を行っている。ペットボトルの

お茶代は、会議費として適正に支出している。会場は支援者のご厚意で、無料で使

わせていただいている。 

 

【６．広報費 HP管理料】 

    R&D ISHIWATA は個人事業主の屋号であり、会社組織ではない。領収書は適正で

あると認識しているが、平成 25年度からは代表者名も記載してある。 

   HPを見て、電話・ファクシミリ等で意見・要望をくださる区民もいる。適正な支出

と考える。 

 

【７．事務費 手帳代】 

    システム手帳を使用している。2 冊購入したのではなく、ダイアリーとリフィル

を購入。政務調査活動に使用する部分を按分している。 

 

【８．事務所費 光熱水費】 

    自宅で区民意見聴取や区民相談を受けることはよくある。使途基準に則り適正に

按分している。 

 

 

８．渡辺富士雄議員 

 

調査研究費  

１）領収書（７月分 No,8008）の劣化について 

金額、日付、事業者等の判読は可能である。ただし今後、感熱紙の場合はコピ

ーまたは備考欄へ付記する。 

２）自動車の使用に基づく経費 

・ 月極駐車場代 

期限の切れた契約書との指摘だが、条文内に「期間満了の場合、必要があれば当

事者合議の上本契約を更新することが出来る。」とあり、貸主との合議をもって

更新を行い、添付の「月極駐車場代 受領証明」へ貸主の記名捺印を頂き契約が

有効に継続していることを証明している。よって計上は問題ないと判断する。 
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ただし、次回の更新（本年 11月 30日）の際、更新事項がより明確な表現の契約

書を取り交わすこととする。 

・ ガソリン代 

有料の駐車場の使用頻度のみから使用実態が不明と主張しているが、使用実態と

しては、区民からの相談および意見聴取や視察のために５０％をはるかに上回る

調査活動に使用しており、その上で使途基準に従って按分にて計上したものであ

る。 

・ 自転車前かご購入費用 

日常的に、調査活動は自転車も使用して行っており、調査研究活動において資料

等の運搬に支障をきたすことから購入し、使用実態に即して按分し計上した。 

 

会議費 

１）お茶代 

お茶代だけで会場費が計上されていないとのことだが、個人の自宅を無料でお

借りして区民意見聴取を行っているためである。 

２）会場費（高額な） 

急遽会場が必要となり、半日以上使える施設が他に無く、やむを得ず借りたも

のである。問題は無いと判断する。 

 

広報費 

１）HPの管理費 

依頼先は個人事業主であり、その屋号である。なお、平成２５年度から代表者

名は記入されている。 

按分については、ブログ以外に政策、実績、区政報告の掲載、区民意見聴取の

ためのメールの窓口等もサイト上に設けており、問題ないものと判断する。 

 

事務費 

１）区政報告用切手代 

ハガキに 80 円を使用しているとの指摘だが、区政報告 30 号と新春特別号ハガ

キを同封して追加発送したものである。説明不足ではあったが、計上は問題ない

と判断する。 

 

 

９．区議会公明党会派共通 

 

【整理番号等について】 

当会派は、従前は議員個人が政務調査費の支給を受けていたが、平成２１年度分

より会派として支給を受けるように変更している。従って、支出した額はあくまで

会派として使用したものである。 

その際、どの議員を通して支出されたものかを会派内で参照できるようにするた
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め、４桁の整理番号を使用しているものである。 

 

【３．会議費・お茶代】 

多くの区民が相談、陳情等のため来庁しており、開かれた議会の一端を控室が担

っている。また、様々な資料が揃い、理事者からの説明も容易に受けられる調査研

究活動の場でもある。 

議員控室は、本来は調査研究活動を主としている場であり、その使用実態に照ら

して支出額の１００％を計上しても何ら問題はないと判断する。しかしながら、ご

く稀には政党関係者の訪問や党関係の事務処理も発生することから、抑えめに８

０％としており、妥当と判断している。 

 

【５．資料購入費・機関誌月刊公明】 

調査研究に大いに資する媒体であり、使途基準に則り計上している。 



249 

 

別紙４－４ 

 

26 杉議会第 202 号 

平成 26年 5月 29日 

杉並区監査委員 

 小林 英雄 様 

同 

 岩崎 英司 様 

                        杉並区議会 

                             議長 大泉 時男 

 

政務調査費に係る調査について（回答） 

 

平成 26 年 5 月 13 日付 26 杉監査第 89 号の調査依頼に基づき、杉並区議会の会派及び

議員に対する政務調査費の交付に関する条例第 11 条に規定している政務調査費の議長

としての調査を実施し、平成 26年 5月 22日付 26杉議会第 174号により回答したとおり、

一部の支出について出納簿及び収支報告書訂正の届出を行った。 

 

 

１ 調査結果について 

今回の届出は、請求人からの指摘事項であるか否かを問わず、錯誤により計上した支

出を取り消すなど控除されているものである。 

 

 

２ 平成 24年度分の出納簿及び収支報告書の訂正状況について 

  平成 26年 5月 27日付による出納簿及び収支報告書訂正の届出は、次のとおりである。 

 

●大泉時男議員 

【誤記控除】 

4月 2日 

自衛隊父兄会杉並支部会費 
研修費  2,000 

5月 17日 

ガソリン代（ENEOS）1/2 
調査研究費  3,405 

5月 28日 

ガソリン代（ENEOS）1/2 
調査研究費  2,807 

12月 14日 

ガソリン代（ENEOS）1/2 
調査研究費  1,239 
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別紙４－５ 

 

26 杉議会第 203 号 

平成 26年 5月 29日 

杉並区監査委員 

 小林 英雄 様 

同 

 岩崎 英司 様 

                        杉並区議会 

                             議長 大泉 時男 

 

政務調査費に係る調査について（回答） 

 

平成 26 年 5 月 13 日付 26 杉監査第 90 号の調査依頼に基づき、杉並区議会の会派及び

議員に対する政務調査費の交付に関する条例第 11 条に規定している政務調査費の議長

による調査を実施し、平成 26年 5月 22日付 26杉議会第 175号により回答したが、議員

より出納簿及び収支報告書の訂正の届出があったため、使途基準、その他の法規等に照

らして、違法・不当であるか否かについて確認を行った。 

 

 

１ 調査結果について 

 

今回の届出は、請求人からの指摘事項であるか否かを問わず、当該議員の意向により

計上した支出を取り消したものを始め、錯誤による計上や証拠書類から出納簿への転記

ミスが見受けられたが、控除・更正されているものである。 

 

２ 平成 24年度分の出納簿及び収支報告書の訂正状況について 

 

 次のとおり、平成 26 年 5 月 27 日付で議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正する

収支報告書訂正の届出があった。 

 

（１）市来とも子議員 

 

【誤記控除】 

6月 8日 

新聞（2月） 
資料購入費  800 

6月 8日 

新聞（3月） 
資料購入費  800 
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（２）松浦芳子議員 

 

【誤記控除】 

5月 12日 

郵便事業㈱杉並支店 区政報告春号 1978通 
広報費  158,240 

10月 11日 

㈲弘志堂 10月区政報告印刷インク 
広報費  21,000 

10月 11日 

㈲弘志堂 10月区政報告ラベル 
広報費  12,950 

3月 20日 

㈲弘志堂 インク 3月号区政報告葉書用 
事務費  13,000 

 

【誤記更正】 

5月 12日 

郵便事業㈱杉並支店 区政報告春号 1978通 
広報費 128,570 

10月 11日 

㈲弘志堂 10月区政報告印刷インク 85％ 
広報費 17,850 

10月 11日 

㈲弘志堂 10月区政報告ラベル 85％ 
広報費 11,007 

3月 20日 

㈲弘志堂 インク 3月号区政報告葉書用 
広報費 13,000 
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別紙４－６ 

 

26 杉議会第 204 号 

平成 26年 5月 29日 

杉並区監査委員 

 小林 英雄 様 

同 

 岩崎 英司 様 

                        杉並区議会 

                             議長 大泉 時男 

 

政務調査費に係る調査について（回答） 

 

平成 26 年 5 月 13 日付 26 杉監査第 91 号の調査依頼に基づき、杉並区議会の会派及び

議員に対する政務調査費の交付に関する条例第 11 条に規定している政務調査費の議長

による調査を実施し、平成 26年 5月 22日付 26杉議会第 176号により回答したが、会派

より出納簿及び収支報告書の訂正の届出があったため、使途基準、その他の法規等に照

らして、違法・不当であるか否かについて確認を行った。 

 

１ 調査結果について 

 

今回の届出は、請求人からの指摘事項であるか否かを問わず、当該会派の意向により

計上した支出を取り消したが、控除・更正されているものである。 

 

２ 平成 24年度分の出納簿及び収支報告書の訂正状況について 

 

 次のとおり、平成 26 年 5 月 27 日付で会派から出納簿訂正及び当該支出額を訂正する

収支報告書訂正の届出があった。 

 

●杉並区議会公明党 

 

【誤記控除】 

5月19日 

事務用品代 

事務費  907 

10月9日 

事務用品代 

事務費  362 

10月26日 

事務用品代 

事務費  680 
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10月26日 

事務用品代 

事務費  150 

11月16日 

駐車場代 

調査研究費  200 

3月27日 

事務用品代 

事務費  1,942 

3月27日 

事務用品代 

事務費  3,144 

3月27日 

事務用品代 

事務費  12,125 

3月31日 

事務用品代 

事務費  792 

 

【誤記更正】 

5月19日 

事務用品代 

事務費 846 

10月9日 

事務用品代 

事務費 339 

10月26日 

事務用品代 

事務費 635 

10月26日 

事務用品代 

事務費 140 

3月27日 

事務用品代 

事務費 1,813 

3月27日 

事務用品代 

事務費 2,935 

3月27日 

事務用品代 

事務費 11,317 

3月31日 

事務用品代 

事務費 737 

 

 

 



 

資   料 
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資料１ 
 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例 

平成13年３月23日 

条例第26号 

〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。 

  

 改正 平成14年６月21日条例第31号 平成15年４月30日条例第19号  

   平成18年12月11日条例第44号 平成20年10月14日条例第28号  

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項及び第15項の規定に基づき、

杉並区議会（以下「議会」という。）の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議

会における会派及び議員に対し、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

一部改正〔平成20年条例28号〕 

（交付対象） 

第２条 政務調査費は、議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」という。）

及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に対して交付する。 

（会派に係る政務調査費） 

第３条 会派に係る政務調査費は、各月１日（以下「基準日」という。）における当該会派の所属議

員の数に月額16万円を乗じて得た額とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱

会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調

査費の交付については、これらの事由は生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、

又は会派が解散した場合も同様とする。 

３ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。 

（議員に係る政務調査費） 

第４条 議員に係る政務調査費は、基準日に在職する議員（次条第１項の届出を行った会派に所属す

る議員を除く。）につき、月額16万円とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場

合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由は生

じなかったものとみなす。 

（議長に対する届出） 

第５条 会派として政務調査費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、政務調査費に

係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行う者がないときは議会の事務局

長。以下同じ。）に届け出なければならない。その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。 

２ 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。 

３ 議員に係る政務調査費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長に届け出なければ

ならない。議員に係る政務調査費を受けないこととするときも同様とする。 

（区長への通知） 

第６条 議長は、前条の届出に基づき、毎年度４月１日の政務調査費に係る会派及び議員の状況につ

いて、区長に通知するものとする。 

２ 議長は、年度途中において、前条の届出を受けたときは、速やかに区長に通知しなければならな

い。 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の通知に基づき、速やかに政務調査費の交付の決定を行い、会派の代表者及び

議員に通知するものとする。 

（政務調査費の請求及び交付） 

第８条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日（そ
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の日が杉並区の休日を定める条例（平成元年杉並区条例第５号）第１条に定める区の休日に当たる

ときは、その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務調査費を請求するものとする。

ただし、一四半期の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請

求するものとする。 

２ 区長は、前項の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付するものとする。 

３ 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は新たに議員となったとき、若しく

は政務調査費の交付を受けていた会派の所属議員でなくなったときは、第６条第２項の通知があっ

た日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当月）分以降の政務調査費を当該会派の代

表者又は当該議員に対して交付する。 

４ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、増員分に係る政務調査費に

ついては第１項の規定を準用し、減員分に係る政務調査費については速やかに区長に返還しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定に基づき、一四半期の途中で政務調査費の請求を行う場合における第１項の適用に

ついては、同項中「毎四半期の最初の月の10日」とあるのは、「当該事実の生じた日の翌月（その

日が基準日である場合は、当月）の10日」とする。 

６ 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務調査費の交

付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者

は、会派の解散又は議員でなくなった日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当月）

分以降の政務調査費を区長に返還しなければならない。 

（使途基準） 

第９条 政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使

用するものとし、区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。 

（収支報告書等の提出） 

第10条 会派の代表者及び議員は、前年度分の政務調査費収支報告書（別記様式。以下「報告書」と

いう。）に、政務調査費の収支を表す出納簿（以下「出納簿」という。）及び領収書その他の証拠

書類（以下「領収書等」という。）を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提

出しなければならない。 

２ 政務調査費の交付を受けた会派が解散し、又は政務調査費の交付を受けた議員が議員でなくなっ

たときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者は、そ

の事実があった日の翌日から起算して30日以内に、報告書、出納簿及び領収書等を議長に提出しな

ければならない。 

３ 議長は、報告書を受け取ったときは、その写しを区長へ送付するものとする。 

４ 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を当該報告書を提出すべきとされた期間の末日の翌日から

５年を経過するまで保存し、報告書及び出納簿を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成18年条例44号〕 

（議長の調査） 

第11条 議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、報告書、出納簿及び領収書等が提出されたと

きは、必要に応じ調査を行うことができる。 

一部改正〔平成18年条例44号〕 

（政務調査費の返還） 

第12条 区長は、政務調査費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受けた政務調査

費の総額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務調査費による支出（第９条に規定

する使途基準に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相

当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 杉並区特別職報酬等審議会条例（昭和39年杉並区条例第35号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう〕略 

附 則（平成14年６月21日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年４月30日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月11日条例第44号） 

１ この条例は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査

費については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年10月14日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

別記様式（省略） 
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資料２ 
 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則 

平成13年３月30日 

規則第35号 

  

 改正 平成19年３月30日規則第48号    

（目的） 

第１条 この規則は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（議長に対する届出） 

第２条 条例第５条第１項及び第２項に規定する届出は、会派に係る政務調査費の交付に関する届（第

１号様式）によるものとする。 

２ 条例第５条第３項に規定する届出は、議員に係る政務調査費の交付に関する届（第２号様式）に

よるものとする。 

（交付対象に係る通知） 

第３条 条例第６条第１項に規定する通知は、政務調査費交付対象者状況通知書（第３号様式）によ

るものとする。 

２ 条例第６条第２項に規定する通知は、政務調査費交付対象者変更通知書（第４号様式）によるも

のとする。 

（交付決定通知書） 

第４条 条例第７条に規定する通知は、政務調査費交付決定通知書（第５号様式）によるものとする。 

（交付請求書） 

第５条 条例第８条第１項及び第４項に規定する請求は、政務調査費交付請求書（第６号様式）によ

るものとする。 

（使途基準） 

第６条 条例第９条に規定する政務調査費の使途基準は、別表のとおりとする。 

（政務調査費出納簿） 

第７条 条例第10条第１項に規定する出納簿は、政務調査費出納簿（第７号様式）によるものとする。 

（返還命令書） 

第８条 条例第12条に規定する返還の命令は、政務調査費返還命令書（第８号様式）によるものとす

る。 

一部改正〔平成19年規則48号〕 

附 則 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第48号） 

この規則は、平成19年５月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

政務調査費使途基準 

  

 科目 内容  

 調査研究費 １ 区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託・分析に要す

る経費 

 

   （調査委託費、宿泊費、交通費）  

   ２ 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費  

   （宿泊費、交通費）  

 研修費 １ 会派又は議員が行う研修会、講演会に要する経費  

   （会場費、機材等借上費、講師謝礼金、宿泊費、交通費）  
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   ２ 他団体が開催する研修会、講演会への議員又は会派若しくは議員が雇用

する職員の参加に要する経費 

 

   （宿泊費、交通費、参加費・会費）  

 会議費 １ 調査研究に基づく政策立案のための会議の開催に要する経費  

   （会場費、機材等借上費、通信費）  

   ２ 区民からの区政又は会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための

会議の開催に要する経費 

 

   （会場費、機材等借上費、通信費）  

 資料作成費 調査研究、研修、会議及び議会審議に必要な資料を作成するために要する

経費 

 

   （原稿料、印刷・製本費）  

 資料購入費 調査研究、研修、会議及び議会審議に必要な図書、資料等の購入に要する

経費 

 

   （書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費）  

 広報費 調査研究活動及び区の政策に関する広報活動に要する経費  

   （印刷・製本費、広報紙等送料、会場費、機材等借上費）  

 事務費 調査研究、研修、会議、資料作成、資料購入、広報及び議会審議に係る事

務執行に要する経費 

 

   （事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、通信

費） 

 

 事務所費 調査研究に必要な事務所の設置、管理に要する経費  

   （事務所賃借料、CATV・電話回線敷設料、維持管理費）  

 人件費 上記調査研究、研修、会議、資料作成、資料購入及び広報に係る事務等を

補助する職員を雇用する経費 

 

   （賃金、社会保険料、交通費）  

注 括弧内は例示 

一部改正〔平成19年規則48号〕 

 

様式（省略） 
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資料３ 
 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程 

平成19年３月30日 

議長訓令甲第１号 

  

 改正 平成20年４月１日議長訓令甲第２号 平成22年４月１日議長訓令甲第２号  

   平成23年３月31日議長訓令甲第１号 平成24年３月30日議長訓令甲第１号  

（趣旨） 

第１条 この規程は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）及び杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の

交付に関する条例施行規則（平成13年杉並区規則第35号。以下「規則」という。）に定める政務調

査費の取扱いについて、地方自治法第104条に規定する議長の権限に基づき、必要な事項を定めるも

のとする。 

（支出基準） 

第２条 次に掲げる経費は、区政に関する調査研究に資するために必要とする経費に該当しないもの

とする。 

(１) 選挙活動に関する経費 

(２) 政党活動に関する経費 

(３) 後援会活動に関する経費 

(４) 交際費（慶弔費、せん別、病気見舞、新・忘年会費等）に関する経費 

(５) 飲食（会議等を主催する場合の茶菓を除く。）に関する経費 

(６) 政務調査の目的に合致しない個人的技能の習得に関する経費 

(７) 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費 

(８) 自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費 

(９) その他政務調査の目的に合致しない経費 

２ 政務調査費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費のうちに区政に関する調査研究に資するた

め必要なもの及びその他のものが含まれるときは、区政に関する調査研究に資する経費相当額を区

分し、政務調査費により支出しなければならない。 

３ 規則第６条の使途基準の細目は、別表のとおりとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号〕 

（領収書等の提出） 

第３条 条例第10条第１項及び第２項に規定する領収書その他の証拠書類（次項に規定する第２号様

式を除く。）は、領収書等貼付用紙（第１号様式）にそれぞれ貼付するものとする。 

２ 会派及び議員が政務調査活動のため交通機関を利用して出張し、その実費を政務調査費により支

出する場合は、政務調査交通費記録簿（第２号様式）を作成するものとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号〕 

（帳票類等の提出） 

第４条 条例第５条第１項の届出を行った会派の経理担当者及び同条第３項の届出を行った議員は、

政務調査費を次に掲げる経費に充てたときは、当該各号に掲げる帳票類等を作成し、条例第10条第

１項に規定する政務調査費収支報告書に添えて議長に提出するものとする。 

(１) 宿泊を伴わず、かつ往復の旅費が３万円以下の場合を除く、先進地調査若しくは現地調査又

は研修会若しくは講演会に要する経費 政務調査視察報告書（第３号様式） 

(２) 広報紙の作成に要する経費 当該広報紙 

(３) 備品の購入に要する経費 備品台帳の写し 

(４) 事務所の賃借料 事務所の賃貸借契約書の写し又は事務所の図面及び写真等、事務所の要件

を具備していることを証明する書類 

(５) 事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月
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日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を証明する書類 

２ 議長は、前項の帳票類について、条例第10条第４項に規定する期間まで保存し、政務調査視察報

告書及び広報紙を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成23年議長訓令甲１号・24年１号〕 

（その他） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この規程は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用する。 

附 則（平成20年４月１日議長訓令甲第２号） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

政務調査費使途基準細目 

  

 科目 内容  

 調査研究費 ○月極駐車場代の支出割合の上限は1/2とする  

   ○ガソリン代の支出割合の上限は1/2とする（ただし、「政務調査視察報告書」

を提出する視察等に要するガソリン代については、按分の必要はないもの

とする） 

 

   ○スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行

き先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政

務調査交通費記録簿」に代えることができる 

 

   ○タクシー利用額の上限は月額20,000円とする（ただし、可能な限り他の公

共交通機関を利用する） 

 

 研修費 ○懇親会費の計上はできないものとする  

   ○政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする  

   ○政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする  

   ○宿泊を伴わず、かつ往復の旅費が30,000円以下の研修会又は講演会に参加

した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日時、

会場、主催者及び概要等」を記載し、可能な限り資料やレジュメを添付す

る 

 

 会議費 ○会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき500円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する 

 

 資料作成費 ○細目なし  

 資料購入費 ○購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とす

る 

 

   ○所属政党発行の機関紙の購読については、１人１部のみとする  

   ○電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではな

く、「事務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う 

 

 広報費 ○印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に則して按分する  

   ○切手を購入する場合は、科目を問わず、議員１人当たり年額100,000円を超

えることはできない 

 

   ○ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に則して按分する  

 事務費 ○50,000円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成し  
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管理する 

   ○備品購入費については、実態に即して按分する  

   なお、購入・買替えにあたっては、所得税法上の減価償却資産に係る耐用

年数を参考にする 

 

   また、任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする  

   ○ポイントカード制を導入している小売店で物品等を購入する際、一定割合

のポイントが還元され、次回以降の購入でポイント相当額を代金に充当で

きる場合は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限りにおいて、そ

のポイント相当額を控除して支出する 

 

   ○切手を購入する場合は、科目を問わず、議員１人あたり年額100,000円を超

えることはできない 

 

   ○インターネット接続料については、実態に則して按分する  

   ○通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする  

     携帯電話 1/2      

     固定電話（事務所専用） 1/2      

     固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

あり） 
1/2 

     

     固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

なし） 
1/4 

     

   ○政務調査活動に使用する電話・ＦＡＸについては必要最小限の台数とし、

その番号を議長に届け出るものとする 

 

   ○名刺代については、政務調査費による支出はできないものとする  

 事務所費 ○事務所賃借料について  

     自

己

所

有 

計上できない 

   

     

賃

借 

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は1/2とする    

     

自宅兼用 

事務所賃借料の支出割合の上限は1/2とする    

     なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の

面積等を考慮した按分率を乗じた額とする 

   

     支出割合上限設定基準額    

     （自宅賃借料×按分率）×1/2    

     ※自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう    

     ※個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務調査費支出金

額の上限は月額50,000円とする 

   

   ○事務所光熱水費について        

     
自

己

所

有 

事務所光熱水費の支出割合の上限は1/2とする    

     なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積等を考慮し

た按分率を乗じた額とする 

   

     支出割合上限設定基準額    

     （自宅光熱水費×按分率）×1/2    

     

賃

借 

事務所専用 事務所光熱水費の支出割合の上限は1/2とする    

     

自宅兼用 

事務所光熱水費の支出割合の上限は1/2とする    

     なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の

面積等を考慮した按分率を乗じた額とする 

   

     支出割合上限設定基準額    
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     （自宅光熱水費×按分率）×1/2    

                  

 人件費 ○議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない  

   ○議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出

割合の上限を1/2とし、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する

職員の賃金については、勤務内容と日給・時給等を明記のうえ、議員１人

当たり月額50,000円を上限として勤務実績に応じた額とする 

 

追加〔平成20年議長訓令甲２号〕、一部改正〔平成22年議長訓令甲２号・23年１号・24年

１号〕 

 

様式（省略） 
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資料４ 

 

                                        

 

 

 

 

政務調査費の支出に関する事務処理について 
                              （平成 24 年度版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 7 月 

区議会事務局 

重 要 
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会派・議員の皆さまへのお願い 
 
 

■ 平成２４年度分の取扱い 

１．処理方法 

本冊子に基づき書類を整えてください。（提出書類は 15ページ参照） 

２．提出期限 

次のとおり、３回に分けて事務局議会法務担当へ提出してください。 
 

 

①『４月分～９月分』…10 月 12 日（金）まで 

 ※「収支報告書」は提出不要です。収支報告書以外の書類を提出し 
 てください。 

②『10 月分～１月分』…２月６日（水）まで 

※「収支報告書」は提出不要です。収支報告書以外の書類を提出し 
 てください。 

③『２月分・３月分』 …４月５日（金）まで 

※「収支報告書」を含む、すべての書類を提出してください。 

 
 
 

★ 条例等に基づき、平成２５年５月１日から「収支報告書・出納簿・

政務調査視察報告書・広報紙」の４点を閲覧に供し、「領収書・政

務調査交通費記録簿・その他証拠書類」は情報公開請求の対象とな

ります。 
 

★ ４月３０日までに、すべての書類を閲覧・情報公開できる状態に準

備するために期限を３回に分けています。 
 

★ 過去の実績を考慮いたしますと、上記①②の手順を踏まずに③で提

出された場合、事務局で内容を確認できないケースも起こり得ます

ので、あらかじめご了承ください。 
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１ 使途基準・使途基準細目                        
 

（１）政務調査費として支出できない経費 

政務調査費の取扱いに関する規程で、次の①～⑨に該当する経費は、区政に関する調査

研究に資するために必要とする経費に該当しないものと規定しています。 

 

①選挙活動に関する経費 

②政党活動に関する経費 

③後援会活動に関する経費 

④交際費（慶弔費、せん別、病気見舞、新・忘年会費等）に関する経費 

⑤飲食（会議等を主催する場合の茶菓を除く。）に関する経費  

⑥政務調査の目的に合致しない個人的技能の習得に関する経費 

⑦日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費 

⑧自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費 

⑨その他政務調査の目的に合致しない経費 

 

なお、区政に関する調査研究に資するために必要な経費と、上記①～⑨の経費が混在す

る場合は、区政に関する調査研究に資する経費相当分を区分して、政務調査費を支出しな

ければなりません。 

 

 

（２）使途基準・使途基準細目 

各支出科目の使途基準細目、支出にあたっての留意事項、判例等を掲載しています。 

 

 

調査研究費 .......................................................................................... ２・３ページ 

研修費 .........................................................................................................４ページ 

会議費 .........................................................................................................５ページ 

資料作成費 ................................................................................................６ページ 

資料購入費 ................................................................................................６ページ 

広報費 .........................................................................................................７ページ 

事務費 ................................................................................................... ８・９ページ 

事務所費 ....................................................................................... １０・１１ページ 

人件費 ..................................................................................................... １２ページ 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 
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《調査研究費》                 ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例 

使途基準 
１ 区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託・分析に要する経費 

  （調査委託費、宿泊費、交通費） 

２ 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 

  （宿泊費、交通費） 

使途基準細目 
○ 月極駐車場代の支出割合の上限は１／２とする 

○ ガソリン代の支出割合の上限は１／２とする 

（ただし、「政務調査視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン代につい

ては、按分の必要はないものとする） 

○ スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行き 

  先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政務調査 

  交通費記録簿」に代えることができる 

○ タクシー利用額の上限は月額２０，０００円とする 

（ただし、可能な限り他の公共交通機関を利用する） 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【視察経費】 

・ 宿泊を伴うか、または往復の旅費が３万円を超える日帰りの地方視察・研修参加経費について

は、視察報告書の添付が必要です。 

 ☆視察報告書の記載について（20ページ参照） 

※ 「３万円を超える」とは、往復の鉄道運賃や航空運賃などをさすものであり、視察先でのタク

シー代やレンタカー代などは含みません。 

・ 視察報告書は調査研究の実質、区政との関連性がわかるように記載します。 
 
 

【日常の交通費】 ☆交通費記録簿の記載について（18～19ページ参照） 

・ 交通費記録簿の備考欄には、必ず「出張内容」を記載します。 

・ タクシー利用額の上限は月額２０，０００円です。ただし、可能な限り他の公共交通機関を利

用することとします。（平成23年度政務調査費調査検討委員会決定事項、平成24年度から施行） 

【月極駐車場代】 

・ 「賃貸借契約書」がある場合は、その「写し」を提出します。 
 

【駐車(駐輪)料金・有料道路料金】 

・ 領収書等貼付用紙の備考欄に「出張先」「出張内容」「利用区間（有料道路の場合）」を記載

します。 
 

【スイカ・パスモ等のチャージ料】 

・ スイカ・パスモ等のチャージ料の計上については、住民監査結果を踏まえて、政務調査費調査

検討委員会で検討した結果、平成２３年度分（平成２３年５月分）から廃止しました。 

スイカ・パスモ等を使用して交通機関を利用した場合は、交通費実費額を「政務調査

交通費記録簿」に記載するか、または、利用明細（履歴）※１ を「領収書等貼付用紙」

に添付し、利用区間（行き先）や目的（出張内容）等を補記します。 

２ 
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※１ 利用明細（履歴）に関する注意事項 

【スイカ】 

・ 履歴の印字については、直近の利用分最大５０件まで印字可能です。 

（１日の利用回数が、２１回以上の場合、一部印字できない場合あり） 

一度印字された履歴は、再印字できません。また、利用日から２６週間を超えた履歴は印字で

きません。 

 

【パスモ】 

・ 履歴の印字については、直近の利用分最大２０件まで印字可能です。 

（一部の鉄道事業者では、直近の１００件までの印字が可能） 

 

※ バスを利用した場合は、スイカ・パスモともに「バスの事業者名」しか印字されません。 
 

 

◆《参考》最近の判例（視察等の調査研究活動） 
 
調査研究の実質があるか否かは、議員ないし会派の主張する調査目的、調査に向けた準備の有無
及びその内容、当該調査研究活動の具体的内容及び上記目的との関連、調査研究結果の保存状況
等を総合的に考慮して客観的に判断すべきである。 
 
支出の対象となった活動に調査研究の実質があると認められる場合であっても、当該活動が市政
との関連性を欠くことが明らかであったり、必要性・合理性を欠くことが明らかである場合には、
結局当該支出は市政に関する調査研究に資するために必要な経費に充てられたといえず、違法に
なると解すべきである。 

《仙台高裁判決（平成19年12月19日）》 
    

様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を
行い、議員活動について政治責任を負っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なも
のにならざるを得ず、調査活動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極
めて広範な裁量の下に行われるものであると認められる。 
飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一見明らかに市政とは無関係であるとか、極めて不
相当な日程や著しく高額なもの等以外は、これを認めるのが相当である。 

《札幌高裁判決（平成19年2月9日）》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 
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《研修費》                ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例  

使途基準 
１ 会派又は議員が行う研修会、講演会に要する経費 

 （会場費、機材等借上費、講師謝礼金、宿泊費、交通費） 

２ 他団体が開催する研修会、講演会への議員又は会派若しくは議員が雇用する職

員の参加に要する経費 

 （宿泊費、交通費、参加費・会費） 

使途基準細目 
○ 懇親会費の計上はできないものとする 

○ 政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする 

○ 政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする 

○ 宿泊を伴わず、かつ往復の旅費が３０，０００円以下の研修会又は講演会に参

加した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日時、会場、

主催者及び概要等」を記載し、可能な限り資料やレジュメを添付する 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【研修会・講演会等への参加費】 

・ 参加の主たる目的が「区政に関する調査研究に資すること」の場合に支出できます。 

※政党活動・後援会活動等が含まれる場合は按分が必要です。 
※他の参加者との情報交換が調査研究に有益だとしても、それを参加の主たる目的とすること

はできません。 

・ 宿泊を伴わず、かつ往復の旅費が30,000円以下の研修会や講演会に参加した場合は、領収書等

貼付用紙の備考欄に参加した研修会や講演会の名称、開催日時、会場、主催者及び概要等を記載

します。また、可能な限り資料やレジュメを添付します。 

            （平成23年度政務調査費調査検討委員会決定事項、平成24年度から施行） 

【講師謝礼】 

・ 適正な金額であることを示すため、テーマや講義時間等、講義内容の説明が必要です。 

 

◆《参考》最近の判例（催しへの参加費・年会費） 
 
× △△党全国連合内自治体議員団全国会議の会費、衆議院議員を中心に集まった△△県内の

若手議員等の会の会費・年会費、特別養護老人ホーム研修会負担金、商工会議所青年部総
会参加費、 △△地区体育文化交流センター落成祝賀会の会費 

○ 地方議員政策研究集会、原水爆禁止△△市民会議、全国都市問題会議、地域政策セミナー、
人材育成セミナー               

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
 
    × △△連合会（政党）の政経セミナー会券代、前県知事を囲む市町村議員懇話会費 
    ○ 講演会「津軽文化の魅力を考える」参加費 

《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 

○ 地域科学研究会主催の研修会、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会主催のシン
ポジウム 

《札幌高裁判決（平成19年2月9日）》 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 
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《会議費》               ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例 

 

使途基準 
１ 調査研究に基づく政策立案のための会議の開催に要する経費 

 （会場費、機材等借上費、通信費） 

２ 区民からの区政又は会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議の

開催に要する経費 

  （会場費、機材等借上費、通信費） 

使途基準細目 ○ 会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき５００円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【茶菓代】 

・ 会議の目的・参加人数を記載します。 

 

【会場費・機材等の借り上げ】 

・ 会議の内容に政務調査活動以外のものが含まれていないかに留意します。 

 

◆《参考》最近の判例（会議の内容・会議の茶菓代） 
 
政務調査費の対象外の経費として、政党活動・選挙活動に要する経費が定められているから、「政
党本来の活動に関する会議」や「選挙運動に関する会議」に要した費用は政務調査費の支出対象
から除外されるものの、そうでない場合には政務調査費の支出対象に該当するものと解すべきで
ある。 

《仙台高裁判決（平成19年12月19日）》 
 
会派又は議員が陳情者等から市政に関する要望・意見を聴取することは、市議会において市民の
意思を適正に反映させるための一手段であり、議員の審議能力を強化することにより地方議会の
活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するものであるから、政務調査活動というべきで
あるところ、その際陳情者等に対しコーヒー等の飲食物を提供し、１月当たり２，０００円程度
の支出をすることも市政に関する調査研究に資するため必要な費用と認めるのが相当である。 

《名古屋地裁判決（平成21年3月26日）》 
    

少人数の会議を喫茶店で行うことは必ずしも稀なことではなく、その場合には会場費の負担に替
えて（あるいは加えて）、喫茶代金の負担が伴うが、その費用も研修会等に要する経費に当たる
というべきであり、更に研修会、会議等において、お茶やお茶菓子程度の飲食を伴うことは、会
合の活性化や円滑化に資するものとして一般的にみられるものであるから、その費用はその研修
会等に要する経費に含まれるというべきである。 

《京都地裁判決（平成16年9月15日）》 
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《資料作成費》              ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例  

使途基準 調査研究、研修、会議及び議会審議に必要な資料を作成するために要する経費 

（原稿料、印刷・製本費） 

使途基準細目 ○ 細目なし 

 

 

《資料購入費》              ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例  

使途基準 調査研究、研修、会議及び議会審議に必要な図書、資料等の購入に要する経費 

（書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費） 

使途基準細目 ○ 購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とする 

○ 所属政党発行の機関紙の購読については、１人１部のみとする 

○ 電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではなく、

「事務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【書籍・雑誌・新聞・その他資料購入】 

・ タイトル・資料名のほか、継続的に発行されるものは「何月号」「何号」かを記載します。 

 

【定期購読】 

・ １年を超える購読料は支出できません。 

 
 

◆《参考》最近の判例（書籍等の購入） 
 
雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑誌が調査研究活動のために必要な資料である
と認めることができないから、本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
    

書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に
資する費用の一部ということができるから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認
める。 

《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 
△△協会の平成１６年度会員費及び新聞代（りんごニュース）については、同協会の会員費を含
んでいることや議員の職業が農業であることに照らせば、個人的な支出であると認めるのが相当
であるから、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。 

《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 

スポーツ紙は一般に娯楽性が高い読み物というほかはないのであって、スポーツ紙の購読が市政
に直接、かつ、具体的に関わるような特段の事情がある場合は格別、そのような特段の事情がう
かがわれない場合にまで公金でこのようなスポーツ紙を購入してよいはずはなく、調査研究活動
に資するため必要な経費であると認め難い。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
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《広報費》                  ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例  

使途基準 調査研究活動及び区の政策に関する広報活動に要する経費 

（印刷・製本費、広報紙等送料、会場費、機材等借上費） 

使途基準細目 
○ 印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に則して按分する 

○ 切手を購入する場合は、科目を問わず、議員一人あたり年額１００，０００円

を超えることはできない 

○ ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に則して按分する 

 
◆支出にあたっての留意事項 

【区政報告の提出】 
・ 発行に要する経費を支出した号の原本を提出します。 

※封筒を印刷した場合は封筒も提出します。 
 

【区政報告の内容】 
・ 調査研究活動や政策広報活動を掲載できます。 

※調査研究に直接用いられる経費だけでなく、調査研究に有益なもの（間接的な経費）にも支
出できると考えられているため、区民からのフィードバックを目的とする内容等も含まれま
す。 

・ 選挙活動、政党活動、後援会活動などに関する記述がある場合は按分が必要です。 
※ 紙面に占める面積の割合での按分が合理的です。 
※ 当該号発行に要するすべての経費を按分します。 

  
【郵送用切手の購入】 

・ 不適切な支出を予防する観点から、年間の上限額（１００，０００円）を設定しています。 
※ 日常の通信用に使用する切手も含めて（科目を問わず）、議員一人あたりの上限額は 
１００，０００円です。 

・ 領収書のほか、広報活動等に使用したことが類推できる説明や証拠資料が必要です 
※簡単に換金可能な点に留意します。 
※安価な「郵便区内特別郵便」（同時に100通以上出す場合）等がある点に留意して計上します。 
場合によっては、説明も必要です。 
 

【ハガキの購入】 
  ・ ハガキを大量に購入する場合は、その理由を示すなど説明が必要です。（換金可能な点に留意） 

 
【ホームページの運用管理経費】 

○サイトに政務調査活動以外の内容が含まれる場合は按分が必要です。 
※合理的な区分が困難な場合は、社会通念上相当な割合で按分します。 

 
 

◆《参考》最近の判例（広報費に該当する内容・該当しない内容） 
市民の意見を収集、把握することは議員の調査研究の一つとして重要であり、調査研究活動、議
会活動及び市政に関する政策等を市民に知らせることは、市政に対する市民の意思を的確に収集、
把握するための前提として意義を有するものということができるから、こうした広報のために支
出した費用も市政に関する調査研究に資するため必要な費用として、政務調査費の使途基準に適
合するものと解される。              《名古屋地裁判決（平成21年3月26日）》 

   議員の後援会旅行・激励会の案内等、議員のプロフィール、引退する議員の後継者の紹介、議員
自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等を掲載した部分もあり、後者の記載部分は議員自
身をＰＲするものであり、自己の後援会活動又は選挙活動の一環と認められるものであって、こ
れが直ちに議員の審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣
旨に適合するものということはできない。      《名古屋地裁判決（平成21年3月26日）》 
（広報することにより区民から新たな陳情又は意見等のフィードバックが予想され、そこから新
たな視点又は観点の政務調査活動の開始が見込まれるものに関する経費に限定せず） 
なるべく多くの区民に広報紙に対する関心を持ってもらい、読んでもらうための１つの手段とし
て、本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等以外の記事（※）を掲載し、当該記事に係
る経費に政務調査費を充てることも、それが合理的な範囲にとどまる限り許されるものと解する
のが相当。(※どの記事も紙面1ページの一部を占めるにすぎないことを踏まえた上での判決) 

《東京地裁判決（平成20年9月5日）》 
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《事務費》                 ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例  

使途基準 調査研究、研修、会議、資料作成、資料購入、広報及び議会審議に係る事務執行に

要する経費 

（事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、通信費） 

使途基準細目 
○ ５０，０００円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成

し管理する 

○ 備品購入費については、実態に則して按分する 

なお、購入・買替えにあたっては、所得税法上の減価償却資産に係る耐用年数

を参考にする 

また、任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする 

○ ポイントカード制を導入している小売店で物品等を購入する際、一定割合のポ

イントが還元され、次回以降の購入でポイント相当額を代金に充当できる場合

は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限りにおいて、そのポイント相

当額を控除して支出する 

○ 切手を購入する場合は、科目を問わず、議員一人あたり年額１００，０００円

を超えることはできない 

○ インターネット接続料については、実態に則して按分する 

○ 通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする 

携帯電話 １／２ 

固定電話（事務所用） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用FAXあり） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用FAXなし） １／４ 

○ 政務調査活動に使用する電話・FAXについては必要最小限の台数とし、その番号

を議長に届け出るものとする 

○ 名刺代については、政務調査費による支出はできないものとする 

◆支出にあたっての留意事項 

【事務用品や備品の購入】 

・ 物品等の按分については、合理的な説明が必要です。監査は次のように指摘しています。 

「他の用途との併用が社会通念から見て一般的な物品等についての按分割合の基準を２分の１と
設定し、支出の妥当性を判断することとする。ただし、他の用途で使用しないことや２分の１を
超える按分割合で計上していることについて、合理的な説明がなされている場合は、その支出を
妥当なものと判断することが適当である。」 

 
※所得税法で定める耐用年数は、パソコン４年、デジカメ５年、携帯電話機６年。 
※５万円以上の物品を備品と定義しているが、５万円未満の物品購入の場合も留意します。 
※次ページ「《参考》物品等の耐用年数」参照。 

・ 購入から任期満了までの期間が、耐用年数に満たない備品の購入は、個人の資産形成と捉えら
れる可能性が高いことに留意します。また、耐用年数内に再度備品を購入する場合には、合理的
な説明が必要です。 

・ 備品台帳については、従来どおり各自で作成し管理します。（様式自由）  

ただし、備品については、透明性を高め、かつ区民の誤解を招かないよう適正な購入を行う

という観点から、備品台帳の写しを議長に提出することとします。また、任期満了前６か月間は、

可能な限り備品の購入を控えるものとします。 

            （平成23年度政務調査費調査検討委員会決定事項、平成24年度から施行） 
【ポイント制度を導入する家電量販店等の小売店での購入】 

・ 購入により発生したポイント相当額を控除して計上します。 
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※購入により発生したポイントが「領収書（レシート）によって確認できる場合」に適用されま
す。 

     
・ 政務調査費による購入の際に貯めていたポイントを使用した場合には、そのポイント相当額は
現金による支払と同様に扱い、政務調査費として支出可能です。 

 

【郵送用切手の購入】 

・ 切手の購入については、Ｐ．７を参照。 

【ハガキの購入】 

・ ハガキの購入については、Ｐ．７を参照。 
 

【携帯電話料金】 

・ 議員本人分の料金が確認できる書類等が必要です。 

 
※領収書の金額が… 

・議員本人分のみの場合＝本人が使用する１回線分ということが確認できるように説明しま 
            す。 

    ・家族利用分も含む場合＝議員本人分の料金が確認できるように説明します。 
  
 

◆《参考》最近の判例（物品購入時等の按分、通信料の按分） 
 
内訳が記載された領収書により真に事務用品として購入されたことを認めることができ、その２
分の１に当たる金額が政務調査活動に資するため必要な費用であったと推認するのが相当である。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
    

個人的使用分を２分の１、政務調査活動分を４分の１、それ以外の議員活動分を４分の１とみる。 
 ※事務所で使用するパソコンのリース料についての判決 

 《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 

自宅の電話と事務所の電話が同一番号であり、電話料金の中には個人としての電話料金（合理的
に案分すると２分の１）、政務調査以外の議員活動の電話料金（４分の１）が含まれていると推
認されるから、残りの４分の１に当たる△△△円を正当な政務調査費用であると認めるのが相当。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
 

◆《参考》物品等の耐用年数 

所得税法で定める主な器具及び備品の「減価償却資産に係る耐用年数」は次のとおりです。 

（所得税法上の減価償却資産に係る耐用年数表の一部を抜粋） 
 

      ・「事務机、事務いす及びキャビネット」のうち「主として金属製のもの」（15年）、「そ

の他のもの」（8年） 

      ・「ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器」（5年） 

      ・「パソコン（サーバー用のものを除く）」（4年）、「その他の電子計算機」（5年） 

      ・「複写機、計算機（電子計算機を除く）」（5年） 

      ・「テレタイプライター及びファクシミリ」（5年） 

      ・「電話設備その他の通信機器」 

･･･ア「デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」（6年） 

           ･･･イ「上記ア以外の電話設備その他の通信機器」（10年） 

      ・「カメラ」（5年） 
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《事務所費》                ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例 

使途基準 調査研究に必要な事務所の設置、管理に要する経費 

（事務所賃借料、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料、維持管理費） 

使途基準細目 ○ 事務所賃借料について 

自
己
所
有 

計上できない 

賃 
 

借 

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする 

自 宅兼用 

事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積

等を考慮した按分率を乗じた額とする 

（自宅賃借料×按分率

支出割合上限設定基準額

）×１／２ 

※ 自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう 

※ 個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務調査費支出金額 

の上限は月額５０，０００円とする 

○ 事務所光熱水費について 

自
己
所
有 

事務所光熱水費の支出割合の上限は１／２とする 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積等を考慮した

按分率を乗じた額とする 

（自宅光熱水費×按分率

支 出 割 合 上 限 設 定 基 準 額

）×１／２ 

賃 
 

借 

事務所専用 事務所光熱水費の支給割合の上限は１／２とする 

自 宅兼用 

事務所光熱水費の支出割合の上限は１／２とする 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面

積等を考慮した按分率を乗じた額とする 

（自宅光熱水費×按分率

支 出 割 合 上 限 設 定 基 準 額

）×１／２ 
 

◆支出にあたっての留意事項 

【事務所の賃料】 

・ 「自己または生計を一にする親族」所有の物件を事務所として使用する場合は支出できません。 

 

・ 個人(一人会派を含む)で契約する物件の場合、支出上限は月額５０，０００円です。 
 
※「事務所専用で月額賃料が15万円の物件を個人で賃借する場合」 

(個人または一人会派で交付を受けている場合) 

…規定による1/2按分後の金額は75,000円ですが、支出できる額は50,000円となります。 
 
 
※「自宅が賃借物件(月額賃料が15万円)で、議員事務所と兼用の場合」 

        (自宅面積に占める議員事務所使用部分の割合が1/5の場合) 

  …面積割合により1/5を乗じ、さらに1/2按分後の金額15,000円を支出できます。 

  ★面積割合を示す書類（図面）を提出します。 
10 
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  ★自身が代表を務める会社事務所の所有者が議員自身の場合も自己所有とみなし支出でき 
ません。 

 

【事務所の光熱水費】 

・ 自身が代表を務める会社事務所または自宅の一部を議員事務所として使用している場合は、使

用部分の面積割合に応じて経費を按分して支出します。 

※使用場所が賃貸物件であるか否かは問いません。 
※面積割合を示す書類（図面）を提出します。 

 

 

◆《参考》最近の判例（事務所の賃料・光熱費） 
 
調査研究活動に資するためのものと後援会事務所とを兼ねていることがうかがわれ、その合理的
な区分が困難であるから、社会通念上電気料金合計の２分の１を政務調査活動に資するために必
要な費用と認め、その余の△△円については本件使途基準に合致しない支出と認めるのが相当で
ある。 
 ※第三者から議員個人としての事務所を賃借している場合の判決 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
    

光熱水道費、電話料金及び共同住宅管理費のうち全体の９分の１は、市政に関する調査研究活動
のための事務所の維持管理費もしくは備品に関する経費として、その支払に事務所費を充てるこ
とが許されると解するのが相当。 
 ※自宅の一部を議員事務所として使用している場合の判決 

《大阪高裁判決（平成19年12月26日）》 
 

賃貸借契約に係る賃借人である議員と賃貸人が親子の関係にあり、賃貸借の目的が、賃貸人であ
る父が居住し、かつ父が代表取締役を務める会社が事務所として使用する建物の一室であるとし
ても、当該部分が議員としての調査研究活動のための事務所としての実態を有する限り、親子間
で当該事務所部分の使用関係ないし経費の負担関係を明確にしておくために当該部分について賃
貸借契約を締結することは、それ自体別段不自然ということはできず、上記賃貸借契約に係る月
間使用料（賃料）の金額（月額５万５０００円）にもかんがみると、原告が主張する事実関係か
ら直ちに上記賃貸借契約が実体を欠くものであると推認することはできず、また、上記賃貸借契
約に係る建物部分が議員としての調査研究活動のための事務所としての実態を欠くものと推認す
ることもできないというべきである。 
 ※経済的に同一体ではない親と議員の賃貸借契約についての判決 

 《大阪高裁判決（平成19年12月26日）》 
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《人件費》                 ＊下表使途基準の括弧内は支出の参考例 

使途基準 上記調査研究、研修、会議、資料作成、資料購入及び広報に係る事務等 
を補助する職員を雇用する経費 
（賃金、社会保険料、交通費） 

使途基準細目 
○ 議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない 

○ 議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出割合

の上限を１／２とし、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する職員

の賃金については、勤務内容と日給・時給等を明記のうえ、議員一人当たり月

額５０，０００円を上限として勤務実績に応じた額とする。 
 

◆支出にあたっての留意事項 

【区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する職員の賃金】  

・ 政務調査活動の補助として雇用するため按分は不要です。 
 

※勤務内容は「政務調査活動の補助」である旨を示すため、勤務の実情を示す書類を提出し、そ

の中で具体的に説明します。 

（例.来客対応→「区民相談対応･要望整理」等、書類整理→「○○調査の書類作成補助」等） 

※区政報告やホームページに関連する業務に従事した勤務日の賃金については、当該発行号等の

他の経費支出時と同じ按分率を適用します。 

※一定期間内で区政報告の集中的なポスティングが必要な場合、一時期に多人数のアルバイトを

雇い、賃金を「広報費」で支出しても、人件費で規定する支出上限（議員一人あたり月額５万

円）が適用されます。 

※勤務日数が定期的な場合（ex.毎週月～金の午前９時～午後３時など）は、政務調査活動のみと

は捉えられない恐れがあるため、注意が必要です。 

 

◆《参考》最近の判例（補助職員の雇用） 
 
常勤調査研究補助者は、議員の事務室における電話番や連絡係のみならず、市民による市政に対
する要望の聞き取り調査、市当局に対する陳情等の政務調査活動の補助も行っているのであるか
ら、その補助者の給料の半額分を政務調査費から支出したとしても、本件条例、本件規則及び本
件要綱の定める使途基準に照らして明らかに必要性・合理性を欠いている等，会派及び議員の裁
量的判断を著しく逸脱して支出したということはできない。 

《仙台地裁判決（平成20年3月24日）》 
    

勤務する事務所において政務調査事務以外の事務が行われることがあるから、補助者たる調査員
の事務の割合は不明といわざるを得ず、政務調査活動分はそのうち２分の１と認めるのが相当。 

 《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 

政務調査活動の補助職員に家族を雇用するというのはお手盛りの危険を伴うものであり、納税者
の立場からすれば、いくら職務に応じた妥当なものであると説明されても、容易に納得できるも
のではないし、そもそも妥当な支出であったか否かを検証することが困難であるといわざるを得
ないことにかんがみれば、政務調査費からそのような支出をすること自体相当ではない。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
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２ 領収書その他の証拠書類の扱い                     

 

（１）あて名の取扱い 

①手書き領収書の場合 

手書き領収書の場合は、あて名が記載されていることが一般的なため、原則としてあて名の記

載が必要です。 

 

・ あて名が未記載のものは、不可とします。 

・ あて名が上様書きのものも、不可とします。 

 

②レジスター等の機器で印字された領収書の場合 

  平成２０年度分の監査の判断でも、小売店やコンビニエンスストアーなどのレジスターから出

力されたものについては、あて名が未記載の領収書であってもそのまま受領することは妥当であ

ると判断されています。但し、次の事項にご注意ください。 

 

・「発行者、日付、取引内容、金額」が明記されていることを前提としています。（タクシー、有

料道路、パーキング、小売店等） 

・ 領収書の金額が５万円以上の場合は、あらためてあて名を明記した領収書の発行を求めるか、

あて名欄にあて名の記載を求めることとします。（平成２１年度の政務調査費調査検討委員会 

 での申し合わせ事項です。） 

・ 領収書は、どんなに大きくても折り畳むなどそのまま添付します。 

※ 劣化する恐れのある領収書については、原本とともにコピーも貼付するか、または発行者・金

額・日付・内容などを補記します。 

 

③あて名が議員本人ではない場合 

原則として議員本人名義以外の領収書は無効です。 

公共料金の契約者が配偶者等であるために領収書が配偶者等の名義となっているケースな

どについては、早期に本人名義の契約に変更します。（平成２２年度政務調査費調査検討委

員会での申し合わせ事項） 

ただし、自宅や自身が経営する会社の一部を議員事務所として使用しているときの光熱水費・

通信費のように、各種サービスの契約者が配偶者や会社名義になっている場合のみ、次のように取

り扱います。 

・ 領収書のあて名が「配偶者」の場合は、①領収書原本 ②あて名が配偶者であることについての

説明 ③配偶者が発行する証明書 の３点が必要になります。 

 

（２）領収書以外の証拠書類で代用することについて 
 

① 光熱水費や電話料金を口座振替やクレジットカードで支払っている場合 

原則領収書原本の提出が必要ですが、紛失等やむを得ない合理的な事情があると認められる場合は、

次のように取り扱います。 

 

【口座振替による支払いの場合】 

振替口座の通帳の該当ページの写しを提出します。なお、その際、振替口座の通帳の原本は会派・

議員が５年間保存します。 

 【クレジットカードによる支払いの場合】 

クレジットカード会社が発行する利用明細書及び振替口座の通帳の該当ページの写しを提出しま

す。 
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（３）領収書が発行されないケース等の取扱い 

インターネット接続料等が該当しますので、次のように取り扱います。 

【口座振替による支払いの場合】 

振替口座の通帳の該当ページの写しを提出します。なお、その際、振替口座の通帳の原本は会派・

議員が５年間保存します。 

 

【クレジットカードによる支払いの場合】 

クレジットカード会社が発行する利用明細書及び振替口座の通帳の該当ページの写しを提出しま

す。 
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３ 提出書類                              

 

（１）「政務調査費収支報告書」→16ページ参照 

（２）「出納簿」→16・17ページ参照 

（３）「領収書その他の証拠書類（領収書等貼付用紙に貼付または別紙添付）」 
  
 

なお、次の経費を支出する場合は、以下の書類を提出します。 

① 交通費…「政務調査交通費記録簿」→18・19ページ参照 

② 宿泊を伴うか、または往復の旅費が３万円を超える日帰りの調査・研修会・講演会

の経費…「政務調査視察報告書」→20ページ参照 

③広報紙発行に要する経費…「広報紙」 

④備品の購入に要する経費…「備品台帳の写し」 

   ※参考様式の「備品台帳」か、同台帳の記載事項を満たしている書類等を提出します。 

⑤補助職員の賃金等…次のＡ・Ｂのとおり、勤務の実情を証明する書類 

Ａ 議員活動全般を補助する職員（議員事務所や会派事務所で定期的に雇用している職員）

の場合 

「雇用契約書の写し」 

Ｂ 区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する職員（特定の調査研究活動の補助を

行うために雇用する職員）の場合 

「氏名、住所、生年月日、勤務日・時間、勤務内容、時給(日給)が確認できる書類」 

※参考様式の「政務調査活動補助職員勤務報告書」か、同報告書の記載事項を満

たしている書類等を提出します。 

⑥事務所の賃料…次のとおり、事務所の要件を具備していることを証明する書類 

       Ａ事務所専用の物件を賃借する場合 

「事務所の賃貸借契約書の写し」 

Ｂ自宅と兼用の場合…次のａまたはｂの書類 

   ａ「自宅の賃貸借契約書の写し」 

   ｂ「賃貸人、支払先、物件所在地、賃料、図面・写真等が確認できる書類」 
 

★ 「自宅等、他の用途と兼用している事務所の賃料・光熱水費」を支出する場合、事務所使用

部分の面積等を考慮した按分が規定されているため、上記の書類とあわせて「面積割合を示

す書類」も提出します。 

※10・11ページ「◆支出にあたっての留意事項」を参照。 
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４ 書類作成上の留意事項 （様式を定めているもの）                       
 

（１）「政務調査費収支報告書」 ※提出必須書類 

原本を提出しますので、写しを平成30年4月30日が過ぎるまで保存します。 

なお「収支報告書出納簿入力フォーマット（Excelﾌｧｲﾙ）」は、平成23年度と共通です。 
 

①日付 

     ・事務局への提出日を記載します。 
 

②議員名 

     ・政務調査費を会派で受けている場合は「会派名」と「代表者氏名」を記載します。 

     ・議員個人で受けている場合は「議員氏名」を記載します。 
 

③備考欄 

     ・科目ごとに「主な支出内容」を記載します。 

 

（２）「出納簿」 ※提出必須書類 

写しは平成30年4月30日が過ぎるまで保存します。 
 

①日付 

     ・入出金があった日を記載します。（領収書の日付、口座振替日など） 

 

《参考》平成24年度分政務調査費の振り込み日 

4月～6月分＝4月10日、7月～9月分＝7月10日、 

10月～12月分＝10月10日、1月～3月分＝1月10日 

 

・「交通費」は、ひと月単位で当月分の金額をまとめ、「月の末日付」で計上します。 

《出納簿記載例》1月31日付 交通費(1月分) ****円 
 

②摘要 

     ・支出内容、按分率等を記載します。 

※年に複数回支払う場合はいつの分か(*月分、*月*日発行分 等)を記載します。 

※主な支出の記載例は次のとおりです。 

「物品購入」    ＝（例）事務用品代（上質紙、ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸ）1/2 

        「資料購入」    ＝（例）資料代（世田谷区幼保一体化資料） 

        「書籍購入」    ＝（例）書籍代（住民と歩む協働型社会、地域からつくる子育て

ネットワーク 他3冊） 

「雑誌購入」    ＝（例）雑誌代（週間△△経済 10月9日号） 

「備品リース」   ＝（例）コピー機リース料（10月分）1/2 

「賃金」      ＝（例）政務調査活動補助職員賃金（10月分 鈴木一郎） 

        「区政報告発行経費」＝（例）区政報告印刷代（10月10日発行号）4/5 

                  ＝（例）区政報告郵送切手代（10月10日発行号）4/5 

「光熱水費」    ＝（例）事務所電気料（10月分）1/4 

        「電話料金」    ＝（例）事務所電話料（10月分 FAXあり）1/2 
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        「講師謝礼」    ＝（例）講師謝礼（防災・まちづくりに関する勉強会） 

        「研修等参加費」  ＝（例）研修会参加費（地方議員政策研究研修） 

        「交通費」     ＝（例）交通費（10月分） 

        「駐車料金」    ＝（例）駐車料（区民相談） 

        「有料道路通行料」 ＝（例）高速料金（用賀－御殿場／御殿場市ｽﾎﾟｰﾂ施設訪問） 

        「地方視察経費」  ＝（例）宿泊費（京都市・神戸市視察） 
 

③科目 

・使途基準の各科目の内容・例示経費を確認のうえ選択します。 

 ※２～12ページの該当する支出科目の部分を参照。 
 

④整理番号 

・出納簿への記載順（昇順）で機械的に番号をふります。 

※「月単位」「年間通し」どちらでも構いません。 

 

（３）「領収書等貼付用紙」 ※提出必須書類（領収書等とあわせて） 

 

①出納簿整理番号 

・該当する「出納簿の整理番号」を記載します。 
 

※貼付した領収書が複数の支出に該当する場合は、枠外でも構いませんので、該当するす
べての支出の整理番号を記載します。 

 

②領収書等貼付欄 

・サイズが大きい証拠書類等は、折って貼らずに別紙として添付します。 
 

※その際は、貼付欄に「別紙のとおり」「支出の明細は別紙添付」のように記載します。 
 
・領収書を複数枚貼る場合は、「他の領収書」と重なったり、「備考欄への記載事項」が隠れ

ないようにします。 
 

※重なってしまう場合は貼付用紙を分けて添付します。 
 

③備考欄 

・出納簿に「支出の内容」を書ききれない場合や、次に該当する場合には必ず説明を記載しま

す。 

・なお、説明資料がある場合は、貼付用紙の別紙として提出します。 

        
※領収書と異なりサイズが大きいため、貼付用紙に貼らずにファイルに綴じます。 

 

【領収書等の金額と出納簿に記載の金額が異なる場合】 

＊金額が異なることの説明が必要です。 

＊実績では次のケースが該当します。 

Ａ複数購入したうちの一部を計上（書籍・事務用品の購入等） 

 《説明記載例》 
購入額8,000円のうち、書名1,050円、書名630円、書名840円、書名2,100円の合
計4,620円を計上 

Ｂ按分による計上（光熱費、電話料、賃料、備品購入等） 

 《説明記載例》 
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支払額10,000円×使用面積の割合による按分1/4×1/2＝1,250円計上 

Ｃ発生ポイント分を控除しての計上（家電量販店等ﾎﾟｲﾝﾄ制度導入店での購入） 

 《説明記載例》 
   購入額10,500円から発生ﾎﾟｲﾝﾄ分1,050円を値引き相当額として控除した9,450

円を計上 

  

【領収書・出納簿の記載内容では購入したすべての品名を確認することができない場合】 

＊購入したすべての品名・内訳を記載します。 

＊実績では、事務用品等の消耗品や書籍を購入した場合が該当します。 

 

【その他、政務調査活動との関連性がわかりにくいと思われる場合】 

＊適正な支出であることを示すために説明が必要です。 

＊実績では、次のケースが該当します。 

・講師謝礼 

  《説明記載例》10月10日開催の△△勉強会で、「□□□」についての講義を依頼。 

・施設の入場料や観覧料 

  《説明記載例》△△に関する調査。 

・備品購入 

  《説明記載例》調査研究先での説明に利用するモバイル用。 

機器の性質上、政務調査活動以外にも使用できるため、1/2按分し

て計上。 

・切手購入 

  《説明記載例》区政報告(№123)郵送用。80部送付。 

・ホームページ更新料 

  《説明記載例》△△ページの更新。ホームページのURL http://****.com 
 

（４）「政務調査交通費記録簿」 ※交通費を支出する場合に提出 

交通費以外の支出は領収書等の貼付や支出の説明用に「領収書等貼付用紙（前ページ（３））」を

使用しますが、交通費については領収書の発行が一般的ではないケースが多いため、日付単位で金額・

出張先・経路・出張目的等を記載できる「交通費記録簿」を領収書等貼付用紙の代わりに使用します。 

 

①全般事項 
 
・領収書が発行される場合(タクシーや一部の鉄道・バス等の利用時)は、記録簿の裏面に領収

書を貼ります。 
 

※領収書の枚数が多い場合は裏面ではなく、他の用紙(様式自由)に別途貼付して提出しま
す。 

 
・なお、「移動に伴う交通費以外の経費」は交通費記録簿ではなく、他の支出と同様に領収書

等貼付用紙を使用します。 
 

※ガソリン代、有料道路の通行料、駐車・駐輪料 等が該当します。 
 

②出納簿整理番号 

・該当する「出納簿の整理番号」を記載します。 
 

③出張先 

・施設名や団体名等、具体的に記載します。 
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※地方視察の場合も同様です。 
※区民相談等で個人のお宅を訪問する場合は、具体的に所在地・お名前を公表することが

好ましくないケースが多々見受けられます。その場合には、利用交通機関・経路が適正
であることを示すために「地名・町名」等を記載します。 

 

④利用交通機関 

・「鉄道」「バス」「タクシー」等に区分して記載します。 

 

⑤経路（出発駅－到着駅） 

・駅間の移動ではない場合は、「地名・町名・施設名」等を記載します。 
 

※タクシーや一部の鉄道・バスなど、領収書が発行されるものは、領収書ごとに経路を   
区切って記載します。 

 

⑥備考欄 

・出張内容を記載します。 
 

      《記載例》△△に関する調査、△△会議、△△研修受講、区民相談・意見聴取 等 
 
     ・その他、交通費計上に関する説明等があれば記載します。 
 

⑦視察や研修参加などで、他都市に行った場合 

日常の交通費と同様に利用当日運賃を支払う「他都市(現地)での移動交通費」のほか、事前に

乗車券を購入する「東京－他都市間の交通費」があります。処理方法等は次のとおりです。 
 

【利用日に乗車券を購入する交通費】 

＊該当するケース（実績） 

「他都市現地で移動する際」の鉄道・タクシー等の運賃 

→タクシー以外は領収書が発行されないケースがほとんどです。 

＊処理方法 

日常の交通費と同様です。 

 

【乗車券を事前に購入する場合】 

＊該当するケース（実績） 

「東京－他都市間」の往復のＪＲ運賃・航空運賃（領収書の発行あり） 

＊処理方法 

  乗車券代を支払った日付（領収書の日付）で計上します。 

→交通費以外の支出と同様です。領収書等貼付用紙に領収書を貼付し、備考

欄に「出張日程・出張先・乗車区間等」を記載します。 
 

 ※「東京－他都市間」の乗車券等を利用日に購入した場合でも、上記交通費

以外の支出と同様の扱いとなります。 

※現地での移動交通費もある場合は、備考欄に「現地での移動交通費は**

月分交通費記録簿を参照」のように記載します。 
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（５）「政務調査視察報告書」  

宿泊を伴うか、または往復の旅費が３万円を超える日帰りの視察等経費を支出する

場合に提出します。 
 

①全般事項 
・「別途報告書類を作成する場合」は、当視察報告書を表紙にし、作成した書類を添付します。 
 

※報告書の「概要」欄には「添付報告書類のとおり」のように記載します。 
 

・複数の議員による視察で「連名で報告書を提出する場合」もすべての参加議員に提出してい
ただく必要があります。 

 
※次のように処理します。 
 
【代表する議員１名】 

＊通常どおり当視察報告書を記載し、作成書類や資料を添付します。 
 

【その他の参加議員】 
＊概要欄以外は通常どおりに、概要欄には「連名で作成したため、○○議員の視察報告

書を参照」のように記載してください。資料等の添付も不要です。 
 

※会派で政務調査費を受け取っている場合の会派視察は、会派名で提出します。 
 

②会派・議員名 
・政務調査費を会派で受け取っている場合は「会派名」を、個人で受け取っている場合は「議

員名」を記載します。 
 

③出納簿整理番号 
・当該視察・研修について計上したすべての支出の整理番号を記載します。 

 
④実施日 

・当該出張の期間を記載します。 
 

⑤参加者氏名 
・参加するすべての議員名を記載します。 

 
⑥視察先 

・「訪問先の施設名、担当部署」等と「道府県名や市町村名」を記載します。 

※研修の場合は「研修場所（施設名）と道府県名や市町村名」を記載します。 
 

⑦視察目的 
・「何を調べるため（学ぶため）に訪問したのか」を簡潔に記載します。 
 

⑧行程 
・ 往復の経路について、利用交通機関や利用区間等を記載します。 
 

⑨概要 
・「区政に関する調査研究活動による現地調査(研修)」であることを明確に記載します。 
 

※視察先で入手した資料、研修内容が確認できる資料等がある場合は、写し等を添付しま
す。 
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